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﹇
巻
頭
言
﹈ 立

教
開
宗
の
意
義
に
つ
い
て
思
う
こ
と
 

満
　
井
　
秀
　
城
 

今
号
の
テ
ー
マ
は
、
２
０
２
３
年
３
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
厳
修
さ
れ
る
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶

讃
法
要
」
で
あ
る
。
こ
の
内
、
特
に
「
立
教
開
宗
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。 

「
親
鸞
聖
人
に
は
立
教
開
宗
の
意
図
は
な
か
っ
た
」
と
考
え
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
主
観
的
（
親
鸞
聖
人
の
思
い
）
に

は
、
そ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
。『
高
僧
和
讃
』
に
は
、 

智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
　
本
師
源
空
あ
ら
は
れ
て
 

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ
　
選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ
（
註
釈
版
聖
典
ｐ
５
９
５
） 

と
讃
詠
さ
れ
、「
浄
土
真
宗
ひ
ら
き
つ
つ
」
の
立
教
開
宗
は
、
源
空
聖
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
で
も
、 

よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。（
註
釈
版
聖
典
ｐ
８
３
３
） 

と
の
記
述
も
あ
り
、「
恩
師
法
然
聖
人
の
仰
せ
以
外
に
は
他
に
何
も
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
法
然
聖
人
の
仰
せ
以
外
に
な
い
の
で
あ
れ
ば
、『
選
択
集
』
一
冊
が
あ
れ
ば
、
他
に
は
何
も
要
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
い
う
驚
く
べ
き
大
著
を
著
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ご
執
筆
へ
と
突
き
動
か
さ
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れ
た
何
か
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
ご
執
筆
の
意
図
に
つ
い
て
、「
総
序
」
で
は
、 

真
宗
の
教
行
証
を
敬
信
し
て
、
こ
と
に
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ
と
を
知
ん
ぬ
。
こ
こ
を
も
つ
て
聞
く
と
こ
ろ
を
慶
び
、
獲
る
と
こ

ろ
を
嘆
ず
る
な
り
。（
註
釈
版
聖
典
ｐ
１
３
２
） 

と
述
べ
ら
れ
、「
知
恩
報
徳
に
よ
る
仏
徳
讃
嘆
」
で
あ
る
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
実
に
多
く
の
著
作
を
ご
執
筆
に

な
ら
れ
た
が
、
そ
の
す
べ
て
の
著
作
に
お
い
て
共
通
す
る
の
が
、
先
の
「
知
恩
報
徳
に
よ
る
仏
徳
讃
嘆
」
で
あ
る
。
我
々
の
学
問
研
究

も
ま
た
、「
知
恩
報
徳
」
で
あ
る
。
当
研
究
所
も
、
こ
の
思
い
一
つ
で
日
々
業
務
に
精
励
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
何
故
に
『
教
行
信
証
』
と
い
う
大
著
を
著
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
語
の
聖
教
に
示
さ
れ
る
、 

ゐ
な
か
の
ひ
と
び
と
の
、
文
字
の
こ
こ
ろ
を
し
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
愚
痴
き
は
ま
り
な
き
ゆ
ゑ
に
、
や
す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ
ん
と

て
、（
註
釈
版
聖
典
ｐ
６
９
４
） 

と
は
、
む
し
ろ
逆
行
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。 

先
ず
、
内
発
的
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
体
系
の
全
容
を
、
細
大
漏
ら
さ
ず
提
示
さ
れ
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
関

東
で
の
伝
道
教
化
を
進
め
て
行
く
上
で
も
、
宗
祖
ご
自
身
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
体
系
を
再
確
認
す
る
意
味
が
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。 次

に
外
発
的
要
因
と
し
て
、
以
下
の
二
点
を
想
定
す
る
。
一
つ
は
、
明
恵
上
人
に
よ
る
菩
提
心
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
。
法
然
聖

人
滅
後
に
『
選
択
集
』
が
開
版
さ
れ
、
お
そ
ら
く
明
恵
上
人
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
『
選
択
集
』
を
目
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『
選
択
集
』
に
示
さ
れ
る
、「
菩
提
心
を
非
本
願
の
行
」
と
す
る
論
理
に
対
し
て
、「
菩
提
心
を
否
定
す
る
の
は
仏
教
で
は
な
い
」
と
し

て
『
摧
邪
輪
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
明
恵
上
人
の
論
詰
に
対
し
て
、
法
然
聖
人
は
既
に
ご
往
生
で
あ
る
か
ら
、
聖
人

自
ら
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
必
然
的
に
、
こ
の
明
恵
上
人
の
論
難
は
、
後
の
法
然
聖
人
門
下
の
課
題
と
し
て
、
重
く
の

4
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し
か
か
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
聖
光
房
弁
長
も
、
善
慧
房
証
空
も
、
独
自
の
菩
提
心
論
を
展
開
し
て
お
り
、
宗
祖
の
「
菩
提
心
釈
」

も
、
こ
の
流
れ
で
理
解
す
べ
き
と
思
う
。 

外
発
的
要
因
の
二
番
目
と
し
て
思
う
の
は
、
浄
土
異
流
の
問
題
で
あ
る
。
法
然
聖
人
は
、「
専
修
念
仏
」、「
念
仏
一
行
」
を
確
立
さ

れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
「
自
力
の
諸
行
」
に
対
し
て
、
こ
の
ご
功
績
は
平
板
な
言
葉
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
し
か
し
、

「
同
じ
念
仏
を
称
え
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
さ
と
り
へ
と
至
る
も
の
と
迷
い
続
け
る
者
と
に
分
か
れ
る
の
か
」
と
い
う
新
た
な
課
題
が
生

じ
た
。
こ
の
課
題
に
対
し
て
、『
論
註
』
の
、「
如
実
・
不
如
実
」
の
視
点
を
援
用
さ
れ
、「
如
実
修
行
相
應
」
と
し
て
の
「
他
力
念
仏
」

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
も
、『
教
行
信
証
』
ご
執
筆
の
大
き
な
動
機
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 
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﹇
講
演
記
録
﹈ 論

点
　
浄
土
真
宗
の
縦
糸
と
横
糸
 

　――
災
禍
に
あ
っ
て
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
――
 佐

々
木
義
英
 

は
じ
め
に
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
た
め
に
、
日
本
で
は
、
累
計
四
一
六
万
二
五
〇
六
人
が
罹
患
し
、
二
万
九
八
八
人
が
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
一
方
、
世
界
で
は
、
四
億
一
七
七
三
万
一
九
五
五
人
が
罹
患
し
、
五
八
五
万
六
二
八
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
（
二
〇
二
二

年
二
月
一
八
日
現
在
）。
こ
の
よ
う
な
感
染
症
の
猛
威
に
さ
ら
さ
れ
る
前
ま
で
は
、
生
死
の
問
題
は
科
学
的
実
証
を
重
ん
じ
る
現
代
思
潮

の
陰
に
隠
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
、
そ
の
問
題
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
下
に
あ
り
ま
す
。

他
人
事
で
は
な
く
、
紛
れ
も
な
く
こ
の
わ
た
し
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
決
し
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
死
の
問
題
で

す
。 ま

た
そ
れ
は
、
仏
教
の
、
浄
土
真
宗
の
、
真
価
が
問
わ
れ
る
事
態
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
論
で
は
、
先
ず
、
過
去

の
祖
師
方
の
時
代
背
景
と
し
て
、
道
綽
禅
師
（
五
六
二
│
六
四
五
）
と
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
│
一
二
六
二
）
の
時
代
を
考
察
し
、
釈
尊

と
聖
人
の
出
家
の
動
機
に
つ
い
て
窺
い
、
次
い
で
、
阿
弥
陀
仏
と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
を
縦
糸
と
し
て
、
求
道
者
の
姿
勢
に
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つ
い
て
、
そ
し
て
、
念
仏
者
の
対
社
会
性
（
対
他
者
・
対
社
会
）
を
横
糸
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

第
一
章
　
時
代
背
景
 

　
　
第
一
節
　
道
綽
禅
師
の
時
代
 

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
わ
た
し
た
ち
人
類
は
過
去
に
も
度
々
疫
病
に
苛
ま
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
四
世
紀
頃
に
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
黒
死
病
（
ペ
ス
ト
）
が
大
流
行
し
、
二
五
〇
〇
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
一
九
一
八
年
に
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
四

〇
〇
〇
万
人
、
一
九
五
七
年
に
は
ア
ジ
ア
風
邪
で
二
〇
〇
万
人
、
一
九
六
八
年
に
は
香
港
風
邪
で
一
〇
〇
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
頃
に
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
根
絶
宣
言
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
天
然
痘
（
疱
瘡
）
が
世
界
の
あ
ち

こ
ち
で
周
期
的
に
流
行
し
、
夥
し
い
数
の
命
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
道
綽
禅
師
の
時
代
に
も
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
に
も
、
天

然
痘
を
は
じ
め
と
す
る
病
苦
に
苛
ま
れ
て
い
ま
す
。
禅
師
も
聖
人
も
、
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
人
々
を
前
に
出
家
を

決
意
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

道
綽
禅
師
は
、
曇
鸞
大
師
の
故
郷
で
あ
る
山
西
省
の
代だ

い

県け
ん

の
南
、
汶ぶ

ん

水す
い

と
い
う
所
で
、
大
師
の
ご
往
生
か
ら
二
〇
年
後
の
五
六
二

年
、
北ほ

く

斉せ
い

と
い
う
国
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
中
国
の
北
方
の
王
朝
は
、
大
師
が
活
躍
さ
れ
て
い
た
北
魏
か
ら
、
西
魏

と
東
魏
に
分
裂
し
、
さ
ら
に
、
西
魏
は
北
周
に
、
東
魏
は
北ほ

く

斉せ
い

に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。『
高
僧

伝
』
な
ど
に
よ
っ
て
推
測
し
ま
す
と
、
禅
師
の
幼
少
時
代
に
は
、
た
び
重
な
る
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
、
農
作
物
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
る
と
と
も
に
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
蝗こ

う

害が
い

に
苛
ま
れ
、
国
中
の
人
々
が
飢
え
や
疫
病
に
苦
し
み
、
次
々
と
命
を
落
と
す
と
い

う
惨
事
が
起
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
青
年
時
代
に
は
、
豪
雨
に
よ
っ
て
河
川
が
氾
濫
し
、
家
も
食
物
も
、
す
べ
て
を
失
う
大
洪
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水
に
襲
わ
れ
た
の
で
す
。
国
の
存
亡
に
か
か
わ
る
天
災
に
、
人
々
は
失
意
の
底
に
あ
っ
て
心
を
閉
ざ
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。 そ

し
て
、
禅
師
は
、
世
の
無
常
を
感
じ
、「
真
実
の
救
い
」
を
求
め
て
出
家
を
決
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
出
家
か
ら
間

も
な
く
、
大
き
な
悲
劇
が
禅
師
を
襲
い
ま
す
。
母
国
の
北
斉
が
西
隣
の
北
周
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

皇
帝
に
武
帝
が
即
位
（
五
六
〇
│
五
七
八
）
す
る
と
、
仏
教
に
対
し
て
激
し
い
弾
圧
を
行
い
ま
し
た
。
仏
像
を
破
壊
し
、
あ
ら
ゆ
る
経

典
を
焼
き
払
い
、
寺
や
そ
の
土
地
ま
で
も
没
収
し
、
百
万
人
を
超
え
る
僧
侶
た
ち
を
、
強
制
的
に
還
俗
さ
せ
て
軍
役
に
処
し
た
の
で

す
。
北
周
の
弾
圧
は
、
隋
王
朝
の
誕
生
を
待
っ
て
漸
く
終
焉
を
迎
え
ま
す
。
そ
の
初
代
の
文
帝
（
五
八
一
│
六
〇
四
）
は
、
一
転
し
て

仏
教
の
復
興
に
力
を
注
ぎ
ま
す
。
新
造
も
し
く
は
修
復
さ
れ
た
仏
像
は
十
数
万
体
を
超
え
、
新
た
に
書
写
さ
れ
た
経
典
は
、
十
三
万
数

千
点
に
上
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
膨
大
な
数
は
、
そ
の
弾
圧
が
、
ど
れ
ほ
ど
苛
烈
で
あ
っ
た
の
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

道
綽
禅
師
は
、
か
つ
て
曇
鸞
大
師
の
住
持
で
あ
っ
た
石
壁
山
の
玄
中
寺
で
、
大
師
の
碑
文
に
導
か
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
帰
依
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
禅
師
は
、
再
び
仏
教
が
隆
盛
を
極
め
る
隋
か
ら
唐
の
時
代
に
か
け
て
献
身
的
に
仏
法
を
広

め
、
五
十
歳
余
り
年
下
の
弟
子
、
善
導
大
師
に
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
説
き
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

　
　
第
二
節
　
親
鸞
聖
人
の
時
代
 

親
鸞
聖
人
の
誕
生
前
か
ら
四
十
歳
頃
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
二
、
三
年
に
一
度
、
も
し
く
は
数
年
に
一
度
の
割
合

で
改
元
し
て
い
ま
す
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
改
元
は
天
皇
の
践せ

ん

祚そ

に
と
も
な
う
も
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
天

災
・
飢
饉
・
疫
病
な
ど
の
災
禍
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。 

例
え
ば
、
一
一
五
五
年
（
久き
ゆ
う

寿じ
ゆ

二
年
）
に
は
、
異
常
気
象
が
原
因
と
な
っ
て
全
国
で
飢
饉
が
発
生
し
、
一
一
六
六
年
（
仁に
ん

安な
ん

元
年
）
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と
一
一
六
八
年
（
仁に
ん

安な
ん

三
年
）
に
は
、
京
都
で
大
火
が
起
っ
て
五
千
軒
余
り
の
家
屋
が
焼
失
し
て
い
ま
す
。
聖
人
は
、
一
一
七
三
年

（
承じ
よ
う

安あ
ん

三
年
）
に
誕
生
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
四
年
後
の
一
一
七
七
年
（
安あ
ん

元げ
ん

三
年
・
治じ

承し
よ
う元
年
）
に
は
、
再
び
大
火
が
起
っ
て
「
平
安
京

の
左
京
の
三
分
の
一
が
焼
失
し
、
死
者
が
数
千
人
に
及
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（『
方
丈
記
』
安
元
の
大
火
）。
ま
た
、
出
家
の
前

年
の
一
一
八
〇
年
（
治じ

承し
よ
う四
年
）
に
は
、
京
都
で
竜
巻
が
発
生
し
て
「
家
を
な
ぎ
倒
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
吹
き
飛
ば
し
た
」
と
あ
り

（『
方
丈
記
』
治
承
の
旋
風
）、
出
家
の
年
の
一
一
八
一
年
（
養
和
元
年
）
に
は
、
諸
国
で
飢
饉
が
起
っ
て
「
京
都
の
町
中
に
も
餓
死
者
が

満
ち
溢
れ
、
そ
の
数
、
左
京
だ
け
で
四
万
数
千
人
以
上
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（『
方
丈
記
』
養
和
の
大
飢
饉
）。
さ
ら
に
、

そ
の
四
年
後
の
一
一
八
五
年
（
元げ
ん

暦り
や
く二
年
）
に
は
、
大
地
震
が
起
っ
て
「
山
は
崩
れ
、
そ
の
土
が
川
を
埋
め
、
海
は
傾
い
て
津
波
が
陸

を
浸
す
。
土
地
は
裂
け
て
水
が
湧
き
出
し
、
巨
大
な
岩
は
割
れ
て
谷
に
転
げ
落
ち
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（『
方
丈
記
』
元
暦
の
地

震
）。 

こ
の
他
、
聖
人
夢
中
の
「
浄
土
三
部
経
」
千
部
読
誦
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
一
二
三
〇
年
（
寛
喜
二
年
）
の
異
常
気
象
に

起
因
す
る
全
国
的
凶
作
と
、
翌
年
の
一
二
三
一
年
（
寛
喜
三
年
）
の
大
飢
饉
に
瀕
し
て
い
る
人
々
の
姿
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
災

禍
は
聖
人
の
往
生
の
後
も
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
は
『
恵
信
尼
消
息
』
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
ま
た
こ
の
国く

に

は
、
去
年

こ

ぞ

の
作つ

く
り

物も
の

、
こ
と
に
損そ

ん

じ
候そ

う
らひ
て
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
て
、
お
ほ
か
た
い
の
ち
生い

く
べ
し
と
も
お
ぼ
え

ず
候そ

う
ろふ
な
か
に
、
と
こ
ろ
ど
も
か
は
り
候そ

う
らひ
ぬ
。
一ひ

と

と
こ
ろ
な
ら
ず
、
益ま

す

方か
た

と
申
し
、
ま
た
お
ほ
か
た
は
た
の
み
て
候そ

う
ろふ
人ひ

と

の

領り
よ
うど
も
み
な
か
や
う
に
候そ

う
ろふ
う
へ
、
お
ほ
か
た
の
世せ

間け
ん

も
損そ

ん

じ
て
候そ

う
ろふ
あ
ひ
だ
、
な
か
な
か
と
か
く
申も

う

し
や
る
か
た
な
く
候そ

う
ろふ

な
り
。（
中
略
）
身み

一ひ
と

人り

に
て
候そ

う
らは
ね
ば
、
こ
れ
ら
が
、
あ
る
い
は
親お

や

も
候そ

う
らは
ぬ
小お

黒ぐ
ろ
の

女に
よ
う

房ぼ
う

の
女お

ん
な
子ご

、
男お

と
こ
子ご

、
こ
れ
に
候そ

う
ろふ
う

へ
、
益ま

す

方か
た

が
子こ

ど
も
も
、
た
だ
こ
れ
に
こ
そ
候そ

う
らへ
ば
、
な
に
と
な
く
母は

は

め
き
た
る
や
う
に
て
こ
そ
候そ

う
らへ
。
い
づ
れ
も
い
の
ち
も
あ

り
が
た
き
や
う
に
こ
そ
お
ぼ
え
候そ

う
らへ
。
                                                                                         （『
註
釈
版
』
八
一
三
頁
） 

12
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ま
た
、
こ
の
越
後
で
は
去
年
の
作
物
の
で
き
が
特
に
悪
く
、
ひ

ど
い
あ
り
さ
ま
で
、
人
々
が
生
き
て
い
け
る
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
中
、
住
む
と
こ
ろ
を
変
え
ま
し
た
。
こ
の
辺
り
だ
け
で
な

く
、
益
方
の
方
も
、
ま
た
わ
た
し
が
頼
り
に
し
て
い
る
人
の
領

地
も
み
な
こ
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
り
、
世
間
の
人
の
ほ
と

ん
ど
が
被
害
を
受
け
て
い
る
中
で
、
あ
れ
こ
れ
と
い
っ
て
も
仕

方
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
わ
た
し
一
人
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
に

は
親
の
い
な
い
小
黒
の
女
房
の
娘
や
息
子
が
い
ま
す
し
、
益
方

の
子
供
も
い
ま
す
の
で
、
何
と
な
く
母
親
に
な
っ
た
よ
う
な
気

さ
え
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
子
供
た
ち
が
こ
の
先
無
事
に
生

き
て
い
け
る
か
気
が
か
り
で
な
り
ま
せ
ん
。 

                            （『
恵
信
尼
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
二
六
頁
） 

 「
去
年

こ

ぞ

」
と
は
、
聖
人
の
往
生
の
一
年
後
、
一
二
六
三
年
（
弘
長
三

年
）
に
あ
た
り
ま
す
。
恵
信
尼
様
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
災
禍
を
ま
の
あ

た
り
に
し
て
、
無
常
の
世
の
道
理
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
市
井
の
人
々

と
共
に
本
願
念
仏
の
道
を
歩
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

本願寺聖人絵伝　康永本（東本願寺所蔵） 
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第
三
節
　
出
家
の
動
機
 

釈
尊
出
家
の
動
機
は
、
四
門
出
遊
の
逸
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
「
釈
尊
が
ま
だ
出
家
せ
ず
太
子
で
あ
っ
た
頃
、
都
の
東
南

西
北
に
あ
る
四
つ
の
城
門
か
ら
外
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
老
人
・
病
人
・
死

人
・
出
家
者
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
深
く
心
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
出
家
へ
と
心
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第

二
版
）
と
い
う
内
容
で
す
。
こ
の
逸
話
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
二
点
で
す
。
そ
の
一
つ
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
降
り
か
か
る

生
・
老
・
病
・
死
の
苦
を
「
わ
が
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

苦
」
と
し
て
釈
尊
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
も
う
一
つ

は
、
出
家
前
の
太
子
と
い
う
地
位
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
的

地
位
を
誇
っ
て
い
て
も
、
経
済
的
豊
か
さ
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
苦

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。 

一
方
、
親
鸞
聖
人
は
、
絵
伝
の
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一

一
八
一
年
（
治じ

承し
よ
う五
年
）、
九
歳
の
春
に
、
伯
父
・
範の

り

綱つ
な

に
と
も
な
わ

れ
て
、
慈
円
（
慈
鎮
和
尚
）
の
も
と
で
出
家
し
、
範は

ん

宴ね
ん

少し
よ
う
納な

言ご
ん
の

公き
み

と

号
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
年
は
、
養
和
元
年
の
大
飢
饉
の
最
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中
で
す
。
ま
た
、
系
図
に
あ
る
よ
う
に
、
聖
人
に
は
、
尋じ

ん

有う

・
兼け

ん

有う

・
有ゆ

う

意い

・
行ぎ

よ
う

兼け
ん

の
四
人
の
弟
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
す

べ
て
延
暦
寺
や
三
井
寺
で
出
家
さ
れ
て
い
ま
す
。
父
・
有あ

り

範の
り

の
隠
棲
と
い
い
、
兄
弟
の
出
家
と
い
い
、
日
野
一
族
に
と
っ
て
危
機
的
な

状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
聖
人
の
祖
父
、
す
な
わ
ち
有あ

り

範の
り

の
父
・
経つ

ね

尹ま
さ

の
放ほ

う

埒ら
つ

が
あ
り
ま
す
。
経つ

ね

尹ま
さ

は
阿
波

あ

わ

権ご
ん
の

守か
み

で
し
た
が
、

日
野
家
の
系
統
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
（『
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
』
所
収
「
親
鸞
」
赤
松
俊
秀
著
）。
し
た
が
っ
て
、
息
子
・
有
範
の

昇
進
が
、
皇
太
后
の
家
政
を
司
る
機
関
の
皇こ

う

太た
い

后ご
う

宮ぐ
う
の

大だ
い

進し
ん

に
と
ど
ま
っ
た
の
も
、
父
・
経つ

ね

尹ま
さ

の
放
埒
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
一
一
八
〇
年
（
治じ

承し
よ
う四
年
）
に
平へ

い

氏し

討
伐
の
た
め
に
挙
兵
し
た
以も

ち

仁ひ
と

王お
う

や
源

み
な
も
と
の

頼よ
り

政ま
さ

と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
範
の
弟
・
宗む

ね

業な
り

は
、
以
仁
王
の
学
問
の
師
で
あ
り
、
以
仁
王
の
敗

死
に
と
も
な
う
遺
体
の
確
認
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
だ
け
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
聖
人
の
母
が

源
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
な
ら
、
聖
人
の
父
・
有
範
と
源
氏
の
挙
兵
は
無
関

係
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
れ
に
し
て
も
推
測
の
域
を
超
え
ま
せ
ん
が
、
一
族
の
存
続
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
が
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
出
家
の
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
政
情
に
よ
る
一
族
の
危
機
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
根
本
的
な
問
題
は

「
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

」
の
解
決
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
吉
水
入
門
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
『
恵
信
尼
消
息
』
に
窺
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

 
た
だ
後ご

世せ

の
こ
と
は
、
よ
き
人ひ

と

に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

を
ば
、
た
だ
一ひ

と

す
ぢ
に
仰お

お

せ
ら
れ
候そ

う
らひ

し
を
、
う
け
た
ま
は
り
さ
だ
め
て
候そ

う
らひ
し
か
ば
、「
上し

よ
う

人に
ん

の
わ
た
ら
せ
た
ま
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人ひ

と

は
い
か
に
も
申も

う

せ
、
た
と
ひ

悪あ
く

道ど
う

に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
申も

う

す
と
も
、
世せ

々せ

生し
よ
う

々じ
よ
うに
も
迷ま

よ

ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思お

も

ひ
ま
ゐ
ら
す
る
身み

な
れ
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ば
」
と
、
や
う
や
う
に
人ひ

と

の
申も

う

し
候そ

う
らひ
し
と
き
も
仰お

お

せ
候そ

う
らひ
し
な
り
。
                                             （『
註
釈
版
』
八
一
一
頁
） 

 

た
だ
来
世
の
救
い
に
つ
い
て
は
、
善
人
に
も
悪
人
に
も
同
じ
よ
う
に
、
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
る
道
を
、
た
だ
ひ
と
す

じ
に
仰
せ
に
な
っ
て
い
た
源
空
聖
人
の
お
言
葉
を
お
聞
き
し
て
、
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、「
源
空
聖
人
の

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
は
、
人
が
何
と
い
お
う
と
、
た
と
え
地
獄
へ
堕
ち
る
に
違
い
な
い
と
い
お
う
と
も
、
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で

何
度
も
生
れ
変
り
死
に
変
り
し
て
迷
い
続
け
て
き
た
身
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
行
き
ま
す
」
と
、
人
が
い
ろ
い
ろ
と
い

っ
た
と
き
も
仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
                                                              （『
恵
信
尼
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
二
六
頁
） 

 釈
尊
は
、
四
門
出
遊
を
通
し
て
出
家
を
決
意
さ
れ
ま
し
た
が
、
同
じ
よ
う
に
、
中
国
の
北
斉
か
ら
唐
代
に
わ
た
っ
て
法
難
を
耐
え
凌

が
れ
た
道
綽
禅
師
も
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
逆
境
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
聖
人
も
、
戦
災
や
疫
病
の
惨
劇
を
ま
の
あ
た
り

に
し
て
、
出
家
を
決
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
通
底
し
て
い
る
も
の
は
「
わ
が
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
」

と
い
う
生
死
の
問
題
の
解
決
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

第
二
章
　
一
対
一
対
応
の
関
係
（
縦
糸
）
に
つ
い
て
 

　
　
第
一
節
　
本
願
と
の
値
遇
 

わ
た
し
た
ち
は
、
真
に
迫
る
問
題
と
し
て
「
わ
が
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
」
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
難
し
い

思
潮
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
法
に
遇
う
こ
と
も
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
遇
う
こ
と
も
な
い
、
い

わ
ゆ
る
三
定
死
の
わ
が
身
と
い
う
事
実
を
実
感
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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し
か
し
、
新
型
感
染
症
の
猛
威
に
曝
さ
れ
、
医
療
体
制
の
崩
壊
に
と
も
な
う
命
の
選
別
と
い
う
差
し
迫
っ
た
事
態
を
前
に
し
て
、
そ

れ
ま
で
顧
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
生
・
老
・
病
・
死
の
苦
が
、
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
わ
た
し
た
ち
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
生
死
の
問
題
が
露
わ
と
な
っ
た
時
、
わ
た
し
た
ち
は
宗
教
的
な
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
親
鸞

聖
人
の
お
か
れ
て
い
た
歴
史
的
状
況
と
近
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

聖
人
は
、
一
人
の
求
道
者
と
し
て
「
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

」
を
求
め
、
恩
師
・
源
空
聖
人
と
の
邂
逅
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

に
出
遇
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
願
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
「
命
を
終
え
る
そ
の
時
ま
で
生
死
の
迷
い
か
ら
離
れ
る
術
を
も
た
な
い
と
知

ら
し
め
ら
れ
る
」「
本
願
の
め
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
煩
悩
に
苛
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
知
ら
し
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
わ
が
身
の
生
死
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
は
か
ら
い
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
宗
教
的

回
心
を
経
て
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
身
を
託
し
た
時
、
煩
悩
を
抱
え
た
ま
ま
で
救
い
取
る
と
い
う
「
真
実
心
」
が
恵
ま
れ
、
生
死

を
超
え
た
「
さ
と
り
の
世
界
」
が
あ
る
か
ら
「
安
心
し
て
生
き
て
い
け
る
」「
安
心
し
て
死
ん
で
い
け
る
」
と
い
う
喜
び
と
な
る
の
で

す
。 聖

人
は
、
本
願
に
出
遇
っ
て
い
る
も
の
の
姿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
即そ

く

嘆た
ん

仏ぶ
つ

（
す
な
わ
ち
仏
を
嘆
ず
る
な
り
）
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
と
な
ふ
る
は
仏ぶ

つ

を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
に
な
る
と

な
り
。
ま
た
即そ

く

懺さ
ん

悔げ

（
す
な
わ
ち
懺
悔
す
る
な
り
）
と
い
ふ
は
、
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
と
な
ふ
る
は
、
す
な
は
ち
無む

始し

よ
り
こ
の
か

た
の
罪ざ

い

業ご
う

を
懺さ

ん

悔げ

す
る
に
な
る
と
申も

う

す
な
り
。
                                                                              （『
註
釈
版
』
六
五
五
頁
） 

 

即
嘆
仏
と
い
う
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏
を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
即
懺
悔
と
い
う
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
は
か
り
知
れ
な
い
昔
か
ら
の
罪
を
懺
悔
す
る
こ
と
に
な
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る
と
い
う
の
で
あ
る
。
                                                                                      （『
尊
号
真
像
銘
文
（
現
代
語
版
）
一
二
五
頁
） 

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
身
を
託
し
、
そ
の
本
願
を
信
じ
喜
ん
で
念
仏
し
て
い
る
姿
が
、
そ
の
ま
ま
讃
嘆
と
な
っ
て
響
き
わ
た
り
、

懺
悔
の
姿
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
自
力
の
は
か
ら
い
が
介
在
す
る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
阿
弥
陀
仏
と

わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の
縦
糸
と
な
る
も
の
で
す
。 

　
　
第
二
節
　
自
信
教
人
信
の
意
 

阿
弥
陀
仏
と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
本
願
に
出
遇
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
に
、
教
導
者
の
原
点
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
真
仏
弟
子
釈
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
自
信
教
人
信
」
と
な
る
も
の
で
す
。「
信
文
類
」
真
仏
弟
子
釈
に

は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
ま
た
い
は
く
（
礼
讃
）、「
仏ぶ

つ

世せ

は
な
は
だ
値も

う
あひ
が
た
し
。
人ひ

と

、
信し

ん

慧ね

あ
る
こ
と
難か

た

し
た
ま
た
ま
希け

有う

の
法ほ

う

を
聞き

く
こ
と
、
こ
れ
ま

た
も
つ
と
も
難か

た

し
と
す
。
み
づ
か
ら
信し

ん

じ
、
人ひ

と

を
教お

し

へ
て
信し

ん

ぜ
し
む
る
こ
と
、
難か

た

き
が
な
か
に
う
た
た
ま
た
難か

た

し
。
大だ

い

悲ひ

弘ひ
ろ

く
あ

ま
ね
く
化け

す
る
。
ま
こ
と
に
仏ぶ

つ

恩と
ん

を
報ほ

う

ず
る
に
な
る
」
と
。
                                                            （『
註
釈
版
』
二
六
〇
頁
） 

 

ま
た
『
往
生
礼
讃
』
に
い
わ
れ
て
い
る
。
仏
が
世
に
出
現
さ
れ
て
い
る
時
に
生
れ
あ
わ
せ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
く
、
人
が
信
心

の
智
慧
を
得
る
こ
と
も
難
し
い
。
す
ぐ
れ
た
尊
い
法
を
聞
く
こ
と
は
、
ま
た
も
っ
と
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
信
じ
、
そ
し
て

人
に
教
え
て
信
じ
さ
せ
る
こ
と
は
、
難
し
い
中
で
も
と
く
に
難
し
い
。
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
に
よ
っ
て
広
く
人
々
を
教
え
導
く
こ
と
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は
、
ま
こ
と
に
仏
の
恩
に
報
い
る
こ
と
に
な
る
。
                                 （『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
（
現
代
語
版
）』
二
五
一
頁
） 

 教
導
者
の
原
点
は
、
本
願
に
出
遇
っ
た
喜
び
、
そ
れ
が
縦
糸
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
が
、
自
ず
か

ら
人
を
突
き
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
乗
海
釈
に
「
な
ほ
磁じ

石し
や
くの
ご
と
し
、
本ほ

ん

願が
ん

の
因い

ん

を
吸す

ふ
が
ゆ
ゑ

に
（
ま
た
磁
石
の
よ
う
で
あ
る
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
衆
生
を
引
き
寄
せ
る
か
ら
）」（『
註
釈
版
』
二
〇
一
頁
）
と
い
う
喩
説
が
あ
り
ま
す
が
、

「
本
願
の
因
を
吸
う
」
と
は
「
も
の
を
引
き
つ
け
る
磁
石
」
の
性
質
に
寄
せ
て
、「
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
信
じ
喜
ん
で
念
仏
さ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
と
誓
わ
れ
た
本
願
の
引
き
寄
せ
る
力
」
を
表
し
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
喜
ぶ
身
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
は
「
磁
石
の
は
た
ら
き
」「
本
願
の
引
き
寄
せ
る
力
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
は
た
ら
き
に
促う

な
がさ
れ
る
か
た
ち

で
、「
人ひ

と

を
教お

し

へ
て
信し

ん

ぜ
し
む
る
」
と
広
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
と
、
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
　
第
三
節
　
非
僧
非
俗
の
姿
 

わ
た
し
た
ち
に
、
本
来
、
僧
俗
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僧
侶
と
門
信
徒
の
間
に
制
度
上
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
御
前

で
は
ま
っ
た
く
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
歎
異
抄
』（
流
罪
記
録
）
に
「
非
僧
・
非
俗
」
と
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
意
に
照
ら
し
て
考
え

て
み
ま
す
と
、 

 
親し

ん

鸞ら
ん

、
僧そ

う

儀ぎ

を
改あ

ら
ため
て
、
俗ぞ

く

名み
よ
うを
賜た

ま

ふ
。
よ
つ
て
僧そ

う

に
あ
ら
ず
俗ぞ

く

に
あ
ら
ず
、
し
か
る
あ
ひ
だ
、
禿と

く

の
字じ

を
も
つ
て
姓し

よ
うと
な
し

て
、
奏そ

う

聞も
ん

を
経へ

ら
れ
を
は
ん
ぬ
。
か
の
御お

ん

申も
う

し
状じ

よ
う、
い
ま
に
外げ

記き
の

庁ち
よ
うに
納お

さ

ま
る
と
云う

ん

々ぬ
ん

。
流る

罪ざ
い

以い

後ご

、
愚ぐ

禿と
く

親し
ん

鸞ら
ん

と
書か

か
し
め

た
ま
ふ
な
り
。
                                                                                                                         （『
註
釈
版
』
八
五
六
頁
） 
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親
鸞
は
、
流
罪
に
な
っ
た
と
き
、
僧
籍
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
俗
名
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
僧
侶
で
も
な
く
俗
人
で
も
な
い
身
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
禿
の
字
を
自
分
の
姓
と
し
て
、
朝
廷
に
申
し
出
て
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
書
状
が
今
も
外
記
庁
に

納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
流
罪
の
後
は
、
自
分
の
名
前
を
愚
禿
親
鸞
と
お
書
き
に
な
る
の
で
あ
る
。 

　（『
歎
異
抄
（
現
代
語
版
）』
五
四
頁
） 

 
と
あ
り
ま
す
。
一
二
〇
七
年
（
承し

よ
う

元げ
ん

元が
ん

年ね
ん

）、
聖
人
三
十
五
歳
の
時
、
朝
廷
か
ら
専
修
念
仏
を
停
止
さ
れ
、
越
後
の
国
府
に
流
罪
と
な

り
、「
僧
籍
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
俗
名
を
与
え
ら
れ
た
」
身
と
な
っ
た
の
で
「
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

う
ち
「
非
僧
（
僧
に
あ
ら
ず
）」
と
い
わ
れ
る
の
は
、「
藤ふ

じ

井い
の

善よ
し

信ざ
ね

」
と
い
う
俗
名
を
も
っ
て
還
俗
さ
せ
ら
れ
、
す
で
に
律
令
仏
教
の
規

定
に
準
じ
る
僧
で
は
な
い
と
い
う
意
を
表
し
、「
非
俗
（
俗
に
あ
ら
ず
）」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
い
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
仏
道
か
ら
離
れ
た
身
で
も
な
い
と
い
う
意
を
表
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
非
僧
・
非
俗
」
と
い
わ
れ

る
の
は
、
律
令
仏
教
の
体
制
下
の
僧
尼
と
い
う
拘
束
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
り
、
ま
た
「
戒
律
を
た
も
つ
こ
と
さ
え

で
き
な
い
名
ば
か
り
の
比
丘
（
無
戒
名
字
の
比
丘
）」
と
し
て
、
求
道
者
の
本
来
の
姿
と
な
る
機
縁
を
得
、「
真
の
仏
弟
子
」
と
な
っ
た

と
い
う
名
乗
り
で
あ
る
の
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
「
非
僧
・
非
俗
」
と
仰
っ
て
い
る
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
を
正
し
く
受
け
と
め
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

「
非
僧
」
で
あ
る
と
い
っ
て
、
世
俗
世
間
に
浸
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
非
俗
」
で
あ
る
と
い
っ
て
、
指
導
す
る
立
場
に
あ
る
と
思

い
込
ん
で
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
聖
人
に
微
塵
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
一
人
の
求
道
者
と
し
て

「
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

」
を
求
め
、
恩
師
・
源
空
聖
人
と
の
邂
逅
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

は
、
わ
が
身
の
生
死
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
は
か
ら
い
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
宗
教
的
回
心

を
経
て
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
身
を
託
し
た
時
、
煩
悩
を
抱
え
た
ま
ま
で
救
い
取
る
と
い
う
「
真
実
心
」
を
恵
ま
れ
、
そ
の
喜
び
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が
縦
糸
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
に
し
て
も
、
教
導
者
自
ら
の
喜
び
か
ら
で
た
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
言
葉
に
は
何
の
力
も
あ
り
ま
せ

ん
。
阿
弥
陀
仏
と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
の
中
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
求
道
者
と
し
て
の
姿
を
正
直
に
発
信
し
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
、
本
願
の
お
こ
こ
ろ
に
照
ら
し
て
、
わ
が
身
の
赤
裸
々
な
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
と
、
恥
ず
か
し
い
と
い
う
思

い
が
こ
み
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
は
た
ら
き
の
う
ち
に
あ
る
と
聞
い
て
、
有
り
難
い
と
い
う
気
持
ち
が
わ
き
起
っ
て

く
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
立
派
な
こ
と
を
話
す
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
人
を
指
導
す
る
な
ど
と
い
う
お
ご
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

も
し
、
そ
う
い
う
思
い
さ
え
も
な
い
の
な
ら
、
第
一
に
も
、
第
二
に
も
、
聞
法
で
あ
り
、
聖
教
に
記
さ
れ
て
い
る
言
葉
に
触
れ
、
そ

の
言
葉
と
真
剣
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
く
し
て
、
ど
こ
に
真
実
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
時

に
は
親
の
声
に
、
時
に
は
お
参
り
に
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
の
声
に
、
時
に
は
日
曜
学
校
に
来
て
い
る
小
さ
な
お
子
さ
ん
の
声
に
、

耳
を
傾
け
る
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
に
促う

な
がさ
れ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
、
耳
を
傾
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
阿
弥
陀
仏

と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
、
縦
糸
と
な
る
も
の
で
す
。 

第
三
章
　
念
仏
者
の
対
社
会
性
（
横
糸
）
に
つ
い
て
 

　
　
第
一
節
　
縦
糸
か
ら
横
糸
へ
 

本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
時
、
如
何
に
豊
富
な
知
識
を
も
っ
て
し
て
も
、
縦
糸
な
く
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
美
し
い
絵
画
を
観
て
深
い
感
銘
を
受
け
る
、
美
し
い
歌
声
を
聞
い
て
熱
い
涙
が
溢
れ
で
る
。
そ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
発
せ

ら
れ
た
喜
び
は
、
真
に
迫
る
言
葉
と
な
っ
て
相
手
に
伝
わ
る
で
し
ょ
う
。
心
を
打
た
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
よ
う

と
し
て
も
、
そ
の
言
葉
に
真
実
が
、
力
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
横
糸
へ
展
開
す
る
に
は
基
本
と
な
る
縦
糸
が
一
貫
し
て
通
っ
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て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
縦
糸
を
軸
と
し
て
、
横
糸
を
紡
い
で
い
く
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
面
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
す
。
蓮
如
上
人
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
聖し

よ
う

教ぎ
よ
うよ
み
の
仏ぶ

つ

法ぽ
う

を
申も

う

し
た
て
た
る
こ
と
は
な
く
候そ

う
ろふ
。
尼あ

ま

入に
ゆ
う

道ど
う

の
た
ぐ
ひ
の
た
ふ
と
や
あ
り
が
た
や
と
申も

う

さ
れ
候そ

う
ろふ
を
き
き

て
は
、
人ひ

と

が
信し

ん

を
と
る
と
、
前ぜ

ん

々ぜ
ん

住じ
ゆ
う

上し
よ
う

人に
ん

（
蓮
如
）
仰お

お

せ
ら
れ
候そ

う
ろふ
よ
し
に
候そ

う
ろふ
。
な
に
も
し
ら
ね
ど
も
、
仏ぶ

つ

の
加か

備び

力り
き

の
ゆ

ゑ
に
尼あ

ま

入に
ゆ
う

道ど
う

な
ど
の
よ
ろ
こ
ば
る
る
を
き
き
て
は
、
人ひ

と

も
信し

ん

を
と
る
な
り
。
聖し

よ
う

教ぎ
よ
うを
よ
め
ど
も
名み

よ
う

聞も
ん

が
さ
き
に
た
ち
て
心こ

こ
ろに

は
法ほ

う

な
き
ゆ
ゑ
に
、
人ひ

と

の
信し

ん

用よ
う

な
き
な
り
。
                                                                              （『
註
釈
版
』
一
二
六
二
頁
） 

 

人
前
で
聖
教
を
読
み
聞
か
せ
る
も
の
が
、
仏
法
の
真
意
を
説
き
ひ
ろ
め
た
と
い
う
た
め
し
は
な
い
。
文
字
も
知
ら
な
い
尼
や
入
道
な

ど
が
、
尊
い
こ
と
だ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、
み
教
え
を
喜
ぶ
の
を
聞
い
て
、
人
々
は
信
心
を
得
る
の
で
あ
る
と
、
蓮
如
上
人
は

仰
せ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
聖
教
に
つ
い
て
何
一
つ
知
ら
な
く
て
も
、
仏
が
お
力
を
加
え
て
く
だ
さ
る
か
ら
、
尼
や
入
道
な

ど
が
喜
ぶ
の
を
聞
い
て
、
人
々
は
信
心
を
得
る
の
で
す
。
聖
教
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
名
声
を
求
め
る
こ
と
ば
か
り

が
先
に
立
っ
て
、
心
に
ご
法
義
を
い
た
だ
い
て
い
な
い
か
ら
、
人
か
ら
信
用
さ
れ
な
い
の
で
す
。 

　（『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
（
現
代
語
版
）』
六
八
頁
） 

 わ
が
身
の
生
死
の
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
を
避
け
、
そ
の
場
を
繕つ

く
ろっ
て
言
葉
巧
み
に
本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
決

し
て
共
感
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
教
導
者
と
し
て
の
良
心
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

そ
も
そ
も
、
生
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
死
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
と
「
生
は
死
ん
で
い
な
い
こ
と
、
死
は
生
き
て
い
な
い
こ
と
」
と
応
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
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か
し
、
生
と
死
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
意
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
、「
生
は
死
ん
で
い
な
い
こ
と
、
死
は
生
き
て
い
な
い
こ
と
」
な
ど

と
い
っ
て
も
、
結
局
は
、
何
も
説
明
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
生
と
死
は
反
対
の
概
念
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
よ
う
な
考
え
方
の
中
で
は
「
生
は
価
値
の
あ
る
も
の
、
死
は
価
値
の
な
い
も
の
」、
も
し
く
は
「
生
は
価
値
の
な
い
も
の
、
死
は
価

値
の
あ
る
も
の
」
と
い
う
極
端
な
考
え
方
に
傾
い
て
し
ま
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
意
味
の
な
い
言
葉
を
並
べ
立
て
、
あ
た
か
も
反
対
の

概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
一
方
を
認
め
、
一
方
を
否
定
す
る
と
い
う
構
図
を
作
っ
て
、
自
ら
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
そ

し
て
、
科
学
的
な
実
証
主
義
の
傍
ら
で
、
世
間
の
趨
勢
は
「
生
は
価
値
の
あ
る
も
の
、
死
は
価
値
の
な
い
も
の
」
と
考
え
て
い
る
よ
う

で
す
。 

仏
教
は
、
そ
の
よ
う
な
生
死
と
い
う
実
体
は
な
い
と
示
し
て
、
そ
れ
が
「
あ
る
」
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
苦
し
ん
で
い
る
と
明
ら

か
に
し
、
生
死
を
超
え
た
「
さ
と
り
の
世
界
」
が
あ
る
か
ら
「
安
心
し
て
生
き
て
い
け
る
」「
安
心
し
て
死
ん
で
い
け
る
」
と
説
い
て

い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
わ
が
身
の
生
死
の
問
題
か
ら
の
解
放
を
果
た
し
遂
げ
る
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
う

と
い
う
こ
と
が
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
　
第
二
節
　
寺
院
機
能
の
回
復
 

横
糸
の
展
開
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
御
同
朋
・
御
同
行
と
い
う
意
識
の
希
薄
化
に
と
も
な

う
寺
院
機
能
の
低
下
で
す
。
そ
の
要
因
は
、
過
疎
・
過
密
と
い
う
全
国
的
な
問
題
も
孕
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
中
心
で

あ
っ
た
寺
院
の
社
会
的
役
割
の
減
退
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
寺
院
の
中
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
、
例
え
ば
、
託
児
所
、
そ
ろ
ば

ん
塾
、
書
道
教
室
、
華
道
教
室
、
寺
子
屋
塾
な
ど
、
そ
の
多
く
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
い
っ
た
結
果
、
人
々
の
関
心
は
寺
院
の
外

に
向
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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も
ち
ろ
ん
、
今
も
こ
う
し
た
役
割
を
保
持
し
な
が
ら
立
派
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
少

な
く
と
も
数
十
年
前
ま
で
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
あ
ち
こ
ち
の
寺
院
に
混
然
と
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
仏
教
の
精
神
が
自
然
と
息
衝
い

て
い
ま
し
た
。
紙
芝
居
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
仏
教
讃
歌
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
何
か
し
ら
生
死
の
問
題
と
向
き
合
う
時
間
と
空

間
を
提
供
し
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
に
引
き
寄
せ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
幼
少
期
に
感
じ
た
「
仏
さ
ま
の
温
か
さ
と
わ
が
身
の
儚
さ
を

考
え
さ
せ
る
場
」
を
提
供
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

し
か
し
、
昨
今
、
門
信
徒
の
寺
離
れ
が
加
速
度
的
に
進
み
、
さ
ら
に
憂
う
べ
き
こ
と
に
、
寺
族
の
寺
離
れ
も
同
じ
よ
う
に
進
ん
で
い

る
よ
う
で
す
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
最
後
に
残
る
も
の
は
、
一
体
、
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
を
は
じ
め
道
綽
禅
師
・
親
鸞
聖
人

の
出
家
の
動
機
に
立
ち
帰
ら
ず
、
社
会
的
役
割
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
外
へ
は
た
ら
き
か
け
て
も
、
世
間
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
手
元
に
残
っ
て
い
る
本
来
の
機
能
を
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
々
は
そ
れ
を
待
っ

て
い
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
め
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
で
は
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
気
づ
け
る
よ
う
な
場
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
、
御
同
朋
・
御
同
行
と
い
う
意
識
を
培
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
本
来
の
機

能
・
目
的
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
　
第
三
節
　
御
同
朋
・
御
同
行
の
意
 

親
鸞
聖
人
が
、
凡
情
に
揺
れ
る
心
の
葛
藤
を
吐
露
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
寛
喜
三
年
の
夢
中
の
回
想
で

す
。  

善ぜ
ん

信し
ん

の
御お

ん

房ぼ
う

（
親
鸞
）、
寛か

ん

喜ぎ

三さ
ん

年ね
ん

四う

月づ
き

十じ
ゆ
う

四
よ
つ
か
の
日ひ

午う
ま

の
時
ば
か
り
よ
り
、
か
ざ
心ご

こ

地ち

す
こ
し
お
ぼ
え
て
（
中
略
）
み
づ
か
ら
信し

ん
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じ
、
人ひ

と

を
教お

し

へ
て
信し

ん

ぜ
し
む
る
こ
と
、
ま
こ
と
の
仏ふ

つ

恩と
ん

を
報む

く

ひ
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信し

ん

じ
な
が
ら
、
名み

よ
う

号ご
う

の
ほ
か
に
は
な
に
ご

と
の
不ふ

足そ
く

に
て
、
か
な
ら
ず
経き

よ
うを
よ
ま
ん
と
す
る
や
と
、
思お

も

ひ
か
へ
し
て
よ
ま
ざ
り
し
こ
と
の
、
さ
れ
ば
な
ほ
も
す
こ
し
残の

こ

る
と

こ
ろ
の
あ
り
け
る
や
。（
中
略
）
三さ

ん

部ぶ

経き
よ
う、
げ
に
げ
に
し
く
千せ

ん

部ぶ

よ
ま
ん
と
候そ

う
らひ
し
こ
と
は
、
信し

ん

蓮れ
ん

房ぼ
う

の
四よ

つ
の
歳と

し
（
中
略
）
信し

ん

蓮れ
ん

房ぼ
う

は
未ひ

つ
じの
年と

し

三
月

や
よ
い

三
み
つ
か
の
日ひ

の
昼ひ

る

生う
ま

れ
て
候そ

う
らひ
し
か
ば
、
今こ

年と
し

は
五ご

十じ
ゆ
う

三さ
ん

や
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
え
候そ

う
ろふ
。 

　
　
弘こ

う

長ち
よ
う

三さ
ん

年ね
ん

二
月

き
さ
ら
ぎ

十
と
お
か
の
日ひ

　
恵え

信し
ん

                                                                                           （『
註
釈
版
』
八
一
五
頁
） 

 

親
鸞
聖
人
は
、
寛
喜
三
年
四
月
十
四
日
の
正
午
頃
か
ら
風
邪
気
味
に
な
り
（
中
略
）
自
ら
信
じ
、
そ
し
て
人
に
教
え
て
信
じ
さ
せ
る

こ
と
が
、
ま
こ
と
に
仏
の
恩
に
報
い
る
こ
と
に
な
る
と
信
じ
て
い
な
が
ら
、
名
号
を
称
え
る
こ
と
の
他
に
何
の
不
足
が
あ
っ
て
、
わ

ざ
わ
ざ
経
典
を
読
も
う
と
し
た
の
か
と
、
思
い
直
し
て
読
む
の
を
や
め
ま
し
た
。
今
で
も
少
し
そ
の
よ
う
な
思
い
が
残
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
（
中
略
）
浄
土
三
部
経
を
心
を
込
め
て
千
回
読
も
う
と
さ
れ
た
の
は
、
信
蓮
房
が
四
歳
の
時
で
（
中
略
）
信
蓮
房
は
未
ひ
つ
じ

の
年
の
三
月
三
日
の
昼
に
生
れ
た
の
で
、
今
年
で
五
十
三
歳
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。 

　
　
弘
長
三
年
二
月
十
日
　
恵
信
。

（『
恵
信
尼
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
二
九
頁
） 

 そ
こ
に
は
、
飢
饉
や
疫
病
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
自
ら
の
無
力
さ
に
う
ち
拉
が
れ
、
三
部
経
の
千
部
読
誦

の
功
徳
を
も
っ
て
、
何
と
か
し
て
救
い
た
い
と
い
う
心
の
葛
藤
か
ら
、
熱
に
う
な
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
で
、
本
願
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
め
あ
て
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
、
わ
が
身
の
偽
ら
ざ

る
姿
、
煩
悩
に
塗
れ
て
い
る
姿
を
棚
上
げ
に
し
て
、
で
き
も
し
な
い
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
自
ら
の
お
ご
り
に
対
す
る
内

省
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

今
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
願
の
め
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
こ
の
わ
た
し
、
限
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界
が
あ
る
と
い
う
わ
た
し
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
っ
た

も
の
の
姿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
は
じ
め
て
仏ぶ

つ

の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
む
る
ひ
と
び
と
の
、
わ
が
身み

の
わ
ろ
く
、
こ
こ
ろ
の
わ
ろ
き
を
お
も
ひ
し
り
て
、
こ
の
身み

の

や
う
に
て
は
な
ん
ぞ
往お

う

生じ
よ
うせ
ん
ず
る
と
い
ふ
ひ
と
に
こ
そ
、
煩ぼ

ん

悩の
う

具ぐ

足そ
く

し
た
る
身み

な
れ
ば
、
わ
が
こ
こ
ろ
の
善ぜ

ん

悪あ
く

を
ば
沙さ

汰た

せ

ず
、
迎む

か

へ
た
ま
ふ
ぞ
と
は
申も

う

し
候そ

う
らへ
。
か
く
き
き
て
の
ち
、
仏ぶ

つ

を
信し

ん

ぜ
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
ふ
か
く
な
り
ぬ
る
に
は
、
ま
こ
と
に

こ
の
身み

を
も
い
と
ひ
、
流る

転て
ん

せ
ん
こ
と
を
も
か
な
し
み
て
、
ふ
か
く
ち
か
ひ
を
も
信し

ん

じ
、
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
も
好こ

の

み
ま
う
し
な
ん
ど
す

る
ひ
と
は
、
も
と
こ
そ
、
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
し
き
こ
と
を
も
お
も
ひ
、
あ
し
き
こ
と
を
も
ふ
る
ま
ひ
な
ん
ど
せ
し
か
ど
も
、

い
ま
は
さ
や
う
の
こ
こ
ろ
を
す
て
ん
と
お
ぼ
し
め
し
あ
は
せ
た
ま
は
ば
こ
そ
、
世よ

を
い
と
ふ
し
る
し
に
て
も
候そ

う
らは
め
。
ま
た
往お

う

生じ
よ
うの
信し

ん

心じ
ん

は
、
釈し

や

迦か

・
弥み

陀だ

の
御お

ん

す
す
め
に
よ
り
て
お
こ
る
と
こ
そ
み
え
て
候そ

う
らへ
ば
、
さ
り
と
も
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
お
こ
ら
せ

た
ま
ひ
な
ん
に
は
、
い
か
が
む
か
し
の
御お

ん

こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
は
候そ

う
ろふ
べ
き
。
                                （『
註
釈
版
』
七
四
〇
頁
） 

  

は
じ
め
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
い
て
、
自
ら
の
悪
い
行
い
や
悪
い
心
を
思
い
知
り
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
で
は
と
て
も
往
生
す
る

こ
と
な
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
人
に
こ
そ
、
煩
悩
を
そ
な
え
た
身
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
わ
た
し
た
ち
の
心
の
善
し
悪

し
を
問
う
こ
と
な
く
、
間
違
い
な
く
浄
土
に
迎
え
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
説
か
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
阿
弥
陀
仏
を
信
じ

よ
う
と
思
う
心
が
深
く
な
る
と
、
心
か
ら
こ
の
身
を
厭
い
、
迷
い
の
世
界
を
生
れ
変
り
死
に
変
り
し
続
け
る
こ
と
を
も
悲
し
ん
で
、

深
く
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
そ
の
名
号
を
進
ん
で
称
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
以
前
は
心
に
ま
か
せ
て
悪
い
心
を
起
し
悪
い

行
い
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
は
そ
の
よ
う
な
心
を
捨
て
よ
う
と
お
思
い
に
な
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
迷
い
の
世
界
を
厭
う
す
が
た
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で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
浄
土
往
生
を
疑
う
こ
と
の
な
い
信
心
は
、
釈
尊
と
阿
弥
陀
仏
の
お
勧
め
に
よ
っ
て
お
こ
る
と
示
さ

れ
て
い
る
の
で
、
煩
悩
を
そ
な
え
た
身
で
あ
っ
て
も
、
真
実
の
信
心
を
い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
か
つ
て
の
心
の
ま
ま
で

い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
                                                                                （『
親
鸞
聖
人
御
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
〇
頁
） 

 本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
聞
い
て
「
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
よ
う
と
思
う
心
が
深
く
な
る
と
、
心
か
ら
こ
の
身
を
厭
い
、
迷
い
の
世
界
を
生
れ

変
り
死
に
変
り
し
続
け
る
こ
と
を
も
悲
し
ん
で
、
深
く
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
そ
の
名
号
を
進
ん
で
称
え
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
単
な
る
世
捨
て
人
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
真
実

の
信
心
を
い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
か
つ
て
の
心
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
仰
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
煩
悩
に

塗
れ
て
い
る
迷
い
の
世
界
の
直
中
に
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
疑
い
な
く
信
じ
る
も
の
の
姿
」
す
な
わ
ち
「
わ
が
心
の
愚
か

さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
わ
が
身
の
振
る
舞
い
を
正
そ
う
と
す
る
も
の
の
姿
」
を
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
わ
が
心
の
愚
か
さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
ら
の
愚
か
な
姿
に
気

づ
く
、
す
な
わ
ち
、
自
己
肯
定
的
な
立
場
が
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
本
質
的
に
成
立
し
得
な
い
自
己
を
頼
り
と
し
て
生
き
て
い
か

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
わ
が
身
の
現
実
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
で
、
そ
う
し
た
宗
教
的
経
験
の
な
い
も
の

は
、
自
ら
の
現
実
を
知
り
得
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
自
己
を
省
み
る
と
い
う
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
い
、「
わ
が
心
の
愚
か
さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」「
わ
が
身
の
不
確
か
さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
て
い

る
も
の
」
に
は
、「
と
も
に
悩
め
る
も
の
」「
と
も
に
救
わ
れ
行
く
も
の
」
と
い
う
御
同
朋
・
御
同
行
の
意
識
が
芽
生
え
、
互
い
に
信
頼

し
あ
う
人
間
関
係
が
培
わ
れ
て
い
く
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
経
験
に
お
い
て
、
個
を
軸
と
し
た
共
同

体
意
識
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
浄
土
真
宗
に
お
け
る
横
糸
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
間
社
会
の
中
に
、
求

道
者
と
し
て
の
僧
侶
の
姿
が
あ
り
、
教
導
者
と
し
て
の
姿
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 



28

（
本
稿
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
、
本
願
寺
派
八
幡
別
院
に
て
開
催
さ
れ
た
第
三
連
区
布
教
使
研
修
会
の
講
演
を
筆
耕
し
、
訂
正
・
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
）
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『
教
行
信
証
』
の
書
写
と
異
同
 

　――「
御
自
釈
」
を
中
心
に
――
 

冨
　
島
　
信
　
海
 

は
じ
め
に
 

令
和
五
年
（
二
〇
二
四
）
は
浄
土
真
宗
の
立
教
開
宗
八
百
年
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
五
十
年
ぶ
り
の
慶
讃
法
要
を
迎
え
る
。
親
鸞
聖
人

が
後
半
生
を
か
け
て
書
き
あ
げ
た
『
教
行
信
証
』
は
、
八
百
年
に
及
ぶ
長
い
時
間
の
中
で
多
く
の
人
々
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
歴
史
で

も
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
義
を
問
い
直
す
機
縁
と
も
い
え
よ
う
。
幸
い
に
し
て
そ
の
大
部
分
が
残
存
す
る
自
筆
の
坂
東
本
（
真
宗
大
谷
派

蔵
）
を
中
心
と
し
て
、
我
々
の
手
許
に
届
く
ま
で
に
数
多
の
「
書
写
」
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
行
為
の
実
態
を
考
察
す
る
こ
と

は
、『
教
行
信
証
』
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
人
々
が
『
教
行
信
証
』
を
ど
う
書
き
写
し
、
ど
う
読
み
、
ど
う
伝
え

て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
と
思
う
。 

『
教
行
信
証
』
は
、
書
写
や
出
版
な
ど
を
通
し
て
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
流
通
・
伝
持
の
初
期
と
も
い
え
る
中
世
に

成
立
し
た
諸
本
間
に
は
、
少
な
か
ら
ず
相
異
が
見
ら
れ
る
。
書
写
本
の
成
立
や
伝
授
の
場
と
な
っ
た
本
願
寺
に
お
い
て
も
、
調
巻
や
形

態
、
文
体
な
ど
を
異
に
す
る
数
種
の
本
が
製
作
さ
れ
、
諸
文
が
併
存
す
る
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
と
そ
の
原
因
を
探
り
、
そ

の
意
味
を
考
え
る
の
が
本
研
究
の
目
的
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、『
教
行
信
証
』
の
書
誌
学
的
な
い
し
文
献
学
的
研
究
が
盛
ん
と
な
っ



た
近
代
以
降
に
公
刊
さ
れ
た
翻
刻
・
写
真
を
活
用
し
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
文
の
「
書
写
」
と
「
異
同
」
の
把
握
を
行
う
。
こ
れ

を
『
教
行
信
証
』
の
中
核
を
な
す
「
御
自
釈
」
を
対
象
と
し
て
行
い
、
聖
教
の
同
一
箇
所
に
お
い
て
同
時
あ
る
い
は
同
所
に
異
文
や
異

読
が
存
在
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
の
は
、
中
世
に
お
い
て
は
本
文
を
保
存
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
書
写
者
に
よ
る
考
証
を
経
て

形
成
さ
れ
た
内
容
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
保
存
さ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
書
写
行
為
の
意
味
を
考
え

て
み
た
い
。 

一
、『
教
行
信
証
』
研
究
の
進
展
と
本
研
究
の
課
題
 

近
代
以
降
、『
教
行
信
証
』
の
古
本
調
査
や
複
製
本
・
影
印
本
の
公
刊
が
行
わ
れ
、
書
誌
学
的
研
究
が
進
展
し
た
。
従
来
は
限
ら
れ

た
者
の
み
が
閲
覧
を
許
さ
れ
る
環
境
で
あ
っ
た
が
、
資
料
公
開
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
者
が
研
究
に
参
画
し
、
次
第
に
『
教
行
信
証
』

諸
本
の
成
立
や
系
統
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
平
成
期
に
は
、
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
忌
（
二
〇
一
一
年
）
を
機
縁
と
し
て
、
坂

東
本
と
西
本
願
寺
本
（
本
派
本
願
寺
蔵
）
の
カ
ラ
ー
複
製
本
が
そ
れ
ぞ
れ
製
作
さ
れ
た
が
、
坂
東
本
の
修
復
時
に
見
つ
か
っ
た
角
点

は
、
墨
書
と
朱
書
と
の
間
を
つ
な
ぐ
時
期
の
親
鸞
自
身
に
よ
る
書
き
入
れ
と
し
て
注
目
さ
れ
、
今
後
の
『
教
行
信
証
』
研
究
に
お
い
て

も
重
要
な
発
見
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る（

1
）。
そ
の
後
も
古
写
本
・
刊
本
の
画
像
公
開
が
行
わ
れ
て
い
る（

2
）。 

こ
う
し
た
研
究
の
進
展
を
受
け
て
本
研
究
で
課
題
に
し
た
い
の
が
、「
諸
本
を
ど
う
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
の
差
異
を
ど
う
捉
え
る

か
」、
言
い
換
え
れ
ば
、「
多
様
性
を
い
か
に
考
え
る
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
古
写
本
の
状
態
は
一
つ
ひ
と
つ
異
な
り
、
製
作
の
動
機

も
異
な
り
、
筆
跡
も
文
体
も
文
字
も
多
様
で
あ
る
。
付
加
・
抹
消
・
補
訂
・
註
記
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
に
施
さ
れ
、
独
自
の
情
報
を
有
し

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
近
年
の
研
究
環
境
を
十
分
に
生
か
し
た
方
法
を
取
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
前
時
代
資
料
・
同
時
代
資
料
を
い
か
に
有
効
に
用
い
る
か
が
要
求
さ
れ
る
。 
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昨
今
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
SAT2018）
な
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
公

開
、
各
研
究
機
関
に
よ
る
史
資
料
の
画
像
公
開
や
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
検
索
サ
イ
ト
（
JAPAN SEARCHな
ど
）
の
開
発
な
ど
が
急
速

に
行
わ
れ
、
仏
教
典
籍
に
関
す
る
研
究
環
境
が
ま
す
ま
す
充
実
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
原
典
資
料
・
周
辺
資
料
を
含
め
た

史
資
料
の
並
置
、
文
字
・
用
語
単
位
で
の
検
索
や
デ
ー
タ
処
理
の
便
が
向
上
し
た
こ
と
に
よ
る
文
献
間
の
比
較
が
可
能
と
な
っ
て
き
て

い
る
。
大
正
・
昭
和
・
平
成
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、『
教
行
信
証
』
や
親
鸞
真
蹟
が
様
々
な
形
で
公
開
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
ま
た
重
要
な
研
究
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
近
年
の
資
料
や
情
報
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
公
開
な
ど
の
動
向
は
、『
教
行

信
証
』
や
親
鸞
著
述
に
関
す
る
分
析
の
精
緻
さ
を
高
め
、
ま
た
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

一
方
、
文
献
間
の
関
連
性
・
共
通
性
へ
の
着
目
が
高
ま
る
こ
と
で
、
差
異
性
の
議
論
が
等
閑
視
さ
れ
る
危
険
性
も
孕
ん
で
い
る
こ
と

は
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
「
書
写
と
異
同
」
と
銘
打
っ
て
、「
多
様
性
を
い
か
に
考
え
る
か
」
を

課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。 

本
研
究
の
よ
う
に
諸
本
を
扱
う
場
合
、
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
翻
刻
」
で
あ
ろ
う
。
主
と
し
て
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
近
代
学
問
の
方
法
や
成
果
は
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
研
究
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、「
大
蔵
経
」
や
「
聖
典
」「
全
書
」
な
ど
と

い
う
形
と
な
っ
て
世
に
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
編
纂
過
程
で
行
わ
れ
て
き
た
の
は
、
原
本
に
遡
る
こ
と
、
そ
し
て
、
校
訂
と
い
う
作
業

に
よ
っ
て
正
確
な
本
文
を
製
作
す
る
こ
と
で
あ
る（

3
）。
あ
る
書
物
の
一
群
に
お
い
て
信
頼
た
り
得
る
一
本
（
底
本
）
を
基
礎
と
し
、
諸
本

（
対
校
本
）
を
照
合
し
て
誤
字
な
ど
を
訂
正
す
る
こ
と
で
、
本
文
が
確
定
さ
れ
る
。
確
定
さ
れ
た
本
文
に
よ
っ
て
誤
読
を
防
い
で
「
正

し
く
読
む
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
校
註
（
異
文
・
異
読
資
料
）
な
ど
を
通
し
て
、
豊
か
な
諸
本
情
報
を
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
本
文
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
「
深
く
読
む
」
こ
と
も
可
能
と
な
る
。「
翻
刻
」
は
本
文
研

究
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
基
盤
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
享
受
で
き
る
恩
恵
は
甚
だ
大
き
い
。 

「
翻
刻
」
が
有
す
る
「
利
便
性
」
と
い
う
有
意
な
特
徴
を
活
か
す
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
針
が
立
て
ら
れ
翻
刻
が
行
わ
れ
て
き
た
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が
、「
翻
刻
」
に
は
必
ず
限
界
が
伴
う
。
誤
字
は
な
ぜ
誤
っ
て
書
き
写
さ
れ
た
の
か
。
な
ぜ
異
体
字
が
用
い
ら
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
は

「
翻
刻
」
に
反
映
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
訓
点
の
相
異
を
示
す
場
合
、
校
合
本
（
対
校
本
）
を
増
や
せ
ば
増
や
す
ほ
ど
、
異

な
る
文
字
や
読
み
が
生
じ
る
。
そ
れ
ら
一
つ
ひ
と
つ
を
拾
っ
て
い
く
と
な
れ
ば
、「
翻
刻
」
の
紙
数
は
際
限
な
く
増
え
、
紙
面
が
煩
瑣

と
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
未
知
の
諸
本
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
散
佚
本
は
参
照
で
き
な
い
。
こ
う
し

た
課
題
を
認
識
し
た
上
で
、「
翻
刻
」
と
公
開
資
料
を
組
み
合
わ
せ
、
中
世
写
本
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。 

中
世
写
本
に
お
け
る
課
題
を
考
え
る
た
め
に
、
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
親
鸞
八
十
四
、
五
歳
こ
ろ
の
真
筆
『
西
方
指
南

抄
』
六
冊
（
高
田
派
専
修
寺
蔵
）
で
あ
る
。
ま
ず
、
各
冊
の
奥
書
は
、
書
写
と
校
合
の
年
時
が
入
り
乱
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る（

4
）。
現

代
で
あ
れ
ば
、
第
一
冊
か
ら
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
が
常
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
奥
書
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
順
と
な
っ

た
の
か
。
書
写
実
態
に
つ
い
て
の
第
一
の
問
い
が
生
じ
る
。
次
に
、
本
文
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
朱
に
よ
る
右
左
訓
が
多
く
付
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
漢
文
引
用
文
に
付
さ
れ
た
そ
れ
は
、
単
な
る
文
字
単
位
の
読
み
で
は
な
く
、
節
や
文
章
単
位
で
の
異
読
を
同

じ
紙
面
に
示
し
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
る（

5
）。
な
ぜ
複
数
の
読
み
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
第
二
の
問
い
が
生
じ
る
。
さ
ら

に
、
第
六
冊
（
巻
下
末
）
の
「
法
語
（
念
仏
大
意
）」
に
引
用
さ
れ
る
法
照
『
五
会
法
事
讃
』
は
、
い
ず
れ
も
親
鸞
真
筆
の
『
教
行
信

証
』
行
巻
、『
唯
信
鈔
文
意
』、『
見
聞
集
』
に
も
引
用
・
書
写
さ
れ
る
が
、
字
音
の
有
無
、
訓
読
の
相
異
な
ど
が
見
ら
れ
、
一
つ
と
し

て
同
じ
も
の
は
な
い（

6
）。
同
一
文
で
あ
っ
て
も
、
親
鸞
自
身
が
複
数
の
読
み
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
二
つ
な
い
し
三
つ
の
問
い
は
、
中
世
書
写
の
あ
り
方
を
見
直
す
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
従
来
求
め
ら
れ
て
き

た
諸
本
系
統
と
は
異
な
る
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
中
世
に
お
い
て
は
一
通
り
に
定
め
な
い
あ
り
方
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

を
本
研
究
の
作
業
仮
説
と
し
、
あ
る
特
定
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
「
本
文
」
が
存
在
し
て
い
た
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
こ
の
仮
説

の
是
非
を
検
証
し
、
そ
の
理
由
に
迫
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
本
研
究
と
し
て
は
、
特
に
第
二
の
問
い
に
着
目
し
て
議
論
を
進
め
て
い

き
た
い
。 
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二
、「
御
自
釈
」
を
検
討
す
る
意
味
 

以
上
の
課
題
に
対
し
て
、
本
研
究
で
は
『
教
行
信
証
』
の
「
御
自
釈
」
を
対
象
と
し
て
諸
本
の
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
先
に
示
し
た

作
業
仮
説
の
是
非
を
問
い
た
い
。
な
ぜ
「
御
自
釈
」
に
設
定
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
主
た
る
理
由
は
親
鸞
自
身
の
作
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
。『
教
行
信
証
』
は
大
部
分
が
引
用
文
か
ら
な
る
。
そ
の
た
め
親
鸞
以
降
の
書
写
者
・
校
合
者
に
と
っ
て
は
、
引
用
原
典
（
経

論
釈
）
を
入
手
す
れ
ば
「
校
合
」
や
「
訂
正
」
が
可
能
で
あ
る（

7
）。
他
方
「
御
自
釈
」
に
限
っ
て
は
、
伝
授
者
に
よ
る
「
口
伝
」
を
除
け

ば
、
諸
本
校
合
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
書
写
本
作
成
時
以
前
に
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
本
に
限
定
さ
れ
、
書
写
時
点
で
存

在
し
う
る
『
教
行
信
証
』
以
外
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
書
写
者
が
親
鸞
の
文
を
ど
う
読
み
、
ど
う
書
写
し

た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、「
御
自
釈
」
を
対
象
と
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

『
教
行
信
証
』
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
は
、
書
写
、
出
版
、
延
書
、
正
信
偈
別
出
、
軸
装
の
抄
出
文
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ

る
が
、「
御
自
釈
」
も
主
要
な
あ
り
か
た
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
古
く
は
存
覚
の
頃
に
別
行
本
が
製
作
さ
れ
た（

8
）。
江
戸
期
以
降
は
版
本
や

「
御
自
釈
」
を
対
象
と
す
る
註
釈
書
が
製
作
さ
れ
て
き
た
が
、「
御
自
釈
」
の
範
囲
は
判
者
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る（

9
）。
そ
こ
で
、「
御
自

釈
で
は
な
い
も
の
」
と
対
比
す
る
こ
と
で
検
討
範
囲
を
定
め
た
い
。 

書
物
と
し
て
の
『
教
行
信
証
』
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
と
し
て
は
、
料
紙
と
そ
こ
に
記
さ
れ
た
書
き
入
れ
が
あ
る
。
書
き
入
れ
の
内

容
は
、『
教
行
信
証
』
の
場
合
、
外
題
、
標
挙
・
標
列
、
内
題
、
撰
号
、
本
文
、
尾
題
、
奥
書
な
ど
を
主
と
し
、
本
文
に
付
随
す
る
も

の
と
し
て
、
訓
点
、
註
記
、
補
記
、
声
点
、
合
点
、
貼
紙
な
ど
が
あ
る
。
本
文
は
、
引
用
文
が
大
部
分
を
占
め
、
引
用
文
そ
れ
ぞ
れ
に

は
導
入
部
に
書
名
・
人
師
名
や
願
名
、「
言
」「
曰
」「
云
」
な
ど
の
引
文
導
入
語
、
引
用
中
途
や
引
用
後
に
は
「
乃
至
」
や
「
已
上
」

な
ど
の
引
文
指
示
語
が
あ
る
。
そ
し
て
各
巻
冒
頭
や
引
用
文
の
前
後
、
結
び
な
ど
に
親
鸞
自
作
の
私
釈
で
あ
る
「
御
自
釈
」
が
並
べ
ら



れ
る
。 

書
き
入
れ
の
実
際
に
つ
い
て
、
例
と
し
て
西
本
願
寺
本
第
一
冊
（
総
序
・
教
巻
）
を
見
て
み
よ
う（

10
）。 

・
外
題
　
　
　
　
「
顕
浄
土
真
実
教
文
類
一
」（
題
簽
、
蓮
如
筆
） 

・
旧
表
紙
見
返
　
「
大
阿
弥
陀
経
…
…
帛
延
三
蔵
訳
」 

・
内
題
　
　
　
　
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序
」（
総
序
） 

・
本
文
　
　
　
　
「
竊
以
難
思
…
…
所
獲
得
矣
」（
総
序
） 

・
標
挙
　
　
　
　
「
大
無
量
寿
経
真
実

浄
土
真
宗
之
教
」 

・
標
列
　
　
　
　
「
顕
真
実
教
一
…
…
顕
化
身
土
六
」 

・
内
題
　
　
　
　
「
顕
浄
土
真
実
教
文
類
一
」（
教
巻
） 

・
撰
号
　
　
　
　
「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」（
教
巻
） 

・
本
文
　
　
　
　
「
謹
按
浄
土
…
…
教
也
応
知
」（
教
巻
） 

・
尾
題
　
　
　
　
「
顕
浄
土
真
実
教
文
類
一
」（
教
巻
） 

・
標
挙
　
　
　
　
「
大
無
量
寿
経
真
実

浄
土
真
宗
之
教
」 

・
標
列
　
　
　
　
「
顕
真
実
教
一
…
…
顕
化
身
土
六
」 

西
本
願
寺
本
第
一
冊
の
本
文
は
「
竊
以
難
思
…
…
所
獲
得
矣
」（
総
序
）
と
「
謹
按
浄
土
…
…
教
也
応
知
」（
教
巻
）
の
二
箇
所
で
あ

る
。
そ
の
「
教
巻
」
の
本
文
を
西
本
願
寺
本
（『
縮
刷
本
』
一
三
〜
二
二
）
の
改
行
に
従
っ
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

①
「
謹
按
浄
土
…
…
教
行
信
証
」 

②
「
夫
顕
真
実
…
…
出
世
大
事
」 

③
「
大
无
量
寿
経
言
」 
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④
「
今
日
世
尊
…
…
問
威
顔
乎
」 

⑤
「
阿
難
白
仏
…
…
問
斯
義
耳
」 

⑥
「
仏
言
善
哉
…
…
无
能
遏
絶
上已
」 

⑦
「
无
量
寿
如
来
会
言
」 

⑧
「
阿
難
白
仏
…
…
如
是
之
義
上已
」 

⑨
「
平
等
覚
経
言
」 

⑩
「
仏
告
阿
難
…
…
普
聴
諦
聴
上已
」 

⑪
「
憬
興
師
云
」 

⑫
「
今
日
世
尊
…
…
即
如

之
徳
来

上已
」 

⑬
「
爾
者
則
此
…
…
教
也
応
知
」 

西
本
願
寺
本
の
教
巻
本
文
は
改
行
に
よ
っ
て
十
三
段
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
③
⑦
⑨
⑪
は
引
用
に
あ
た
っ
て
の
書
名
と
引
文
導

入
語
（「
言
」「
云
」）
で
あ
り
、
続
く
④
⑤
⑥
⑧
⑩
⑫
が
引
用
本
文
（
引
文
指
示
語
「
已
上
」
を
含
む
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
除
い
た

①
②
⑬
が
「
御
自
釈
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

本
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
手
順
を
経
て
、
本
文
の
う
ち
引
用
文
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
字
句
等
を
除
い
た
親
鸞
自
作
の
文
を
「
御

自
釈
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
際
、
行
格
な
ど
の
書
写
本
の
特
徴
に
注
意
し（

11
）、『
聖
典
全
書
』
や
『
浄
土

真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）』（
以
下
『
註
釈
版
』）
な
ど
を
参
考
に
し
て
そ
の
範
囲
を
定
め
た
。
そ
の
た
め
、「
御
自
釈
」
中
に
は
い
く
つ
か

の
引
用
文
や
所
釈
の
文
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
教
巻
・
信
巻
の
冒
頭
お
よ
び
化
身
土
巻
の
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
総
序
・
別
序
・
後
序
が

置
か
れ
、
行
巻
末
に
は
正
信
偈
が
あ
る
が
、
本
文
の
異
同
を
確
認
す
る
本
研
究
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
も
対
象
と
し
た
。
な
お
、

表
記
に
あ
た
っ
て
は
、
総
序
・
教
・
行
・
正
信
偈
・
別
序
・
信
・
証
・
真
仏
土
・
化
身
土
・
後
序
の
十
に
区
分
し
、
さ
ら
に
諸
文
に
つ
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い
て
は
、
中
世
写
本
に
お
い
て
は
区
切
り
を
つ
け
づ
ら
い
た
め
、
読
解
の
便
に
勝
れ
た
『
註
釈
版
』
所
収
本
の
句
点
を
単
位
と
し
て
一

文
と
み
な
し
、
偈
文
で
構
成
さ
れ
る
正
信
偈
に
つ
い
て
は
二
句
を
一
文
と
み
な
し
た
。『
註
釈
版
』
に
お
け
る
「
御
自
釈
」
の
文
数
を

示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

　
　
総
序
　
一
五
文
　
　
　
教
巻
一
〇
文
　
　
　
行
巻
　
　
一
四
六
文
　
　
　
正
信
偈
　
　
六
一
文
　
　
　
別
序
　
八
文
 

　
　
信
巻
一
八
二
文
　
　
　
証
巻
二
九
文
　
　
　
真
仏
土
巻
　
三
二
文
　
　
　
化
身
土
巻
二
二
七
文
　
　
　
後
序
三
六
文
 

次
に
、「
御
自
釈
」
を
検
討
す
る
た
め
の
諸
本
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
三
本
（
坂
東
本
・
西
本
願
寺
本
・
専
修
寺
本
）
な
ど
影

印
や
翻
刻
が
世
に
出
さ
れ
て
い
る
も
の
を
基
準
と
し
、
本
研
究
で
は
特
に
本
願
寺
の
宗
主
が
製
作
に
関
わ
り
、
本
願
寺
に
伝
わ
っ
た
諸

本
を
対
象
と
し
た
い
。
時
間
と
空
間
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
代
に
お
い
て
併
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
教
行
信
証
』
の

「
御
自
釈
」
が
い
か
に
書
写
さ
れ
た
の
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
派
本
願
寺
蔵
の
次
の
三
本
で
あ
る
。 

第
一
に
西
本
願
寺
本
（
六
巻
六
冊
）
で
あ
る
。
古
来
真
蹟
本
と
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）
に
坂
東
本

を
臨
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
願
寺
に
お
い
て
『
教
行
信
証
』
の
伝
授
に
も
用
い
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

12
）。 

第
二
に
存
如
授
与
本
（
六
巻
八
冊
）
で
あ
る
。
宝
徳
二
、
三
年
（
一
四
五
〇
│
五
一
）
に
書
写
さ
れ
、
加
賀
光
徳
寺
の
釈
性
乗
に
授

与
さ
れ
た
一
本
で
あ
る
。
本
願
寺
第
七
代
存
如
・
第
八
代
蓮
如
の
奥
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
存
如
・
蓮
如
両
筆
本
と
も
称
さ
れ
て
き
た（

13
）。

本
願
寺
系
八
冊
本
の
一
つ
で
あ
り
、
江
戸
期
以
降
の
刊
本
な
ど
に
も
影
響
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

第
三
に
善
如
延
書
本
（
延
書
十
七
冊
）
で
あ
る
。
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
に
本
願
寺
第
四
代
善
如
が
書
写
し
、
釈
成
信
に
授
与
し

た
一
本
で
あ
る
。
重
見
一
行
に
よ
れ
ば
、
延
書
本
は
坂
東
本
の
成
立
過
程
を
知
る
う
え
で
重
要
な
手
掛
か
り
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
う

ち
十
七
冊
本
の
系
統
は
、
坂
東
本
初
期
の
漢
文
底
本
よ
り
延
書
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る（

14
）。 

こ
れ
ら
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
本
願
寺
と
い
う
時
空
間
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
検
討
に
あ
た
っ
て

は
、
坂
東
本
や
専
修
寺
本
（
高
田
派
専
修
寺
蔵
・
真
仏
書
写
本
）
な
ど
の
諸
本
も
参
照
す
る
。
な
お
、
以
後
の
検
討
で
各
本
の
該
当
箇
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所
を
示
す
場
合
は
、
西
本
願
寺
本
は
『
本
願
寺
蔵
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
縮
刷
本
』
上
下
（
以
下
『
縮
刷
本
』）、
存
如
授
与
本

は
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
三
四
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
以
下
『
善
本
叢
書
』）、
善
如
延
書
本
は
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
原
典
版
）』

（
以
下
『
原
典
版
』）、
ま
た
坂
東
本
は
『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
一
・
二
（
以
下
『
真
蹟
集
成
』）、
専
修
寺
本
は
『
専
修
寺
本
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
上
下
（
以
下
『
専
修
寺
本
』）
を
用
い
、
そ
れ
ぞ
れ
書
名
は
省
略
し
て
括
弧
内
に
頁
数
を
示
す
。 

三
、
校
異
の
概
観
―『
聖
典
全
書
』『
原
典
版
』
を
基
準
と
し
て
―
 

聊
か
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
実
作
業
に
移
ろ
う
。
ま
ず
は
前
節
で
示
し
た
区
分
に
基
づ
き
、
上
記
諸
本

を
収
載
す
る
『
聖
典
全
書
』
お
よ
び
『
原
典
版
』
を
参
考
に
、「
御
自
釈
」
に
お
け
る
諸
本
間
の
異
同
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。 

『
聖
典
全
書
』
第
二
巻
所
収
本
は
、
底
本
を
◎
坂
東
本
と
し
、
○甲
西
本
願
寺
本
・
○乙
専
修
寺
本
・
○丙
存
如
授
与
本
お
よ
び
○丁
本
願
寺

蔵
版
本
を
対
校
本
に
用
い
る
。『
聖
典
全
書
』
で
は
、
坂
東
本
の
損
傷
が
激
し
い
総
序
か
ら
教
巻
の
前
半
部
に
か
け
て
は
上
段
で
坂
東

本
、
下
段
で
西
本
願
寺
本
お
よ
び
そ
の
他
校
本
の
校
異
を
示
す
上
下
二
段
で
本
文
が
示
さ
れ
、
以
降
は
底
本
に
対
す
る
校
異
が
脚
註
に

示
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
概
算
で
は
あ
る
が
、「
御
自
釈
」
の
校
異
は
左
仮
名
の
校
異
が
最
も
多
く
三
二
八
、
本
文
四
一
、
註
記
三
六
、

補
記
二
九
、
訂
記
・
抹
消
二
四
、
右
仮
名
二
四
と
続
く（

15
）。
同
書
の
凡
例
お
よ
び
本
文
の
校
註
か
ら
、
試
み
に
諸
本
「
御
自
釈
」
の
異
同

を
窺
え
る
本
文
の
校
異
内
容
を
分
類
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

　
　
・
文
字
の
相
異
―
―
本
文
（
文
字
の
相
異
・
追
加
等
）、
右
仮
名
（
重
要
な
も
の
）、
左
仮
名
、
返
点（

16
） 

　
　
・
書
き
入
れ
―
―
―
補
記
（
本
文
に
対
す
る
書
き
入
れ
）、
註
記
（
本
文
に
対
し
て
記
さ
れ
た
註
）、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訂
記
（
本
文
に
対
す
る
訂
正
の
補
記
）、
抹
消
（
文
字
が
消
さ
れ
て
い
る
も
の
） 

　
　
・
そ
の
他
―
―
―
―
原
本
の
状
態
に
関
す
る
こ
と
、
湮
滅
・
欠
失
な
ど
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次
に
、『
原
典
版
』
所
収
本
は
、
漢
文
本
と
延
書
本
の
上
下
二
段
で
あ
る
。
上
段
は
底
本
を
◎
西
本
願
寺
本
と
し
、
対
校
本
に
○甲
坂

東
本
・
○乙
専
修
寺
本
・
○丙
存
如
授
与
本
・
○丁
大
正
蔵
な
ど
引
用
原
典
、
下
段
は
◎
善
如
延
書
本
を
底
本
と
し
、
対
校
本
に
○甲
蓮
如
延
書

本
（
本
派
本
願
寺
蔵
）
が
用
い
ら
れ
る
。
上
段
の
漢
文
本
に
お
い
て
は
、
存
如
授
与
本
を
除
い
て
右
仮
名
も
校
異
対
象
と
さ
れ
、
鎌
倉

三
本
の
訓
読
の
相
異
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
に
準
じ
て
「
御
自
釈
」
に
お
け
る
校
異
を
概
算
す
れ
ば
右
仮
名
五
九
一
、
左

仮
名
二
五
五
、
本
文
八
七
、
訂
記
・
抹
消
四
六
、
補
記
三
七
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
分
類
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

　
　
・
文
字
の
相
異
―
―
本
文
（
文
字
の
相
異
・
追
加
等
）、
右
仮
名
（
全
て
）、
左
仮
名
、
返
点
（
訓
読
が
変
化
す
る
も
の
の
み
） 

　
　
・
書
き
入
れ
―
―
―
補
記
（
本
文
に
対
す
る
書
き
入
れ
）、
註
記
（
本
文
に
対
し
て
記
さ
れ
た
註
）、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訂
記
（
本
文
に
対
す
る
訂
正
の
補
記
）、
抹
消
（
文
字
が
消
さ
れ
て
い
る
も
の
） 

　
　
・
そ
の
他
―
―
―
―
原
本
の
状
態
に
関
す
る
こ
と
、
湮
滅
・
欠
失
な
ど
 

以
上
、『
聖
典
全
書
』
お
よ
び
『
原
典
版
』
所
収
本
に
よ
っ
て
概
算
し
た
「
御
自
釈
」
の
校
異
に
よ
っ
て
、
諸
本
間
の
異
同
に
つ
い

て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
知
ら
れ
る
。 

　
　
・
本
文
の
校
異
は
比
較
的
少
な
く
、
右
左
訓
、
特
に
右
訓
の
校
異
が
多
い
 

　
　
・
本
文
や
右
訓
に
対
す
る
異
本
情
報
を
有
し
た
註
記
が
散
見
さ
れ
る
 

　
　
・
返
点
の
相
異
が
見
ら
れ
る
 

四
、
諸
本
間
の
異
同
（
一
）　
本
文
 

前
節
で
掲
げ
た
特
徴
に
基
づ
き
、
諸
本
間
の
異
同
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
本
文
の
異
同
は
、
文
字
の
相
異
、
文
言
の
付
加
、
異

本
註
記
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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〈
文
字
の
相
異
〉 

ま
ず
、
同
音
異
字
で
あ
る
。『
聖
典
全
書
』『
原
典
版
』
の
二
書
に
お
い
て
最
も
多
い
文
字
の
相
異
が
「
回
↓
○丙
廻
」（
○丙
は
い
ず
れ

も
存
如
授
与
本
）
で
あ
っ
て
、『
原
典
版
』
に
二
四
例
あ
る（

17
）。「
回
／
廻
」
は
、
両
字
と
も
に
「
カ
イ
・
エ
」
の
字
音
で
あ
る
。
そ
の

他
、「
齋
／
齋
」「
鸞
／
巒
」
な
ど
同
音
異
字
あ
る
い
は
通
用
字
と
み
ら
れ
る
校
異
が
散
見
さ
れ
る（

18
）。 

次
に
、
坂
東
本
訂
記
前
の
状
態
を
伝
え
る
文
字
の
相
異
も
認
め
ら
れ
る
。 

　
　
・「
譬
如
日
光
覆
雲
霧
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
一
頁
⑨
） 

正
信
偈
の
文
で
あ
る
。「
光
」
に
つ
い
て
、
坂
東
本
（
一
四
七
・
前
期
筆
跡
）
は
「
月
」
を
「
光
」
と
訂
記
し
て
い
る
。
存
如
授
与

本
（
四
二
九
）
は
「
月
」
で
あ
り
、
坂
東
本
訂
記
前
の
文
字
と
一
致
す
る
。
善
如
延
書
本
（
二
五
五
）
は
「
光
」
で
あ
っ
て
坂
東
本
訂

正
後
の
本
文
で
あ
る
。 

　
　
・「
四
専
名
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
八
頁
②
） 

化
身
土
巻
・
観
経
隠
顕
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
七
一
四
）
は
「
四
専
名
」
の
「
名
」
を
抹
消
し
左
傍
に
「
称
」
と
補
記
し
て

い
る
。
坂
東
本
（
五
一
六
）
は
「
称
」
を
塗
抹
し
て
「
名
」
と
上
欄
に
補
記
し
て
お
り
、
西
本
願
寺
本
の
訂
記
は
、
坂
東
本
の
下
字
を

示
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
専
修
寺
本
（
五
六
一
）
は
「
四
専
称
」
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
誤
字
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。 

　
　
・「
真
如
一
実
功
徳
宝
海
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
五
頁
） 

行
巻
・
大
行
釈
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
一
七
三
①
）
は
「
功
徳
実
海
」
と
あ
り
、『
原
典
版
』
で
は
校
訂
さ
れ
て
い
る
。
三

字
上
に
も
「
実
」
と
あ
り
、
字
形
の
相
似
に
起
因
す
る
誤
字
と
も
考
え
ら
れ
る（

19
）。 

　
　
・「
他
力
真
宗
之
正
意
也
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
九
頁
） 

行
巻
・
偈
前
序
説
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
二
五
三
）
は
「
他
力
真
実
」
で
あ
る
。
形
誤
と
考
え
ら
れ
る
。 

浄土真宗総合研究 16

39



〈
文
言
の
付
加
〉 

文
言
の
付
加
に
つ
い
て
は
、
化
身
土
巻
の
二
例
が
あ
る（

20
）。 

　
　
・「
離
自
力
之
心
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
七
頁
②
） 

存
如
授
与
本
（
五
四
二
）
で
は
「
自
力
之
心
」
の
次
に
「
専
修
者
唯
称
念　

シ
テ

仏
名　

ヲ
一

離
二

自
力
之
心
一

」（「
念
」
は
右
傍
補
記
）
と
あ
　

る（
21
）。
当
箇
所
は
、
重
見
氏
に
よ
れ
ば
、
浄
興
寺
本
に
お
い
て
左
欄
外
に
補
註
と
し
て
示
し
、
真
宗
寺
本
に
お
い
て
十
三
字
を
本
文
化
し

た
と
さ
れ
る（

22
）。
善
如
延
書
本
（
四
九
八
①
）
に
は
な
い
が
、
蓮
如
延
書
本
に
は
「
自
力
ノ
心
ヲ
ハ
ナ
ル
　
専
修
ト
イ
フ
ハ
タ
ヽ
仏
名
ヲ

称
念
シ
テ
」
と
左
傍
補
記
が
あ
る
。
ま
た
文
明
本
（『
善
本
叢
書
』
二
九
〇
頁
）
に
も
右
傍
補
記
と
し
て
同
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

　
　
・「
五
正
行
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
七
頁
④
） 

存
如
授
与
本
（
五
四
二
）
は
「
五
」
の
次
に
「
種　

ノ

」
を
追
加
し
て
い
る
。
善
如
延
書
本
（
四
九
八
③
）
は
「
種
ノ
」
と
右
傍
補
記
、

蓮
如
延
書
本
は
本
文
に
「
種
ノ
」
が
あ
っ
て
、
存
如
授
与
本
と
同
じ
文
字
を
保
持
し
て
い
る（

23
）。 

こ
れ
ら
二
例
は
、
文
字
の
付
加
に
よ
っ
て
、
本
文
内
容
の
充
足
、
あ
る
い
は
周
囲
と
の
調
整
が
図
ら
れ
た
も
の
と
言
え
、
延
書
本
と

関
連
も
見
ら
れ
る
。
存
如
授
与
本
以
前
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
本
文
化
あ
る
い
は
註
記
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

〈
異
本
註
記
〉 

本
文
の
文
言
に
関
わ
る
異
本
註
記
は
、『
聖
典
全
書
』
の
校
異
に
従
え
ば
十
例
ほ
ど
を
数
え
る
。
こ
こ
で
は
、
信
巻
・
大
信
嘆
徳
の

例
を
挙
げ
る（

24
）。 

　
　
・「
不
可
思
議
不
可
説
不
可
称
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
一
頁
③
） 

西
本
願
寺
本
（
三
〇
九
）
で
は
、
も
と
坂
東
本
（
二
二
四
）
と
同
じ
く
「
不
可
説
不
可
称
」
で
あ
っ
た
が
、「
不
可
称
不
可
説
」
と

二
字
を
改
め
て
い
る
。
存
如
授
与
本
（
四
五
四
）
は
、「
不
可
説
不
可
称
」
と
す
る
が
、「
不
可
思
議
」
の
下
に
○
印
を
付
し
「
不
可
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説
」
の
右
傍
に
「
不
可
称
イ

在
之
」
と
註
記
が
あ
る
。
こ
の
「
イ
」
の
情
報
に
従
え
ば
、
西
本
願
寺
本
の
語
順
に
あ
て
は
ま
る（

25
）。 

 以
上
、
本
文
に
関
す
る
相
異
に
つ
い
て
、
文
字
の
相
異
、
文
字
の
付
加
、
異
本
註
記
の
実
例
を
見
て
き
た
。
本
文
に
関
し
て
は
、
坂

東
本
と
そ
の
臨
写
本
で
あ
る
西
本
願
寺
本
は
よ
く
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
諸
本
に
お
い
て
、
同
音
異
字
・
通
用
字
を
使
用
す
る

場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
誤
記
や
諸
本
の
状
態
を
保
存
し
た
表
記
に
よ
る
相
異
も
認
め
ら
れ
た
。
以
上
の
相
異
は
、
大
き
く
意
味
の
変
更

を
意
図
し
な
い
と
思
わ
れ
る
相
異
が
大
半
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
御
自
釈
」
の
書
写
を
考
え
る
上
で
基
準
と
す
べ
き
事
実
で
あ
ろ

う
。
一
方
、
存
如
授
与
本
に
み
ら
れ
る
文
言
の
付
加
は
、
先
行
諸
本
の
状
況
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

五
、
諸
本
間
の
異
同
（
二
）　
返
点
 

『
聖
典
全
書
』
の
付
録
で
は
、「
御
自
釈
」
中
の
返
点
校
異
が
五
例
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以
外
に
『
原
典
版
』
に
お
い
て
返
点
に
関
す
る

校
異
が
九
例
あ
る
。
訓
読
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
両
書
に
お
け
る
返
点
校
異
箇
所
を
中
心
に
検
討
を
行
う
。 

〈
行
巻
〉 

　
　
・「
言
以
光
明
名
号
摂
化
十
方
但
使
信
心
求
念
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
四
九
頁
） 

両
重
因
縁
に
お
け
る
御
自
釈
中
引
文
（
善
導
『
往
生
礼
讃
』）
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
一
五
七
）
は
「
言　

ヘ
リ

二

以
二

光
明
名
号
一

摂
化

十
方
但
使
二

信
心
求
念　

ト
一

」
と
あ
っ
て
、
坂
東
本
（
一
一
五
）
と
同
様
「
言
」
に
か
か
る
一
二
点
の
他
に
引
文
を
訓
読
す
る
た
め
の
訓
点

を
付
す
。
存
如
授
与
本
（
四
二
〇
）
に
お
い
て
は
「
言　

ヘ
リ

二

以
光
明
名
号
摂
化
十
方
但
使
信
心
求
念　

ト
一

」
と
引
用
文
に
対
す
る
返
点
が
な

い
。
善
如
延
書
本
（
二
三
四
）
は
「
光
明
名
号
ヲ
モ
テ
十
方
ヲ
摂
化
シ
タ
マ
フ
　
タ
ヽ
シ
信
心
ヲ
シ
テ
求
念
セ
シ
ム
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
」
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と
読
み
下
し
て
い
る
。
な
お
、
続
く
「
念
仏
成
仏
是
真
宗
」
の
引
用
で
は
、
諸
本
は
訓
点
を
付
さ
ず
、
善
如
延
書
本
も
「
念
仏
成
仏
コ

レ
真
宗
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
御
自
釈
中
引
文
は
訓
点
を
付
す
か
付
さ
な
い
か
の
判
断
が
、
書
写
本
や
引
文
に
よ
っ
て
分
か
れ
る
。 

　
　
・「
无
異
如
来
无
異
法
身
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
四
頁
） 

一
乗
海
釈
の
文
で
あ
る
。『
聖
典
全
書
』
付
録
に
「
◎
无マ

シ
マ
サ
ス

二

異　
コ
ト

如
来
一

无マ
シ
マ
サ
ス

二

異　
コ
ト

法
身
一

↓
○乙
无　

マ
サ
ス

レ

異　
コ
ト

二

如
来　ニ
一

无　
マ
サ
ス

レ

異　
コ
ト

二

法
　

身　
ニ

一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
専
修
寺
本
（
一
四
〇
）
の
校
異
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
二
四
三
）
は
「
如
来
ニ
コ
ト
ナ
ル
コ
ト
マ
シ
マ
サ

ス
　
異
ノ

コ
ト
ナ
ル

法
身
マ
シ
マ
サ
ス
」
と
あ
る
。
前
半
の
み
専
修
寺
本
と
読
み
を
共
有
し
て
い
る（

26
）。 

〈
信
巻
〉 

　
　
・「
形
身
心
悦
予
之
貌
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
四
頁
） 

信
一
念
釈
の
文
で
あ
る
。『
聖
典
全
書
』
付
録
に
「
◎
形ア

ラ
ハ
ス

二

身
心　

ノ

悦
予
之
貌カ

ホ
ハ
セ
ヲ

一

↓
○甲
形ア

ラ
ハ
ス

二

身
心　

ノ

　
　

ヨ
ロ
コ
フ

悦
予

エ
チ
ヨ
ヲ

一

之
貌カ

ホ
ハ
セ

↓
○乙
形ア

ラ
ハ
ス

二

身
心

　
　

ヨ
ロ
コ
フ

悦
予

エ
チ
ヨ
ヲ

之
一

貌カ
ホ
ハ
セ

↓
○丙
形ア

ラ
ハ
ス

二

身
心　

ノ

悦
予　

ヲ
一

之
貌カ

ホ
ハ
セ

」
と
あ
る
。
書
き
下
せ
ば
、
坂
東
本
（
二
三
三
）
は
「
身
心
ノ
悦
予
ノ
貌
ヲ
ア
ラ
ハ

ス
」、
西
本
願
寺
本
（
三
二
四
）・
存
如
授
与
本
（
四
五
九
）
は
「
身
心
ノ
悦
予
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
貌
」、
専
修
寺
本
（
二
六
〇
）
は
「
身
心

悦
予
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
貌
」
と
な
る
。
善
如
延
書
本
（
三
一
五
）
は
「
身
心
ノ
悦
予
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
ノ
兒カ

タ
チ

」
で
あ
る
。「
貌
」
の
右
仮
名
を
含

め
れ
ば
、
三
通
り
以
上
の
訓
読
が
存
在
し
て
い
る
。 

　
　
・「
獲
得
金
剛
真
心
者
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
四
頁
） 

現
生
十
益
の
冒
頭
の
文
で
あ
る
。『
原
典
版
』（
三
一
六
頁
⑴
）
で
は
「
　ウル獲ク

ヰ
ヤ
ク

二

得　
ス
レ

金
剛　

ノ

真
心　

ヲ
一

者　
ハ

↓
○乙
　
　

ウ
ル
ナ
リ

獲ク
ヰ
ヤ
ウ

得ト
ク
ス
ル

金
剛　

ノ

真
心　

ヲ
一

者　
ハ

」
と

専
修
寺
本
の
校
異
が
示
さ
れ
て
い
る
。
坂
東
本
（
二
三
四
）
や
西
本
願
寺
本
（
三
二
三
）
は
「
獲
得
ス
レ
ハ
」
と
読
む
。
存
如
授
与
本

（
四
五
九
）
は
「
獲
二

得
金
剛　

ノ

真
心　

ヲ
一

者
」
と
あ
っ
て
読
み
を
確
定
し
が
た
い
が
、「
得
」
の
左
訓
に
は
「
ス
レ
」
と
あ
る
。
一
方
、
専
修

寺
本
（
二
六
〇
）
は
「
獲
得
ス
ル
ハ
」
ま
た
は
「
獲
得
ス
ル
者
ハ
」
と
読
ん
で
い
る
。
後
者
の
読
み
は
善
如
延
書
本
（
三
一
六
）
の
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「
獲
得
ス
ル
モ
ノ
ハ
」
と
一
致
す
る
。
少
な
く
と
も
坂
東
本
・
西
本
願
寺
本
・
存
如
授
与
本
左
訓
の
「
ス
レ
ハ
」
と
、
善
如
延
書
本
の

「
ス
ル
モ
ノ
ハ
」
の
二
つ
の
読
み
が
あ
る
。 

　
　
・「
无
生
而
当
受
生
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
七
頁
） 

横
超
断
四
流
釈
の
文
で
あ
る
。『
原
典
版
』（
三
二
〇
頁
⑽
）
で
は
「
无　

シ
四

生
而

　
ト
シ
テ

　ヘキ当　
ニ

三

受　
ク

二

生　
ヲ

一

↓
○甲
○丙
无　

シ
下

生
而

　
ト
シ
テ

　ヘキ当　
ニ

二

受　
ク

一

生
上

↓
○乙
无　

シ
二

生　
ト

而シ
テ

　ヘキ当　
ニ

中

受　
ク

二

生　
ヲ

上

」
と
あ
る
。
書
き
下
せ
ば
、
西
本
願
寺
本
（
三
三
三
）
は
「
生
ト
シ
テ
マ
サ
ニ
生
ヲ
受
ク
ヘ
キ
ナ
シ
」
と
読
む
の
に
対

し
、
坂
東
本
（
二
四
〇
）・
存
如
授
与
本
（
四
六
一
）
は
「
生
ト
シ
テ
マ
サ
ニ
受
ク
ヘ
キ
生
ナ
シ
」
と
読
み
、
善
如
延
書
本
（
三
二
〇
）

の
「
生
ト
シ
テ
マ
サ
ニ
ウ
ク
ヘ
キ
生
ナ
シ
」
と
同
様
で
あ
る
。
専
修
寺
本
（
二
六
八
）
は
「
受　

ク
二

生　
ヲ

」
と
「
无
下

…
当
中

…
生
上

」
の
返
点

が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
早
い
段
階
で
訓
読
に
異
同
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

27
）。 

　
　
・「
无
趣
而
更
応
到
趣
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
七
頁
） 

右
に
続
く
文
で
あ
る
。『
原
典
版
』（
三
二
〇
頁
⑾
）
で
は
「
无　

シ
下

趣
而

　
ト
シ
テ

更マ
タ

応ヘ
キ

中

到　
ル

一

趣オ
モ
ム
ク

上

↓
○甲
○丙
无　

シ
下

趣　
ト

而シ
テ

更マ
タ

応ヘ
キ

二

到　
ル

一

趣
上

↓
○乙
无　

シ
下

趣　
ト

而シ
テ

更マ
タ

応　
ヘ
キ

　　ル到イ
タ
リ

中
レ

　シユ趣オ
モ
フ
ク

上

」
と
西
本
願
寺
本
に
対
し
て
坂
東
本
・
存
如
授
与
本
、
さ
ら
に
専
修
寺
本
の
校
異
が
示
さ
れ
て
い
る
。
坂
東
本

（
二
四
〇
）・
存
如
授
与
本
（
四
六
一
）
が
「
趣
ト
シ
テ
マ
タ
到
ル
ヘ
キ
趣
ナ
シ
」
と
読
み
、
善
如
延
書
本
（
三
二
〇
）
と
同
様
の
読
み

を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
西
本
願
寺
本
（
三
三
四
）
と
専
修
寺
本
（
二
六
八
）
で
は
、
二
通
り
の
読
み
が
可
能
と
な
る
二
重
の
訓
点

が
付
さ
れ
て
い
る（

28
）。 

〈
証
巻
〉 

　
　
・「
亦
名
一
生
補
処
之
願
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
三
七
頁
） 

還
相
回
向
釈
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
四
八
七
）
に
お
い
て
「
亦　

ク
二

名　
ク

二

一
生
補
処
之
願　

ト
一

」
と
あ
る
。「
亦
」
に
付
さ
れ
た
訓
点

は
誤
記
と
思
わ
れ
る
が
、
抹
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
書
き
入
れ
が
残
さ
れ
て
い
る
。 
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〈
真
仏
土
巻
〉 

　
　
・「
酬
報
大
悲
誓
願
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
五
五
頁
） 

真
仏
土
釈
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
五
五
三
）
は
「
　コタ

フ
酬シ

ユ
│
二

報ホ
ウ
ス
ル
カ

大
悲　

ノ

誓
願　

ニ
一

」、
存
如
授
与
本
（
五
〇
八
）
は
「
　ムク

ヒ
酬シ

ユ
二

報　
ス
ル
カ

大
悲　

ノ

誓
願　

ヲ

」、
善
如
延
書
本
（
四
二
五
）
は
「
大
悲
ノ
誓
願
ニ
酬
報
ス
」
と
あ
る
。
坂
東
本
（
三
九
九
）・
専
修
寺
本
（
四
四
一
）
な
ど
は

「
誓
願
ニ
」
と
読
ん
で
お
り
、
存
如
授
与
本
の
み
「
誓
願
ヲ
」
と
す
る
。 

〈
化
身
土
巻
〉 

　
　
・「
立
相
住
心
尚
不
能
得
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
六
頁
） 

観
経
隠
顕
の
御
自
釈
中
引
文
（
善
導
「
定
善
義
」）
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
七
〇
八
）・
専
修
寺
本
（
五
五
七
）
が
「
立　

テ
二

相　
ヲ

一

住　
ト
モ

二

心　
ヲ

一

」
と
訓
点
を
付
す
の
に
対
し
、
坂
東
本
（
五
一
二
）
お
よ
び
存
如
授
与
本
（
五
四
二
）
は
「
立
相
住
心
」
に
訓
点
を
付
さ
ず
、
善

如
延
書
本
（
四
九
七
）
も
「
立
相
住
心
」
と
あ
る
。
西
本
願
寺
本
・
専
修
寺
本
が
読
解
の
要
か
ら
訓
点
を
付
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
　
・「
云
九
品
倶
回
得
不
退
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
九
頁
） 

小
経
隠
顕
の
御
自
釈
中
引
文
（
善
導
『
法
事
讃
』）
で
あ
る
。
坂
東
本
（
五
一
九
）
は
全
体
を
返
点
で
挟
む
が
、「
九
品
倶　

ニ

回　
テ

得　
エ
ヨ

不

退　
ト

」
と
右
訓
が
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
七
一
八
）
は
「
云　

ヘ
リ

二

九
品
倶　

ニ

回　
テ

得
　
　
エ
ヨ
ト

二

不
退　

ヲ
一

」
と
返
点
を
付
し
「
退
」
の
右
訓
「
ト
」
を

「
ヲ
」
に
訂
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
云
」
は
二
点
の
侭
で
あ
る
。
専
修
寺
本
（
五
六
五
）
や
存
如
授
与
本
（
五
四
四
）
は
三
点
で

あ
る
が
、
専
修
寺
本
は
「
退
」
の
右
訓
「
ト
」
を
抹
消
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
訓
点
の
な
い
引
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
善
如

延
書
本
（
五
〇
一
）
は
「
九
品
ト
モ
ニ
廻
シ
テ
不
退
ヲ
ウ
ト
イ
ヘ
リ
」
と
読
み
、「
回
」「
得
」
の
読
み
が
坂
東
本
・
西
本
願
寺
本
と
異

な
る
。 

　
　
・「
名
无
二
之
言
也
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
九
頁
） 
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小
経
隠
顕
の
文
で
あ
る
。
諸
本
の
訓
読
を
書
き
下
せ
ば
、
坂
東
本
（
五
二
〇
）・
西
本
願
寺
本
（
七
二
〇
）・
専
修
寺
本
（
五
六
六
）

は
「
无
二
ニ
名
ツ
ク
ル
ノ
ミ
コ
ト
ナ
リ
」
と
な
る
が
、
存
如
授
与
本
（
五
四
四
）
は
「
無
二
ノ
ミ
コ
ト
ニ
名
ツ
ク
ル
ナ
リ
」
で
あ
り
、

善
如
延
書
本
（
五
〇
二
）
の
「
无
二
ノ
言
ニ
ナ
ツ
ク
ル
ナ
リ
」
と
同
じ
読
み
で
あ
る
。
異
な
る
二
つ
の
読
み
が
生
じ
て
い
る（

29
）。 

　
　
・「
辯
説
人
差
別
者
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
一
〇
頁
） 

結
説
総
勧
の
御
自
釈
中
引
文
（
善
導
「
玄
義
分
」）
で
あ
る
。『
聖
典
全
書
』
付
録
に
て
、「
○甲
　

ワ
キ
マ
ウ

辯
│
二

説　
セ

人　
ノ

差
別　

ヲ
一

者ハ

」
と
坂
東
本
と
西

本
願
寺
本
の
校
異
が
示
さ
れ
て
い
る
。
西
本
願
寺
本
（
七
五
八
）
を
書
き
下
せ
ば
「
人
ノ
差
別
ヲ
辯
説
セ
ハ
」
と
な
り
、
坂
東
本
（
五

五
一
）
の
「
辯ワキ

マ
ウ
二

説
人　

ノ

差
別　

ヲ
一

者ハ

」
や
善
如
延
書
本
（
五
二
二
）
の
「
説
人
ノ
差
別
ヲ
辯
セ
ハ
」
と
異
な
る
読
み
と
な
る
。
諸
本
や
引
用

原
典
を
照
ら
せ
ば
、
西
本
願
寺
本
は
誤
読
に
あ
た
る
。 

 以
上
、
返
点
に
関
す
る
校
異
の
検
討
に
よ
り
、『
教
行
信
証
』
書
写
に
お
い
て
、
か
な
り
早
い
段
階
で
訓
読
の
相
異
が
生
じ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
西
本
願
寺
本
の
証
巻
の
例
で
は
、
誤
記
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
た
。
存
如
授
与
本
に
お
い
て
は
、
目

的
語
に
あ
た
る
語
に
付
さ
れ
る
助
詞
が
他
本
と
異
な
る
場
合
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
御
自
釈
中
引
文
に
お
い
て
、
返
点
の
有
無
や
付
し

方
に
よ
っ
て
異
読
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
あ
っ
た
。 

六
、
諸
本
間
の
異
同
（
三
）　
右
訓
 

次
に
右
訓
で
あ
る
。『
聖
典
全
書
』
に
掲
げ
ら
れ
る
重
要
な
右
訓
校
異
は
、
反
切
が
最
も
多
く
、『
原
典
版
』
の
右
仮
名
校
異
で
は
専

修
寺
本
の
校
異
が
過
半
を
占
め
る
。
校
異
内
容
と
し
て
は
、
お
よ
そ
字
音
や
訓
読
の
相
異
や
有
無
、
誤
記
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
御

自
釈
」
中
の
異
本
註
記
に
、
右
訓
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
、
巻
の
順
に
従
っ
て
訓
読
に
関
わ
る
相
異
を
中
心
に
検
討
す
る
。 
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〈
総
序
〉 

　
　
・「
浄
業
機
彰
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
頁
） 

「
彰
」
の
訓
読
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
七
）
は
「
彰　

シ
テ

」、
存
如
授
与
本
（
三
八
九
）
は
「
彰　

レ
テ

」、
善
如
延
書
本
（
一
六
三
）
は

「
ア
ラ
ハ
レ
テ
」
と
あ
る
。
坂
東
本
（
一
一
）
は
「
彰　

レ
テ

」、
専
修
寺
本
（
一
一
）
は
「
彰ア

ラ
ハ
シ
テ

」
で
あ
り
、
坂
東
本
・
存
如
授
与
本
・
善

如
延
書
本
の
「
ア
ラ
ハ
レ
テ
」、
西
本
願
寺
本
・
専
修
寺
本
の
「
ア
ラ
ハ
シ
テ
」
と
、
二
通
り
の
読
み
が
見
ら
れ
る
。
な
お
「
彰
」
の

字
に
つ
い
て
は
、
化
身
土
巻
に
「
ア
ラ
ハ
ス
」
の
右
左
訓
が
多
く
あ
り（

30
）、「
ア
ラ
ハ
レ
テ
」
は
引
文
内
に
類
似
の
訓
が
あ
る（

31
）。 

　
　
・「
救
済
苦
悩
群
萌
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
頁
） 

「
救
済
」
の
字
音
の
有
無
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
七
）・
善
如
延
書
本
（
一
六
三
）
に
は
「
ク
サ
イ
」
の
右
訓
が
あ
る
が
、
存
如

授
与
本
（
三
九
〇
）
に
は
字
音
が
な
い
。
坂
東
本
（
一
一
）
は
字
音
が
な
く
、
専
修
寺
本
（
一
一
）
に
は
字
音
「
ク
サ
イ
」
が
あ
る
。

こ
こ
も
二
通
り
の
示
し
方
が
見
ら
れ
る
。 

〈
教
巻
〉 

　
　
・「
欲
拯
群
萌
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
頁
） 

大
経
大
意
の
文
で
あ
る
。「
欲
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
一
四
）
は
「
欲オ

ホ
ス
ナ
リ

」
の
左
傍
に
「
オ
モ
テ
ナ
リ
イ
本

」
と
あ
る
。
専
修

寺
本
（
一
五
）
に
「
　オホ

シ
テ
也

欲オ
モ
テ
ナ
リ

」
と
あ
り
、
専
修
寺
本
の
右
訓
が
西
本
願
寺
本
の
異
本
情
報
と
な
っ
て
い
る
。 

〈
行
巻
〉 

　
　
・「
名
諸
仏
称
揚
之
願
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
五
頁
） 

「
名
」
の
訓
読
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
三
三
）
と
存
如
授
与
本
（
三
九
六
）
は
「
名　

ク

」
と
す
る
が
、
善
如
延
書
本
（
一
七
三
） 
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は
「
ナ
ツ
ケ
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
二
五
）
は
「
名　

ケ

」
と
あ
る
か
ら
、
善
如
延
書
本
は
こ
れ
に
従
い
、
専
修
寺
本
（
二
七
）
は
「
名　

ク

」

と
あ
っ
て
西
本
願
寺
本
・
存
如
授
与
本
と
一
致
す
る
。 

　
　
・「
破
衆
生
一
切
无
明
能
満
衆
生
一
切
志
願
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
頁
） 

称
名
破
満
釈
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
四
七
）
は
「
破　

シ

」
に
「
ス
イ
本

」
と
左
傍
註
記
が
あ
る
。
専
修
寺
本
（
三
八
）
は
「
破　

ス

」

と
あ
り
、
西
本
願
寺
本
の
「
イ
本
」
表
記
に
通
じ
る
。 

　
　
・
六
字
釈
（『
聖
典
全
書
』
二
巻
三
五
〜
三
六
頁
） 

第
二
文
・
第
三
文
・
第
十
一
文
に
お
い
て
、
右
訓
や
左
訓
な
ど
が
豊
富
に
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
六
字
釈
に
含
ま
れ
る
五
つ

の
細
註
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

ま
ず
「
帰
言
」
の
細
註
「
至
也
」
は
、
西
本
願
寺
本
（
一
一
二
）
に
「
至　

ル

」
の
送
り
仮
名
が
あ
る
の
み
で
他
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。 

次
に
「
説
字
」
の
細
註
は
、
西
本
願
寺
本
（
一
一
三
）・
存
如
授
与
本
（
四
一
一
）
は
「
　ヨロ

コ
フ

悦エ
チ
ノ

音　
ナ
リ

」、
善
如
延
書
本
（
二
一
一
）
は

「
悦
ノ
音
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
八
五
）
は
「
　ヨロ

コ
フ

悦エ
チ

音
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
悦
」
の
右
傍
に
「
エ
チ
」、
左
傍
に
「
ヨ
ロ
コ
フ
」
の
角
点

が
あ
る（

32
）。「
ナ
リ
」
を
付
す
例
が
専
修
寺
本
「
悦エ

チ
ノ

音コ
ヱ
ナ
リ

」（
八
九
）
に
見
ら
れ
、
西
本
願
寺
本
に
は
両
本
の
影
響
が
窺
え
る
。 

次
に
二
つ
め
の
「
説
字
」
の
細
註
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

　
　
西
本
願
寺
本
（
一
一
三
）「
税セ

イ
ノ

音コ
ヱ
ナ
リ

悦エ
チ

税サ
イ

二　
ノ

音　
ハ

告ツ
ク
ル

也
述ノ

フ

也
　セン宣ノ

フ
ル
│
二

　
　

シ
ユ
チ
ス

述ノ
フ
ル

人　
ノ　ルナ

リ意　
ヲ

一

也
」 

　
　
存
如
授
与
本
（
四
一
一
）「
税セ

イ
ノ

音　
ナ
リ

悦エ
チ

税せ
イ

二　
ノ

音　
ハ

告ツ
ク
ル

也
述ノ

フ

也
　ノブ宣セ

ン
│
二

述　
ル
ナ
リ

人　
ノ

意　
ヲ

一

也
」 

　
　
善
如
延
書
本
（
二
一
一
）「
税サ

イ

ノ
音コ

エ

悦エ
チ

税サ
イ

二フ
タ
ツ

ノ
音コ

エ

告カ
フ

ナ
リ
述シ

ユ
チ

ナ
リ
ヒ
ト
ノ
コ
ヽ
ロ
ヲ
ノ
ヘ
ノ
フ
ル
ナ
リ
」 

こ
の
う
ち
相
異
が
見
ら
れ
る
「
宣
述
」
に
つ
い
て
、
坂
東
本
は
「
宣ノ

フ
ル

二

述　
ル

」（
右
傍
に
「
ノ
フ
ル
」
の
角
点（

33
））、
専
修
寺
本
（
八
九
）
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は
「
　ノフ

ル
宣せ

ン
│
二

述シ
チ
ツ
ス
ル
ナ
リ

」（「
述
」
の
右
訓
は
「
シ
チ
」
を
「
シ
ユ
ツ
」
に
訂
記
）
と
あ
る
。
ど
れ
も
一
致
せ
ず
右
左
訓
の
異
同
も
多
い
。 

次
に
「
命
言
」
の
細
註
は
、
西
本
願
寺
本
は
「
業
也
　セウ招マ

ネ
キ

　イン
引ヒ

ク

也
使
也
教
也
道
也
信
也
計ハ

カ
ラ
フ

也
　チウ召メ

ス

也
」、
存
如
授
与
本
は
「
業
也
招マ

ネ
キ

引ヒ
ク

也
使シ

也
教
也
道
也
信
也
計ハ

カ
ラ
フ

也
召メ

ス

也
」、
善
如
延
書
本
は
「
業コ

フ

ナ
リ
　マネ

キ
ヒ
ク

招
引

セ
ウ
イ
ン

ナ
リ
使シ

ナ
リ
教ケ

ウ

ナ
リ
道タ

ウ

ナ
リ
信シ

ン

ナ
リ
計ケ

ナ
リ
　メス召テ

ウ

ナ
リ
」
と

あ
る
。
相
異
が
見
ら
れ
る
「
招
引
」
に
つ
い
て
、
坂
東
本
は
「
　メシ招マ

ネ
キ

引ヒ
ク

」（
右
傍
に
「
メ
シ
ヒ
ク
」
の
角
点
あ
り（

34
））、
専
修
寺
本
は
「
招セ

ウ

引
也
」
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
は
右
訓
で
は
字
音
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
右
左
訓
が
逆
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
に
「
必
言
」
の
細
註
は
、
西
本
願
寺
本
（
一
一
四
）
は
「
　
　

ア
キ
ラ
カ

審ツ
マ
ヒ
ラ
カ
ナ
リ
　ナリ
也
然シ

カ
ラ
シ
ム
ト

也ナ
リ

分ワカ
チ

極
也

キ
ワ
ム
ル

」、
存
如
授
与
本
（
四
一
二
）
は

「
　シ

ン審
也

ツ
ハ
ヒ
ラ
カ
ナ
リ

然
也

シ
カ
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ

分ハ
カ
ツ

極
也

キ
ハ
ム
ル

」
と
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
二
一
二
）
は
本
文
と
し
て
「
審
ナ
リ

ア
キ
ラ
カ

然
ナ
リ
分
極

ワ
カ
ツ

ナ
リ
」
と
あ
る
。「
審
」

に
つ
い
て
、
坂
東
本
は
「
審ツ

ハ
ヒ
ラ
カ
也

」、
専
修
寺
本
は
「
　アキ

ラ
カ

審ツ
ハ
ヒ
ラ
カ
ナ
リ
　ナリ
」
と
あ
り
、
存
如
授
与
本
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
右
訓
で
な
く
、
字
音

が
写
さ
れ
て
い
る
。「
然
」
は
坂
東
本
は
「
　アキ

ラ
カ
也

然シ
カ
ラ
シ
ム
ル

」（
右
に
「
シ
カ
ラ
シ
ム
ル
」
の
角
点
あ
り
）、
専
修
寺
本
は
「
然シ

カ
ラ
シ
ム
ト
ナ
リ

」
と
西

本
願
寺
本
と
同
様
の
右
訓
が
あ
り
、
存
如
授
与
本
で
は
左
訓
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
専
修
寺
本
（
九
〇
）
も
善
如
延
書
本
と

同
様
、「
審
也
」
以
下
七
字
を
細
字
で
は
な
く
本
文
と
し
て
い
る
。 

六
字
釈
は
、
坂
東
本
に
角
点
や
朱
に
よ
る
訂
記
が
多
数
あ
り
、
諸
本
の
書
写
者
も
そ
れ
ぞ
れ
注
意
し
た
箇
所
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も

右
左
訓
が
多
い
が
、
例
え
ば
西
本
願
寺
本
の
「
宣
述
」
の
右
訓
は
そ
の
ま
ま
訓
読
で
き
ず
、
右
左
訓
の
位
置
も
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
る

場
合
が
あ
っ
て
、
各
々
の
書
写
方
針
に
基
づ
く
多
様
な
書
写
実
態
が
窺
え
る
。 

　
　
・「
成
本
願
大
悲
…
…
大
宝
海
水
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
五
頁
） 

一
乗
海
釈
の
文
で
あ
る
。
存
如
授
与
本
（
四
二
五
）
は
「
成　

シ

」
の
左
傍
に
「
ル
イ

」
と
あ
る
。
坂
東
本
（
一
三
二
）・
西
本
願
寺
本

（
一
八
二
）・
専
修
寺
本
（
一
四
四
）
は
「
成　

ル

」、
善
如
延
書
本
（
二
四
六
）
の
読
み
も
「
ナ
ル
」
で
あ
る
。
存
如
授
与
本
の
註
記
は
諸
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本
の
情
報
を
記
し
た
も
の
と
い
え
、
存
如
授
与
本
の
右
訓
「
シ
」
は
文
明
本
（『
善
本
叢
書
』
七
二
頁
）
と
共
通
す
る
。 

　
　
・「
煩
悩
冰
解
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
五
頁
） 

一
乗
海
釈
の
御
自
釈
中
引
文
で
あ
る
。
存
如
授
与
本
（
四
二
五
）
は
「
悩
」（
右
訓
無
し
）
に
「
ノ
イ

」
と
左
傍
註
記
が
あ
る
。
坂
東

本
（
一
三
二
）・
西
本
願
寺
本
（
一
八
二
）・
専
修
寺
本
（
一
四
四
）
の
い
ず
れ
も
右
訓
に
「
ノ
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
と
思
わ
れ

る
。
善
如
延
書
本
（
二
四
六
）
は
後
述
の
よ
う
に
「
煩
悩
ノ
」
の
文
言
を
欠
く
。 

　
　
・「
摂
一
切
諸
仏
法
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
八
頁
） 

一
乗
嘆
徳
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
一
九
四
）・
存
如
授
与
本
（
四
二
八
）
は
「
摂　

ス
ル
カ

」、
善
如
延
書
本
（
二
五
一
）
は
「
摂
ス

ル
カ
」
と
三
本
一
致
す
る
が
、
西
本
願
寺
本
は
左
訓
に
は
「
オ
サ
ム
ル
カ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
専
修
寺
本
（
一
五
三
）
の
右
訓
「
オ
サ

ム
ル
カ
」
に
一
致
す
る
。
二
種
の
読
み
を
示
し
た
独
自
の
訓
読
か
、
専
修
寺
本
等
に
由
来
す
る
異
本
註
記
の
可
能
性
が
あ
る
。 

　
　
・「
真
実
行
願
」「
真
実
信
願
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
九
頁
） 

偈
前
序
説
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
一
九
六
・
一
九
七
）
は
「
真
実　

ノ

行
願
」「
真
実　

ノ

信　
ノ

願
」、
存
如
授
与
本
（
四
二
八
）
は
「
真

実　
ノ

行
願
」「
真
実　

ノ

信
願　

ハ

」
と
あ
り
、
善
如
延
書
本
（
二
五
二
）
は
「
真
実
ノ
行
願
」「
真
実
ノ
信
願
」
と
あ
る
。
坂
東
本
（
一
四
二
）
は

「
真
実　

ノ

行
願
」（「
実
」
の
次
に
「
之
」
と
あ
っ
た
が
抹
消
か
）「
真
実　

ノ

信
願
」、
専
修
寺
本
（
一
五
五
）
は
「
真
実
行　

ノ

願
」「
真
実　

ノ

信　
ノ

願
」

で
あ
っ
て
、
一
様
で
は
な
い
が
、「
行　

ノ

」「
信　

ノ

」
と
す
る
の
は
専
修
寺
本
に
例
が
見
ら
れ
る
。 

〈
正
信
偈
〉 

　
　
・「
雲
霧
之
下
明
無
闇
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
一
頁
） 

「
闇
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
二
〇
一
）
は
右
傍
に
「
〵
」（「
キ
」
の
古
字
）
の
よ
う
な
薄
い
書
き
入
れ
ま
た
は
汚
れ
が
あ
る
。

存
如
授
与
本
（
四
二
九
）
は
字
音
が
な
く
、
善
如
延
書
本
（
二
五
五
）
は
「
ヤ
ミ
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
一
四
七
）
は
「
キ
」
と
あ
り
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「
ク
ラ
キ
」
と
の
訓
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
ク
ラ
キ
」「
ヤ
ミ
」
の
二
通
り
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

　
　
・「
常
向
鸞
処
菩
薩
礼
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
二
頁
） 

存
如
授
与
本
（
四
三
〇
）
は
「
礼　

シ
奉
ル

」
の
左
傍
に
「
リ
イ

」
と
あ
る
。「
礼
」
の
送
り
仮
名
は
西
本
願
寺
本
（
二
〇
四
）
が
「
タ
テ
マ

ツ
ル
」、
坂
東
本
（
一
四
九
）・
専
修
寺
本
（
一
六
二
）
が
「
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
」
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
二
五
七
）
も
「
シ
タ
テ
マ
ツ

ル
」
で
あ
り
、
送
り
仮
名
を
「
リ
」
と
す
る
本
は
見
当
た
ら
な
い
。 

　
　
・「
善
導
独
明
仏
正
意
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
三
頁
） 

「
明
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
二
〇
六
）
は
「
明ア

キ
ラ
カ
ナ
リ

」
と
あ
る
が
、
存
如
授
与
本
（
四
三
一
）
は
「
明　

カ
ニ
セ
リ

」、
善
如
延
書
本

（
二
五
八
）
は
「
ア
キ
ラ
カ
ニ
セ
リ
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
一
五
一
）
は
「
明　

ナ
リ

」、
専
修
寺
本
（
一
六
三
）
は
「
明　

ニ
セ
リ

」
で
あ
る
。「
セ

リ
」
と
「
ナ
リ
」
の
二
通
り
で
あ
る
が
、
坂
東
本
は
「
セ
」
を
朱
で
「
ナ
」
と
上
書
き
し
て
い
る
か
ら
、
西
本
願
寺
本
は
坂
東
本
訂
正

後
、
そ
の
他
は
訂
正
前
の
文
言
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る（

35
）。 

　
　
・「
顕
因
縁
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
三
頁
） 

西
本
願
寺
本
（
二
〇
六
）
は
「
縁ネ

ン
ヲ

」、
善
如
延
書
本
（
二
五
八
）
は
「
縁
ヲ
」
と
あ
る
が
、
存
如
授
与
本
（
四
三
〇
）
は
「
縁ネ

ン
ニ

」

で
あ
る
。
坂
東
本
（
一
五
一
）
は
「
縁ネ

ン
ヲ

」、
専
修
寺
本
（
一
六
三
）
は
「
縁　

ヲ

」
で
あ
る
。「
縁
ニ
」
と
す
る
諸
本
は
見
い
だ
せ
な
い（

36
）。 

〈
別
序
〉 

　
　
・「
披
閲
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
五
頁
） 

存
如
授
与
本
（
四
三
五
）
は
「
披ヒ

閲ヱ
チ
シ
テ

」
と
あ
る
が
、
坂
東
本
（
一
五
七
）・
西
本
願
寺
本
（
二
一
八
）
は
「
披
閲　

ス

」、
善
如
延
書
本

（
二
六
一
）
も
「
披
閲
ス
」
で
あ
る
。
存
如
授
与
本
は
次
下
の
文
と
接
続
し
、
二
文
を
一
文
で
読
む
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。 

　
　
・「
莫
生
毀
謗
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
五
頁
） 
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西
本
願
寺
本
（
二
一
八
）
は
「
莫　

レ
ト
ナ
リ

」
で
あ
り
、
存
如
授
与
本
（
四
三
五
）
は
「
莫　

シ

」、
善
如
延
書
本
（
二
六
二
）
は
「
ナ
カ
レ
」

で
あ
る
。
坂
東
本
（
一
五
八
）
は
「
莫　

レ
ト

」、
専
修
寺
本
（
一
七
〇
）
は
「
莫　

レ
ト
ナ
リ

」
と
あ
る
。
存
如
授
与
本
の
よ
う
に
「
ナ
シ
」
と
読

む
の
は
、
文
明
本
（『
善
本
叢
書
』
八
九
頁
）
で
あ
る
。 

〈
信
巻
〉 

　
　
・「
真
実
信
心
」「
名
号
必
不
具
願
力
信
心
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
〇
頁
） 

「
真
実
信
心
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
三
〇
八
）
は
「
信
心　

ハ

」、
存
如
授
与
本
（
四
五
三
）
は
「
真
実
信
心　

ニ
ハ

」、
善
如
延
書
本

（
三
〇
八
）
は
「
信
心
ハ
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
名
号
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
は
「
名
号　

ハ

」、
存
如
授
与
本
は
「
名
号　

ニ
ハ

」、
善
如
延

書
本
は
「
名
号
ハ
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
二
二
三
）、
専
修
寺
本
（
二
四
八
）
い
ず
れ
も
「
ハ
」
で
あ
り
、
存
如
授
与
本
の
み
「
ニ
ハ
」

で
あ
る
。
な
お
、
覚
如
『
本
願
鈔
』（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
九
三
頁
）
に
は
、「
真
実
の
信
心
に
は
か
な
ら
ず
名
号
を
具
す
」「
名
号
に

は
か
な
ら
ず
し
も
願
力
の
信
心
を
具
せ
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
、
存
如
授
与
本
は
こ
の
読
み
と
一
致
し
て
い
る
。 

〈
真
仏
土
巻
〉 

　
　
・「
論
曰
帰
命
尽
十
方
无
㝵
光
如
来
也
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
七
九
頁
） 

真
仮
対
弁
の
御
自
釈
中
引
文
（
天
親
『
浄
土
論
』）
の
導
入
部
で
あ
る
。「
曰
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
六
四
七
）
は
「
曰　

ヘ
リ

」、

存
如
授
与
本
（
五
二
八
）
は
「
曰　

ヘ
ル

」、
善
如
延
書
本
（
四
七
〇
）
は
「
イ
ヘ
リ
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
四
六
七
）
は
「
ヘ
リ
」
を
「
ヘ

ル
」
に
訂
記
し
て
い
る
た
め
、
西
本
願
寺
本
・
善
如
延
書
本
は
坂
東
本
訂
記
前
の
訓
読
と
一
致
し
て
「
也
」
を
不
読
と
し
、
そ
の
他
は

訂
記
後
の
仮
名
「
ヘ
ル
」
と
し
て
最
後
の
「
也
」
を
読
ん
で
い
る
。
専
修
寺
本
（
五
一
二
）
も
「
曰　

ヘ
ル

」
で
あ
る
。 
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〈
化
身
土
巻
〉 

　
　
・「
顕
開
別
願
中
之
別
願
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
八
七
頁
⑥
） 

要
門
釈
勧
誡
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
六
七
六
）
は
「
顕
開　

シ
タ
マ
ヘ
リ

」
と
あ
り
、
存
如
授
与
本
（
五
三
五
）・
善
如
延
書
本
（
四

八
〇
）
お
よ
び
坂
東
本
（
四
八
六
）・
専
修
寺
本
（
五
三
三
）
も
同
様
に
読
む
が
、
西
本
願
寺
本
の
左
訓
に
「
ス
」
と
あ
る
。
坂
東
本

は
朱
で
「
シ
タ
マ
ヘ
リ
」
と
あ
る
が
、
も
と
「
ス
」
の
墨
書
で
あ
っ
た
。
西
本
願
寺
本
は
こ
れ
を
左
傍
に
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

　
　
・「
勧
励
極
重
悪
人
唯
称
弥
陀
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
八
七
頁
） 

要
門
釈
勧
誡
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
六
七
六
）
は
「
勧
│
三

励

ス
ヽ
メ
ハ
ケ
マ
ス
　レ

イ
シ
タ
マ
ヘ
ル

極
重
悪
人
唯
称　

セ
ヨ
ト

二

弥
　　ヲ陀　

ト
一

」、
存
如
授
与
本
（
五
三
五
）

は
「
勧
二

励レ
イ
シ
玉
ヘ
ル
ナ
リ

極
重
悪
│

人
唯
称
弥
│

陀　
ト

一

」、
善
如
延
書
本
（
四
八
〇
）
は
「
極
重
悪
人
唯
称
弥
陀
ト
勧
励
シ
タ
マ
ヘ
リ

ス
ヽ
メ
ハ
ケ
マ
シ
タ
マ
ヘ
リ

」
と
あ
っ

て
、「
極
重
…
…
弥
陀
」
の
八
字
を
訓
読
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
坂
東
本
（
四
八
六
）
は
「
勧
二

　

ス
ヽ
メ
ハ
ケ
マ
ス
　

励
極
重
悪

レ
イ
シ
タ
マ
ヘ
ル

人
唯
称
弥
陀　

ト
一

」

（「
陀
」
の
右
訓
「
ヲ
」
を
朱
で
「
ト
」
と
訂
記
）、
専
修
寺
本
（
五
三
三
）
は
「
勧ク

ワ
ン

三

　ハケ
マ
ス

励レ
イ
シ
タ
マ
ヘ
リ

極
重
悪
人
唯
称　

セ
ヨ
ト

二

弥
陀　

ヲ
一

」
で
あ
る
。

坂
東
本
・
存
如
授
与
本
・
善
如
延
書
本
に
共
通
性
が
あ
り
、
ま
た
坂
東
本
の
右
左
訓
と
専
修
寺
本
の
訓
点
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
が
西

本
願
寺
本
で
あ
る
。 

　
　
・「
各
称
所
宜
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
六
頁
） 

観
経
隠
顕
の
御
自
釈
中
引
文
（
善
導
「
玄
義
分
」）
で
あ
る
。「
称
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
七
〇
八
）
は
「
称カ

ナ
ヘ
リ

」、
存
如
授

与
本
（
五
四
一
）
は
「
称カ

ナ
ヒ
テ

」、
善
如
延
書
本
（
四
九
六
）
は
「
カ
ナ
フ
テ
」
で
あ
る
。
終
止
形
で
御
自
釈
中
引
文
を
二
文
に
分
け
て

読
む
本
願
寺
本
は
専
修
寺
本
（
五
五
六
）
と
一
致
し
、
接
続
助
詞
「
テ
」
を
補
う
存
如
授
与
本
・
善
如
延
書
本
は
一
文
で
読
む
坂
東
本

（
五
一
二
）「
称カ

ナ
イ
テ

」
に
近
似
す
る
。 
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・「
皆
蒙
解
脱
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
六
頁
） 

観
経
隠
顕
の
御
自
釈
中
引
文
（
善
導
「
玄
義
分
」）
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
七
〇
八
）
は
「
蒙　

レ
ル
ト

」、
存
如
授
与
本
（
五
四
一
）
は

「
蒙　

レ
リ
ト

」、
善
如
延
書
本
（
四
九
六
）
は
「
カ
ウ
フ
ル
ト
」
と
あ
る
。
三
つ
の
読
み
が
あ
る
が
、
専
修
寺
本
（
五
五
七
）
は
西
本
願
寺
本

と
一
致
す
る
。
存
如
授
与
本
の
「
蒙　

レ
リ
ト

」
は
坂
東
本
（
五
一
二
）、
文
明
本
（『
善
本
叢
書
』
二
八
八
頁
）
に
見
ら
れ
る
。 

　
　
・「
四
専
名
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
八
頁
①
） 

観
経
隠
顕
の
文
で
あ
る
。
坂
東
本
（
五
一
六
）・
西
本
願
寺
本
（
七
一
三
）
は
「
四
」
の
右
訓
を
「
ミ
ハ
」
と
す
る
。
両
本
と
も
前

後
で
は
「
一　

ニ
ハ

」「
二　

ニ
ハ

」「
三　

ニ
ハ

」「
五　

ニ
ハ

」
と
あ
り
、「
ニ
ハ
」
が
正
し
い
。
西
本
願
寺
本
は
坂
東
本
の
訓
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。 

　
　
・「
直
為
弥
陀
弘
誓
重
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
九
頁
） 

小
経
隠
顕
の
御
自
釈
中
引
文
（
善
導
『
法
事
讃
』）
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
七
一
九
）
は
「
為　

モ
テ

二

弥
陀　

ノ

弘
誓
重　

レ
ル
ヲ

一

」、
存
如
授
与

本
（
五
四
四
）
は
「
為　

ヨ
テ

二

弥
陀　

ノ

弘
│

誓
重　

ニ
一

」、
善
如
延
書
本
（
五
〇
二
）
は
「
弥
陀
ノ
弘
誓
ノ
ヲ
モ
キ
ニ
ヨ
リ
テ
」
で
あ
る
。
坂
東
本

（
五
二
〇
）
は
「
為　

ヨ
テ

二

弥
陀　

ノ

弘
誓
重　

レ
ル
ニ

一

」、
専
修
寺
本
（
五
六
六
）
は
「
為　

モ
テ

二

弥
陀　

ノ

弘
誓
重　

レ
ル
ヲ

一

」
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
は
「
為
」
の

右
訓
を
「
ヨ
テ
」
か
ら
「
モ
テ
」
に
、「
重
」
の
右
訓
を
「
レ
ル
ニ
」
か
ら
「
レ
ル
ヲ
」
に
改
め
て
い
る
。「
為
」（
ヨ
テ
・
ヨ
リ
テ
／

モ
テ
）・「
重
」（
カ
サ
ナ
レ
ル
ニ
・
カ
サ
ナ
レ
ル
ヲ
／
オ
モ
キ
）
の
訓
に
よ
っ
て
複
数
の
読
み
が
存
在
し
、
特
に
「
重
」
は
意
味
に
変

化
が
生
じ
る
相
異
で
あ
る（

37
）。 

　
　
・「
然
今
特
出
方
便
真
門
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
一
〇
頁
④
） 

三
願
転
入
の
文
で
あ
る
。「
特
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
七
五
七
）「
　ヒト

リ
特マ

サ
ニ

」、
存
如
授
与
本
（
五
五
二
）
は
「
特　

ト
ニ

」、
善
如
延
書

本
（
五
二
二
）
は
「
コ
ト
ニ
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
五
五
〇
）
は
「
　ヒト

リ
特コ

ト
ニ

」
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
は
坂
東
本
の
左
訓
を
有
し
つ
つ
、

右
訓
の
「
マ
サ
ニ
」
は
「
特
」
と
字
形
が
近
似
し
て
い
る
「
将
」
の
訓
み
と
な
っ
て
い
る
が（

38
）、
坂
東
本
は
本
文
の
訂
記
箇
所
で
あ
り
、
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専
修
寺
本
（
五
九
五
）
と
と
も
に
「
コ
ト
ニ
」
の
上
に
「
マ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

　
　
・「
欲
遂
難
思
議
往
生
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
一
〇
頁
） 

三
願
転
入
の
文
で
あ
る
。「
欲
」
は
す
で
に
教
巻
で
検
討
し
て
お
り
、「
オ
ホ
ス
ナ
リ
」「
オ
モ
テ
ナ
リ
」「
オ
ホ
シ
テ
ナ
リ
」
な
ど
の

訓
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
西
本
願
寺
本
（
七
五
七
）・
存
如
授
与
本
（
五
五
二
）
は
「
欲　

ス

」
で
あ
る
が
、
善
如
延
書
本
は
「
オ
モ
フ
」

で
あ
る
。
坂
東
本
（
五
五
〇
）
の
右
訓
は
「
ス
」
を
「
オ
モ
フ
」
と
朱
で
訂
記
し
て
お
り
、
こ
の
読
み
を
伝
え
る
の
が
専
修
寺
本
（
五

九
六
）
の
「
欲オ

モ
フ

」
で
あ
る
。「
オ
ホ
ス
」
と
「
オ
モ
フ
」
の
二
種
の
読
み
は
、
坂
東
本
の
訂
記
に
関
わ
る
相
異
と
い
え
る
。 

〈
後
序
〉 

　
　
・「
諱
守
成
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
五
四
頁
） 

皇
帝
佐
渡
院
の
細
註
「
諱
」
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
（
九
一
八
）
で
は
右
訓
を
「
イ
ナ
ミ
」
と
す
る
。
太
上
天
皇
後
鳥
羽
院
の
細

註
「
諱
」（
九
一
六
）
の
左
訓
も
「
イ
ナ
ミ
」
で
あ
る
。
二
度
続
い
て
お
り
、
単
純
な
誤
記
と
言
い
難
い
状
況
が
あ
る
。 

　
　
・「
真
影
銘
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
五
四
頁
） 

西
本
願
寺
本
（
九
二
〇
）
は
「
　シヤ

ウ
ニ
ン

真
影エ

イ
ノ

　ノオ
ム
カ
タ
チ

　メイ銘メ
イ

シ
ル
シ
ナ
リ

」、
存
如
授
与
本
（
五
九
〇
）
は
「
真
影　

ノ

銘　
ハ

」、
善
如
延
書
本
（
五
九
九
）
は

「
真
影
ノ
銘
ハ
」
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
は
専
修
寺
本
（
七
二
九
）「
　シヤ

ウ
ニ
ン

真
影エ

イ
ノ

　ノオ
ム
カ
タ
チ

銘メ
イ

」
と
同
じ
く
送
り
仮
名
「
ハ
」
を
付
さ
な
い
。

一
方
、
坂
東
本
（
六
七
四
）
は
、「
真
影エ

イ
ノ

　メイ銘　
ニ

シ
ル
シ
ナ
リ

」
と
あ
る
が
、「
銘
」
の
右
訓
「
ハ
」
を
「
ニ
」
と
朱
で
訂
記
し
て
お
り
、
存
如
授
与

本
・
善
如
延
書
本
は
坂
東
本
訂
記
前
の
文
字
を
有
し
て
い
る
。 

　
　
・「
慶
哉
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
五
五
頁
） 

『教行信証』の書写と異同



西
本
願
寺
本
（
九
二
二
）
は
「
慶
哉

ヨ
ロ
コ
ハ
シ
イ
カ
ナ

」、
存
如
授
与
本
（
五
九
〇
）
は
「
慶
哉

ヨ
ロ
コ
ハ
シ
キ
カ
ナ
ヤ

」、
善
如
延
書
本
（
六
〇
〇
）
は
「
ヨ
ロ

コ
ハ
シ
キ
カ
ナ
」
で
あ
る
。
坂
東
本
（
六
七
七
）・
専
修
寺
本
（
七
三
一
）
は
「
慶
哉

ヨ
ロ
コ
ハ
シ
イ
カ
ナ

」
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
三
本
は
「
慶
」
を

「
ヨ
ロ
コ
ハ
シ
イ
」
と
読
む
。
た
だ
し
、
西
本
願
寺
本
は
「
慶
」
の
右
訓
「
キ
」
を
「
イ
」
と
上
書
き
し
た
上
で
右
傍
に
「
イ
」
と
訂

記
し
て
お
り
、
坂
東
本
あ
る
い
は
専
修
寺
本
の
情
報
に
よ
っ
て
訂
正
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
　
・「
可
仰
信
敬
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
五
五
頁
） 

「
仰
」
に
つ
い
て
、
存
如
授
与
本
（
五
九
〇
）
は
「
仰　

テ

」、
善
如
延
書
本
（
六
〇
一
）
は
「
ア
フ
イ
テ
」
で
あ
る
が
、
西
本
願
寺
本

（
九
二
四
）
は
「
仰オ

サ
ヘ
テ

」
と
あ
る
。「
慶
哉
」
の
段
で
は
「
良　

ト
ニ

仰ア
ヲ
ク

」
と
あ
る
が
、
後
序
『
選
択
集
』
の
段
の
最
後
に
「
仍ヨ

ン
テ

　オサ
ヘ
抑　

テ

」
と
あ

り
、
西
本
願
寺
本
は
「
抑
」
の
訓
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 以
上
、
右
訓
に
関
す
る
校
異
で
は
、
特
に
六
字
釈
や
後
序
に
は
相
異
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、「
御
自
釈
」
全
体
の
数
か
ら
言
え
ば
、

相
異
数
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
の
上
で
、
相
異
箇
所
に
お
け
る
坂
東
本
と
存
如
授
与
本
・
善
如
延
書
本
の
近
似
性
、
ま
た
は
西
本

願
寺
本
と
専
修
寺
本
の
近
似
性
は
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
全
て
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
諸
本
の
関
係
性
は
一
様
で
な
い
。

坂
東
本
の
訂
正
自
体
が
諸
本
に
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
坂
東
本
を
基
準
と
し
て
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
諸
本
に
お
い
て
も
、
右
訓
の

相
異
が
あ
る
。
早
い
段
階
で
複
数
の
読
み
が
生
じ
て
お
り
、
訂
正
も
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
訓
読
は
あ
く
ま
で
書
写
者
に
よ
る
最

終
的
な
筆
記
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
右
訓
は
書
写
原
本
に
よ
る
読
み
を
伝
え
る
と
同
時
に
、
諸
本
の
情
報
を
寄
せ
、
本
文
を
ど
う
音

読
・
訓
読
す
る
の
か
を
課
題
と
し
て
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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七
、
諸
本
間
の
異
同
（
四
）　
延
書
 

最
後
に
漢
文
本
と
対
比
し
た
時
の
延
書
本
の
特
徴
と
し
て
、
文
言
の
不
在
、
訓
読
の
相
異
、
左
訓
で
の
訓
読
に
関
わ
る
三
点
を
検
討

す
る
。 

〈
文
言
の
不
在
〉 

　
　
・「
イ
ヒ
オ
ハ
ル
コ
ト
ハ
ナ
リ
」
(『
聖
典
全
書
』
二
巻
七
頁
) 

総
序
の
終
わ
り
「
矣
」
に
付
さ
れ
る
書
き
入
れ
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
一
〇
）・
存
如
授
与
本
（
三
九
〇
）
は
「
イ
ヒ
オ
ハ
ル
コ

ト
ハ
ナ
リ
」
と
あ
る
が
善
如
延
書
本
（
一
六
四
）
に
は
「
矣
」
に
あ
た
る
字
も
書
き
入
れ
も
な
い
。
坂
東
本
（
一
三
）
は
欠
失
し
て
お

り
、
専
修
寺
本
（
一
三
）
は
「
イ
ヒ
オ
ハ
ル
コ
ヽ
ロ
ナ
リ
」
と
あ
る
。
中
山
寺
本
（『
善
本
叢
書
』
五
九
六
頁
）
に
も
こ
の
書
き
入
れ

は
な
い
。 

　
　
・「
破
衆
生
一
切
无
明
能
満
衆
生
一
切
志
願
」（『
聖
典
全
書
』
一
九
頁
） 

行
巻
・
称
名
破
満
釈
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
・
蓮
如
延
書
本
（『
原
典
版
』
一
八
〇
頁
③
）
と
も
に
「
无
明
ヲ
破
シ
　
ヨ
ク
衆

生
ノ
一
切
ノ
」
の
十
三
字
を
欠
く
。 

　
　
・「
煩
悩
冰
解
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
五
頁
） 

行
巻
・
一
乗
海
釈
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
二
四
六
）
は
「
煩
悩
ノ
」
が
な
く
、
蓮
如
延
書
本
は
「
煩
悩
」
と
右
傍
補
記
す

る
。 　

　
・「
仏
道
正
因
故
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
五
頁
） 

『教行信証』の書写と異同



信
巻
・
信
一
念
釈
（
一
念
転
釈
）
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
三
二
七
）
で
は
「
仏
道　

ノ

正
因　

ナ
ル
カ

故　
ニ

」
と
あ
り
、
存
如
授
与
本
（
四

六
〇
）
も
同
様
で
あ
る
が
、
善
如
延
書
本
（
三
一
七
）
は
「
仏
道
ノ
正
因
ナ
リ
」
と
あ
っ
て
、「
故
」
に
あ
た
る
読
み
が
な
い
。
中
井

玄
道
に
よ
れ
ば
、
存
覚
本
は
「
故
」
の
位
置
に
「
也
」
を
置
き
、「
故
」
を
次
の
「
論
註
曰
」
に
付
け
、
延
書
本
も
同
様
に
「
故
」
を

次
の
句
に
属
し
て
い
る
と
い
う（

39
）。
善
如
延
書
本
は
続
く
文
で
「
カ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
論
ノ
註
ニ
イ
ハ
ク
」
と
し
て
い
る
が
、
善
如
延
書
本
で

は
お
お
よ
そ
、「
故
」
を
「
カ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
」
と
読
む
傾
向
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
従
い
、
次
句
に
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

40
）。 

　
　
・「
悲
哉
愚
禿
鸞
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
〇
五
頁
） 

信
巻
・
悲
歎
結
釈
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
三
三
四
）
は
「
愚
禿
」
と
あ
り
「
鸞
」
が
な
い
。
こ
れ
は
専
修
寺
本
（
二
九
〇
）

と
共
通
す
る（

41
）。
な
お
、
坂
東
本
（
二
五
八
）
は
後
期
筆
跡
箇
所
で
あ
る
。 

　
　
・「
諱
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
五
三
頁
） 

後
序
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
五
九
八
）
は
「
後
鳥
羽
ノ
院
ト
号
ス
」「
土
御
門
ノ
院
ト
号
ス
」「
佐
渡
ノ
院
」
と
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
「
諱
尊
成
」「
諱
尊
仁
」「
諱
守
成
」
に
あ
た
る
文
字
が
な
い
。
な
お
、
同
じ
く
後
序
の
「
禅
定
博
陸
」
に
つ
い
て
、
善
如
延
書
本

（
六
〇
〇
）
の
細
註
は
「
月
輪
殿
法
名
圓
照
」
と
し
、
こ
ち
ら
は
「
兼
実
」
を
欠
い
て
い
る
。 

〈
訓
読
の
相
異
〉 

　
　
・「
顕
真
実
教
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
三
頁
） 

教
巻
・
六
句
嘆
釈
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
一
七
一
）
は
「
真
実
ノ
教
ヲ
顕
ス
ノ
」
と
す
る
。
漢
文
諸
本
（
西
本
願
寺
本
・
二

二
ほ
か
）
に
訓
点
は
な
い
が
、
専
修
寺
本
（
二
一
）
に
「
顕　ス
二

真
実
　　ヲ教　

ノ
一

」
と
あ
り
、
専
修
寺
本
左
傍
の
訓
点
と
一
致
す
る（

42
）。 

　
　
・「
无
到
光
明
土
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
四
九
頁
） 

行
巻
・
両
重
因
縁
の
文
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
二
三
四
）
で
は
「
イ
タ
リ
カ
タ
シ
」
と
あ
る
。
漢
文
諸
本
（
西
本
願
寺
本
・
一
五
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六
ほ
か
）
は
「
到
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
読
む
た
め
、「
无
」
を
漢
字
で
は
難
や
叵
に
あ
た
る
「
カ
タ
シ
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。 

　
　
・「
信
知
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
〇
頁
） 

行
巻
・
偈
前
序
説
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
一
九
九
）・
存
如
授
与
本
（
四
二
九
）
の
「
信
知　

シ
テ

」
に
対
し
、
善
如
延
書
本
（
二

五
三
）
は
「
シ
リ
テ
」
と
あ
る（

43
）。
漢
文
本
の
「
シ
テ
」
を
「
信
知
」
二
字
に
対
す
る
「
シ
リ
テ
」
の
略
と
し
て
判
断
し
て
延
書
さ
れ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。 

　
　
・「
入
正
定
聚
益
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
五
頁
） 

信
巻
・
現
生
十
益
の
文
で
あ
る
。
漢
文
諸
本
は
西
本
願
寺
本
（
三
二
五
）
の
よ
う
に
「
入　

ル
二

正
定
聚　

ニ
一

益
」
と
し
て
、
現
生
十
益
の
う

ち
唯
一
訓
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
善
如
延
書
本
（
三
一
六
）
は
「
入
正
定
聚
益
」
と
、
表
記
の
統
一
性
を
重
視
し
て
い
る
。 

　
　
・「
云
無
過
念
仏
往
西
方
三
念
五
念
仏
来
迎
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
九
頁
） 

化
巻
・
小
経
隠
顕
の
文
で
あ
る
。
漢
文
本
（
西
本
願
寺
本
・
七
一
八
ほ
か
）
は
引
用
部
に
訓
点
は
な
い
が
、
善
如
延
書
本
（
五
〇

一
）
は
「
念
仏
シ
テ
西
方
ニ
ユ
ク
ニ
ス
キ
タ
ル
ハ
ナ
シ
　
三
念
五
念
マ
テ
モ
仏
来
迎
シ
タ
マ
フ
」
と
あ
り
、
読
み
下
し
て
い
る
。 

　
　
・「
人
我
自
覆
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
〇
九
頁
） 

化
巻
・
真
門
釈
結
示
の
文
で
あ
る
。
漢
文
本
は
坂
東
本
（
五
四
八
）
や
西
本
願
寺
本
（
七
五
五
）
に
「
自　

ノ
ツ
カ
ラ

」
と
あ
る
よ
う
に

「
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
」
と
読
む
が
、
善
如
延
書
本
（
五
二
一
）
は
「
ミ
ツ
カ
ラ
」
と
し
て
お
り
、
意
味
が
変
化
す
る（

44
）。 

〈
左
訓
で
の
訓
読
〉 

　
　
・「
无
所
㝵
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
五
九
頁
） 

行
巻
・
一
乗
嘆
徳
の
文
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
一
九
五
）「
无　

キ
カ

三

所
二

㝵　
ル

一

」・
存
如
授
与
本
（
四
二
八
）「
无　

キ
カ

三

所
二

㝵サ

　ル
一

」
の
よ
う

に
漢
文
本
は
訓
点
を
付
す
が
、
善
如
延
書
本
（
二
五
二
）
は
「
所
㝵
ナ
キ

サ
フ
ル
ト
コ
ロ

」
と
書
き
下
さ
ず
左
訓
で
訓
読
を
示
し
て
い
る
。 

58

『教行信証』の書写と異同



　
　
・「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
故
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
〇
頁
） 

信
巻
・
三
信
結
嘆
の
御
自
釈
中
引
文
（
天
親
『
浄
土
論
』）
で
あ
る
。
善
如
延
書
本
（
三
〇
八
）
で
は
、
左
訓
に
「
カ
ノ
ミ
ヤ
ウ
キ

ノ
コ
ト
ク
」、「
シ
チ
ノ
コ
ト
ク
シ
ユ
キ
ヤ
ウ
シ
サ
ウ
オ
ウ
セ
ム
ト
オ
モ
フ
カ
ユ
ヘ
ニ
ト
」
と
あ
る
。
御
自
釈
中
引
文
を
漢
文
の
ま
ま
写

し
つ
つ
、
左
訓
で
読
み
を
示
し
て
い
る
。 

　
　
・「
往
生
之
業
念
仏
為
本
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
二
五
四
頁
） 

後
序
に
示
さ
れ
た
『
選
択
集
』
標
宗
の
文
の
細
註
で
あ
る
。
漢
文
諸
本
は
白
文
で
あ
り
、
善
如
延
書
本
（
五
九
九
）
も
同
じ
く
書
き

下
し
て
い
な
い
が
、
左
訓
で
「
ワ
ウ
シ
ヤ
ウ
ノ
コ
フ
ニ
ハ
ネ
ム
フ
チ
ヲ
ホ
ン
ト
ス
ト
ナ
リ
」
と
読
み
を
示
し
て
い
る（

45
）。 

 以
上
、
延
書
本
で
は
、
漢
文
本
と
比
較
す
る
と
、
文
言
を
欠
く
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
漢
文
を
ど
う
読
み
、
延
書
化
す
る
か
し
な
い

か
が
、
延
書
本
特
有
の
課
題
と
し
て
あ
る
が
、
漢
文
本
と
延
書
本
が
同
じ
時
空
間
に
あ
る
場
合
、
二
種
の
文
が
併
存
す
る
状
態
に
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
を
重
視
し
て
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、「
故
」
の
よ
う
に
定
型
的
な
処
置
を
と
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
周
辺

諸
本
の
み
な
ら
ず
、
書
写
本
内
の
周
辺
状
況
に
応
じ
て
統
一
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

八
、
諸
文
併
存
の
意
味
 

本
研
究
で
は
、『
教
行
信
証
』「
御
自
釈
」
を
対
象
と
し
て
諸
本
間
の
異
同
に
着
目
し
、
い
か
な
る
相
異
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
検
討

し
て
き
た
。
前
節
ま
で
に
、
西
本
願
寺
本
・
存
如
授
与
本
・
善
如
延
書
本
を
中
心
と
す
る
異
同
の
概
要
を
把
握
し
、
坂
東
本
・
専
修
寺

本
等
を
含
め
た
「
御
自
釈
」
に
お
け
る
諸
文
の
異
同
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 

　
　
・
本
文
は
同
音
異
字
を
除
い
て
大
凡
一
致
し
て
い
る
が
、
右
訓
や
返
点
に
お
い
て
、
一
様
で
は
な
い
読
み
が
併
存
し
て
い
る
。 
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・
御
自
釈
中
引
文
に
関
し
て
は
、
白
文
、
字
音
の
み
、
訓
読
な
ど
の
複
数
の
示
し
方
が
あ
る
。 

　
　
・
一
つ
の
書
写
本
内
で
同
文
・
同
構
文
の
訓
読
に
関
す
る
統
一
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

異
同
の
理
由
と
し
て
は
、
諸
本
が
同
時
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
諸
本
が
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
諸
本
の
情
報
は
、
次
の
三
種
が
あ
っ
た
。
第
一
に
坂
東
本
由
来
の
情
報
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
坂
東
本
訂
正
前
と
訂
正
後
に
分

か
れ
て
い
る
。
善
如
延
書
本
は
前
者
、
西
本
願
寺
本
が
後
者
に
該
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
西
本
願
寺
本
が
坂
東
本
訂
記
前
の
情

報
を
有
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
第
二
に
同
時
代
に
存
在
し
て
い
た
他
本
で
あ
り
、
右
訓
・
左
訓
・
異
本
註
記
に
表
れ
て
い
る
。
西

本
願
寺
本
に
専
修
寺
本
の
情
報
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
存
如
授
与
本
と
善
如
延
書
本
あ
る
い
は
文
明
本
の
一
致
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
真
宗
聖
教
中
の
訓
読
文
と
延
書
文
の
関
連
も
見
ら
れ
、
善
如
延
書
本
と
覚
如
撰
述
中
の
訓
読
文
の
一
致
す
る
例
も
あ
っ

た
。
第
三
に
、
諸
本
ご
と
の
書
写
方
針
に
基
づ
く
要
素
が
あ
る
。
西
本
願
寺
本
が
保
存
す
る
坂
東
本
の
情
報
、
存
如
授
与
本
に
お
け
る

引
文
を
一
文
で
読
ま
せ
る
訓
読
法
、「
酬
報
大
悲
誓
願
」「
顕
因
縁
」
に
お
け
る
助
詞
「
ヲ
」
と
「
ニ
」
の
異
同
、
善
如
延
書
本
の
表
記

統
一
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
よ
っ
て
、
諸
本
間
に
お
い
て
、
坂
東
本
・
西
本
願
寺
本
・
専
修
寺
本
、
存
如
授
与
本

と
善
如
延
書
本
、
善
如
延
書
本
と
専
修
寺
本
、
存
如
授
与
本
と
文
明
本
、
存
如
授
与
本
と
蓮
如
延
書
本
、
善
如
延
書
本
と
中
山
寺
本
の

共
通
項
が
見
ら
れ
た
。
鎌
倉
三
本
を
中
心
と
し
、
坂
東
本
の
各
時
点
で
の
文
字
に
加
え
て
、
諸
本
情
報
の
参
照
、
書
写
方
針
に
よ
る
統

一
な
ど
が
行
わ
れ
、
諸
本
ご
と
の
重
層
的
な
関
連
性
が
生
じ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
は
保
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

以
上
を
承
け
て
、
こ
う
し
た
諸
文
併
存
の
意
味
や
背
景
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。『
教
行
信
証
』
は
、
親
鸞
自
筆
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
著
者
自
筆
原
本
が
不
在
で
あ
る
諸
作
品
と
比
べ
れ
ば
一
元
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
坂
東
本
自
身
の
成
立

過
程
に
お
い
て
訂
正
が
な
さ
れ
、
そ
れ
を
あ
る
時
点
で
他
者
が
書
写
す
る
こ
と
で
異
文
が
生
じ
て
き
た
。
書
写
本
成
立
時
の
周
辺
状
況

や
書
写
本
内
の
表
記
統
一
的
観
点
か
ら
さ
ら
に
異
文
が
生
じ
、
時
に
異
本
註
記
が
施
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
多
元
的
で
も
あ

る
。
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
坂
東
本
を
中
心
と
し
た
諸
本
系
統
と
は
別
に
、
諸
本
そ
れ
ぞ
れ
が
複
数
の
本
を
参
照
し
て
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本
文
を
整
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
特
徴
が
現
れ
る
背
景
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
真
宗
聖
教
が
ど
の
よ
う
に

書
写
さ
れ
て
き
た
の
か
と
も
関
わ
る
事
項
で
あ
る
。
書
写
の
動
機
や
経
緯
に
つ
い
て
は
、
奥
書
・
識
語
等
に
記
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、

『
教
行
信
証
』
諸
本
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る
。 

　
・
尊
蓮
奥
書
　
　
「
文
義
字
訓
等
重
委
註
了
」（
暦
応
本
・
信
巻
本
奥
書
ほ
か
、『
善
本
叢
書
』
九
七
九
頁
） 

　
・
乗
専
奥
書
　
　
「
於
写
本
者
以
聖
人
真
秘
本
加
写
合
云
々
於
写
本
者
以
松
陰
助
阿
之
証
本
重
令
校
合
而
已
」（
同
右
） 

　
・
文
明
本
奥
書
　
「
雖
有
文
字
不
審
如
本
写
畢
」（
龍
谷
大
学
蔵
、『
同
』
九
七
七
頁
） 

　
・
正
応
版
本
跋
文
「
然
此
本
者
以
親
鸞
自
筆
御
本
令
校
合
令
成
印
板
者
庶
幾
後
生
勿
令
加
減
於
字
点
矣
」 

（
高
田
室
町
末
期
本
ほ
か
、『
善
本
叢
書
』
九
八
三
頁
） 

こ
れ
ら
か
ら
は
、
聖
教
の
一
字
一
字
、
訓
点
に
至
る
ま
で
を
丁
寧
に
書
写
・
移
点
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る（

46
）。
お
お
よ
そ
の
本

文
は
こ
う
し
て
厳
格
に
書
写
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
書
写
本
の
製
作
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
時
点
で
存
在
し
て
い
る
親
鸞
自
筆

本
を
中
心
と
す
る
何
ら
か
の
本
を
参
照
し
、
眼
前
に
異
文
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
を
尊
重
し
つ
つ
、
書
写
者
自
身
で
判
断
を
加
え

て
、
書
写
・
加
点
・
註
記
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
書
写
行
為
に
は
必
ず
誤
謬
が
伴
う
。
異
読
や
誤
謬
は
、
次
の
書
写
者
が
そ
の
ま
ま
写

す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
校
合
し
て
訂
正
す
る
こ
と
も
あ
り
、
異
本
情
報
と
し
て
本
文
に
付
随
す
る
書
き
入
れ
を
施
す
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら

に
、
書
写
方
針
に
よ
っ
て
、
構
文
や
訓
読
の
統
一
が
行
わ
れ
、
あ
る
い
は
文
言
の
不
在
（
削
除
）
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

お
わ
り
に
 

『
教
行
信
証
』
は
親
鸞
在
世
中
よ
り
、
門
弟
に
よ
る
書
写
が
行
わ
れ
、
時
の
経
過
と
と
も
に
諸
本
は
増
加
し
、
散
逸
分
も
含
め
て
幾
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多
の
諸
本
が
存
在
し
て
い
た
。
異
文
や
異
読
の
発
生
に
は
、
書
写
行
為
に
必
ず
伴
う
誤
謬
の
み
な
ら
ず
、
書
写
者
の
訂
正
、
註
釈
や
解

釈
が
介
在
し
、
な
お
か
つ
書
写
者
自
身
に
よ
っ
て
音
訓
や
構
文
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
異
文
や
異
読
は
必
ず
し
も
否

定
・
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
書
写
と
い
う
営
為
の
中
で
考
証
さ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
書
写
本
の
う
ち
に
保
持
さ
れ
た
。
親
鸞
自

身
の
言
葉
を
受
け
継
ぎ
、
他
の
要
素
の
影
響
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
「
御
自
釈
」
に
お
い
て
、
遡
れ
ば
親
鸞
自
筆
（
坂
東
本
）
に
行

き
着
く
で
あ
ろ
う
本
文
は
、「
諸
本
系
統
」
に
留
ま
ら
な
い
書
写
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、「
多
様
性
」
を
も
っ
て
伝
持
さ
れ
、
時
に
異
文

を
有
す
る
本
が
同
時
・
同
所
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
今
後
、
先
に
示
し
た
『
教
行
信
証
』
の
歴
史
的
展
開
や
、
引
用
や
註
釈
に
お
け

る
本
文
享
受
の
状
況
の
検
討
を
重
ね
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
具
体
的
な
読
者
の
営
為
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

現
代
に
生
き
る
我
々
は
、
所
蔵
者
や
研
究
者
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
公
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
諸
聖
教
・
史
資
料
の
原
本
や
複
製
な
ど
を
実

見
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
も
、
画
一
的
・
排
他
的
で
は
な
い
『
教
行
信
証
』
テ
ク
ス
ト
へ
の
対
し
方
が
受
け
継

が
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
、
書
写
と
い
う
営
為
が
諸
文
の
併
存
と
い
う
事
態
に
表
れ
て
い
る
こ
と
そ

の
も
の
が
、『
教
行
信
証
』
が
幾
多
の
人
々
に
読
ま
れ
て
き
た
歴
史
で
も
あ
る
こ
と
と
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
【
註
】 

（
1
）
赤
尾
栄
慶
・
宇
都
宮
啓
吾
監
修
・
執
筆
『
坂
東
本
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
角
点
の
研
究
』（
東
本
願
寺
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。 

（
2
）
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
三
四
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
ほ
か
。 

（
3
）
近
年
、『
大
正
蔵
』
な
ど
近
代
成
立
大
蔵
経
の
成
立
（
校
正
）
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
図
録
『
近

代
の
大
蔵
経
と
浄
土
宗
』（
二
〇
一
四
年
）、
同
講
演
録
『
縮
刷
蔵
経
か
ら
大
正
蔵
経
へ
』（
二
〇
一
四
年
）、『
新
編
大
蔵
経
　
成
立
と
変
遷
』（
法
蔵
館
、

二
〇
二
〇
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。 

（
4
）『
西
方
指
南
抄
』
各
冊
奥
書
に
よ
る
親
鸞
の
書
写
・
校
合
の
年
時
は
次
の
よ
う
で
あ
る
（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
第
三
巻
所
収
本
参
照
）。
な
お
上
本
・

中
本
は
奥
書
に
は
「
康
元
元
年
」
と
あ
る
が
、「
康
元
二
年
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 
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上
本
（
康
元
二
年
正
月
二
日
・
写
）
　
　
上
末
（
康
永
元
年
十
月
十
三
日
・
写
）
　
　
上
末
（
康
元
二
年
正
月
一
日
・
校
） 

　
中
本
（
康
元
二
年
正
月
二
日
・
写
）
　
　
中
末
（
康
元
元
年
十
月
十
四
日
・
写
） 

　
下
本
（
康
元
元
年
十
月
三
十
日
・
写
）
　
下
末
（
康
元
元
年
十
一
月
八
日
・
写
） 

な
お
、『
西
方
指
南
抄
』
奥
書
の
年
時
に
つ
い
て
は
、『
西
方
指
南
抄
』
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
（
別
冊
）
の
新
光
晴
『「
西
方
指
南
抄
」
解
体
修
理
か
ら
の
新

事
実
』、
清
水
谷
正
尊
『「
西
方
指
南
抄
」
に
つ
い
て
』（
い
ず
れ
も
二
〇
一
三
年
、
同
朋
舎
）
に
詳
し
い
。 

（
5
）
例
え
ば
、「
　カナ必ひ
ち

　ラズ得と
く

　ワウ往わ
う

生じ
や
う

　ジヤ
ウ
ヲ
ウ
ル
ト
ナ
リ

」（『
聖
典
全
書
』
三
巻
八
六
四
頁
）
で
は
、
右
訓
で
字
音
を
表
記
し
、
左
訓
で
訓
読
を
示
す
。 

さ
ら
に
複
雑
な
も
の
と
し
て
は
、「
浄じ
よ
う

土ど

宗し
ゆ

　コヽ
ロ
意い

、
　 の

こ
ヽ
ろ

　モト
ハ
本ほ
ん　 も
と
は

　ボヌ
ブ
ノ

為ゐ　 た
め
な
り

二

　タメ
ナ
リ

凡ぼ
む

夫ぶ　 の
一

、
　カネ
テ
兼け
む　 は

　
ハ
シ
ヤ
為ゐ　 た

め
二

　ウニ
ン
聖し
や
う

人に
ん　 の　ノタ

メ
ナ
リ
ト

一

也や　 な
り

」（『
同
』
八
七
二
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
は
、
字
音
、

訓
点
（
漢
文
と
し
て
の
訓
読
）、
左
訓
（
和
文
と
し
て
の
訓
読
）
は
異
な
る
行
為
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

（
6
）『
見
聞
集
』（『
聖
典
全
書
』
二
巻
九
五
三
頁
、
親
鸞
六
十
三
歳
の
書
写
）、『
教
行
信
証
』
行
巻
（『
同
』
二
巻
三
九
頁
）、『
唯
信
鈔
文
意
』（『
同
』
二
巻

六
九
二
頁
上
段
、
康
元
二
年
正
月
二
十
七
日
本
）、『
西
方
指
南
抄
』
下
末
（『
同
』
三
巻
一
〇
三
九
頁
、
康
元
元
年
の
書
写
）。
な
お
、「
念
仏
大
意
」
は

『
和
語
灯
録
』
巻
（『
同
』
六
巻
四
六
二
〜
四
七
三
頁
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

（
7
）『
教
行
信
証
』
の
依
拠
本
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
、
佐
々
木
勇
「
坂
東
本
『
教
行
信
証
』
引
用
「
日
蔵
経
」「
月
蔵
経
」
の
依
拠
本
に
つ
い
て
」（『
仏
教

史
学
研
究
』
五
七
│
一
、
二
〇
一
四
年
）、
藤
原
智
「『
教
行
信
証
』
の
引
用
文
に
つ
い
て
―
古
写
経
本
に
よ
る
再
検
討
―
」（『
近
現
代
『
教
行
信
証
』

研
究
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
紀
要
』
三
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

（
8
）
宮
崎
圓
遵
「
親
鸞
聖
人
書
誌
」（
著
作
集
第
六
巻
『
真
宗
書
誌
学
の
研
究
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。 

（
9
）
鳥
越
正
道
『
最
終
稿
本
　
教
行
信
証
の
復
元
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
七
年
）
一
八
四
頁
参
照
。
な
お
、
鳥
越
氏
は
「
正
信
念
仏
偈
」
を
御
自
釈
に
含

ま
な
い
が
、
本
研
究
で
は
諸
本
の
異
同
を
主
眼
に
置
く
た
め
、
親
鸞
自
作
の
文
と
し
て
検
討
対
象
に
加
え
た
。 

（
10
）
西
本
願
寺
本
の
書
誌
事
項
に
つ
い
て
は
、『
縮
刷
本
』
お
よ
び
同
書
所
収
の
解
説
を
参
照
し
た
。 

（
11
）
西
本
願
寺
本
で
は
、
朱
註
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
改
行
や
空
白
を
多
く
取
る
こ
と
で
、
諸
文
の
区
別
を
明
瞭
に
し
て
い
る
（
拙
論
「
西
本
願
寺
本
『
教

行
信
証
』
に
お
け
る
註
記
の
特
徴
に
つ
い
て
│
坂
東
本
と
の
比
較
か
ら
│
」（『
印
仏
研
』
六
二
│
一
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
）。
そ
の
他
、
坂
東
本
・
西

本
願
寺
本
・
専
修
寺
本
が
揃
っ
て
他
力
釈
や
三
一
問
答
前
の
空
白
が
あ
る
点
、
ま
た
後
序
が
新
た
な
丁
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
る
点
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
。

書
写
本
ご
と
の
特
徴
と
と
も
に
諸
本
に
共
通
す
る
特
徴
も
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
「
御
自
釈
」
の
範
囲
を
定
め
る
た
め
に
大
い
に
参
考
と
な
る
。 

（
12
）
覚
如
に
よ
る
大
町
如
道
へ
の
『
教
行
信
証
』
伝
授
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
西
本
願
寺
本
『
教
行
信
証
』
の
特
色
に
つ
い
て
」（『
縮
刷

本
』
下
所
収
）
参
照
。
ま
た
、
書
式
な
ど
に
よ
っ
て
筆
者
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
に
田
中
真
「『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
西
本
願
寺
本
の
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筆
者
に
関
す
る
一
考
察
」（『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
一
四
、
二
〇
二
一
年
）
が
あ
る
。 

（
13
）『
聖
典
全
書
』
解
説
（
二
巻
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、
奥
書
を
有
す
る
教
巻
と
化
身
土
巻
末
（
奥
書
の
み
）
が
存
如
筆
、
行
巻
と
真
仏
土
巻
が
蓮
如
筆
、
そ
の

他
の
巻
が
右
筆
の
書
写
と
さ
れ
る
。 

（
14
）
重
見
一
行
『
教
行
信
証
の
研
究
―
そ
の
成
立
過
程
の
文
献
学
的
考
察
―
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
一
年
）
三
六
六
頁
。 

（
15
）
翻
刻
に
お
い
て
は
、
同
一
の
校
異
番
号
に
対
し
て
複
数
の
校
異
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
校
異
番
号
の
数
と
筆
者
に

よ
る
概
算
数
は
一
致
し
な
い
。
こ
こ
に
示
し
た
概
算
数
は
あ
く
ま
で
も
校
異
内
容
ご
と
の
多
少
を
把
握
す
る
た
め
の
参
考
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た

い
。 

（
16
）『
聖
典
全
書
』
第
二
巻
「
宗
祖
篇
上
」
巻
末
の
付
録
「『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
返
点
校
異
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

（
17
）
中
井
玄
道
校
訂
『
教
行
信
証
附
録
』（
一
九
八
二
年
仏
教
児
童
博
物
館
刊
の
復
刻
版
を
用
い
た
）
五
三
頁
（
教
巻
一
頁
❹
）
で
は
、
縮
刷
蔵
経
の
「
箙
」

に
対
し
て
、
江
戸
期
刊
本
四
本
・
坂
東
本
・
西
本
願
寺
本
は
「
迴
」、
渋
谷
本
・
高
田
明
治
本
は
「
廻
」
を
示
し
、『
正
字
通
』
に
よ
っ
て
「
回
」
は
俗

に
「
迴
」「
廻
」
と
さ
れ
る
が
、「
迴
」
は
縮
刷
蔵
経
の
字
体
が
正
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
18
）『
聖
典
全
書
』
お
よ
び
『
原
典
版
』
で
確
認
で
き
る
同
音
異
字
の
校
異
例
に
、「
齊
／
齋
」、「
鸞
／
巒
」、「
嘱
／
属
」、「
辯
／
辨
」、「
慧
／
恵
」、「
邪
／

耶
」、「
蜜
／
密
」、「
歎
／
嘆
」、「
土
／
渡
」、「
照
／
昭
」
が
あ
る
。
ま
た
、
善
如
延
書
本
で
は
教
巻
冒
頭
「
案
」（『
原
典
版
』
一
六
七
頁
）
は
、『
原
典

版
』
上
段
の
漢
文
諸
本
は
西
本
願
寺
本
・
坂
東
本
・
存
如
授
与
本
が
「
按
」、
専
修
寺
本
が
「
案
」
で
あ
り
、「
按
／
案
」
も
こ
こ
に
加
え
ら
れ
る
。
な

お
、『
善
本
叢
書
』
の
翻
刻
「
付
校
合
」
に
お
い
て
校
註
で
は
、「
無
／
无
」「
回
／
廻
」「
即
／
則
」「
咲
／
笑
」「
歎
／
嘆
」「
廃
／
癈
」「
大
／
太
」

「
孝
／
考
」「
諸
／
緒
」「
制
／
製
」
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
ら
も
同
音
異
字
ま
た
は
異
体
字
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
19
）
中
井
玄
道
前
掲
書
五
七
頁
（
行
巻
一
頁
❸
）
で
は
、
寛
文
本
が
「
実
」
で
あ
る
が
「
形
誤
」
と
判
断
し
て
い
る
。 

（
20
）
存
如
授
与
本
に
お
け
る
文
字
の
付
加
に
つ
い
て
は
、「『
教
行
信
証
』
テ
ク
ス
ト
論
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
」（
博
士
論
文
、
龍
谷
大
学
、
二
〇
一
八
年
）

第
六
章
第
二
項
に
お
い
て
検
討
し
、
浄
興
寺
本
に
近
い
本
文
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。 

（
21
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
八
四
頁
（
化
土
巻
本
三
六
頁
❶
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
十
三
字
を
加
え
る
の
は
寛
永
本
・
正
保
本
・
明
暦
本
・
寛
文
本
・
渋
谷
本
の

江
戸
期
刊
本
で
あ
る
。
展
転
書
写
の
際
攙
入
し
た
と
い
い
、
古
来
、
諸
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。 

（
22
）
重
見
一
行
前
掲
書
九
一
頁
参
照
。 

（
23
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
八
四
頁
（
化
土
巻
本
三
六
頁
❹
）
に
よ
れ
ば
天
文
延
書
本
に
も
な
し
。 

（
24
）
な
お
、
存
如
授
与
本
に
お
け
る
異
本
に
つ
い
て
は
、「『
教
行
信
証
』
テ
ク
ス
ト
論
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
」（
博
士
論
文
、
龍
谷
大
学
、
二
〇
一
八
年
）

の
第
六
章
第
三
項
「
存
如
授
与
本
と
異
本
」
に
お
い
て
「
正
信
偈
」
の
六
例
を
検
討
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

『教行信証』の書写と異同
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（
25
）
な
お
、
行
巻
・
一
乗
嘆
徳
で
は
「
不
可
説
不
可
称
不
可
思
議
至
徳
」（『
同
』
二
巻
五
八
頁
）、
至
心
釈
で
は
「
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
至
徳
」（『
同
』

二
巻
八
〇
頁
）
と
あ
る
。 

（
26
）
中
井
玄
道
前
掲
書
九
三
頁
（
行
巻
九
四
頁
❶
）
に
よ
れ
ば
、
存
覚
本
は
「
如
来
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
法
身
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
点
じ
、
善
如
延

書
本
と
専
修
寺
本
の
中
間
的
な
訓
点
を
有
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。 

（
27
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
一
九
頁
（
信
巻
末
一
〇
頁
❸
）
に
よ
れ
ば
、
存
覚
本
は
「
生
ナ
ク
シ
テ
当
ニ
生
ヲ
受
ク
ベ
シ
」
と
点
じ
て
い
る
。 

（
28
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
一
九
頁
（
信
巻
末
一
〇
頁
❸
）
に
よ
れ
ば
、
存
覚
本
は
「
趣
ナ
ク
シ
テ
更
ニ
到
リ
趣
ク
ヘ
シ
」
と
点
じ
て
い
る
。 

（
29
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
八
五
頁
（
化
土
巻
四
二
頁
❶
）
で
は
、
寛
永
本
・
正
保
本
・
明
暦
本
・
寛
文
本
が
「
無
二
ノ
言
ニ
名
ク
ル
ナ
リ
」
と
点
じ
て
い
る

こ
と
に
つ
き
「
穏
か
な
ら
ず
」
と
注
意
し
て
い
る
。 

（
30
）
化
身
土
巻
・
観
経
隠
顕
に
多
く
、「
言
彰
者
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
八
七
頁
）
で
は
坂
東
本
（
四
八
八
）・
西
本
願
寺
本
（
六
七
七
）
は
「
ア
ラ
ハ
ス
」

の
左
訓
が
、「
依
彰
之
義
也
」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
一
九
八
頁
）
で
は
坂
東
本
（
五
一
八
）・
西
本
願
寺
本
（
七
一
六
）
は
「
内
ニ
ア
ラ
ハ
ス
」
の
左
訓

が
あ
る
な
ど
、「
ア
ラ
ハ
ス
」
の
訓
が
見
ら
れ
る
。 

（
31
）
行
巻
大
行
釈
・
元
照
『
弥
陀
経
義
疏
』
の
「
彰
二

ア
ラ
ハ
ル
ト

於
四
字
一

」（『
聖
典
全
書
』
二
巻
四
四
頁
）、
戒
度
『
正
観
記
』
の
「
総　
ヘ
テ

彰　
ル

二

於
四
字　
ニ

一

」（『
同
』
二

巻
四
五
頁
）、
信
巻
真
仏
弟
子
釈
・
善
導
『
往
生
礼
讃
』
の
「
自
然　
ニ

彰ア
ラ
ワ
ル
ト

」（『
同
』
二
巻
一
〇
一
頁
）。 

（
32
）
註
１
、
一
七
八
頁
参
照
。 

（
33
）
註
１
、
一
七
八
頁
参
照
。 

（
34
）
註
１
、
一
七
八
頁
参
照
。 

（
35
）
中
井
玄
道
前
掲
書
九
六
頁
（
行
巻
一
一
四
頁
❺
）
に
よ
れ
ば
、
存
覚
本
は
「
仏
ノ
正
意
ニ
明
ナ
リ
」
と
あ
る
。
専
修
寺
本
や
善
如
延
書
本
に
見
ら
れ
る

「
正
意
ニ
」
と
、
坂
東
本
訂
正
前
の
「
明
ナ
リ
」
の
訓
を
有
し
て
い
る
。 

（
36
）「
ヲ
」
と
「
ニ
」
の
相
異
に
つ
い
て
、
当
箇
所
の
近
く
の
例
で
は
「
報
土
因
果
顕
誓
願
」
が
あ
る
。
中
井
玄
道
前
掲
書
九
六
頁
（
行
巻
一
一
三
頁
❶
）
で

は
、
明
暦
本
・
高
田
明
治
版
本
・
坂
東
本
・
西
本
願
意
本
・
存
如
本
が
「
誓
願
ニ
顕
ス
」
と
点
じ
、
寛
永
本
・
正
保
本
・
寛
文
本
・
渋
谷
本
・
延
書
本

は
「
誓
願
ヲ
顕
ス
」
と
点
じ
て
い
る
と
い
う
。 

（
37
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
八
五
頁
（
化
土
巻
本
四
一
頁
❶
）
で
は
、『
法
事
讃
』
の
本
文
が
「
タ
ヾ
弥
陀
弘
誓
ノ
重
キ
ガ
為
ニ
」
と
読
む
意
で
あ
り
、
寂
如
校

訂
本
が
「
重
キ
ガ
為
ニ
」、
智
暹
本
が
「
重
キ
ニ
為
テ
」
と
点
じ
て
い
る
と
い
う
。 

（
38
）
総
序
に
お
い
て
西
本
願
寺
本
（
八
）
の
「
特コ
ト
ニ

」
に
対
し
て
専
修
寺
本
（
一
一
）
で
「
将コ
ト
ニ

」
と
し
て
い
る
た
め
、
字
形
の
相
似
に
よ
る
誤
記
の
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。 
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（
39
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
一
八
頁
（
信
巻
末
六
頁
❷
）。 

（
40
）
特
に
延
書
本
に
お
い
て
は
、
御
自
釈
中
引
文
の
処
置
や
、「
者
」
を
「
ト
イ
フ
ハ
」、「
故
」
を
「
カ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
」
な
ど
と
書
き
下
す
こ
と
な
ど
に
特
徴

が
見
ら
れ
、
存
覚
あ
る
い
は
覚
如
が
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
延
書
化
に
あ
た
っ
て
の
規
則
性
や
定
型
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
41
）
中
井
玄
道
前
掲
書
一
二
五
頁
（
信
巻
末
二
九
頁
❺
）
に
よ
れ
ば
存
覚
本
に
も
「
鸞
」
が
な
い
。 

（
42
）『
聖
典
全
書
』
第
二
巻
付
録
の
「
返
点
校
異
」
参
照
。
ま
た
、
中
井
玄
道
前
掲
書
五
六
頁
（
教
巻
七
頁
❷
）
に
よ
れ
ば
、
渋
谷
本
・
智
暹
本
も
延
書
本
の

よ
う
に
点
じ
る
。 

（
43
）
本
書
の
用
例
と
し
て
は
、
行
巻
・
行
一
念
釈
（『
原
典
版
』
二
三
五
頁
）
の
三
例
は
「
信
知
ス
」「
信
知
シ
テ
」「
マ
コ
ト
ニ
シ
ン
ヌ
」、
信
巻
『
集
諸
経

礼
懺
儀
』（『
原
典
版
』
二
八
五
頁
）
の
二
例
は
「
信
知
シ
」「
信
知
シ
テ
」
で
あ
る
。 

（
44
）
延
書
本
に
お
い
て
「
自
」
を
「
ミ
ヅ
カ
ラ
」
と
読
む
例
に
つ
い
て
、
中
井
玄
道
前
掲
書
六
五
頁
（
行
巻
二
二
頁
❽
）
で
は
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
「
若

人
念
我
称
名
自
帰
」
の
「
自
」
を
挙
げ
、
論
の
当
分
は
「
ミ
ヅ
カ
ラ
で
あ
る
が
、
自
然
の
義
を
あ
ら
わ
す
た
め
「
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
」
と
し
た
こ
と
を
指
摘

し
つ
つ
、
延
書
本
が
「
ミ
ヅ
カ
ラ
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
西
本
願
寺
本
（
七
五
五
）
に
は
同
頁
最
終
行
に
「
自ミ
ツ
カ
ラ

」
と
あ
る
。 

（
45
）
行
巻
『
選
択
集
』
引
用
で
は
、
善
如
本
（
二
三
二
）
は
「
往
生
ノ
業コ
フ

ニ
ハ
念
仏
ヲ
本
ト
ス
」
と
あ
る
。
西
本
願
寺
本
（
一
五
三
）、
存
如
授
与
本
（
六

一
）、
お
よ
び
坂
東
本
（
一
一
三
）、
専
修
寺
本
（
一
二
一
）
も
同
様
の
読
み
で
あ
っ
て
、
後
序
に
お
け
る
善
如
延
書
本
左
訓
に
通
じ
る
。 

（
46
）『
唯
信
鈔
文
意
』
願
得
寺
蔵
康
永
四
年
乗
専
書
写
本
の
実
悟
筆
と
思
わ
れ
る
裏
表
紙
裏
貼
紙
に
は
「
コ
ノ
文
ヲ
ウ
ツ
サ
ン
ヒ
ト
ハ
カ
ミ
ノ
カ
ス
／
行
ノ
カ

ス
コ
レ
ニ
タ
カ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
　
タ
ト
ヒ
／
異
本
ア
リ
ト
イ
フ
ト
モ
　
コ
ノ
門
徒
ニ
／
ヲ
イ
テ
ハ
末
代
ニ
イ
タ
ル
マ
テ
一
字
ヲ
モ
／
ク
ハ
ヘ
ヲ
ト
ス
コ
ト

ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
あ
る
。
本
派
本
願
寺
宗
学
院
編
『
古
写
古
版
真
宗
聖
教
現
存
目
録
』
第
一
輯
（
興
教
書
院
、
一
九
三
七
年
）
一
三
〇
頁
参
照
。

『教行信証』の書写と異同
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親
鸞
に
お
け
る
「
末
法
思
想
と
太
子
信
仰
」
関
係
考
 

野
　
村
　
淳
　
爾
 

は
じ
め
に
 

『
教
行
信
証
』
や
『
正
像
末
和
讃
』
な
ど
の
親
鸞
著
作
を
み
る
と
、
親
鸞
が
末
法
と
い
う
時
代
を
意
識
す
る
中
で
、
法
然
か
ら
受
け

継
い
だ
教
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
末
法
思
想
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
親
鸞
に
は
独
自
の
展
開
が
見

ら
れ
、
入
末
法
年
時
が
一
定
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
入
末
法
年
時
の
捉
え
方
は
、
釈
尊
入
滅
年
代
の
設
定
と
と
も
に
、
正
法
の
期
間
を

五
百
年
と
み
る
の
か
、
千
年
と
み
る
の
か
の
議
論
を
中
心
と
す
る
正
法
、
像
法
の
時
代
区
分
の
設
定
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
。
親
鸞
に
も

正
法
を
五
百
年
、
像
法
を
千
年
と
す
る
「
正
像
千
五
百
年
説
」
と
、
正
法
・
像
法
と
も
に
千
年
と
す
る
「
正
像
二
千
年
説
」
と
の
二
説

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」
に
み
ら
れ
、
後
者
は
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』（
以
下
、『
七
十
五
首
和

讃
』）
を
は
じ
め
と
す
る
晩
年
の
和
讃
等
に
み
ら
れ
る
。 

「
化
身
土
巻
」
の
正
像
千
五
百
年
説
と
、
晩
年
の
正
像
二
千
年
説
と
の
両
説
が
親
鸞
の
著
作
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
柏
原
祐

泉
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

1
）。 

正
・
像
千
五
百
年
説
は
あ
く
ま
で
純
教
法
的
立
場
に
お
い
て
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
管
見
す
れ
ば
、『
教
行

信
証
』
の
場
合
に
は
、
聖
道
門
と
浄
土
門
と
の
決
判
の
上
に
浄
土
真
宗
の
真
実
性
を
開
顕
す
る
と
い
う
、
法
の
真
理
性
に
基
づ
い



て
時
期
を
勘
決
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
聖
道　

ノ

諸
教　

ハ

為　
ニ

二

在
世
正
法　

ノ
一

而シ
テ

、
全　

ク

非　
ズ

二

像
末
法
滅
之
時
機　

ニ
一

、
已　

ニ

失　
シ

レ

時　
ヲ

乖ソ
ム
ケ
ル

レ

機　
ニ

也
」
と
い
う
、
決
定
的
な
聖
道
門
の
否
定
を
前
提
と
し
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
真
実
性
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
わ
が
国

の
公
伝
以
来
の
聖
道
諸
教
の
時
機
不
相
応
が
、
三
時
観
に
照
ら
し
て
納
得
さ
れ
、
公
伝
に
初
ま
る
正
・
像
千
五
百
年
説
の
末
法
時

代
が
了
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
正
・
像
二
千
年
説
は
、
永
承
七
年
（
1052）
を
入
末
法
年
と
す
る
近
接
し
た
切

実
な
末
法
観
で
あ
り
、
そ
れ
が
と
く
に
善
鸞
事
件
以
後
聖
人
に
現
実
的
、
歴
史
的
な
諸
問
題
と
の
絡
み
あ
い
で
、
痛
切
な
悲
歎
に

基
づ
い
て
依
存
さ
れ
た
こ
と
は
屡
述
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
二
千
年
説
に
つ
い
て
は
、
千
五
百
年
説
の
ご
と
く
明
確

な
年
数
上
の
表
現
を
示
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
、
千
五
百
年
説
の
純
教
法
的
立
場
と
二
千
年
説
の
現
実
的
、
歴
史
的
立

場
の
支
点
の
差
を
示
し
た
も
の
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
か
た
ち
の
上
か
ら
い
え
ば
、
教
法
的
に
千
五
百
年
説

に
よ
っ
て
浄
土
の
真
宗
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
現
実
に
は
二
千
年
説
の
上
に
末
法
の
事
実
を
痛
感
さ
れ
た
も
の
と
、
い
え
る
と
お

も
わ
れ
る
。 

柏
原
氏
に
よ
れ
ば
「
化
身
土
巻
」
の
正
像
千
五
百
年
説
は
、
純
教
法
的
立
場
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
時
機
相
応
の
問
題
と
関
連
し
て
、

傍
教
的
な
立
場
と
み
な
さ
れ
て
い
た
浄
土
教
思
想
を
真
実
の
教
と
し
て
押
し
上
げ
る
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対

し
て
『
七
十
五
首
和
讃
』
等
の
正
像
二
千
年
説
は
現
実
的
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
柏
原
氏
は
、
よ
り
末
法
を
痛
感
す
る

意
図
を
そ
こ
に
読
み
取
っ
て
お
り
、
正
像
二
千
年
説
に
基
づ
く
末
法
観
に
は
思
想
的
な
も
の
は
内
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
推

察
さ
れ
る
。 

後
の
研
究
も
こ
の
柏
原
氏
の
論
調
に
沿
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
少
な
か
ら
ず
疑
義
も
出
さ
れ
て
い
る
。
特
に
井
上
善
幸
氏
の
指
摘
は

柏
原
氏
の
論
旨
の
正
当
性
を
問
い
直
す
も
の
と
し
て
示
唆
に
富
む
。
井
上
氏
は
「『
正
像
末
和
讃
』
の
作
成
と
関
東
教
団
の
動
揺
・
善

鸞
義
絶
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
先
学
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
晩
年
の
親
鸞
を
取
り
巻
く
状
況
の
み
が
末
法
年
時
理

解
の
変
更
理
由
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
法
的
立
場
か
ら
取
ら
れ
た
正
像
千
五
百
年
説
と
、
現
実
的
末
法
意
識
に
根
ざ
す
正
像
二
千
年
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説
と
い
う
対
比
は
た
し
か
に
親
鸞
の
生
涯
と
符
合
す
る
点
も
あ
る
が
、
正
像
二
千
年
説
に
も
思
想
内
在
的
な
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る（

2
）。
柏
原
氏
と
は
異
な
り
正
像
二
千
年
説
に
も
「
思
想
内
在
的
な
根
拠
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
井
上
氏
の

論
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

井
上
氏
は
「
親
鸞
に
お
い
て
聖
徳
太
子
は
あ
く
ま
で
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
正
像
二

千
年
説
で
み
れ
ば
、
聖
徳
太
子
は
像
法
の
人
で
あ
り
、
末
法
史
観
そ
の
も
の
を
超
え
た
弥
陀
化
身
と
し
て
の
宗
教
的
系
譜
を
示
す
存
在

と
し
て
理
解
す
べ
き
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
念
仏
の
教
え
が
末
法
だ
け
で
な
く
像
法
の
時
代
に
も
説
か
れ
て
い
た
と
強
調
す
る
こ

と
に
よ
り
、
と
り
わ
け
像
法
時
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
日
本
に
お
い
て
は
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
そ
の
当
初
か
ら
、
す
で
に
念
仏
の
教
え

が
説
か
れ
て
い
た
と
い
う
立
場
が
示
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
聖
徳
太
子
を
、
像
法
時
に
生

き
た
人
物
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
末
法
時
の
化
導
者
と
い
う
側
面
で
は
な
く
、
念
仏
の
教
え
が
末
法
の
み
で
は
な
く
三
時
を

超
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
、
正
像
二
千
年
説
に
思
想
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。 

た
し
か
に
、
正
像
二
千
年
説
を
現
実
的
立
場
に
立
つ
も
の
と
み
た
柏
原
氏
の
見
解
は
、
親
鸞
晩
年
の
出
来
事
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
注

目
に
値
す
る
視
点
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
正
像
二
千
年
説
に
ま
っ
た
く
思
想
内
在
的
根
拠
が
認
め
ら
れ
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
井
上
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
正
像
二
千
年
説
を
像
法
時
の
仏
教
者
と
し
て
の
「
聖
徳
太
子
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
た

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
念
仏
の
教
え
が
三
時
思
想
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
そ
う
と
す
る
「
思
想
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
井
上
氏
の
指
摘
は
等
閑
視
で
き
な
い
も
の
と
い
え
る
。 

た
だ
し
、
そ
う
し
た
場
合
、
よ
り
重
要
な
論
点
は
、
聖
徳
太
子
で
あ
る
必
然
性
を
ど
こ
に
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
親
鸞
に
お
け
る
正
像
二
千
年
説
の
議
論
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
視
点
こ
そ
、「
思
想
内
在
的
根
拠
の
象
徴
と
し
て
、
な
ぜ
聖

徳
太
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
正
像
二
千
年
説
の
議
論
に
は
ま
だ
一
考
の
余
地
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が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
小
論
に
お
い
て
は
、
井
上
氏
の
説
を
受
け
た
上
で
、
屋
上
屋
を
架
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
が
、「
化
身
土
巻
」
と
晩
年
の
和
讃
等
と
に
見
ら
れ
る
末
法
思
想
を
確
認
し
な
が
ら
、
親
鸞
の
末
法
思
想
と
太
子
信
仰
の
関
係
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

一
．「
化
身
土
巻
」
の
末
法
思
想
と
「
元
仁
元
年
」
に
つ
い
て
 

末
法
思
想
は
、
基
本
的
に
釈
尊
の
入
滅
年
代
の
議
論
と
正
法
・
像
法
・
末
法
の
年
数
の
議
論
と
の
二
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

と
り
わ
け
入
末
法
年
時
に
つ
い
て
は
基
点
と
な
る
算
出
年
時
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
、
末
法
思
想

が
見
ら
れ
る
箇
所
は
聖
道
釈
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
入
末
法
の
年
時
算
出
を
す
る
に
あ
た
り
、 

三
時
の
教
を
按
ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を
勘
ふ
る
に
、
周
の
第
五
の
主
穆
王
五
十
一
年
壬
申
に
当
れ
り
。
そ
の
壬
申
よ
り

我
が
元
仁
元
年
﹇
元
仁
と
は
後
堀
川
院
／
諱
茂
仁
聖
代
な
り
﹈
甲
申
に
至
る
ま
で
、
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。
ま
た
『
賢
劫

経
』・『
仁
王
経
』・『
涅
槃
』
等
の
説
に
依
る
に
、
す
で
に
以
て
末
法
に
入
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り（

3
）。 

と
示
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
入
滅
年
時
の
「
穆
王
五
十
一、
年
」
は
、「
穆
王
五
十
三、
年
」
の
誤
記
と
さ
れ
る
が（

4
）、
釈
尊
入
滅
年
時
に
つ
い

て
は
「
穆
王
五
十
三
年
壬
申
入
滅
」
説
（「
前
九
四
九
年
入
滅
説
」）
を
採
用
し
、
入
末
法
の
年
数
を
「
六
八
三
年
」
と
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
算
出
年
時
の
基
点
で
あ
る
「
元
仁
元
年
」
を
釈
尊
が
入
滅
し
て
か
ら
「
二
一
八
三
年
」
経
過
し
て
い
る
と
示
し
、
ま
た
末

法
に
入
っ
て
「
六
八
三
」
年
で
あ
る
な
ら
、「
二
一
八
三
│
六
八
三
」
の
「
一
五
〇
〇
」
年
間
が
正
法
・
像
法
の
期
間
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
親
鸞
は
「
化
身
土
巻
」
で
は
正
法
五
百
年
、
像
法
千
年
の
「
正
像
千
五
百
年
説
」
を
採
用
し
、
入
末
法
年
を
「
五
五
二
年
」
と
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

5
）。 

親
鸞
が
採
用
し
た
「
正
像
千
五
百
年
説
」
は
、
当
時
の
日
本
の
主
流
の
考
え
で
は
な
く
、
道
綽
の
説
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
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た
。
道
綽
の
説
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
親
鸞
が
先
の
入
末
法
の
算
出
年
時
に
関
す
る
御
自
釈
の
前
に
、『
安
楽
集
』
の
「
正

法
五
百
年
、
像
法
一
千
年
、
末
法
一
万
年
に
は
、
衆
生
減
じ
尽
き（

6
）」
と
の
引
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
引
文
が
、
末
法
を

示
す
御
自
釈
の
前
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
が
道
綽
の
「
正
像
千
五
百
年
説
」
と
同
じ
説
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
浄

土
教
の
伝
統
的
な
解
釈
に
則
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

7
）。 

と
こ
ろ
で
、
入
末
法
算
出
の
基
準
と
な
る
年
時
を
決
め
る
に
あ
た
り
、
親
鸞
は
「
元
仁
元
年
」
を
提
示
し
て
お
り
、
先
行
研
究
に
お

い
て
は
こ
の
「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
時
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
い
る（

8
）。
そ
の
中
、「
元
仁
元
年
」
の
持
つ
意
味
と
し
て
、

貞
応
三
年
（
元
仁
元
年
）
に
出
さ
れ
た
『
延
暦
寺
大
衆
解
』
と
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
小
論
に
お
い
て
は
「
元
仁
元
年
」

の
年
時
設
定
に
は
、『
延
暦
寺
大
衆
解
』
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
延
暦
寺
大
衆
解
』（
延
暦

寺
奏
状
）
と
は
、
延
暦
寺
の
大
衆
が
貞
応
三
年
に
専
修
念
仏
を
停
止
す
る
よ
う
に
朝
廷
に
上
奏
し
た
文
書
で
あ
る（

9
）。
そ
の
よ
う
な
専
修

念
仏
へ
の
批
判
を
意
識
さ
れ
、「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
時
が
設
定
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る（

10
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
名
畑
崇

氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る（

11
）。 

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
「
我
元
年
」
と
記
し
、
坂
東
本
頭
注
の
「
元
仁
者
、
後
堀
川
院
　
諱
茂
仁
聖
代
也
」
の
注
記
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
は
貞
応
三
年
十
一
月
二
十
日
改
元
で
年
末
ま
で
四
十
日

で
歳
が
改
ま
る
。
ま
た
「
後
堀
河
院
」
の
追
号
は
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
で
あ
る
。
元
仁
元
年
に
『
教
行
信
証
』
の
執
筆
が
進

め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
、
表
題
は
じ
め
全
部
の
内
容
構
成
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
我
元
仁
元
年
」
の
記
は
こ
の
年
「
大
衆

解
」
が
隆
寛
を
名
指
し
て
流
罪
を
訴
え
た
こ
と
、
そ
れ
に
つ
け
て
末
法
到
来
の
自
覚
を
最
澄
に
た
ど
り
延
暦
寺
僧
徒
に
う
な
が
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
堀
河
天
皇
の
元
仁
元
年
の
年
紀
は
、
親
鸞
が
師
源
空
と
と
も
に
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
土
御
門
天
皇
の
承
元

元
年
の
年
紀
と
と
も
に
甚
重
な
意
味
を
持
ち
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
意
思
を
促
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。 

名
畑
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
元
仁
元
年
」
は
、「
承
元
元
年
」
と
い
う
一
大
法
難
が
あ
っ
た
年
時
と
同
様
に
、
専
修
念
仏
批
判
に
関
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連
し
た
も
の
と
し
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
の
末
法
思
想
の
主
張
の
根
底
に
は
、
専
修
念
仏
批
判
へ
の
対
応

と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
親
鸞
の
「
化
身
土
巻
」
に
示
さ
れ
た
末
法
思
想
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

末
法
思
想
を
提
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
「
元
仁
元
年
」
の
年
時
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
延
暦
寺
大
衆
解
』
の
内
容
を
確

認
し
た
い
。 

二
．『
延
暦
寺
大
衆
解
』
と
末
法
の
主
張
 

『
延
暦
寺
大
衆
解
』
は
六
カ
条
に
よ
り
専
修
念
仏
教
団
の
不
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
六
カ
条
の
名
目
だ
け
挙
げ
れ
ば
次
の

通
り
で
あ
る
。 

一
、
弥
陀
念
仏
を
も
っ
て
別
に
宗
を
建
て
る
べ
か
ら
ざ
る
事
。 

一
、
一
向
専
修
の
党
類
の
神
明
に
向
背
す
る
不
当
の
事
。 

一
、
一
向
専
修
の
倭
漢
の
例
快
か
ら
ざ
る
事
。 

一
、
諸
教
の
修
行
を
捨
て
て
専
ら
弥
陀
仏
を
念
じ
、
広
行
流
布
の
時
節
は
未
だ
至
ら
ざ
る
の
事
。 

一
、
一
向
専
修
の
輩
、
経
に
背
き
師
に
逆
ら
ふ
事
。 

一
、
一
向
専
修
の
濫
悪
を
停
止
し
、
護
国
の
所
収
を
興
隆
せ
ら
れ
る
べ
き
事
。 

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
承
元
の
法
難
の
契
機
と
な
っ
た
『
興
福
寺
奏
状
』
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
中
、
特
徴
的
な
の
が
第
四
条
で
あ

る
。
第
四
条
の
「
一
、
諸
教
の
修
行
を
捨
て
て
専
ら
弥
陀
仏
を
念
じ
、
広
行
流
布
の
時
節
は
未
だ
到
ら
ざ
る
の
事
」
と
い
う
項
だ
け
は

『
興
福
寺
奏
状
』
と
比
し
て
新
し
く
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
四
条
は
、
専
修
念
仏
を
批
判
す
る
に
あ
た
り
、
現
在
が
末
法
で
は
な

い
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
筋
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る（

12
）。
専
修
念
仏
者
は
、
今
日
す
で
に
末
法
に
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入
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
自
力
難
行
を
説
く
顕
密
仏
教
の
教
え
で
は
成
仏
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る

念
仏
以
外
は
往
生
成
仏
の
教
え
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
に
「
末
法
万
年
に
は
余
経
悉
く
滅
し

て
、
弥
陀
の
一
教
の
み
、
物
を
利
す
こ
と
偏
え
に
増
す
こ
と
な
ら
む
」
と
い
う
慈
恩
大
師
基
の
『
西
方
要
決
』
の
文
を
あ
げ
て
い
る
と

い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
『
西
方
要
決
』
の
釈
は
、『
大
経
』
の
「
特
留
此
経
、
止
住
百
歳
」
の
経
説
と
『
善
見
律
毘
婆
沙
』
の
末
法
万

年
法
滅
説
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
延
暦
寺
大
衆
解
』
第
四
条
で
は
こ
の
『
善
見
律
』
を
挙
げ
て
、『
善
見
律
』
に
は
釈
尊
滅
後
一

万
年
中
の
前
五
千
年
は
「
証
法
の
時
」
で
あ
り
、
後
五
千
年
は
「
学
法
の
時
」
で
あ
り
、
一
万
年
後
に
な
っ
て
初
め
て
「
諸
経
滅
没

す
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
た
と
え
末
法
に
入
っ
た
と
し
て
も
一
万
年
間
は
、「
経
道
滅
尽
の
時
」
で
も
「
念
仏
偏
増
の
時
」
で
も

な
い
と
捉
え
、
修
行
す
れ
ば
さ
と
り
の
開
け
る
時
代
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
釈
尊
の
入
滅
年
代
に
も
、
正
像
末
の
三
時
の

区
分
に
も
様
々
な
異
説
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
と
く
に
天
台
大
師
の
『
浄
名
経
疏
』
に
は
「
周
の
荘
王
他
の
代
を
以
て
釈
尊
出
世
の

時
と
な
す
。
そ
の
代
よ
り
以
来
、
未
だ
二
千
年
を
満
た
ず
、
像
法
の
最
中
也
。
末
法
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
た
と
え
末
法
の
中
に
入
る
と

い
へ
ど
も
、
尚
こ
れ
証
法
の
と
き
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
台
大
師
も
「
周
荘
王
他
十
年
甲
午
」（
前
六
八
九
年
）
生
年
に
基
づ
き
、

前
六
〇
九
年
入
滅
説
（
費
長
房
の
説（

13
））
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
正
像
二
千
年
説
に
よ
れ
ば
、
今
は
像
法
の
最
中
で
あ
っ

て
、
末
法
で
は
な
く
、
た
と
え
前
九
四
九
年
入
滅
説
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
末
法
の
初
年
で
あ
っ
て
、
修
行
さ
え
す
れ
ば
さ
と
り

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
「
証
法
の
時
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
専
修
念
仏
が
、
今
日
を
末
法
の
時
で
あ
る
と
い

い
、
念
仏
以
外
に
出
離
の
道
が
な
い
と
主
張
す
る
の
は
、
釈
尊
の
道
教
を
軽
ん
じ
、
仏
法
を
滅
ぼ
す
魔
説
で
あ
る
と
、
専
修
念
仏
教
団

を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
は
「
化
身
土
巻
」
に
『
末
法
灯
明
記
』
を
引
用
し
、
反
駁
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
そ
の
反
駁

の
冒
頭
に
、 

し
か
れ
ば
、
穢
悪
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
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よ（
14
）。 

と
示
す
の
で
あ
る
。
親
鸞
当
時
の
仏
道
修
行
者
と
在
家
者
の
人
々
は
、
現
実
の
末
代
の
旨
際
を
知
ら
な
い
た
め
、
僧
尼
の
威
儀
を
あ
し

ざ
ま
に
毀
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
器
量
を
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
「
お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」

と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
を
明
確
に
し
て
い
る
の
が
、『
末
法
灯
明
記
』
の
引
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
『
末
法
灯
明
記
』
に
つ

い
て
は
最
澄
の
真
撰
偽
撰
の
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
親
鸞
当
時
に
お
い
て
は
、
最
澄
の
著
作
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
実
、
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
の
多
く
が
最
澄
の
真
撰
と
し
て
扱
っ
て
い
る（

15
）。
親
鸞
は
そ
の
『
末
法
灯
明
記
』
を
ほ
ぼ
全
文
引
用
し

て
い
る
。 

『
末
法
灯
明
記
』
で
は
、
正
法
、
像
法
、
末
法
の
三
時
の
あ
り
方
に
つ
い
て
説
か
れ
、
そ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
の
戒
律
の
受
け
止

め
方
を
記
す（

16
）。
た
と
え
ば
、
正
法
の
世
で
は
、 

正
法
の
時
の
破
戒
比
丘
は
、
清
浄
衆
を
穢
す
。
故
に
仏
固
く
禁
制
し
て
衆
に
入
れ
ず（

17
）。 

と
あ
り
、
正
法
の
時
は
、
破
戒
僧
は
集
団
の
中
に
加
入
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
戒
律
を
し
っ
か
り
と
持
つ
人
々
を

穢
す
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
つ
ま
り
、
正
法
に
お
い
て
は
、
持
戒
が
い
か
に
大
事
か
を
示
す
文
と
言
え
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
記
述
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
像
法
に
つ
い
て
の
説
示
で
あ
る
。
像
法
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い

る
。 像

法
千
年
の
中
に
、
初
め
の
五
百
年
に
は
持
戒
漸
く
減
じ
、
破
戒
漸
く
増
せ
む
。
戒
行
有
り
と
雖
も
証
果
無
し
。（
中
略
）
次
に

像
法
の
後
半
、
持
戒
減
少
し
、
破
戒
巨
多
な
ら
む（

18
）。 

こ
れ
は
、
像
法
千
年
の
中
、
前
半
の
五
百
年
と
後
半
の
五
百
年
と
に
わ
け
て
、
像
法
前
半
の
五
百
年
は
戒
律
を
持
つ
人
は
次
第
に
減

り
、
破
戒
の
も
の
が
だ
ん
だ
ん
と
増
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
後
半
の
五
百
年
に
い
た
れ
ば
、
破
戒
の
も
の
が
か
な
り
多
く
な

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
像
法
の
時
代
の
後
半
に
お
い
て
、
す
で
に
戒
律
が
持
た
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
戒
律
と
い
う
行
さ
え
持
た
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れ
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
は
、
ま
さ
に
末
法
に
近
い
も
の
と
い
え
る
。
一
般
的
に
正
像
末
の
三
時
と
、
教
行
証
と
い
う
概
念
が
関
連
さ

れ
て
述
べ
ら
れ
る
根
拠
は
、
慈
恩
大
師
基
の
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
と
言
わ
れ
て
い
る（

19
）。『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
に
、 

仏
滅
度
の
後
、
法
に
三
時
有
り
。
正
像
末
と
謂
ふ
。
教
行
証
の
三
を
具
す
る
を
名
づ
け
て
正
法
と
為
す
。
但
し
、
教
行
有
る
を
名

づ
け
て
像
法
と
為
す
。
教
有
り
て
余
無
き
を
名
づ
け
て
末
法
と
為
す（

20
）。 

と
あ
る
よ
う
に
、
像
法
は
教
と
行
と
が
あ
る
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
末
法
灯
明
記
』
に
は
像
法
の
時
代
、
特
に
像

法
後
半
の
五
百
年
に
は
、
戒
律
と
い
う
行
が
ほ
と
ん
ど
持
た
れ
な
く
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
『
末
法
灯
明
記
』
の
特

徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

そ
れ
で
は
、『
末
法
灯
明
記
』
で
は
末
法
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
示
さ
れ

て
い
る
。 

然
れ
ば
す
な
は
ち
、
末
法
の
中
に
於
い
て
は
、
但
言
教
の
み
有
り
て
行
証
無
け
む
。
も
し
戒
法
有
ら
ば
破
戒
有
る
べ
し
。
既
に
戒

法
無
し
、
何
の
戒
を
破
せ
む
に
由
て
か
破
戒
有
ら
む
や
。
破
戒
な
ほ
無
し
。
何
況
ん
や
持
戒
を
や（

21
）。 

こ
れ
に
よ
る
と
、
末
法
に
お
い
て
は
、
持
戒
と
い
う
状
態
で
は
な
く
、
無
戒
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
も
そ
も
戒
と

い
う
も
の
さ
え
存
在
し
な
い
の
で
、
破
戒
と
い
う
こ
と
自
体
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
末
法
の
無
戒
の
様
相
に
つ
い
て
、『
末
法
灯
明
記
』

に
は
さ
ら
に
、 

今
論
ず
る
所
の
末
法
に
は
、
た
だ
名
字
の
比
丘
有
ら
む
。
こ
の
名
字
を
世
の
真
宝
と
せ
む
。
福
田
無
か
ら
む
や
。
た
と
ひ
末
法
の

中
に
持
戒
有
ら
ば
、
既
に
こ
れ
怪
異
な
り
、
市
に
虎
有
ら
む
が
如
し
。
誰
か
信
ず
べ
き
や（

22
）。 

と
、
末
法
に
は
「
名
ば
か
り
の
僧
侶
」
が
い
て
、
こ
の
名
ば
か
り
の
僧
侶
こ
そ
世
間
の
真
の
宝
で
あ
る
と
い
う
。
む
し
ろ
、
名
ば
か
り

の
僧
侶
が
い
る
こ
と
自
体
が
、
福
徳
を
生
み
だ
す
よ
う
な
田
で
あ
る
福
田
で
あ
る
と
指
摘
し
、
名
ば
か
り
の
僧
侶
を
讃
嘆
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
末
法
の
世
に
持
戒
の
僧
侶
が
い
る
こ
と
自
体
が
あ
り
得
な
い
現
象
で
あ
る
こ
と
を
、「
市
中
に
虎
が
い
る
」
と
い
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う
喩
え
を
用
い
て
説
い
て
い
る
。『
末
法
灯
明
記
』
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
末
法
で
の
無
戒
と
い
う
あ
り
方
を
強
調
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。 

『
末
法
灯
明
記
』
で
の
正
像
末
の
三
時
を
ま
と
め
る
と
、
正
法
の
時
代
に
は
持
戒
が
あ
り
、
像
法
の
時
代
で
は
破
戒
に
な
り
、
末
法

の
時
代
で
は
無
戒
と
い
う
状
態
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
親
鸞
は
『
末
法
灯
明
記
』
を
引
用
し
、
ま
さ
に
末
法
で
の
「
戒
律
」
の

無
効
性
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
専
修
念
仏
へ
の
批
判
の
根
底
に
は
、
破
戒
行
為
を
行
う
専
修
念
仏
教
団
に
お
け

る
「
戒
律
の
等
閑
視
」
の
問
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
『
末
法
灯
明
記
』
を
引
用
し
、
そ
も
そ
も
末
法
の
世
で
は

「
無
戒
」
の
僧
侶
し
か
い
な
い
こ
と
を
積
極
的
に
言
及
し
て
い
る
も
の
と
想
像
で
き
る
。『
末
法
灯
明
記
』
の
引
用
に
よ
り
無
戒
名
字
の

比
丘
を
語
る
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
村
上
弘
徳
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

23
）。 

無
戒
が
国
中
に
満
ち
る
現
実
を
指
摘
し
た
か
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
鎌
倉
旧
仏
教
の
『
停
止
一
向
専
修
記
』
に
も

見
ら
れ
る
が
如
く
、
当
今
を
像
法
時
と
時
代
認
識
す
る
現
実
と
共
に
、
釈
尊
在
世
時
或
い
は
正
法
時
へ
の
再
来
を
夢
見
て
、
戒
律

の
実
践
を
推
奨
し
た
の
に
対
し
、
宗
祖
は
当
今
を
末
法
時
と
時
代
認
識
を
し
、
世
の
真
仏
弟
子
の
有
り
様
が
無
戒
名
字
の
比
丘
と

主
張
し
、
ま
た
末
法
と
い
う
自
覚
こ
そ
が
真
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
『
末
法
灯
明
記
』
を
通
し
て
反
論
し
た
の
で
あ

る
。 

村
上
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
親
鸞
の
主
張
は
、
あ
き
ら
か
に
比
叡
山
の
大
衆
が
、
今
な
お
像
法
と
し
て
、
他
の
も
の
に
向
か

っ
て
戒
律
の
護
持
を
強
要
す
る
姿
勢
を
非
難
し
て
い
る
の
だ
ろ
う（

24
）。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
宮
崎
円
遵
氏
が
「『
化
身
土
巻
』
に
元
仁
元

年
を
基
点
と
し
て
仏
滅
年
代
を
算
定
し
、
末
法
に
入
っ
て
〈
六
百
八
十
三
年
〉
と
断
じ
た
の
は
、
正
し
く
如
上
の
叡
山
の
大
衆
に
対
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

25
）こ
と
と
趣
を
一
に
す
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
は
『
末
法
灯
明
記
』
を
用
い

て
最
澄
の
末
法
史
観
に
立
脚
し
た
反
論
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
延
暦
寺
大
衆
解
』
が
、
前
六
〇
九
年
と
い
う
仏
滅
年
代
に
基
づ
き

正
像
二
千
年
を
採
用
し
て
、
今
は
像
法
の
最
中
で
あ
る
と
し
、
弥
陀
の
教
え
だ
け
残
る
と
い
う
専
修
念
仏
者
の
主
張
を
批
判
す
る
こ
と
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に
対
し
て
、
親
鸞
は
『
末
法
灯
明
記
』
の
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
、『
末
法
灯
明
記
』
が
仏
滅
年
代
に
つ
い
て
は
『
延
暦
寺
大
衆
解
』
と

同
様
に
前
六
〇
九
年
説
を
挙
げ
な
が
ら
も
、
最
澄
が
正
像
千
五
百
年
説
の
立
場
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
立
場
に
よ
り
最
澄
の
末
法
算

出
年
時
の
基
点
で
あ
る
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
が
像
法
の
末
で
あ
り
、
末
法
初
年
が
八
二
九
年
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、『
延
暦

寺
大
衆
解
』
の
時
代
認
識
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る（

26
）。 

親
鸞
が
、
反
駁
の
冒
頭
に
「
お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
い
う
自
己
内
省
と
も
い
う
べ
き
言
葉
を
記
し
た
こ
と
も
、
や
は
り
現
に

生
き
る
こ
の
時
代
が
末
法
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
に
は
自
身
で
さ
と
る
能
力
が
乏
し
い
こ
と
の
自
覚
を
促

す
意
味
を
持
た
せ
た
言
葉
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
時
を
基
準
に
し
て
、
末
法
と
い
う
時
代
の
到
来
を
主
張
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

親
鸞
は
「
末
法
」
と
い
う
要
素
を
戒
律
護
持
を
主
張
す
る
も
の
へ
の
反
駁
の
材
料
に
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
が
末

法
を
主
張
す
る
背
景
に
は
、
戒
律
批
判
の
姿
勢
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
親
鸞
が
な
ぜ
末
法
を
主
張
し
た
の

か
と
い
う
視
点
を
通
し
て
「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
時
を
考
え
て
い
く
と
、
戒
律
に
関
連
し
た
専
修
念
仏
批
判
へ
の
反
駁
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る（

27
）。「
元
仁
元
年
」
の
設
定
は
、
偶
発
的
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、『
延
暦
寺
大
衆
解
』
の
提
出
と
の
関
連
が
あ
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
両
者
に
内
在
す
る
共
通
事
項
こ
そ
「
末
法
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

三
．
親
鸞
晩
年
の
末
法
思
想
 

先
述
し
た
よ
う
に
、「
化
身
土
巻
」
で
は
親
鸞
は
正
像
千
五
百
年
説
を
用
い
て
、
末
法
観
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
親
鸞
は
晩
年
に
お
い
て
、
こ
の
「
化
身
土
巻
」
と
は
異
な
る
末
法
観
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
、
正
像
二
千
年
説
で
あ
る
。

そ
の
末
法
観
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
初
出
の
も
の
が
、
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
に
著
さ
れ
た
『
七
十
五
首
和
讃
』
で
あ
り
、
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た
と
え
ば
、
第
四
十
七
首
、
第
四
十
八
首
、
第
五
十
首
の
三
首
で
あ
る（

28
）。 

（
四
七
）像
法
第
十
三
年
に
　
漢
の
明
帝
の
時
代
に
ぞ
 

　
　
　
　
天
竺
の
摩
騰
迦
・
竺
法
蘭
　
仏
教
を
白
馬
に
の
せ
き
た
る
 

（
四
八
）四
百
八
十
余
年
へ
て
　
漢
土
に
わ
た
し
き
た
り
て
は
 

　
　
　
　
み
や
こ
の
西
に
て
ら
を
た
て
　
白
馬
寺
と
ぞ
な
づ
け
た
る
 

第
四
十
七
首
、
第
四
十
八
首
の
二
首
は
、
親
鸞
の
創
作
で
は
な
く
、『
上
宮
太
子
御
記
』
に
引
用
さ
れ
る
「
文
松
子
伝
」
の
一
節
に
そ

の
出
典
が
あ
る
。
そ
の
「
文
松
子
伝
」
に
は
、 

正
法
千
年
の
間
天
竺
に
流
布
す
。
像
法
第
十
三
年
、
漢
の
明
帝
の
代
の
時
、
中
天
竺
摩
騰
迦
・
竺
法
蘭
の
二
人
の
聖
人
、
仏
教
白

馬
に
負
ひ
て
来
る
。
振
但
漢
明
帝
、
都
西
の
白
馬
寺
に
仏
法
を
始
め
興
す（

29
）。 

と
あ
り
、
上
記
二
首
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
文
松
子
伝
」
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
正
像
二
千
年
説
に
基
づ

き
、
聖
徳
太
子
を
像
法
の
人
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、 

（
五
〇
）像
法
五
百
余
歳
に
ぞ
　
聖
徳
太
子
の
御
よ
に
し
て
 

　
　
　
　
仏
法
繁
昌
せ
し
め
つ
つ
　
い
ま
は
念
仏
さ
か
り
な
り
 

と
の
和
讃
か
ら
わ
か
る
。
聖
徳
太
子
の
誕
生
を
敏
達
天
皇
元
年
（
五
七
二
）
と
し
た
場
合
、
釈
尊
前
九
四
九
年
入
滅
説
お
よ
び
正
像
二

千
説
で
は
太
子
誕
生
が
像
法
に
入
っ
て
五
二
〇
年
に
あ
た
る
。
ま
た
、
親
鸞
は
こ
れ
ら
和
讃
に
と
ど
ま
ら
ず
『
正
像
末
和
讃
』
で
も
、

正
像
二
千
年
説
を
採
用
し
て
い
る
。『
正
像
末
和
讃
』
に
は
、 

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
　
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ
 

　
正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き
　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ（

30
） 

と
あ
る
よ
う
に
、
釈
尊
入
滅
後
、
二
千
年
を
過
ぎ
た
現
在
に
つ
い
て
、「
正
像
の
二
時
」
が
過
ぎ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
和
讃
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に
見
え
る
末
法
思
想
は
、『
七
十
五
首
和
讃
』
の
正
像
二
千
年
説
を
受
け
た
末
法
初
年
の
算
出
方
法
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、

『
七
十
五
首
和
讃
』
の
よ
う
に
出
典
を
そ
の
ま
ま
和
讃
調
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
親
鸞
の
意
図
的
な
制
作
で
あ
る
。 

実
は
末
法
思
想
は
、
仏
教
の
中
の
単
な
る
衰
退
史
観
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
興
隆
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
一
側
面
も

あ
る（

31
）。
時
代
に
即
応
し
た
浄
土
教
や
戒
律
復
興
運
動
が
盛
ん
に
な
る
と
、「
末
法
思
想
」
も
併
せ
て
普
及
し
て
い
く
と
い
う
衰
退
史
観

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
各
仏
教
が
「
末
法
思
想
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
利
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
を
盛
行
し
よ
う
と
し
た

試
み
が
、「
末
法
思
想
」
を
広
く
普
及
さ
せ
た
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
末
法
思
想
の
強
調
は
、
各
教
義
の
機

運
を
高
め
る
た
め
の
理
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
理
論
的
根
拠
の
希
求
と
捉
え
る
側
面
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る（

32
）。 

親
鸞
に
も
同
様
に
、
末
法
思
想
を
意
図
的
に
自
身
の
主
張
の
根
拠
に
用
い
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
一
つ
が
「
化
身
土
巻
」
で
展
開
さ
れ
る
一
連
の
流
れ
で
あ
る
。『
延
暦
寺
大
衆
解
』
へ
の
反
駁
を
目
的
と
し
た
で
あ
ろ
う
部

分
に
意
図
し
て
末
法
思
想
を
使
用
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
延
暦
寺
大
衆
解
』
の
第
四
項
に
「
今
は
末
法
で
は
な
い
」
と
い
う
批
難

が
あ
っ
た
こ
と
が
末
法
思
想
を
主
張
す
る
必
然
的
な
要
因
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
親
鸞
自
身
『
延
暦
寺
大
衆
解
』
へ
の
反
駁
の
基
軸

と
し
て
末
法
思
想
を
意
識
的
に
用
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
末
法
思
想
を
強
調
す
る
部
分
に
は
、
親
鸞
が
何
か
し
ら

の
反
駁
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

33
）。
そ
れ
で
は
、「
化
身
土
巻
」

で
の
反
駁
の
必
然
性
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
こ
そ
律
令
仏
教
か
ら
の
批
判
、
特
に
戒
律
護
持
を
強

要
す
る
律
令
仏
教
の
姿
勢
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
末
法
思
想
」
と
「
戒
律
」
の
一
連
の
関
係
性
こ
そ
、
親
鸞
が
末
法
思
想
を
強

調
す
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
構
図
で
あ
り
、
戒
律
の
問
題
に
何
か
し
ら
対
応
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
末
法
思
想
が
展
開
し
て
い

る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
井
上
善
幸
氏
は
、
柏
原
祐
泉
氏
が
親
鸞
晩
年
の
「
正
像
二
千
年
説
」
は
親
鸞
の
生
涯
の
出
来
事
、
特
に
善

鸞
事
件
に
焦
点
を
あ
て
て
、
末
法
が
差
し
迫
っ
た
時
代
認
識
を
強
調
す
る
た
め
に
、
よ
り
入
末
法
年
時
が
近
い
正
像
二
千
年
説
を
採
用
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し
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
に
対
し
て
、「
正
像
二
千
年
説
」
に
も
聖
徳
太
子
を
像
法
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
念
仏
の
教
え
を
正
像
末

の
三
時
を
超
え
て
広
め
る
と
い
う
思
想
内
在
的
な
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
三
時
を
超
え
る
象
徴
と
し
て
、

聖
徳
太
子
が
出
て
き
た
必
然
性
に
つ
い
て
は
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
聖
徳
太
子
で
あ
る
必
然
性
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
重
要
に

な
っ
て
く
る
の
が
こ
の
親
鸞
の
末
法
思
想
と
戒
律
と
の
構
図
で
あ
る
と
考
え
る
。 

親
鸞
が
末
法
を
主
張
す
る
際
に
は
、
戒
律
に
関
す
る
問
題
が
そ
の
背
景
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
な
ら
ば
、「
化
身
土
巻
」
の
末

法
思
想
同
様
に
、
晩
年
の
『
七
十
五
首
和
讃
』
や
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
け
る
正
像
二
千
年
説
（
末
法
思
想
）
の
主
張
の
背
景
に
も
、

戒
律
の
問
題
が
親
鸞
の
意
識
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
宮
崎
円
遵
氏
は
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て

「
戒
律
」
ま
た
は
「
諸
天
諸
神
の
祭
祀
」
な
ど
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、「
こ
こ
（
化
身
土
巻
）
に
と
り
あ
げ

ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
念
仏
弾
圧
・
戒
の
持
破
・
諸
天
諸
神
の
祭
祀
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
善
鸞
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
東
国
に
お
け
る

事
件
と
内
容
に
お
い
て
相
等
し
い
も
の
が
あ
る（

34
）」
と
述
べ
て
、「
化
身
土
巻
」
と
『
正
像
末
和
讃
』
が
持
つ
同
一
の
背
景
に
つ
い
て
の

可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
化
身
土
巻
」
の
末
法
思
想
と
戒
律
の
構
図
を
踏
ま
え
、
晩
年
の
末
法
思
想
に
お
い
て
も
対
戒

律
と
い
う
視
点
で
、
そ
の
思
想
を
問
い
直
し
て
い
き
た
い
。 

四
．
晩
年
の
末
法
思
想
の
背
景
 

晩
年
の
親
鸞
の
思
想
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
親
鸞
を
取
り
巻
く
状
況
、
特
に
関
東
の
門
弟
の
中
に
見
ら
れ
る
動
揺
（
異
義
）
や

善
鸞
義
絶
事
件
に
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

35
）。
と
り
わ
け
、『
正
像
末
和
讃
』
の
作
成
に
関
し
て
は
、
こ
の
傾
向
に
あ

る
と
い
え
る
。
柏
原
祐
泉
氏
が
正
像
二
千
年
説
に
つ
い
て
、「
千
五
百
年
説
よ
り
一
層
近
接
し
て
切
実
に
感
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
よ
り
歴
史
的
、
よ
り
現
実
的
な
実
態
に
即
し
た
末
法
観
を
構
成
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ（

36
）」
と
指
摘
さ
れ
た
意
図
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も
、
そ
の
親
鸞
の
状
況
に
一
因
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
関
東
の
異
義
に
関
し
て
、
特
に
『
七
十
五
首
和
讃
』
や
『
正
像
末
和

讃
』
草
稿
本
が
制
作
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
建
長
年
間
の
消
息
を
み
る
と
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
か
ら
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

ま
で
の
間
に
造
悪
無
礙
に
関
連
す
る
消
息
が
集
中
し
て
い
る（

37
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
建
長
年
間
に
書
か
れ
た
消
息
は
、
こ
の
時
期
に
お
い

て
、
親
鸞
が
造
悪
無
礙
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
七
十
五
首
和
讃
』
や
『
正
像

末
和
讃
』
に
も
こ
の
時
期
の
親
鸞
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

で
は
、
そ
の
親
鸞
の
意
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
建
長
期
の
親
鸞
の
思
想
背
景
を
考
え
る
上
で
、
注
目
す

べ
き
は
、
小
島
恵
昭
氏
の
論
考
で
あ
る
。
小
島
氏
は
、
関
東
に
お
い
て
造
悪
無
礙
が
発
生
し
た
外
的
要
因
に
つ
い
て
、
在
地
の
支
配
者

に
よ
る
戒
律
思
想
の
受
容
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
、
造
悪
無
礙
を
単
な
る
教
団
内
部
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
社

会
的
問
題
と
し
て
造
悪
無
礙
を
捉
え
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
関
東
に
お
け
る
戒
律
思
想
の
受
容
層
と
の
関
連
で
論
じ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
の
消
息
と
の
関
連
で
い
っ
た
場
合
、『
末
灯
鈔
』
に
造
悪
無
礙
者
と
し
て
登
場
す
る
善
乗
房
（
善
証
房
）
の
住

む
「
北
の
郡
」
に
つ
い
て
、
無
住
の
『
沙
石
集
』
に
お
い
て
「
北
の
郡
」
に
「
不
断
念
仏
の
堂
」
が
あ
る
と
の
記
述
が
出
る
こ
と
を
踏

ま
え
、 

「
北
の
郡
」
と
は
、
律
令
制
下
の
茨
城
郡
の
北
郡
の
こ
と
で
あ
る
。
常
陸
国
府
は
茨
城
郡
内
に
置
か
れ
、
茨
城
郡
は
古
代
常
陸
国

の
政
治
・
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
茨
城
郡
は
常
陸
大
椽
家
の
支
配
下
に
あ
り
、
平
安
時
代
末
期
に
は
大
椽
家
嫡
流
多
気
氏
が

郡
司
職
を
保
持
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
多
気
義
幹
が
八
田
知
家
の
た
め
失
脚
後
に
、
北
郡
は
八
田
知
家
が
支
配
し
た
よ
う
で
、

小
田
一
族
の
所
領
で
あ
っ
た
。
北
郡
の
領
域
は
現
新
治
郡
八
郷
町
の
大
部
分
と
千
代
田
町
の
一
部
で
あ
る
。 

『
沙
石
集
』
に
い
う
不
断
念
仏
堂
の
こ
と
を
解
釈
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
不
断
念
仏
堂
は
そ
の
檀
越
の
先

祖
以
来
の
も
の
で
あ
っ
て
、
律
僧
へ
の
帰
依
は
そ
の
檀
越
以
来
の
こ
と
と
考
え
る
。
こ
の
説
話
の
時
期
は
無
住
の
常
陸
在
国
中
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
無
住
常
陸
在
国
中
の
北
郡
の
支
配
者
が
不
断
念
仏
堂
の
檀
越
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
檀
越
と
は
小
田
氏
と
推
定
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さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

と
指
摘
し
て
い
る（

38
）。
造
悪
無
礙
者
（
善
乗
房
）
が
居
住
し
て
い
た
「
北
の
郡
」
は
、
小
田
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
場
所
で
あ
り
、
そ
の

守
護
で
あ
る
小
田
氏
は
実
は
真
言
律
宗
の
檀
越
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
建
長
年
間
に
お
け
る
在
地
守
護
の

小
田
氏
の
戒
律
受
容
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
小
島
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、
建
長
年
間
を
中
心
と
す
る
造
悪
無
礙
の
問
題
の
根
底
に
は
、
戒
律
を
巡
る
問
題
が
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
造
悪
無
礙
の
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
行
為
性
を
排
除
す
る
と

い
う
親
鸞
思
想
の
特
徴
か
ら
発
生
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
本
来
仏
教
徒
の
持
つ
べ
き
戒
律
を
重
視
し
な
い
こ
と
に
端

を
発
し
た
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
戒
律
受
容
の
強
い
地
域
に
お
い
て
は
、
お
も
う
ま
ま
に
行
動
を
し
て
も
い
い
と
捉
え
ら
れ
る
念

仏
者
（
造
悪
無
礙
者
）
の
あ
り
方
は
問
題
視
さ
れ
る
向
き
も
強
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
関
東
で
の
騒
動
に
対
処

す
る
親
鸞
に
は
、「
化
身
土
巻
」
で
見
ら
れ
た
専
修
念
仏
教
団
に
よ
る
「
戒
律
の
等
閑
視
」
の
問
題
へ
の
対
処
と
同
様
の
意
識
が
含
ま

れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
関
東
で
の
騒
動
と
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
『
七
十
五
首
和
讃
』
や

『
正
像
末
和
讃
』
に
見
ら
れ
る
末
法
思
想
に
も
、
対
戒
律
に
関
す
る
意
識
が
親
鸞
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

そ
し
て
、
前
述
の
関
東
で
の
戒
律
受
容
の
動
き
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
関
東
で
の
真
言
律
宗
の
聖
徳
太
子
信
仰
で
あ
る
。

少
し
時
代
は
下
る
が
、
叡
尊
が
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
に
、
鎌
倉
へ
の
下
向
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
忍
性
の
活
動

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
鎌
倉
幕
府
の
中
に
は
忍
性
へ
の
帰
依
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
小
島
氏
は
挙
げ
て
い
る（

39
）。
事
実
、
叡
尊
の
鎌
倉
下

向
は
北
条
実
時
と
執
権
で
あ
る
北
条
時
頼
の
招
請
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
関
東
に
お
け
る
真
言
律
宗
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

近
年
、
瀬
谷
貴
之
氏
も
幕
府
や
朝
廷
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
つ
な
が
り
の
中
心
こ
そ
聖
徳

太
子
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

40
）。
こ
の
こ
と
は
、
関
東
で
の
戒
律
受
容
に
関
連
す
る
要
素
と
し
て
「
聖
徳
太

子
信
仰
」
が
必
然
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
親
鸞
に
お
い
て
、
戒
律
運
動
へ
の
対
応
と
い
う
点
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に
お
い
て
も
「
聖
徳
太
子
信
仰
」
を
媒
介
し
て
反
駁
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
れ
で
は
真
言
律
宗
の
聖
徳
太
子
信
仰
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
叡
尊
の
聖
徳
太
子

観
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
叡
尊
は
『
聖
徳
太
子
講
式
』
を
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
に
制
作
し
、
特
徴
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
る（

41
）。

文
殊
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
達
磨
が
、
聖
徳
太
子
の
前
生
と
考
え
ら
れ
て
い
る
慧
思
に
対
し
て
日
本
行
き
を
勧
め
る
場
面
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

文
殊
の
勧
励
、
太
子
の
誓
願
、
す
で
に
以
て
か
く
の
如
し
。
我
等
随
順
修
行
す
べ
し
。
た
だ
願
く
は
貴
賤
上
下
、
老
若
男
女
、
も

し
太
子
の
恩
徳
を
報
謝
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
た
と
い
亦
己
自
ら
の
身
命
を
失
ふ
と
も
、
殺
心
を
衆
生
に
加
へ
ざ
ら
ん
。
よ
ろ
し
く
妻

子
眷
属
を
勧
化
し
て
殺
生
を
遠
近
に
禁
断
せ
し
む
べ
し
。
こ
れ
則
ち
宝
山
に
金
を
得
る
な
り
、
こ
れ
則
ち
崑
崙
に
玉
を
拾
ふ
な

り
。
現
生
に
は
忝
く
知
恩
報
恩
の
摂
を
得
、
当
来
に
は
必
ず
菩
提
涅
槃
の
位
に
進
ま
ん
。
豈
悦
ば
ざ
る
べ
き
や
、
寧
ろ
勉
め
ざ
る

べ
き
や
。
こ
の
故
に
誓
願
を
起
こ
し
て
、
今
身
よ
り
始
ま
り
て
、
未
来
際
を
尽
く
し
、
三
宝
に
値
遇
し
、
大
悲
に
随
順
し
て
仏
法

を
興
隆
し
、
禁
戒
を
受
持
し
て
、
殺
生
を
禁
断
し
、
孤
独
を
給
施
せ
ん
。 

こ
こ
で
は
、
文
殊
が
太
子
に
対
し
て
殺
生
禁
断
を
勧
め
て
、
太
子
と
戒
律
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る（

42
）。
そ
も
そ
も
戒
律
は
そ
の
基

本
的
性
格
と
し
て
廃
悪
修
善
の
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ（

43
）、「
殺
生
禁
断
」
は
廃
悪
修
善
に
あ
た
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
太
子
は
日

本
で
仏
法
の
興
隆
を
図
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
道
は
「
禁
戒
を
受
持
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
戒
律
の
強
調
で
あ
っ
た
と
叡
尊
が
捉

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
追
塩
千
尋
氏
が
「
あ
る
意
味
で
は
仏
教
史
の
常
識
を
無
視
す
る
形
で
戒
律
と
の
関
係
を
つ
け
、
な
ら
び
に

先
程
の
文
殊
と
の
関
係
を
つ
け
た
叡
尊
の
太
子
観
は
当
時
に
お
い
て
は
か
な
り
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
太
子
に
つ
い
て
戒
律
を
ひ
ろ
め
た
人
物
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
叡
尊
の
見
方
は
か
な
り
特
殊
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
に
著
さ
れ
た
『
七
十
五
首
和
讃
』
を
は
じ
め
と
し
た
親
鸞
に
お
け
る
太
子

和
讃
の
制
作
や
『
正
像
末
和
讃
』
の
執
筆
時
期
に
、
関
東
に
お
け
る
門
弟
の
中
で
太
子
思
想
を
内
包
す
る
戒
律
問
題
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
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が
起
こ
っ
て
い
た
り
、
叡
尊
に
お
け
る
異
例
の
太
子
観
が
主
張
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
親
鸞
が
戒
律
の
問
題
に
対
応
す
る
に
際
し
て
、

「
聖
徳
太
子
」
は
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
親
鸞
に
お
い
て
も
、
太
子
信
仰
は
単

な
る
社
会
通
念
と
し
て
存
在
し
て
い
る
信
仰
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
六
角
堂
参
籠
に
お
い
て
太
子
の
示
現
を
得
る
な
ど
、

自
身
の
中
で
も
重
要
な
信
仰
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
自
身
、
聖
徳
太
子
は
弥
陀
の
化
身
で
あ

り
、
本
願
の
教
え
を
伝
え
ら
れ
た
方
と
し
て
尊
崇
し
た
こ
と
は
、 

こ
の
像
つ
ね
に
帰
命
せ
よ
　
聖
徳
太
子
の
御
身
な
り
 

　
こ
の
像
こ
と
に
恭
敬
せ
よ
　
弥
陀
如
来
の
化
身
な
り（

44
） 

の
『
七
十
五
首
和
讃
』
の
一
節
や
、 

上
宮
皇
子
方
便
し
　
和
国
の
有
情
を
あ
は
れ
み
て
 

　
如
来
の
悲
願
を
弘
宣
せ
り
　
慶
喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し（

45
） 

な
ど
の
太
子
和
讃
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
晩
年
の
親
鸞
の
太
子
観
を
通
し
て
、
叡
尊
の
太
子
観
を
考
え
て
み
る
と
、
親

鸞
の
太
子
観
と
は
方
向
性
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
叡
尊
が
戒
律
を
広
め
た
人
物
と
し
て
太
子
を
崇
め
て
い
る

の
に
対
し
、
親
鸞
は
、
太
子
を
弥
陀
の
化
身
と
し
て
本
願
の
教
え
を
広
め
た
人
物
と
し
て
尊
崇
し
て
い
る
。
親
鸞
が
叡
尊
の
『
聖
徳
太

子
講
式
』
を
確
認
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
な
ど
は
な
く
、
ま
た
『
上
宮
太
子
御
記
』
へ
の
引
用
や
太
子
和
讃
の
典
拠
と
し
た
痕
跡

も
な
い
た
め
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
真
言
律
宗
へ
の
対
応
と
し
て
聖
徳
太
子
に
関
す
る
和
讃
な
ど
を
多
く
制
作
し
た
可
能
性
は
十
分

に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
晩
年
の
太
子
に
関
す
る
和
讃
や
著
述
に
つ
い
て
、
も
ち
ろ
ん
若
い
頃
か
ら
の
聖
徳

太
子
信
仰
が
自
身
の
中
で
深
化
・
凝
縮
し
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
関
東
に
お
い
て
聖
徳

太
子
信
仰
を
媒
介
と
す
る
戒
律
思
想
が
真
言
律
宗
に
よ
っ
て
在
地
支
配
者
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
関
東

で
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
親
鸞
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
太
子
信
仰
が
『
上
宮
太
子
御
記
』
や
太
子
和
讃
と
し
て
創
出
す
る
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契
機
と
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
よ
う
に
思
う
。 

小
　
　
結
 

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
晩
年
の
和
讃
等
で
「
正
像
二
千
年
説
」
を
主
張
す
る
際
、
聖
徳
太
子
を
思
想
的
要
素
と

し
て
組
み
入
れ
た
必
然
性
も
見
え
て
く
る
。
関
東
で
教
線
を
拡
大
し
て
い
た
真
言
律
宗
の
祖
で
あ
る
叡
尊
の
末
法
観
に
つ
い
て
は
そ
の

著
作
に
は
具
体
的
に
現
れ
ず
、
そ
の
中
身
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
様
々
な
研
究
に
お
い
て
、
叡
尊
は
末
法
で
あ
る
か
ら
持
戒
に

意
味
が
な
い
と
は
思
わ
ず
、
む
し
ろ
逆
に
末
法
の
今
こ
そ
戒
律
の
重
要
性
を
主
張
し
、
持
戒
を
弘
め
る
時
だ
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る（

46
）。
そ
の
末
法
の
中
、
叡
尊
だ
け
で
な
く
律
僧
に
お
い
て
は
、「
釈
尊
」
と
「
釈
尊
の
正
法
の
時
期
」
を
理
想
体
と
捉

え
る
傾
向
に
あ
り（

47
）、
叡
尊
に
お
い
て
も
持
戒
を
強
調
し
た
人
と
み
た
「
聖
徳
太
子
」
を
理
想
体
と
み
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し

て
、
親
鸞
は
、「
聖
徳
太
子
」
を
弥
陀
の
化
身
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
実
的
な
面
で
み
た
場
合
、
末
法
の
時
代
よ
り

行
じ
や
す
い
時
代
で
あ
る
像
法
の
時
代
で
さ
え
、
あ
く
ま
で
「
理
想
体
」
と
は
ほ
ど
遠
く
、
像
法
の
中
で
も
破
戒
を
す
る
存
在
と
し
て

想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る（

48
）。「
像
法
」
の
時
代
の
聖
徳
太
子
で
さ
え
破
戒
を
す
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
そ
う
と
し
た
意
図

が
、
晩
年
の
末
法
思
想
、
い
わ
ゆ
る
正
像
二
千
年
説
に
思
想
的
要
素
と
し
て
聖
徳
太
子
を
採
用
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。 

繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
正
像
二
千
年
説
に
み
ら
れ
る
思
想
的
要
素
と
は
、
念
仏
の
教
え
は
三
時
を
超
え
て
広
ま

る
こ
と
を
表
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
り
わ
け
念
仏
の
教
え
が
末
法
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
像
法
の
時
代
に
も
説
か
れ
、

広
め
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
象
徴
と
し
て
聖
徳
太
子
を
像
法
の
人
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
持
戒
を
強
調
す
る
聖
徳

太
子
観
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
像
法
の
時
代
で
も
破
戒
を
し
て
し
ま
う
聖
徳
太
子
観
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
破
戒
の
も
の
に
こ
そ
念
仏
の
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教
え
が
三
世
を
超
え
て
伝
わ
り
、
ま
た
救
済
す
る
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
を
親
鸞
は
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
先
述
し
た
『
七
十
五
首
和
讃
』
第
五
十
首
「
像
法
五
百
余
歳
に
ぞ
　
聖
徳
太
子
の
御
よ
に
し
て
　
仏
法
繁
昌
せ
し
め
つ
つ
　

い
ま
は
念
仏
さ
か
り
な
り
」
と
の
和
讃
で
、「
い
ま
は
念
仏
さ
か
り
な
り
」
と
親
鸞
が
示
し
た
こ
と
も
、
た
だ
「
念
仏
を
広
め
た
」
聖

徳
太
子
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、「
持
戒
を
強
調
す
る
」
聖
徳
太
子
観
へ
の
反
駁
と
い
う
意
識
も
含
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

小
論
で
は
、
関
東
に
お
け
る
真
言
律
宗
の
活
動
や
叡
尊
の
太
子
観
を
通
し
て
、
親
鸞
の
正
像
二
千
年
説
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、

聖
徳
太
子
を
思
想
内
在
的
な
根
拠
と
し
て
捉
え
た
必
然
性
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
親
鸞
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
真

言
律
宗
だ
け
で
な
く
、
法
然
門
下
諸
師
の
末
法
思
想
と
の
関
連
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 
【
註
】 

（
1
）
柏
原
祐
泉
『
正
像
末
和
讃
―
親
鸞
聖
人
の
末
法
観
私
考
―
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
八
二
年
）
八
一
頁
〜
八
二
頁
 

（
2
）
井
上
善
幸
「
太
子
信
仰
か
ら
見
た
親
鸞
の
末
法
観
」（『
印
度
學
仏
教
學
研
究
』
五
二
│
一
、
二
〇
〇
三
年
）
五
四
頁
 

（
3
）『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
以
下
、『
聖
典
全
書
』）
二
、
二
一
三
頁
 

（
4
）
釈
尊
の
入
滅
年
代
に
つ
い
て
は
、
楠
山
春
樹
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
釈
迦
生
滅
の
年
代
」（
平
川
彰
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
仏
教
思
想
の
諸
問
題
』、
春

秋
社
、
一
九
八
五
年
）
に
詳
し
い
。
な
お
親
鸞
の
「
化
身
土
巻
」
所
引
の
『
末
法
灯
明
記
』
も
「
穆
王
満
五
十
一
年
」
と
な
っ
て
い
る
。 

（
5
）
た
だ
し
、
入
末
法
の
年
数
に
つ
い
て
は
、『
六
要
鈔
』
に
「
八
の
字
、
書
生
の
誤
歟
」（『
聖
典
全
書
』
四
、
一
二
九
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
六
百
八

十
三
年
」
は
誤
記
で
あ
り
、
正
し
く
は
「
六
百
七
十
三
年
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
釈
尊
入
滅
が
「
前
九
四
九
年
」
と
し
た
場
合
、
そ
れ
に
「
一

五
〇
〇
年
」
を
足
し
た
西
暦
「
五
五
一
年
」
ま
で
が
像
法
の
時
代
で
あ
る
。
そ
の
「
五
五
一
年
」
に
、
誤
記
と
さ
れ
る
「
六
八
三
年
」
を
足
し
た
場
合
、

「
一
二
三
四
年
」
と
な
り
、
親
鸞
が
入
末
法
年
時
の
基
点
と
し
て
使
用
し
た
「
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
年
）」
と
合
わ
な
い
。
そ
の
た
め
、「
六
百
八
十

三
」
は
、
十
年
早
い
「
六
百
七
十
三
」
の
誤
記
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 
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（
6
）『
聖
典
全
書
』
二
、
二
一
二
頁
 

（
7
）
法
然
に
お
い
て
は
、
主
著
『
選
択
集
』
で
は
正
法
像
法
の
年
限
を
記
し
た
箇
所
は
な
い
。
し
か
し
、『
西
方
指
南
抄
』「
法
然
上
人
御
説
法
事
」（『
聖
典

全
書
』
三
、
九
一
六
頁
）
で
「
正
法
一
千
年
の
あ
ひ
だ
、
教
行
証
の
三
と
も
に
具
足
せ
り
、（
中
略
）
像
法
一
千
年
の
あ
ひ
だ
は
、
教
行
は
あ
れ
ど
も
証

な
し
」
と
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
像
二
千
年
説
を
採
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
西
方
指
南
抄
』「
法
語
（
念
仏
大
意
）」（『
聖
典
全
書
』

三
、
一
〇
二
九
頁
）
で
は
「
仏
の
滅
後
第
四
の
五
百
年
に
だ
に
、
智
慧
を
み
が
き
て
煩
悩
を
断
ず
る
事
か
た
く
、
こ
ゝ
ろ
を
す
ま
し
て
禅
定
を
え
む
事

か
た
き
ゆ
へ
に
、
人
お
ほ
く
念
仏
門
に
い
り
け
り
。
す
な
わ
ち
道
綽
・
善
導
等
の
浄
土
宗
の
聖
人
、
こ
の
時
の
人
な
り
。（
中
略
）
い
ま
の
よ
は
末
法
万

年
の
は
じ
め
な
り
」
と
あ
り
、
道
綽
・
善
導
を
像
法
の
人
と
し
、
法
然
自
身
を
末
法
の
は
じ
め
の
と
き
の
世
と
し
て
い
る
。 

（
8
）
名
畑
崇
「
念
仏
停
止
と
『
教
行
信
証
』
の
成
立
」（『
誰
も
書
か
な
か
っ
た
親
鸞
―
伝
絵
の
真
実
』、
法
藏
館
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
一
〜
一
三
三
頁
に
詳

し
い
。 

（
9
）
延
暦
寺
大
衆
解
を
含
め
、
嘉
禄
の
法
難
に
関
連
す
る
史
料
は
『
一
向
専
修
停
止
事
』（
停
止
一
向
専
修
記
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
10
）
元
仁
元
年
に
関
す
る
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
藤
原
智
「『
教
行
信
証
』
撰
述
の
意
図
を
め
ぐ
る
研
究
の
展
開
―
元
仁
元
年
の
意
義
を
中
心
に
―
」（『
近
現

代
『
教
行
信
証
』
研
究
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
紀
要
』
一
、
二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
批
判
的
な
見
解
や
肯
定
的
な
立
場
を
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。 

（
11
）
名
畑
崇
「
前
掲
論
文
」
一
六
二
頁
 

（
12
）『
聖
典
全
書
』
六
、
七
八
五
頁
。
梯
實
圓
「「
化
身
土
文
類
」
解
説
」（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
『『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
解
説
論
集
』、
二
〇

一
二
年
）
五
五
四
〜
五
五
五
頁
参
照
。 

（
13
）
注
（
4
）
楠
山
春
樹
（
一
九
八
五
年
）
に
詳
し
い
。
費
長
房
の
説
は
、
魯
春
秋
に
よ
る
周
荘
王
他
十
年
甲
午
の
生
年
に
よ
っ
て
、
匡
王
四
年
（
前
六
〇

九
年
）
入
滅
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
上
説
は
周
昭
王
瑕
二
十
四
年
甲
寅
（
前
一
〇
二
九
年
）
の
生
年
、
穆
王
五
十
三
年
壬
申
（
前
九
四
九
年
）
入
滅

と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

（
14
）『
聖
典
全
書
』
二
、
二
一
三
頁
 

（
15
）
井
上
善
幸
「
親
鸞
の
戒
理
解
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
教
学
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年
）
一
七
頁
参
照
 

（
16
）
中
山
彰
信
「
親
鸞
に
お
け
る
戒
律
と
倫
理
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
七
四
、
二
〇
〇
八
年
）
二
五
四
〜
二
五
七
頁
参
照
 

（
17
）『
聖
典
全
書
』
二
、
二
一
七
頁
 

（
18
）『
聖
典
全
書
』
二
、
二
一
八
頁
 

（
19
）
青
柳
英
司
「
鎌
倉
期
仏
教
文
献
と
し
て
の
『
教
行
信
証
』」（『
近
現
代
『
教
行
信
証
』
研
究
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
紀
要
』
三
、
二
〇
二
〇
年
）
一
一
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四
頁
参
照
 

（
20
）『
新
脩
大
正
大
蔵
経
』
四
五
、
三
四
四
頁
中
 

（
21
）『
聖
典
全
書
』
二
、
二
一
五
頁
 

（
22
）『
聖
典
全
書
』
二
、
二
一
六
頁
 

（
23
）
村
上
弘
徳
「
宗
祖
に
お
け
る
末
法
思
想
」（『
宗
學
院
論
集
』
七
七
、
二
〇
〇
五
年
）
一
三
五
頁
 

（
24
）
宮
崎
円
遵
「
親
鸞
の
立
場
と
教
行
信
証
の
撰
述
」（『
教
行
信
証
撰
述
の
研
究
』
所
収
、
百
華
苑
、
一
九
五
四
年
）
二
一
頁
参
照
。「
化
身
土
巻
」
の
引
文

に
つ
い
て
「『
末
法
灯
明
記
』
の
所
説
に
相
応
じ
て
、
持
戒
ば
か
り
を
強
要
す
る
律
令
仏
教
を
批
判
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。 

（
25
）
宮
崎
円
遵
「
親
鸞
の
時
代
批
判
と
真
宗
の
成
立
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
一
七
、
一
九
五
二
年
）
七
五
頁
 

（
26
）
名
畑
崇
「
前
掲
論
文
」
一
五
六
頁
参
照
 

（
27
）
末
法
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
使
っ
て
戒
律
を
促
す
も
の
を
抑
え
込
む
一
つ
の
手
段
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
推
察
す
る
。 

（
28
）『
聖
典
全
書
』
二
、
五
四
四
〜
五
四
五
頁
 

（
29
）『
聖
典
全
書
』
二
、
一
〇
〇
六
頁
 

（
30
）『
聖
典
全
書
』
二
、
四
六
九
頁
 

（
31
）
吉
田
一
彦
「『
日
本
書
紀
』
仏
教
伝
来
記
事
と
末
法
思
想
（
そ
の
三
）」（『
人
間
文
化
研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。 

（
32
）
佐
藤
弘
夫
「
日
本
に
お
け
る
末
法
思
想
の
展
開
と
そ
の
歴
史
的
位
置
」（『
再
生
す
る
終
末
思
想
』、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
 

（
33
）
こ
の
こ
と
は
親
鸞
の
他
の
著
作
の
上
か
ら
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
り
、
念
仏
者
を
批
判
す
る
も
の
に
対
し
て
何
か
し
ら
対
応
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
末

法
思
想
が
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
の
御
消
息
の
中
、
造
悪
無
礙
に
関
す
る
消
息
が
あ
る
。
造
悪
無
礙
が
示
さ
れ
る
消
息

に
は
特
に
念
仏
者
の
勝
手
気
ま
ま
な
行
動
が
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
親
鸞
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
第
九
通

（『
聖
典
全
書
』
二
、
八
三
四
〜
八
三
六
頁
）
で
は
、
そ
の
際
に
親
鸞
は
善
導
の
「
五
濁
増
時
多
疑
謗
　
道
俗
相
嫌
不
用
聞
　
見
有
修
行
起
瞋
毒
　
方
便

破
壊
競
生
怨
」
の
文
言
を
示
し
て
い
る
。「
五
濁
」
は
親
鸞
に
と
っ
て
「
末
法
五
濁
」
な
ど
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
末
法
と
同
様
に
時
代
的
に
廃
れ
た
意

と
し
て
見
ら
れ
て
お
り
、
善
導
の
文
に
よ
っ
て
五
濁
（
末
法
）
の
時
代
に
は
仏
法
を
聞
こ
う
と
す
る
者
が
い
な
い
た
め
、
競
っ
て
怨
み
を
出
す
と
い
う

こ
と
が
あ
る
こ
と
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
念
仏
者
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
真
実
を
見
聞
・
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
無
眼
人
」「
無
耳

人
」
と
示
す
。
つ
ま
り
、
真
実
が
わ
か
ら
ず
に
念
仏
者
を
批
判
す
も
の
へ
の
対
処
と
し
て
、
五
濁
と
い
う
時
代
性
の
点
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。 

親鸞における「末法思想と太子信仰」関係考
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（
34
）
宮
崎
円
遵
「『
正
像
末
和
讃
』
の
成
立
過
程
」（『
真
宗
研
究
』
一
、
一
九
五
五
年
） 

（
35
）
林
智
康
「
親
鸞
書
簡
と
異
義
」（『
印
度
學
仏
教
學
研
究
』
四
〇
│
二
）
一
八
一
頁
参
照
。
造
悪
無
碍
の
異
義
に
関
す
る
書
簡
は
、
他
に
『
末
灯
砂
』
第

十
六
通
・
第
十
九
通
、『
御
消
息
集
』
第
五
通
が
あ
る
。
こ
の
『
末
灯
砂
』
の
二
通
に
は
、
善
証
房
（
善
乗
房
）
が
造
悪
無
碍
の
異
義
者
と
し
て
出
し
て

あ
る
。
ま
た
『
末
灯
砂
』
第
二
十
通
に
は
建
長
四
年
（
親
鸞
八
十
歳
）
と
年
代
が
あ
る
が
宛
名
が
な
く
、『
御
消
息
集
』
第
四
通
に
は
年
代
が
な
く
(建

長
六
、
七
年
、
親
鷺
八
十
二
、
三
歳
？
）「
念
仏
の
人
々
御
中
へ
」
と
宛
名
が
あ
る
。
従
っ
て
建
長
四
年
頃
か
ら
東
国
の
念
仏
者
の
中
に
も
こ
の
造
悪
無

碍
の
異
義
が
か
な
り
生
じ
て
い
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。 

（
36
）
柏
原
祐
泉
『
前
掲
書
』
四
八
頁
 

（
37
）
小
島
恵
昭
「
建
長
四
年
の
造
悪
無
碍
の
社
会
的
背
景
」（『
真
宗
教
学
研
究
』
八
、
一
九
八
四
年
）
で
は
、
建
長
四
年
に
は
じ
ま
る
造
悪
無
礙
に
直
接
関

係
す
る
親
鸞
消
息
は
、『
末
灯
鈔
』
第
十
六
・
十
九
・
二
十
通
と
、『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』（
略
本
）
第
四
・
五
・
六
・
七
通
、
真
蹟
書
簡
建
長
七
年
十

月
三
日
付
の
合
計
八
通
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

（
38
）
小
島
恵
昭
「
前
掲
論
文
」
七
七
頁
 

（
39
）
小
島
恵
昭
「
前
掲
論
文
」
七
八
頁
 

（
40
）
瀬
谷
貴
之
「
聖
徳
太
子
信
仰
―
鎌
倉
仏
教
の
基
層
と
尾
道
浄
土
寺
の
名
宝
」
五
〜
七
頁
 

（
41
）『
聖
徳
太
子
全
集
』
一
（
龍
吟
社
、
一
九
四
四
年
）
七
五
頁
 

（
42
）
追
塩
千
尋
『
中
世
の
南
都
仏
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
参
照
 

（
43
）
森
剛
史
「
親
鸞
の
無
戒
思
想
」（『
真
宗
研
究
』
五
〇
）
五
三
頁
参
照
。
氏
の
論
考
に
は
従
来
の
仏
教
が
戒
に
お
い
て
廃
悪
修
善
を
重
視
し
て
い
る
旨
が

示
さ
れ
て
い
る
。 

（
44
）『
聖
典
全
書
』
二
、
五
四
三
頁
 

（
45
）『
聖
典
全
書
』
二
、
五
一
五
頁
 

（
46
）
青
木
忠
洋
「
中
世
律
宗
の
時
機
観
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
九
、
一
九
八
三
年
）
三
三
四
頁
、
松
尾
剛
次
『
救
済
の
思
想
　
叡
尊
教
団
と
鎌
倉
新

仏
教
』（
角
川
選
書
、
一
九
九
六
年
）
一
四
三
頁
に
詳
し
い
。
ま
た
、
注
（
31
）
佐
藤
弘
夫
（
二
〇
〇
〇
）
一
〇
〜
一
一
頁
で
は
鎌
倉
時
代
の
末
法
思
想

を
整
理
し
て
、
異
な
る
二
つ
の
解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
念
仏
者
へ
の
反
論
を
示
す
『
延
暦
寺
大
衆
解
』
の
「
た
と
ひ
末
法

に
入
る
と
い
へ
ど
も
、
尚
是
れ
証
法
時
な
り
、
も
し
修
行
を
立
つ
れ
ば
、
な
ん
ぞ
勝
利
を
得
ざ
ら
ん
」
の
議
論
を
も
と
に
、
末
法
に
お
け
る
法
滅
尽
を

否
定
し
、
た
と
え
末
法
が
証
果
を
現
わ
す
こ
と
が
困
難
な
時
期
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
側
の
主
体
的
な
努
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
可
能
に
し
う
る

と
い
う
立
場
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
末
法
だ
か
ら
こ
そ
持
戒
を
主
張
す
る
叡
尊
の
立
場
を
肯
定
す
る
論
考
と
考
え
ら
れ
る
。 
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（
47
）
青
木
忠
洋
「
前
掲
論
文
」
三
三
四
頁
 

（
48
）
像
法
時
の
破
戒
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、『
末
法
灯
明
記
』
が
像
法
を
前
後
半
五
百
年
ず
つ
に
わ
け
、
後
半
の
五
百
年
で
は
、
破
戒
の
も
の
も
多
く
な

る
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
も
一
層
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
正
像
二
千
年
説
で
は
聖
徳
太
子
の
時
代
は
像
法
後
半
で
あ
り
、
親
鸞
に
お
い
て
戒

律
の
問
題
を
意
識
し
た
と
き
に
ど
こ
ま
で
も
『
末
法
灯
明
記
』
の
記
述
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
親
鸞
が

法
然
の
法
語
集
と
し
て
、
晩
年
の
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
編
集
し
た
と
い
わ
れ
る
『
西
方
指
南
抄
』（『
聖
典
全
書
』
三
、
八
七

六
〜
八
七
七
頁
）
に
、『
末
法
灯
明
記
』
の
記
述
を
う
け
て
像
法
・
末
法
と
い
う
時
代
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。

親鸞における「末法思想と太子信仰」関係考
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曇
鸞
の
臨
終
へ
の
視
座
 

　――
八
番
問
答
「
第
八
問
答
」
末
尾
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
――
 

遠
　
山
　
信
　
証
 

は
じ
め
に
 

曇
鸞
（
四
七
六
―
五
四
二
）
の
研
究
史
上
に
お
け
る
未
解
決
事
項
の
一
つ
と
し
て
、『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』（
以
下
、

『
往
生
論
註
』
と
称
す
）
所
説
の
修
道
論
に
関
す
る
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

こ
の
問
題
の
発
端
は
、
曇
鸞
が
世
親
（
四
〇
〇
―
四
八
〇
頃
）
造
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』（
以
下
、『
浄
土
論
』
と
称
す
）

の
註
釈
過
程
に
お
い
て
、『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
な
ど
の
経
説
を
受
容
し
た
点
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
浄
土
論
』

の
註
釈
書
で
あ
る
『
往
生
論
註
』
に
は
、『
浄
土
論
』
所
説
の
五
念
門
と
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
十
念
が
示
さ
れ
、
さ

ら
に
は
、『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
上
品
生
や
下
品
下
生
と
い
っ
た
九
品
の
受
容
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
で
は
願
生
者

と
往
生
行
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
多
様
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
き
た
主
な

見
解
を
整
理
す
れ
ば
、（
一
）「
上
品
生
は
五
念
門
を
修
し
、
下
品
下
生
は
称
名
（
十
念
）
中
心
の
五
念
門
を
修
す
る
」
と
み
る
説
、

（
二
）「
上
品
生
は
五
念
門
を
修
し
、
下
品
下
生
は
十
念
を
修
す
る
」
と
み
る
説
、（
三
）「
上
品
生
と
下
品
下
生
は
と
も
に
五
念
門
（
十

念
）
を
修
す
る
」
と
み
る
説
、
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 



さ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
に
筆
者
は
、
各
説
の
概
要
と
そ
の
論
点
を
整
理
し
た
上
で
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
き
た（

1
）。 

 
①
曇
鸞
の
意
図
し
た
上
品
生
と
下
品
下
生
の
此
土
に
お
け
る
修
道
論
の
内
実
は
、〈
臨
終
以
前
〉
の
願
生
者
で
あ
る
上
品
生
は
五
念
門

を
修
す
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
し
、〈
臨
終
時
〉
の
願
生
者
で
あ
る
下
品
下
生
は
称
名
・
憶
念
を
修
し
て
十
念（

2
）を
成
就
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
往
生
し
て
い
く
と
い
う
修
道
体
系
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
 

②
曇
鸞
の
意
図
し
た
修
道
論
の
全
体
像
は
、
上
品
生
と
下
品
下
生
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
上
品
生
と
も
下
品

下
生
と
も
異
な
る
、
曇
鸞
お
よ
び
曇
鸞
教
団
の
存
在
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
 

③
曇
鸞
は
、〈
臨
終
以
前
〉
の
五
念
門
、
な
い
し
は
〈
臨
終
時
〉
の
十
念
成
就
に
も
と
づ
く
往
生
を
、
周
囲
の
人
々
と
と
も
に
歩
む
べ

き
仏
道
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
 

 以
上
の
三
点
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
曇
鸞
が
上
品
生
や
下
品
下
生
、
あ
る
い
は
五
念
門
や
十
念
を
示
す
背
景
に
は
、〈
臨
終

以
前
〉
と
〈
臨
終
時
〉
と
い
う
時
間
軸
の
差
異
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
曇
鸞
は
、
自
ら
の
存
在
を
上
品
生
と
も

下
品
下
生
と
も
、
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、〈
臨
終
以
前
〉
の
願
生
者
で
あ
る
上
品
生
の
仏
道
と
、〈
臨
終
時
〉

の
願
生
者
で
あ
る
下
品
下
生
の
仏
道
と
を
、
自
ら
が
歩
む
べ
き
仏
道
の
指
針
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
今
後

の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
構
成
す
る
個
々
の
項
目
を
細
か
に
分
析
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
曇
鸞
の
意
図
し
た
修
道
論
の
内
実
を
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

記
述
の
一
つ
で
あ
る
、
八
番
問
答
「
第
八
問
答
」
の
説
示
を
検
討
対
象
と
し
、
曇
鸞
の
臨
終
に
対
す
る
意
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
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こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

一
、
八
番
問
答
「
第
八
問
答
」
の
概
要
と
問
題
 

（
一
）「
第
八
問
答
」
の
概
要
と
末
尾
の
記
述
 

『
往
生
論
註
』
の
十
念
に
関
す
る
説
示
は
、
⑴
巻
上
、
廻
向
門
、
八
番
問
答
の
第
一
・
第
六
・
第
七
・
第
八
問
答
、
⑵
巻
下
、
観
察

体
相
の
入
第
一
義
諦
釈
末
尾
の
「
浄
摩
尼
珠
」「
氷
上
燃
火
」
の
一
段
、
⑶
巻
下
、
利
行
満
足
の
三
願
的
証
の
三
箇
所
に
示
さ
れ
て
お

り
、
⑴
の
な
か
、
八
番
問
答
の
最
後
尾
に
位
置
す
る
「
第
八
問
答
」
の
末
尾
に
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と

を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、「
第
八
問
答
」
の
概
要
を
確
認
し
た
上
で
、
末
尾
の
記
述
（
傍
線

部
）
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。 

 
問
曰
、
心
若
他
縁
、
摂
レ

之
令
レ

還
、
可
レ

知
二

念
之
多
少
一

。
但
知
二

多
少
一

、
復
非
二

無
間
一

。
若
凝
レ

心
注
レ

想
、
復
依
レ

何
可
レ

得
　
　

レ

記
二

念
之
多
少
一

。 

答
曰
、『
経
』
言
二

「
十
念
」
一

者
、
明
二

業
事
成
弁
一

耳
。
不
二

必
須
一
レ

知
二

頭
数
一

也
。
如
レ

言
二

蟪
蛄
不
一
レ

識
二

春
秋
一

。
伊
蟲
豈
知
二

朱
陽
之
節
一

乎
。
知
者
言
レ

之
耳
。
十
念
業
成
者
、
是
亦
通
レ

神
者
言
レ

之
耳
。
但
積
レ

念
相
続
、
不
レ

縁
二

他
事
一

便
罷
。
復
何
暇（

3
）須
　

レ

知
二

念
之
頭
数
一

也
。
若
必
須
レ　
知
、
亦
有
二　
方
便
一　
。
必
須
二　
口
授
一　
。
不
レ　
得
レ　
題
二　
之
筆
点
一　
。 

（『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
―
四
八
六
頁
。
改
行
・
傍
線
筆
者
、
以
下
同
様
） 

 こ
の
第
八
問
答
で
は
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
る
方
法
に
つ
い
て
の
問
答
が
な
さ
れ
、
設
問
に
は
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
た
場
合
に
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は
心
が
無
間
心（

4
）と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
と
、
心
が
無
間
心
と
な
っ
た
の
で
は
「
念
」
の
回
数
が
数
え
ら
れ
な
い
と
い
う

点
と
の
矛
盾
が
問
い
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
答
え
と
し
て
、『
経
』
に
十
念
と
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
業
が

成
就
し
た
こ
と
を
明
か
す
の
み
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
数
を
知
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
蝉
が
春
と
秋
を
知
ら
ず
、
ま
た
夏
で
あ
る

こ
と
さ
え
も
知
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
十
念
業
成
と
あ
る
の
も
同
様
に
、
神
通
者
の
み
が
そ
の
数
を
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
念

を
積
み
、
そ
の
念
を
相
続
し
て
、
他
の
こ
と
を
縁
ず
る
必
要
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
暇
が
あ
っ
て
そ
の
数
を
知
る
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う

か
、
と
の
答
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
以
上
の
概
要
を
踏
ま
え
た
上
で
、
末
尾
の
記
述
（
傍
線
部
）
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
は
、「
若
し
必
ず
須
く
知
る
べ

く
は
、
亦
た
方
便
有
り
。
必
ず
須
く
口
授
す
べ
し
。
之
を
筆
点
に
題
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
、
ど
う
し
て
も
「
念
」
の
回
数
を
数
え

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
な
ら
、
そ
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
「
方
便
」
に
つ
い
て

は
曇
鸞
自
身
が
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
文
字
に
し
て
書
き
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
一
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

こ
こ
で
曇
鸞
は
、〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
の
存
在
を
明
か
し
、

そ
の
「
方
便
」
を
伝
え
る
用
意
が
あ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
末
尾
の
記
述
か
ら
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
以
前
〉
の
五

念
門
に
基
づ
く
往
生
に
加
え
、〈
臨
終
時
〉
の
十
念
成
就
に
基
づ
く
往
生
を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

5
）。 

た
だ
し
、
こ
の
「
方
便
」
に
関
す
る
曇
鸞
の
発
言
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
は
、
研
究
史
上
に
お
い
て
も
そ
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
ら
ず
、
不
明
瞭
な
説
示
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
方
便
」
に
関
す
る
曇
鸞
の
発
言
の
意
図
を
読
み

解
い
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
曇
鸞
の
臨
終
に
対
す
る
意
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

（
二
）
問
題
の
所
在
 

さ
て
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
末
尾
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
は
、
夙
に
、
相
馬
一
意
〔
一
九
九
七
〕「
曇
鸞
の
思
想
と
道
教
」
の
な
か
で
、
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次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 「
念
の
数
を
数
え
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
決
め
つ
け
な
が
ら
、「
ど
う
し
て
も
念
を
数
え
る
方
法
が
知
り
た
い

と
い
う
の
な
ら
、
方
法
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
な
ど
と
何
故
い
う
の
か
。
お
ま
け
に
、
方
法
が
あ
る
の
な
ら
す
ぐ
教
え
れ
ば
よ

い
も
の
を
、「
必
ず
口
授
す
べ
き
で
、
文
字
に
記
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
続
け
る
の
は
何
の
た
め
な
の
か
。
曇
鸞
は
、
一
体
、
何

の
つ
も
り
で
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
知
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
                                     （
四
二
頁
） 

 こ
こ
で
相
馬
氏
が
問
題
と
し
て
い
る
点
は
、
本
問
答
の
回
答
部
に
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
結
論
が
示
さ
れ
て

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
そ
れ
に
続
け
て
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、

（
一
）「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理、
由、
、
そ
し
て
、
そ
の
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
は
文
字
で
は
な
く
、
な
ぜ
、
口
頭
で
伝
え
る
必
要

が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、（
二
）「
方
便
」
を
伝
え
る
方、
法、
、
の
二
点
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
踏
ま
え
、
相
馬
氏
は
、
そ
の
解
決
の
糸
口
と
し
て
道
教
の
影
響
を
想
定
し
、『
抱
朴
子
』
の
な
か
に

口
伝
（
口
訣
）
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
た
上
で
、「
第
八
問
答
」
末
尾
の
記
述
は
「
道
教
的
な
態
度
が
あ
ら
わ

れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
大
事
で
あ
る
か
ら
口
訣
（
口
授
）
す
べ
き
も
の
と
、
道
教
の
発
想
で
語
っ
た
も
の
」
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
て
い
る（

6
）。
し
か
し
、
そ
の
後
の
同
〔
二
〇
一
三
〕『
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
の
講
究
』
で
は
、
香
月
院
深
励
〔
一
九
七
三
〕『
浄
土
論
註

講
義
』（
註
論
講
苑
）
の
解
説
を
紹
介
し
た
後
に
、 

 
曇
鸞
が
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
い
う
の
か
、
筆
者
に
は
ま
る
で
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
上
で
念
の
数
を
数
え
る
必
要

な
ど
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
答
え
は
完
結
し
て
い
る
は
ず
。
こ
ん
な
こ
と
を
付
け
加
え
て
、
い
っ
た
い
何
を
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語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
い
く
つ
も
参
照
し
て
は
み
て
い
る
が
、
納
得
で
き
る
答
え
に
は
い
ま
だ

出
あ
っ
て
い
な
い
。
                                                                                                                               （
二
八
八
頁
） 

 
と
、
先
の
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
と
、「
方
便
」
を
伝
え
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
明
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
曇
鸞

は
、
な
ぜ
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
ま
た
そ
の
「
方
便
」
は
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
考
察
を
急
ぐ
こ
と
な
く
、
先
に
相
馬
氏
が
触
れ
た
深
励
の
解
説
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
と
し
た
い
。
深
励
の
「
第
八
問
答
」
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
こ
れ
は
も
し
誠
に
称
へ
る
数
が
知
り
た
い
と
お
も
は
ゞ
、
心
専
注
に
念
仏
を
申
な
が
ら
数
を
知
る
方
便
が
あ
る
。
こ
れ
は
き
ゝ
た

い
な
ら
ば
口
授
を
以
て
い
ふ
て
き
か
さ
ふ
。
こ
ゝ
へ
筆
に
現
は
し
て
書
き
つ
た
へ
は
せ
ぬ
と
宣
ふ
な
り
。
…
…
今
曇
鸞
大
師
も
数

は
知
ら
い
で
も
よ
い
こ
と
ゝ
云
ふ
思
召
な
り
。
そ
れ
ゆ
へ
こ
ゝ
へ
数
を
し
る
方
便
を
出
し
給
は
ぬ
な
り
。
若
し
こ
ゝ
へ
数
の
知
り

や
う
が
の
べ
て
あ
れ
ば
後
来
の
も
の
が
そ
れ
を
手
本
に
し
て
数
を
要
と
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
給
ふ
と
見
え
る
な
り
。
又
こ
ゝ
の
文
勢

を
み
る
に
、
そ
の
数
を
知
る
方
便
と
云
ふ
が
格
別
筆
点
に
題
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
ゆ
へ
こ
ゝ
に
は
し
る
さ
ぬ
、
是
非
に

き
ゝ
た
く
ば
と
い
て
き
か
さ
ふ
と
宣
ふ
な
り
。
大
切
な
こ
と
じ
や
に
よ
り
て
口
授
で
伝
へ
や
う
と
宣
ふ
の
で
は
決
し
て
な
き
な

り
。
此
義
に
つ
い
て
『
翼
解
』
の
中
に
二
義
三
義
を
あ
げ
た
も
無
益
な
こ
と
な
り
。
こ
れ
は
先
輩
の
『
義
記
』
に
「
後
学
勿
レ

労
二

妄
慮
一

」
と
云
は
れ
た
が
論
註
の
本
意
を
得
た
る
申
し
方
な
り
と
知
る
べ
し
。
                         （
三
六
九
頁
下
―
三
七
〇
頁
下
） 

 深
励
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
後
進
の
者
が
そ
の
「
方

便
」
を
手
本
と
し
て
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
。
ま
た
こ
の
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「
方
便
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
勢
か
ら
し
て
も
、
取
り
立
て
て
書
き
記
す
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
決
し
て

こ
の
「
方
便
」
の
内
容
が
大
切
で
あ
る
か
ら
口
授
で
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
、
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。 

こ
の
深
励
の
解
説
で
は
、
先
の
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
方
便
」
を
伝
え
る
方
法
に

つ
い
て
は
、
①
後
進
の
者
に
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
、
②
取
り
立
て
て
書
き
記

す
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
た
め（

7
）な
ど
、
曇
鸞
が
「
方
便
」
を
文
字
で
は
な
く
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
語
っ
た
点
に
つ
い

て
、
一
応
の
回
答
が
提
示
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
深
励
の
解
説
中
に
「
恐
れ
給
ふ
と
見
え
る
な
り
」、
あ
る

い
は
「
こ
ゝ
の
文
勢
を
み
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
あ
く
ま
で
も
深
励
の
本
文
に
対
す
る
主
観
的
な
解
釈
の
一
つ
に

過
ぎ
ず
、
相
馬
氏
が
問
題
と
し
て
挙
げ
た
二
つ
の
問
題
点
に
対
す
る
明
確
な
回
答
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
深
励
は
解
説
の
末
尾
に
お
い
て
、
本
願
寺
派
・
知
空
（
一
六
三
四
―
一
七
一
八
）
の
『
無
量
寿
経
論
註
翼
解
』（
以
下
、

『
翼
解
』
と
称
す
）
が
紹
介
す
る
諸
説
に
つ
い
て
、「
二
義
三
義
を
あ
げ
た
も
無
益
な
こ
と
」
と
し
、
深
励
と
同
じ
大
谷
派
に
属
す
る
香

厳
院
恵
然
（
一
六
九
三
―
一
七
六
四
）
の
『
浄
土
論
註
顕
深
義
記
』
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
が
、
知
空
が
「
二
義
三
義
を
あ
げ
た
」

と
さ
れ
る
諸
説
に
は
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
知
空
が
『
翼
解
』
の
な
か
で
紹
介
し
て
い
る
諸

説
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

知
空
は
「
第
八
問
答
」
の
解
説
を
行
う
な
か
、
ま
ず
道
綽
（
五
六
二
―
六
四
五
）
の
『
安
楽
集
』、
お
よ
び
永
観
（
一
〇
三
三
―
一

一
一
一
）
の
『
往
生
拾
因
』
の
解
釈
を
紹
介
し
た
上
で
、
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
知
空
の
見
解

を
窺
う
前
に
、
知
空
が
前
提
と
す
る
『
安
楽
集
』
と
『
往
生
拾
因
』
の
解
釈
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

以
下
、
知
空
が
『
翼
解
』
に
お
い
て
紹
介
す
る
両
書
の
解
釈
と
そ
の
要
約
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
①
の
割
註
は
知
空
に
よ

る
付
加
）。 
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①『
安
楽
集
』
云
、「
若
久
行
人
念
、
多
応
レ

依
レ

此
。
若
始
行
人
念
者
、
記
レ

数
亦
好
。
此
亦
依
二

聖
教
一

。
明
二

観
明
二

称
名
数
念
数
一

、
出

一

、
在
二

『
木

二

『
観
仏
経

槵
経
』』
一

。
一

。

又
『

以
レ

声
数観経
』
見

一
レ

之
。二

」「
有
二

方
便
一

」
者
、
②『
往
生
拾
因
』
云
、「
余
、
遇
二

此
註
一

雖
レ

喜
、
不
レ

伝
二

口
授
一

是
恨
。
然
有
人
云
、
向
二

於
西

方
一

、
折
レ

指
念
仏
、
一
心
不
乱
、
自
知
二

頭
数
一

行
レ

之
、
可
知
。
是
途
聴
耳
。
今
云
、
設
復
知
レ

数
、
豈
退
二

専
念
一

。
心
専
注
言
、

非
二

唯
一
境
一

。
如
二

前
已
説
一

矣
。」 

（
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
寛
文
元
年
刊
本
、
巻
五
、
四
〇
丁
左
―
四
一
丁
右
、
丸
数
字
・
鉤
括
弧
筆
者
、
以
下
同
様
） 

 
①『
安
楽
集
』
に
は
「
長
年
に
わ
た
っ
て
修
行
に
励
ん
で
い
る
者
の
念
仏
は
、
そ
の
多
く
が
念
を
積
み
、
思
い
を
凝
ら
し
て
、
心
に
他

の
対
象
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
念
仏
で
あ
ろ
う
が（

8
）、
初
め
て
修
行
に
励
む
者
が
念
仏
す
る
な
ら
ば
、
念
仏
の
回
数
を
数

え
る
の
も
良
い
。
こ
の
こ
と
は
、
聖
教
に
出
拠
が
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
（
観
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
は
『
観
仏
三
昧
海
経（

9
）』

に
、
称
名
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
は
『
木
槵
経
』
に
、
声
を
出
し
て
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
出
拠
が
あ

る
）。 

 
②「
方
便
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、『
往
生
拾
因
』
に
は
「
西
方
に
向
か
っ
て
、
指
を
折
り
な
が
ら
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く

念
仏
す
れ
ば
、
自
ず
と
念
仏
の
回
数
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
道
聴
塗
説
の
見
解
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
仮
に
念
仏
の
回
数
を

数
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
今
度
は
そ
の
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
念
仏
が
、
乱
れ
た
念
仏
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」

と
示
さ
れ
て
い
る
。 

 こ
の
な
か
、
①
は
『
安
楽
集
』
巻
上
、
第
二
大
門
の
広
施
問
答
第
三
の
後
半
部
の
文
で
あ
り
、『
往
生
論
註
』「
第
八
問
答
」
の
説
示

を
下
地
と
し
て
構
成
さ
れ
た
文
章
と
な
っ
て
い
る（

10
）。
こ
の
①
の
文
で
は
、
念
仏
を
修
す
る
主
体
が
、「
久
行
人
」
と
「
始
行
人
」
の
二
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種
に
分
け
ら
れ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
修
行
に
励
ん
で
い
る
「
久
行
人
」
は
、
心
に
他
の
対
象
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
念
仏

を
修
す
る
の
に
対
し
、
初
め
て
修
行
に
励
も
う
と
す
る
「
始
行
人
」
な
ら
ば
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の
も
良
い
と
の
見
解
が
提
示
さ

れ
て
い
る（

11
）。
つ
ま
り
、
こ
の
『
安
楽
集
』
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
道
綽
は
『
往
生
論
註
』「
第
八
問
答
」
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す

る
記
述
を
、「
始
行
人
」
を
想
定
し
た
「
方
便
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

続
く
②
は
、『
往
生
拾
因
』
第
十
、
随
順
本
願
故
所
引
の
「
第
八
問
答
」
の
説
示
に
対
す
る
永
観
の
解
説
で
あ
る
。
永
観
は
、「
余
、

此
の
註
に
遇
う
こ
と
喜
な
り
と
雖
も
、
口
授
を
伝
え
ざ
る
こ
と
是
れ
恨
な
り
」
と
述
べ
た
上
で
、
道
聴
塗
説
の
見
解
に
対
す
る
批
評
を

行
っ
て
い
る
。
永
観
が
問
題
と
す
る
道
聴
塗
説
の
見
解
と
は
、
指
を
折
り
な
が
ら
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
念
仏
す
れ
ば
、
自
ず
と
念

仏
の
回
数
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
永
観
は
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
と
、
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
念

仏
す
る
こ
と
を
両
立
し
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
永
観
は
、
こ
の
矛
盾
に
対
す
る
回
答
を
提
示
し
て

い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
と
、
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
念
仏
す
る
こ
と
と
は
、
区
別
す
べ
き
も
の
と

理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
綽
や
永
観
の
解
釈
を
前
提
と
し
た
上
で
、
知
空
自
身
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
と
同
様
に
、
そ
の
解
釈
と
要
約
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
③
有
解
、
於
二

仏
相
好
一

、
定
二

十
処
一

畢
、
不
レ

縁
二

他
事
一

、
心
心
相
続
、
念
二

彼
十
処
一

、
口
唱
二

仏
名
一

、
雖
レ

不
レ

記
レ

数
、
而
心
無

間
、
自
成
二

十
念
一

。
今
方
便
、
恐
当
二

此
義
一

歟
。
④
又
有
解
、
唱
二

仏
名
一

時
、
甲
乙
連
声
、
其
中
自
然
、
有
二

記
レ

数
義
一

。
若
題
二

筆
点
一

、
末
学
迷
惑
、
恐
致
二

軽
怱
一

故
、
云
下

「
必
レ

須
二

口
授
一

」
上

。
⑤
今
謂
、
記
レ

数
之
相
、
無
二

定
方
法
一

、
在
二

于
教
者
意
楽
、

行
人
機
宜
一

。
説
聴
能
所
、
不
二

必
定
準
一

故
、「
須
二

口
授
一

」。
於
レ

茲
不
レ

急
故
、「
不
レ

題
二

筆
点
一

」
也
。
然
有
二

一
類
一

、
封
二

執
是

語
一

、
貴
二

於
記
数
一

。
忘
二

於
専
注
一

、
膠
レ

柱
逐
レ

響
者
、
最
可
レ

悲
矣
。
宜
哉
、
鸞
師
之
不
レ

題
二

筆
点
一

也
。
一
向
専
念
者
、
驀
直
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目
二

撃
鸞
公
巌
一

、
而
発
二

一
筦
一

。
                                                                                           （
同
、
巻
五
、
四
一
丁
右
） 

 
③
念
仏
の
対
象
を
、
仏
の
十
の
相
好
に
定
め
た
上
で
、
他
の
想
い
を
雑
え
ず
相
続
し
て
仏
名
を
称
え
れ
ば
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
ず
と

も
心
は
無
間
と
な
り
、
自
ず
と
十
念
は
成
就
す
る
と
い
う
解
釈
が
、「
亦
有
二

方
便
一

」
の
意
で
は
な
い
か
、
と
み
る
見
解
。 

 ④「
亦
有
二

方
便
一

」
に
つ
い
て
、
甲
・
乙
の
連
声
を
用
い
て
仏
名
を
称
え
る
と
き
に
、
自
ず
と
念
仏
の
回
数
が
数
え
ら
れ
る
と
い
う
解

釈
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
書
き
記
し
て
伝
え
た
場
合
、
後
進
の
者
は
、
ど
の
よ
う
に
念
仏
を
す
れ
ば
よ
い
か
の
判
断
が
つ

か
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
勝
手
に
考
え
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
た
め
、「
必
須
二

口
授
一

」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
み

る
見
解
。 

 ⑤
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の
に
決
ま
っ
た
方
法
は
な
く
、
そ
れ
は
教
え
を
説
く
者
の
采
配
や
、
修
行
者
に
適
し
た
機
会
に
よ
っ
て
様
々

で
あ
る
。
教
え
を
説
く
側
に
も
教
え
を
聴
く
側
に
も
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の
に
決
ま
っ
た
方
法
は
な
い
た
め
、「
必
須
二

口
授
一

」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
不
レ

得
レ

題
二

之
筆
点
一

」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の

に
決
ま
っ
た
方
法
は
な
い
た
め
、
書
き
記
す
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
み
る
見
解
。（
な
お
、
こ
れ
に
続

け
て
知
空
は
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
曇
鸞
が
こ
こ
に
「
不
レ

得
　
　

レ

題
二

之
筆
点
一

」
と
そ
の
「
方
便
」
を
具
体
的
に
語
ら
な
か
っ
た
の
は
、
道
理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
） 

 こ
の
よ
う
に
知
空
は
、
道
綽
や
永
観
の
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、「
第
八
問
答
」
の
「
方
便
」
に
関
す
る
独
自
の
見
解
を
提
示
し
て

い
る
。
深
励
は
、
こ
の
よ
う
な
知
空
の
営
み
を
「
二
義
三
義
を
あ
げ
た
も
無
益
な
こ
と
」
と
斥
け
て
い
た
が
、
筆
者
は
、
知
空
が
紹
介
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し
た
『
安
楽
集
』
の
記
述
や
、
知
空
が
独
自
の
見
解
と
し
て
提
示
し
た
解
釈
の
な
か
に
こ
そ
、「
第
八
問
答
」
の
末
尾
の
記
述
を
紐
解

く
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
先
学
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
主
に
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
背
景
に
留
意
し

な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

二
、「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
 

（
一
）
出
典
の
整
理
 

以
下
に
お
い
て
は
、「
第
八
問
答
」
の
回
答
部
に
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
な
ぜ
、
そ
れ
に
続
け
て
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、「
方
便
」
が
記
さ
れ

た
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

さ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
回
答
部
の
末
尾
に
「
若
し
必
ず
須
く
知
る
べ
く
は
、
亦
た
方
便
有
り
。
必
ず
須
ら
く
口
授
す
べ
し
。

こ
れ
を
筆
点
に
題
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
記
さ
れ
た
一
文
は
、
設
問
部
の
「
問
う
て
曰
わ
く
、
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還

ら
し
め
、
念
の
多
少
を
知
る
べ
し
。
但
だ
多
少
を
知
る
と
も
、
復
た
無
間
に
は
非
ず
。
若
し
心
を
凝
し
想
を
注
げ
ば
、
復
た
何
に
依
り

て
か
念
の
多
少
を
記
す
る
こ
と
を
得
べ
き
」
と
い
う
問
い
を
う
け
て
示
さ
れ
た
説
示
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
曇
鸞
は
、
直
前
の

「
第
六
問
答
」
と
「
第
七
問
答
」
に
お
い
て
、
十
念
を
成
就
さ
せ
る
ま
で
の
心
境
を
「
無
後
心
」（
も
う
後
が
な
い
無
い
と
思
う
心
）、

あ
る
い
は
「
無
間
心
」「
心
無
他
想
」（
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
の
な
い
心
）
と
示
し
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
に

お
い
て
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
を
問
題
と
し
た
の
だ
ろ
う
か（

12
）。
そ
の
背
景
に
は
、
道
綽
が
「
此
れ
亦
た
聖
教
に
依
る
な
り
」
と
述

べ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
思
想
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
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こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
以
下
に
お
い
て
は
、「
第
八
問
答
」
自
体
の
思
想
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
回
答
部
の
末

尾
に
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

そ
こ
で
ま
ず
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
設
問
の
冒
頭
部
に
「
摂
之
令
還
」（
之
を
摂
し

て
還
ら
し
め
）
と
あ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、「
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
心
が

注
意
を
向
け
る
べ
き
特
定
の
対
象
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
際
に
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
対
象
へ
と
戻
す
こ
と
を
指
示
す
る
表
現
と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
実
は
こ
の
表
現
に
関
す
る
用
例
を
遡
っ
て
い
く
と
、
そ
の
多
く
は
、
主
に
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
が
説
く
、
い
わ
ゆ
る

五
門
禅
の
解
説
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

以
下
、
曇
鸞
が
閲
覧
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
典
籍
の
う
ち
、「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
典
籍
を
示
せ

ば
、
次
の
通
り
で
あ
る（

13
）。（
各
用
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
【
出
典
一
覧
表
】
を
参
照
さ
れ
た
い
） 

 
・「
摂
之
令
還
」
の
用
例
（
全
二
九
例
／
丸
括
弧
内
の
数
字
は
用
例
数
を
示
す
） 

・
鳩
摩
羅
什
『
坐
禅
三
昧
経
』
二
巻
（
No.614）、
計
12
例
      ・
曇
摩
蜜
多
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
一
巻
（
No.619）、
計
3
例
 

①
巻
上
、
第
二
治
瞋
恚
法
門
（
2
）
                                     ⑭
観
仏
三
昧
法
（
1
） 

②
巻
上
、
第
三
治
愚
癡
法
門
（
3
）
                                     ⑮
法
身
観
法
（
1
） 

③
巻
上
、
第
五
治
等
分
法
門
（
1
）
                                     ⑯
十
方
諸
仏
観
法
（
1
） 

④
巻
下
、
菩
薩
不
浄
観
（
3
） 

⑤
巻
下
、
菩
薩
慈
三
昧
（
1
） 

⑥
巻
下
、
菩
薩
因
縁
観
（
1
） 
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⑦
巻
下
、
菩
薩
数
息
観
（
1
） 

・
鳩
摩
羅
什
『
禅
法
要
解
』
二
巻
（
No.616）、
計
5
例
         ・
鳩
摩
羅
什
『
大
智
度
論
』
一
〇
〇
巻
（
No.1509）、
計
2
例
 

⑧
巻
上
、
浄
観
（
4
）
                                                       ⑰
巻
七
、
初
品
、
放
光
釈
論
（
1
） 

⑨
巻
下
、
天
耳
通
（
1
）
                                                    ⑱
巻
二
一
、
初
品
、
八
背
捨
（
1
） 

・
鳩
摩
羅
什
『
思
惟
略
要
法
』
一
巻
（
No.617）、
計
5
例
      ・
訳
者
不
明
『
仏
説
観
経
』
一
巻
（
No.2914）、
計
2
例
 

⑩
観
仏
三
昧
法
（
1
）
                                                       ⑲
法
観
（
1
） 

⑪
法
身
観
法
（
1
）
                                                           ⑳
無
量
寿
仏
観
（
1
） 

⑫
十
方
諸
仏
観
法
（
1
） 

⑬
観
無
量
寿
仏
法
（
2
） 

（
二
）
思
想
背
景
と
し
て
の
禅
経
の
存
在
 

さ
て
、
ま
ず
右
の
表
と
本
稿
末
尾
の
【
出
典
一
覧
表
】
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
全
二
九
例
の
う
ち
、『
大
智
度
論
』
の
二
例
を
除

く
二
七
例
が
、
い
わ
ゆ
る
禅
経
を
出
典
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
用
例
の
多
く
が
、
主
に
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
に
説
か

れ
る
五
門
禅
の
解
説
中
に
定
型
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
こ
で
い
う
五
門
禅
と
は
、（
一
）
不
浄
観
、（
二
）
慈
悲
観
、（
三
）
因
縁
観
、（
四
）
数
息
観
、（
五
）
念
仏
観
か
ら
な
る
、
各
煩

悩
に
対
処
す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
例
え
ば
、
代
表
的
な
禅
経
と
し
て
知
ら
れ
る
『
坐
禅
三
昧
経（

14
）』
に
は
、 

 



若
多
二

婬
欲
一

人
、
不
浄
法
門
治
。
若
多
二

瞋
恚
一

人
、
慈
心
法
門
治
。
若
多
二

愚
癡
一

人
、
思
惟
観
二

因
縁
一

法
門
治
。
若
多
二

思
覚
一

人
、
念
息
法
門
治
。
若
多
二

等
分
一

人
、
念
仏
法
門
治
。
諸
如
レ

是
等
種
種
病
、
種
種
法
門
治
。
       （
大
正
一
五
、
二
七
一
頁
下
） 

 
と
、（
一
）
淫
欲
の
多
い
人
は
不
浄
観
（
不
浄
法
門
）
を
、（
二
）
瞋
恚
の
多
い
人
は
慈
悲
観
（
慈
心
法
門
）
を
、（
三
）
愚
癡
の
多
い

人
は
因
縁
観
（
思
惟
観
因
縁
法
門
）
を
、（
四
）
思
覚（

15
）の
多
い
人
は
数
息
観
（
念
息
法
門
）
を
、（
五
）
等
分（

16
）の
多
い
人
は
念
仏
観
（
念

仏
法
門
）
を
も
っ
て
対
処
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
が
説
く
五

門
禅
の
解
説
中
に
定
型
句
と
し
て
登
場
す
る
理
由
は
、
蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕
に
、 

 
こ
れ
ら
の
思
惟
の
最
中
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
、「
如
是
思
惟
、
不
令
外
念
。
外
念
諸
縁
、
摂
之
令
還
（
こ
の
よ
う
に
思
惟
し

て
他
に
思
わ
せ
な
い
。
も
し
さ
ま
ざ
ま
な
縁
を
他
に
思
う
な
ら
ば
、
こ
れ
を
お
さ
め
取
っ
て
も
と
に
還
さ
せ
る
）」
と
あ
る
よ
う

に
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
                                                                                （
一
八
四
頁
） 

 
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
」
が
五
門
禅
の
基
本
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
中
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
は
、
主
に
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
に
説
か

れ
る
五
門
禅
の
解
説
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
定
型
句
と
し
て
用
い
ら
れ

る
際
に
は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
各
法
門
に
配
置
さ
れ
、「
第
八
問
答
」
と
同
様
に
、
心
が
注
意
を
向
け
る
べ
き
特
定
の
対
象
か
ら
離
れ

て
し
ま
っ
た
際
に
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
対
象
へ
と
戻
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
的
な
共
通
性
も

ま
た
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
禅
経
の
存
在
を
想
定
す
る
根
拠
の
一
つ
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
曇
鸞
が
禅
経
を
参
照
し
て
い
た
痕
跡
を
示
す
次
の
説
示
か
ら
も
十
分
に
可
能
と
考
え
る
。『
往
生
論
註
』
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巻
下
、
起
観
生
信
の
作
願
門
釈
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
　
云
何
作
願
。
心
常
作
レ

願
、
一
心
専
念
三

畢
竟
往
二

生
安
楽
国
土
一

。
欲
三

如
実
修
二

行
奢
摩
他
一

故
。 

訳
二

「
奢
摩
他
」
一

曰
レ

止
。
止
者
、
止
二

心
一
処
一

、
不
レ

作
レ

悪
也
。
此
訳
名
乃
、
不
レ　
乖
二　
大
意
一　
、
於
レ　
義
未
レ　
満
。
何
以
言
レ　
之
。

如
レ　
止
二　
心
鼻
端
一　
、
亦
名
為
レ　
止
、
不
浄
観
止
レ　
貪
、
慈
悲
観
止
レ　
瞋
、
因
縁
観
止
レ　
癡
、
如
レ　
是
等
亦
名
為
レ　
止
、
如
二　
人
将
レ　
行
不
一　
 

レ　行
亦
名
為
レ　
止
。
是
知
、
止
語
浮
漫
、
不
三

正
得
二

「
奢
摩
他
」
名
一

也
。
如
二

椿
柘
楡
柳
一

、
雖
二

皆
名
一
レ

木
、
若
但
云
レ

木
、
安
得
二

楡
柳
一

耶
。
                                                                                                                 （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
九
一
頁
） 

 こ
こ
で
は
「
奢
摩
他
」
を
「
止
」
と
訳
す
の
は
、
大
意
に
は
乖
か
な
い
が
義
と
し
て
は
十
分
で
な
い
と
さ
れ
、「
止
」
と
い
う
訳
は

広
義
な
意
味
を
含
む
語
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
な
か
で
、
五
門
禅
の
中
の
（
一
）
不
浄
観
、（
二
）
慈
悲
観
、（
三
）
因
縁
観
に
つ

い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る（

17
）。
こ
の
こ
と
は
、
曇
鸞
が
何
ら
か
の
形
で
禅
経
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
と

も
に
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
禅
経
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

（
三
）
諸
禅
経
の
説
く
数
息
観
 

で
は
、
先
に
確
認
し
た
用
例
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
禅
経
を
「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
比
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

先
の
表
の
各
項
目
を
一
瞥
す
る
と
、
念
仏
や
そ
の
功
徳
に
つ
い
て
示
す
、『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
に
説
か
れ
る
③
第
五
治
等
分
法
門

や
、『
思
惟
略
要
法
』
の
⑩
観
仏
三
昧
法
、
⑪
法
身
観
法
、
⑫
十
方
諸
仏
観
法
、
⑬
観
無
量
寿
仏
法
、
ま
た
は
、『
五
門
禅
経
要
用
法
』

の
⑭
観
仏
三
昧
法
、
⑮
法
身
観
法
、
⑯
十
方
諸
仏
観
法
、
あ
る
い
は
『
仏
説
観
経
』
の
⑲
法
観
、
⑳
無
量
寿
仏
観
、
と
い
っ
た
五
門
禅

中
の
（
五
）
念
仏
観
に
関
す
る
項
目（

18
）と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
が
、「
第
八
問
答
」
の
主
題
が
「
問
う
て
曰
わ
く
、
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
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之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
、
念
の
多
少
を
知
る
べ
し
。
但
だ
多
少
を
知
る
と
も
、
復
た
無
間
に
は
非
ず
。
若
し
心
を
凝
し
想
を
注
げ
ば
、

復
た
何
に
依
り
て
か
念
の
多
少
を
記
す
る
こ
と
を
得
べ
き
」
と
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
で
あ
る
点
よ
り
す
れ
ば
、
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
同
じ
く
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
の
⑦
（
四
）
菩
薩
数
息
観（

19
）に
関
す
る
説
示
と
な
る

だ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 
⑦
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
数
息
観
 

若
菩
薩
、
心
多
思
覚
、
常
念
二

阿
那
波
那
一

。
入
時
出
時
、
数
レ

一
乃
至
レ

十
、
一
一
心
不
レ

令
二

馳
散
一

。
…
…
復
次
、
十
方
無
量
衆

生
、
我
一
人
応
当
悉
度
、
使
レ

得
二

仏
道
一

。
心
忍
不
レ

退
、
不
レ

悔
、
不
レ

却
、
不
レ

懈
、
不
レ

厭
、
不
レ

畏
、
不
レ

難
、
是
生
忍
中
、
一

心
繋
レ

念
、
三
種
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
是
名
二

生
忍
一

。
            （
大
正
一
五
、
二
八
五
頁
上
） 

 こ
こ
で
い
う
数
息
観
（
阿
那
波
那
）
と
は
、
先
に
引
用
し
た
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
な
か
に
、「
若
し
思
覚
多
き
人
な
れ
ば
、
念
息
法

門
を
も
て
治
す
」
と
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
思
覚
（
様
々
な
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
）
の
多
い
人
が
、
思
覚
を
治
め
る
方
法
と
し
て
説

か
れ
た
法
門
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
⑦
の
文
は
、
様
々
な
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
の
多
い
菩
薩
を
想
定
し
て
設
け
ら
れ
た
法
門
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
吐
く
息
と
吸
う
息
と
を
一
回
と
し
て
数
え
、
そ
の
回
数
が
十
回
に
至
る
ま
で
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、

そ
の
心
は
散
り
乱
れ
る
こ
と
は
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
数
息
観
を
修
め
て
い
く
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を

仏
道
へ
導
こ
う
と
念
じ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
上
で
、「
諸
縁
に
外
念
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還
ら
し
む
」
と
、「
摂
之
令
還
」
の
語
を

も
っ
て
、
心
が
他
の
対
象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
に
と
結
ば
れ
て
い
る
。 

「
第
八
問
答
」
で
は
、
後
半
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
仏
道
へ
導
こ
う
と
念
じ
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ

と
を
主
題
と
し
、
心
が
他
の
対
象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
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い
ら
れ
て
い
る
点
は
、
こ
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
と
一
致
し
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
は
、
巻
上
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る（

20
）。 

 
若
思
覚
偏
多
、
当
レ

習
二

阿
那
般
那
三
昧
法
門
一

。
有
二

三
種
学
人
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
、
当
レ

教
。
言
、
一
心
念
レ

数
、
入
レ

息
出
レ

息
。
若
長
若
短
、
数
一
至
レ

十
。 

若
已
習
行
、
当
レ

教
。
言
、
数
一
至
レ

十
、
随
二

息
入
出
一

、
念
与
息
倶
、
止
二

心
一
処
一

。 

若
久
習
行
、
当
レ

教
。
言
、
数
・
随
・
止
・
観
・
転
観
・
清
浄
、
阿
那
般
那
三
昧
六
種
門
十
六
分
。
（
大
正
一
五
、
二
七
三
頁
上
） 

 こ
こ
で
は
、
思
覚
（
様
々
な
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
）
の
多
い
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
数
息
観
（
阿
那
般
那
三
昧
法
門
）
を
修
め
る
べ
き

こ
と
が
示
さ
れ
、
数
息
観
を
修
め
る
行
者
が
、
初
習
行
（
初
め
て
実
践
を
行
う
者
）、
已
習
行
（
既
に
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）、
久
習

行
（
長
い
間
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）
と
、
習
熟
の
度
合
い
に
よ
っ
て
三
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。 

初
め
て
実
践
を
行
う
者
に
は
、
数
を
数
え
る
こ
と
に
集
中
し
、
入
る
息
と
出
る
息
と
を
十
回
数
え
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
、
既
に
実
践

を
行
っ
て
い
る
者
に
は
、
そ
の
入
る
息
と
出
る
息
と
を
十
回
数
え
る
な
か
に
念
じ
る
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
と
ど

め
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
、
長
い
間
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
に
は
、
数
・
随
・
止
・
観
・
転
観
・
清
浄
の
六
種
か
ら
な
る
六
妙
門
を
修
め

る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。 

さ
て
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
は
こ
の
巻
上
が
初
出
で
あ
り
、
巻
下
の

記
述
は
、
こ
の
巻
上
の
記
述
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
説
示
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
の
巻
下
に
示
さ
れ
て
い

た
数
息
観
を
修
め
る
行
者
は
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
た
複
数
の

行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
を
含
め
た
禅
経
に
み
ら
れ
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る
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
例
え
ば
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
巻
上
に
説
か
れ
る
①
第
二
治
瞋
恚
法
門
や
、
②
第
三
治
愚
癡
法
門
、
③
第
五

治
等
分
法
門
、
ま
た
は
『
禅
法
要
解
』
巻
上
の
⑧
浄
観
や
、『
思
惟
略
要
法
』
の
⑬
観
無
量
寿
仏
法
、
あ
る
い
は
、
⑳『
仏
説
観
経
』
の

無
量
寿
仏
観
な
ど
も
同
様
に
、
五
門
禅
中
の
各
法
門
を
修
め
る
行
者
は
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

以
下
に
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
禅
経
の
説
く
数
息
観
に
関
す
る
説
示
を
念
頭
に
置
い
て
「
第
八
問
答
」
を
読

み
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で

以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
先
の
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
説
示
を
念
頭
に
据
え
た
上
で
、
今
一
度
「
第
八
問
答
」
の
内

容
を
、
設
問
部
、
回
答
部
、
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す
る
記
述
、
の
順
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
主
に
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
を
「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
想
定
し
検
討

を
進
め
て
き
た
が
、
禅
経
の
な
か
に
は
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
造
を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
も
存
在
し
て
お
り
、
曇

鸞
が
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
以
外
の
禅
経
に
も
目
を
通
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
で
は
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
し
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
を
「『
坐
禅
三
昧
経
』
を
始
め
と
す
る
禅
経
の
数
息
観
に
関
す
る

記
述
」
と
広
く
想
定
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い（

21
）。 

（
四
）「
第
八
問
答
」
の
再
検
討
 

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。 

 
問
曰
、
心
若
他
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
、
可
レ

知
二

念
之
多
少
一

。
但
知
二

多
少
一

、
復
非
二

無
間
一

。
若
凝
レ

心
注
レ

想
、
復
依
レ

何
可
レ

得
　
　

レ

記
二

念
之
多
少
一

。
                                                                                                      （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
頁
） 
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本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
第
八
問
答
」
で
は
「
念
」
の
回
数
を
数
え
る
方
法
に
つ
い
て
の
問
答
が
な
さ
れ
、
こ
の
設
問

で
は
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
た
場
合
に
は
心
が
無
間
心
と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
と
、
心
が
無
間
心
と
な
っ
た
の
で
は

「
念
」
の
回
数
が
数
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
と
の
矛
盾
が
問
い
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
第
八
問
答
」
の
概
要
を
踏
ま
え
た
上
で
、
筆
者
が
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
禅
経
に
定
型
句
と
し
て
繰
り

返
し
登
場
す
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
設
問
に
お
い
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
確
認

し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
は
、
心
が
注
意
を
向
け
る
べ
き
特
定
の
対
象
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
際
に
、
そ

の
心
を
ま
た
元
の
対
象
へ
と
戻
す
こ
と
を
指
示
す
る
表
現
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
表
現
に
関
す
る
出
拠
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
『
坐
禅
三
昧

経
』
を
中
心
と
す
る
禅
経
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
曇
鸞
が
禅
経
を
参
照
し
て
い
た
痕
跡
が
窺
え
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
設
問
部
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
禅
経
の
説
く
文
脈
に
即
し
て
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。 

で
は
、
こ
の
設
問
部
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
を
、
先
に
指
摘
し
た
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
説
示
に
即

し
て
理
解
し
た
場
合
、
こ
の
設
問
部
を
ど
の
よ
う
に
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
設
問
部
の
読
解
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
『
坐
禅
三
昧
経
』
に
示
さ
れ
て
い
た
数
息
観
を
修
め
る
行
者
は
、

単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
に
対
し
て
、「
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
」
と
「
摂
之
令
還
」
の
語
を
も
っ
て
、
心

が
他
の
対
象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
設
問
の
「
問
う
て
曰
わ
く
、
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
、
念
の
多
少
を
知
る
べ
し
。
但
だ

多
少
を
知
る
と
も
、
復
た
無
間
に
は
非
ず
。
若
し
心
を
凝
し
想
を
注
げ
ば
、
復
た
何
に
依
り
て
か
念
の
多
少
を
記
す
る
こ
と
を
得
べ

き
」
と
い
う
文
脈
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
の
設
問
の
前
提
も
ま
た
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
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の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
冒
頭
部
に
み

え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
を
対
象
と
し
た
表
現
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
以
上
の
検
討

を
踏
ま
え
た
上
で
の
設
問
部
に
対
す
る
筆
者
の
現
代
語
訳
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

問
う
。〔
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
〕
も
し
も
、
心
に
〔
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
以
外
の
〕
他
の
こ
と
が
ら
を
思
い
浮
べ
て
し
ま
っ

た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
捉
ま
え
て
〔
元
の
集
中
し
た
状
態
へ
と
〕
還
す
こ
と
で
、〔
ま
た
〕
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、〔
念
の
〕
回
数
を
数
え
る
と
な
る
と
、
再
び
他
の
想
い
を
雑
え
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
も
し
も
、
心
を
集
中
さ
せ
て

想
い
を
注
ご
う
と
す
る
の
な
ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

 そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
設
問
に
対
し
、
そ
の
答
え
が
示
さ
れ
た
の
が
、
以
下
の
回
答
部
で
あ
っ
た
。 

 
答
曰
、『
経
』
言
二

「
十
念
」
一

者
、
明
二

業
事
成
弁
一

耳
。
不
二

必
須
一
レ

知
二

頭
数
一

也
。
如
レ

言
二

蟪
蛄
不
一
レ

識
二

春
秋
一

。
伊
蟲
豈
知
二

朱
陽
之
節
一

乎
。
知
者
言
レ

之
耳
。
十
念
業
成
者
、
是
亦
通
レ

神
者
言
レ

之
耳
。
但
積
レ

念
相
続
、
不
レ

縁
二

他
事
一

便
罷
。
復
何
暇
須
　

レ

知
二

念
之
頭
数
一

也
。
                                                                                    （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
―
四
八
六
頁
） 

 こ
の
回
答
部
も
、
本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
経
』
に
十
念
と
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
業
が
成
就
し
た
こ
と
を
明
か

す
の
み
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
数
を
知
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
蝉
が
春
と
秋
を
知
ら
ず
、
ま
た
夏
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
知
ら
な
い

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
十
念
業
成
と
あ
る
の
も
同
様
に
、
神
通
者
の
み
が
そ
の
数
を
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
念
を
積
み
、
そ
の
念
を
相

続
し
て
、
他
の
こ
と
を
縁
ず
る
必
要
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
暇
が
あ
っ
て
そ
の
数
を
知
る
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
の
答
え
が
こ
の
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回
答
部
の
内
容
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
設
問
に
対
す
る
こ
こ
で
の
回
答
を
端
的
に
示
す
な
ら
ば
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。 さ

て
、
こ
の
回
答
部
の
読
解
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
十
念
が
「
業
事
の
成
就
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
「
業
事
の
成

就
」
で
あ
る
十
念
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
、
神
通
者
の
み
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
こ
の
十
念

を
、〈
臨
終
時
〉
の
願
生
者
の
上
に
は
知
り
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
概
念
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と（

22
）、
そ
し
て
、
こ
の
回
答

部
で
は
、〈
臨
終
時
〉
に
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
示
さ
れ
る
も
の
の
、〈
臨
終
以
前
〉
に
お
け
る
「
念
の
回
数
を
数
え

る
こ
と
」
ま
で
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
こ
の
回
答
部
で
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
て
い
く
際
の
理
想
的
な
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
説

か
れ
る
中
で
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
〈
臨
終
時
〉
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
「
念
の
回
数
を
数
え
る

こ
と
」
に
つ
い
て
の
冒
頭
の
問
い
は
、
未
だ
こ
の
回
答
部
に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
問
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
続
く
末
尾
の
一
文
を
読
解
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
。 

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
後
に
、
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。 

 
若
必
須
レ

知
、
亦
有
二

方
便
一

。
必
須
二

口
授
一

。
不
レ

得
レ

題
二

之
筆
点
一

。
                                  （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
六
頁
） 

 さ
て
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
で
は
、「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数

を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
の
問
い
が
設
け
ら
れ
、
回
答
部
で
は
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
答
え
が
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提
示
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
設
問
部
と
回
答
部
の
内
容
の
み
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
は
、
整
然
と
し

た
受
け
答
え
が
な
さ
れ
た
問
答
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
に
続
け
て
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
ま
さ
に

本
稿
で
問
題
と
し
て
き
た
点
で
あ
る
が
、
先
の
設
問
部
の
検
討
に
お
い
て
確
認
し
た
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
の
設
問
の
前
提
に
は
、
単

独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
に
対
し
て
、「
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
」
と
「
摂
之
令
還
」
の
語
を
も
っ
て
、
心
が
他
の
対

象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ

る
い
は
、
回
答
部
の
検
討
に
お
い
て
確
認
し
た
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
回
答
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
臨
終
時
〉

に
十
念
を
成
就
さ
せ
て
い
く
際
の
理
想
的
な
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
説
く
中
で
示
さ
れ
た
説
示
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
、
こ
の
問

答
で
は
、〈
臨
終
以
前
〉
に
お
け
る
「
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
」
ま
で
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
末

尾
に
記
さ
れ
た
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
い
う
一
文
は
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
最
初
の
回
答

に
続
く
二
つ
目
の
回
答
部
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

す
な
わ
ち
、
こ
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
方
便
」
に
関
す
る
一
文
は
、
冒
頭
の
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え

る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
設
問
に
対
す
る
回
答
の
一
つ
で
あ
り
、
曇
鸞
が
こ
の
よ
う
な
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
い
た
理
由

は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
を
修
め
る
行
者
が
、
初
習
行
（
初
め
て
実
践
を
行
う
者
）、
已
習
行
（
既
に
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）、

久
習
行
（
長
い
間
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）
と
、
習
熟
の
度
合
い
に
よ
っ
て
三
種
に
分
類
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
根
の
行

者
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
行
者
に
対
し
、〈
臨
終
以

前
〉
か
ら
そ
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
ら
れ
る（

23
）。 
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お
わ
り
に
 

本
稿
で
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
の
一
つ
で
あ
る
、
八
番
問
答

「
第
八
問
答
」
の
説
示
を
検
討
対
象
と
し
、
曇
鸞
の
臨
終
に
対
す
る
意
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
検
討
を
進
め

て
き
た
。
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
内
容
を
纏
め
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
①『
往
生
論
註
』
の
「
第
八
問
答
」
で
は
、
そ
の
回
答
部
に
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
そ
れ
に
続
け
て
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、「
方
便
」

が
記
さ
れ
た
理
由
、
そ
し
て
、
そ
の
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
は
文
字
で
は
な
く
、
な
ぜ
、
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
示

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、「
方
便
」
を
伝
え
る
方
法
、
の
二
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。 

 ②
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
第
八
問
答
」
の
冒
頭
部
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」（
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
）
と
あ
る
表
現
を
手
掛
か
り
に
、

「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
「『
坐
禅
三
昧
経
』
を
始
め
と
す
る
禅
経
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
」
を
想
定
し
た
上
で
、
再
度

「
第
八
問
答
」
の
読
解
を
試
み
た
。 

 ③
ま
ず
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
の
読
解
で
は
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
の
前
提
に
は
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
設
問
で

は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
に
対
し
て
、「
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
」
と
「
摂
之
令
還
」
の
語
を
も
っ
て
、
心
が
他
の
対
象
に
向



か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
論

じ
た
。
ま
た
、
回
答
部
の
読
解
で
は
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
回
答
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
臨
終
時
〉
に
十
念

を
成
就
さ
せ
て
い
く
際
の
理
想
的
な
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
説
く
中
で
示
さ
れ
た
説
示
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
と
と
も

に
、
こ
の
問
答
で
は
、〈
臨
終
以
前
〉
に
お
け
る
「
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
」
ま
で
は
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
念
の
回
数
を
数
え

る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
冒
頭
の
問
い
は
、
未
だ
回
答
部
に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
問
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。 

 
④
ま
た
、「
第
八
問
答
」
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す
る
記
述
の
読
解
で
は
、
こ
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
方
便
」
に
関
す
る
一
文
は
、
冒

頭
の
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
設
問
に
対
す
る
回
答
、
す
な
わ

ち
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
最
初
の
回
答
に
続
く
二
つ
目
の
回
答
部
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た

上
で
、
曇
鸞
が
こ
の
よ
う
な
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
い
た
理
由
は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
を
修
め
る
行
者
に
複
数
の
機
類
が

想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
根
の
行
者
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
念
の
回
数
を
数

え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
行
者
に
対
し
、〈
臨
終
以
前
〉
か
ら
そ
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
結
論
し
た
。 

 な
お
、
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
、
な
ぜ
文
字
で
は
な
く
、
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点

に
関
す
る
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
仮
説
を
想
定
で
き
る
も
の
の
、
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を

出
な
い
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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【
出
典
一
覧
表
】 

 
①
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
、
第
二
治
瞋
恚
法
門
 

若
瞋
恚
偏
多
、
当
レ

学
二

三
種
慈
心
法
門
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
者
、
当
二

教
言
一

。
慈
及
二

親
愛
一

。
云
何
親
及
、
願
レ

与
二

親
楽
一

。
行
者
、
若
得
二

種
種
身
心
快
楽
一

、
寒
時
得
レ

衣
、
熱

時
得
レ

涼
、
飢
渇
得
二

飲
食
一

、
貧
賤
得
二

富
貴
一

、
行
極
時
得
二

止
息
一

、
如
レ

是
種
種
楽
、
願
二

親
愛
得
一

。
繋
レ

心
在
レ

慈
、
不
レ

令
二

異

念
一

。
異
念
二

諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
已
習
行
、
当
二

教
言
一

。
慈
及
二

中
人
一

。
云
何
及
二

中
人
一

而
与
レ

楽
。
行
者
、
若
得
二

種
種
身
心
快
楽
一

、
願
二

中
人
得
一

。
繋
レ

心

在
レ

慈
、
不
レ

令
二

異
念
一

。
異
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
久
習
行
、
当
二

教
言
一

。
慈
及
二

怨
憎
一

。
…
…
                                                                  （
大
正
一
五
、
二
七
二
頁
中
） 

 
②
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
、
第
三
治
愚
癡
法
門
 

若
愚
癡
偏
多
、
当
レ

学
二

三
種
思
惟
法
門
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
、
当
二

教
言
一

。
生
縁
二

老
死
一

、
無
明
縁
レ

行
。
如
レ

是
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
已
習
行
、
当
二

教
言
一

。
行
縁
レ

識
、
識
縁
二

名
色
一

、
名
色
縁
二

六
入
一

、
六
入
縁
レ

触
、
触
縁
レ

受
、
受
縁
レ

愛
、
愛
縁
レ

取
、
取

縁
レ

有
。
如
レ

是
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
久
習
行
、
当
二

教
言
一

。
無
明
縁
レ

行
、
行
縁
レ

識
、
識
縁
二

名
色
一

、
名
色
縁
二

六
入
一

、
六
入
縁
レ

触
、
触
縁
レ

受
、
受
縁
レ

愛
、

愛
縁
レ

取
、
取
縁
レ

有
、
有
縁
レ

生
、
生
縁
二

老
死
一

。
如
レ

是
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

（
大
正
一
五
、
二
七
二
頁
下
） 
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③
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
、
第
五
治
等
分
法
門
 

第
五
法
門
、
治
二

等
分
一

行
。
及
二

重
罪
一

人
、
求
二

索
仏
一

。
如
レ

是
人
等
、
当
レ

教
二

一
心
念
仏
三
昧
一

。
念
仏
三
昧
、
有
二

三
種
　

人
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。
…
…
光
明
、
徹
二

照
無
量
世
界
一

。
初
生
行
二

七
歩
一

、
発
レ

口
演
二

要
言
一

。
出
家
勤
二

苦
行
一

、
菩
提
樹
下
、
降
二

伏
魔
軍
一

。
後
夜
初
明
、
成
二

等
正
覚
一

。
光
相
分
明
、
遠
照
二

十
方
一

、
靡
レ

不
二

周
遍
一

。
諸
天
空
中
弦

歌
、
供
養
散
レ

華
雨
レ

香
。
一
切
衆
生
、
咸
敬
無
量
。
独
二

歩
三
界
一

、
還
顧
転
レ

身
、
如
二

象
王
廻
一

。
観
二

視
道
樹
一

、
初
転
二

法
輪
一

、

天
人
得
レ

悟
、
以
レ

道
自
証
、
得
レ

至
二

涅
槃
一

。
仏
身
如
レ

是
、
感
発
無
量
。
専
レ

心
念
レ

仏
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之

令
レ　
還
。
                                                                                                    （
大
正
一
五
、
二
七
六
頁
上
―
二
七
七
頁
上
） 

 
④
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
不
浄
観
 

行
二

菩
薩
道
一

者
、
於
二

三
毒
中
一

、
若
婬
欲
偏
多
、
先
自
観
レ

身
。
骨
・
肉
・
皮
・
膚
・
筋
・
脈
・
流
血
・
肝
・
肺
・
腸
・
胃
・

屎
・
尿
・
涕
・
唾
、
三
十
六
物
、
九
想
不
浄
、
専
レ

心
内
観
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
如
下

人
執
レ

燭
、　

入
二

雑
穀
倉
一

、
種
種
分
二

別
豆
・
麥
・
黍
・
粟
一

、
無
上
レ

不
二

識
知
一

。 

復
次
、
観
二

身
六
分
一

。
堅
為
二

地
分
一

、
湿
為
二

水
分
一

、
熱
為
二

火
分
一

、
動
為
二

風
分
一

、
孔
為
二

空
分
一

、
知
為
二

識
分
一

。
亦
如
　

レ

屠
レ

牛
、
分
為
二

六
分
一

。
身
・
首
・
四
支
、
各
自
異
レ

処
。
身
有
二

九
孔
一

、
常
流
二

不
浄
一

、
革
嚢
盛
レ

屎
。
常
作
二

是
観
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
…
…
 

復
次
、
既
観
二

不
浄
一

、
則
厭
二

生
死
一

、
当
観
二

浄
門
一

、
繋
二

心
三
処
、
鼻
端
・
眉
間
・
額
上
一

。
当
下

於
二

是
中
一

、
開
二

一
寸
皮
一

、

浄
中

除
血
肉
上

。
繋
二

心
白
骨
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                 （
大
正
一
五
、
二
八
一
頁
中
―
下
） 
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⑤
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
慈
三
昧
 

行
二

菩
薩
道
一

者
、
若
瞋
恚
偏
多
、
当
レ

行
二

慈
心
一

。
念
二

東
方
衆
生
一

、
慈
心
清
浄
、
無
レ

怨
無
レ

恚
、
広
大
無
量
、
見
三

諸
衆
生
、

悉
在
二

目
前
一

。
南
・
西
・
北
方
・
四
維
・
上
・
下
、
亦
復
如
レ

是
。
制
レ

心
行
レ

慈
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
異
縁
一

、
摂
レ　
之
令
　
　

レ　還
。
                                                                                                                             （
大
正
一
五
、
二
八
二
頁
上
） 

 
⑥
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
因
縁
観
 

是
中
十
二
因
縁
。
一
切
世
間
、
非
二

無
因
縁
辺
一

。
非
二

天
辺
一

、
非
二

人
辺
一

、
非
二

種
種
等
邪
縁
辺
出
一

。
菩
薩
観
二

十
二
因
縁
一

、

繋
レ

心
不
レ

動
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                                              （
大
正
一
五
、
二
八
三
頁
中
） 

 
⑦
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
数
息
観
 

若
菩
薩
、
心
多
思
覚
、
常
念
二

阿
那
波
那
一

。
入
時
出
時
、
数
レ

一
乃
至
レ

十
、
一
一
心
不
レ

令
二

馳
散
一

。
…
…
復
次
、
十
方
無
量

衆
生
、
我
一
人
応
当
悉
度
、
使
レ

得
二

仏
道
一

。
心
忍
不
レ

退
、
不
レ

悔
、
不
レ

却
、
不
レ

懈
、
不
レ

厭
、
不
レ

畏
、
不
レ

難
、
是
生
忍
中
、

一
心
繋
レ

念
、
三
種
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
是
名
二

生
忍
一

。
         （
大
正
一
五
、
二
八
五
頁
上
） 

 
⑧
鳩
摩
羅
什
訳
『
禅
法
要
解
』
巻
上
、
浄
観
 

浄
観
者
三
品
。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
、
当
二

教
言
一

。
破
レ

皮
却
二

不
浄
一

、
当
レ

観
二

白
骨
人
一

。
繋
レ

意
在
レ

観
、
不
レ

令
二

外
意
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
　

レ　還
。 

若
已
習
行
、
当
二

教
言
一

。
心
却
二

皮
肉
一

、
具
観
二

頭
骨
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 
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若
人
習
行
、
却
二

身
中
一
寸
皮
肉
一

、
繋
二

意
五
処
、
頂
上
・
額
上
・
眉
間
・
鼻
端
・
心
処
一

。
如
レ

是
等
処
、
住
レ

意
在
レ

骨
、
不
　

レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
…
…
若
能
一
寸
中
住
、
便
得
二

遍
却
一

、
不
レ

得
三

但
観
二

赤
骨
人
一

。
得
二

此
観
一

已
、

棄
二

赤
骨
人
一

、
観
二

白
骨
人
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                         （
大
正
一
五
、
二
九
二
頁
中
） 

 
⑨
鳩
摩
羅
什
訳
『
禅
法
要
解
』
巻
下
、
天
耳
通
 

問
曰
、
物
変
如
レ

是
、
化
無
二

本
末
一

。
其
事
云
何
。
答
曰
、
有
レ

言
下

虚
空
中
四
大
、
所
レ

造
二

微
塵
一

、
化
心
力
故
上

。
令
三

諸
微

塵
、
合
二

成
化
人
一

。
譬
如
下

人
死
、
或
生
二

天
上
一

、
或
生
二

地
獄
一

、
罪
福
因
縁
故
上

。
和
合
微
塵
為
レ

化
、
亦
如
レ

是
等
、
是
物
変
化

神
通
相
。
若
行
者
、
欲
レ

求
二

天
耳
一

、
亦
以
二

第
四
禅
一

為
レ

本
。
修
二

四
如
意
分
一

、
如
二

上
所
説
一

。
調
二

柔
其
心
一

、
属
二

念
大
衆
音

声
一

、
取
二

種
種
声
相
一

、
所
レ

聞
之
声
、
常
当
二

想
念
一

。
若
心
余
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
常
当
二

一
心
修
一
レ

念
、
即
於
耳
中
。 

（
大
正
一
五
、
二
九
六
頁
上
―
中
） 

 
⑩
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
観
仏
三
昧
法
 

仏
為
二

法
王
一

、
能
令
三

人
得
二

種
種
善
法
一

。
是
故
習
禅
之
人
、
先
当
レ

念
レ

仏
。
念
仏
者
、
令
下

無
量
劫
重
罪
微
薄
、
得
上
レ

至
二

禅

定
一

。
至
レ

心
念
レ

仏
、
仏
亦
念
レ

之
。
如
下

人
為
レ

王
所
レ

念
、
怨
家
債
主
、
不
中

敢
侵
近
上

。
念
仏
之
人
、
諸
余
悪
法
、
不
二

来
擾
乱
一

。

若
念
レ

仏
者
、
仏
常
在
也
。
云
何
憶
念
。
人
之
自
信
、
無
レ

過
レ

於
レ

眼
。
当
下

観
二

好
像
一

、
便
如
中

真
仏
上

。
先
従
二

肉
髻
、
眉
間
白
　

毫
一

下
、
至
レ

於
レ

足
、
従
レ

足
復
至
二

肉
髻
一

。
如
レ

是
相
相
諦
取
、
還
二

於
静
処
一

。
閉
レ

目
思
惟
、
繋
レ

心
在
レ

像
、
不
レ

令
二

他
念
一

。

若
念
二

余
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
心
目
観
察
、
如
レ

意
得
レ

見
、
是
為
レ

得
二

観
像
定
一

。
当
レ

作
二

是
念
一

。（
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
上
） 
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⑪
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
法
身
観
法
 

法
身
観
者
、
已
於
二

空
中
一

、
見
二

仏
生
身
一

。
当
下

因
二

生
身
一

、
観
中

内
法
身
上

。
十
力
・
四
無
所
畏
・
大
慈
・
大
悲
・
無
量
善
業
。

如
下

人
先
念
二

金
瓶
一

、
後
観
中

瓶
内
摩
尼
宝
珠
上

。
所
二

以
尊
妙
、
神
智
無
比
一

、
無
レ

遠
無
レ

近
、
無
レ

難
無
レ

易
、
無
限
世
界
、
悉
如
二

目
前
一

、
無
レ

有
二

一
人
一

、
在
二

於
外
者
一

。
一
切
諸
法
、
無
レ

所
レ

不
レ

了
、
常
当
下

専
念
、
不
上
レ

令
二

心
散
一

。
心
念
二

余
縁
一

、
摂
レ　
之

令
レ　
還
。
                                                                                                                          （
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
中
） 

 
⑫
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
十
方
諸
仏
観
法
 

念
二

十
方
諸
仏
一

者
、
坐
観
二

東
方
一

、
廓
然
明
浄
、
無
二

諸
山
河
石
壁
一

、
唯
見
二

一
仏
結
跏
趺
坐
、
挙
手
説
法
一

。
心
眼
観
察
、
光

明
相
好
、
画
然
了
了
。
繋
レ

念
在
レ

仏
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
余
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                 （
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
下
） 

 
⑬
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
観
無
量
寿
仏
法
 

観
二

無
量
寿
仏
一

者
、
有
二

二
種
人
一

。 

鈍
根
者
、
先
当
レ

教
下

令
心
眼
、
観
二

察
額
上
一
寸
一

。
除
二

却
皮
肉
一

、
但
見
二

赤
骨
一

。
繋
レ

念
在
レ

縁
、
不
レ

令
二

他
念
一

。
心
若
余

縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
…
…
無
量
寿
仏
、
其
身
姝
大
、
光
明
亦
妙
、
西
向
端
坐
。
相
相
諦
取
、
然
後
総
観
二

其
身
一

。
結
跏
趺
坐
、
顔

容
巍
巍
、
如
二

紫
金
山
一

。
繋
レ

念
在
レ

仏
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
余
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
常
如
二

与
レ

仏
対
坐
一

不
レ

異
。
如
レ

是
不
　

レ

久
、
便
可
レ

得
レ

見
。 

若
利
根
者
、
但
当
三

先
作
二

明
想
一

。
晃
然
空
浄
、
乃
於
二

明
中
一

観
レ

仏
、
便
可
レ

得
レ

見
。
行
者
若
欲
レ

生
二

於
無
量
寿
仏
国
一

者
、

当
三

作
レ

如
レ

是
、
観
二

無
量
寿
仏
一

也
。
                                                             （
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
下
―
三
〇
〇
頁
上
） 
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⑭
曇
摩
蜜
多
訳
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
観
仏
三
昧
法
 

仏
為
二

法
王
一

、
能
令
三

人
得
二

種
種
善
法
一

。
是
故
坐
禅
之
人
、
先
当
レ

念
レ

仏
。
仏
者
、
能
令
下

人
無
量
罪
微
薄
、
得
中

諸
禅
定
上

。

至
レ

心
念
レ

仏
、
仏
亦
念
レ

人
。
為
レ

王
所
レ

念
、
怨
家
債
主
、
不
レ

能
二

侵
近
一

。
念
仏
亦
爾
。
諸
余
悪
法
、
不
レ

能
二

擾
乱
一

。
若
念
レ

仏

者
、
仏
不
レ

在
レ

世
。
云
何
憶
念
。
人
之
自
信
、
無
レ

過
レ

於
レ

眼
。
当
下

観
二

好
像
一

、
如
中

見
二

真
仏
一

無
上
レ

異
。
先
従
二

肉
髻
、
眉
間
白

毫
一

下
、
至
レ

於
レ

足
、
復
至
二

肉
髻
一

。
相
相
諦
観
、
還
二

於
静
処
一

。
閉
レ

目
思
惟
、
係
レ

心
在
レ

像
、
使
レ

不
二

他
念
一

。
若
有
二

余
縁
一

、

摂
レ　
之
令
レ　
還
。
心
自
観
察
、
如
レ

意
得
レ

見
、
是
為
レ

得
二

観
縁
定
一

。
当
レ

作
二

是
念
一

。
                   （
大
正
一
五
、
三
二
七
頁
上
） 

 
⑮
曇
摩
蜜
多
訳
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
法
身
観
法
 

法
身
観
者
、
已
於
二

空
中
一

、
見
二

仏
生
身
一

。
当
下

因
二

生
身
一

、
観
中

内
法
身
上

、
十
力
・
四
無
所
畏
・
十
八
不
共
法
・
大
慈
・
大

悲
・
無
量
善
業
。
如
下

人
先
見
二

金
瓶
一

、
後
観
中

瓶
内
摩
尼
宝
珠
上

。
所
二

以
法
身
真
妙
神
智
無
比
一

、
無
レ

近
無
レ

遠
、
無
レ

難
無
レ

易
、

無
量
世
界
、
悉
如
二

目
前
一

、
無
レ

有
二

一
法
一

、
而
不
二

知
者
一

。
一
切
諸
法
、
無
レ

所
レ

不
レ

了
。
是
故
行
者
、
当
下

常
専
念
、
不
上
レ

令
二

心
散
一

。
若
念
二

余
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                                                                               （
大
正
一
五
、
三
二
七
頁
中
） 

 
⑯
曇
摩
蜜
多
訳
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
十
方
諸
仏
観
法
 

念
二

十
方
仏
一

者
、
坐
観
二

東
方
一

、
廓
然
大
光
、
無
二

諸
山
河
石
壁
一

、
唯
見
二

一
仏
結
加
趺
坐
、
挙
手
説
法
一

。
心
明
観
察
、
光
明

相
好
、
画
然
明
了
。
係
レ

心
在
レ

仏
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
余
念
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                     （
大
正
一
五
、
三
二
七
頁
下
） 

 
⑰
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
巻
七
、
初
品
、
放
光
釈
論
 

復
次
、
仏
教
三

弟
子
、
応
二

如
レ

是
坐
一

。
有
二

外
道
輩
一

、
或
常
翹
レ

足
求
レ

道
、
或
常
立
、
或
荷
レ

足
。
如
レ

是
狂
狷
、
心
没
二

邪
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海
一

、
形
不
二

安
隠
一

。
以
レ

是
故
、
仏
教
二

弟
子
一

、
結
加
趺
、
直
レ

身
坐
。
何
以
故
。
直
レ

身
心
易
レ

正
故
。
其
身
直
坐
、
則
心
不
　
　

レ

嬾
。
端
心
正
意
、
繋
レ

念
在
レ

前
。
若
心
馳
散
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
欲
レ

入
二

三
昧
一

故
、
種
種
馳
念
、
皆
亦
摂
レ

之
。
如
レ

此
繋
レ

念
、

入
二

三
昧
王
三
昧
一

。
                                                                                                          （
大
正
二
五
、
一
一
一
頁
中
） 

 
⑱
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
巻
二
一
、
初
品
、
八
背
捨
「
浄
背
捨
」 

問
曰
、
行
者
以
二

不
浄
一

為
レ

浄
、
名
為
二

顛
倒
一

。
浄
背
捨
観
、
云
何
不
二

顛
倒
一

。
答
曰
、
女
色
不
浄
妄
見
為
レ

浄
、
是
名
二

顛
　

倒
一

。
浄
背
捨
、
観
二

一
切
実
青
色
広
大
一

故
、
不
二

顛
倒
一

。
復
次
、
為
レ

調
レ

心
故
浄
観
。
以
二

久
習
一

、
不
浄
観
心
厭
。
以
レ

是
故
、

習
二

浄
観
一

、
非
二

顛
倒
一

。
亦
是
中
不
レ

著
故
。
復
次
、
行
者
先
観
二

身
不
浄
一

、
随
二

身
法
所
有
内
外
不
浄
一

、
繋
二

心
観
中
一

。
是
時

生
レ

厭
、
淫
・
恚
・
癡
薄
。
即
自
驚
悟
、
我
為
レ

無
レ

目
、
此
身
如
レ

是
。
云
何
生
レ

著
。
摂
レ

心
実
観
、
無
レ

令
二

復
錯
一

。
心
既
調
柔
、

想
レ

身
、
皮
肉
・
血
随
、
不
浄
除
却
、
唯
有
二

白
骨
一

、
繋
二

心
骨
人
一

。
若
外
馳
散
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
（
大
正
二
五
、
二
一
五
頁
中
） 

 
⑲『
仏
説
観
経
』
法
観
 

法
観
者
、
已
於
二

空
中
一

、
見
二

仏
生
身
一

。
当
下

因
二

生
身
一

、
観
中

内
法
身
上

。
十
力
・
四
無
所
畏
・
十
八
不
共
法
・
大
悲
・
無
量

善
業
。
如
下

人
先
見
二

金
瓶
一

、
内
有
中

宝
珠
上

。
所
二

以
法
身
真
妙
、
神
智
無
比
一

、
無
レ

近
無
レ

遠
、
無
レ

難
無
レ

易
、
無
辺
世
界
、
悉

在
二

目
前
一

、
無
レ

有
二

一
法
一

、
而
不
レ

知
者
。
一
切
法
、
無
レ

所
レ

不
レ

了
。
是
故
行
人
、
当
下

専
念
、
不
上
レ

令
二

散
乱
一

。
若
心
有
二

余

縁
一

、
即
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                                                                                                 （
大
正
八
五
、
一
四
六
一
頁
上
） 

 
⑳『
仏
説
観
経
』
無
量
寿
仏
観
 

無
量
寿
観
者
、
有
二

二
種
人
一

。
鈍
根
者
、
先
観
二

額
上
一
寸
一

、
無
レ

皮
但
見
二

赤
骨
一

。
念
念
在
レ

心
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
有
二
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余
念
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
                                                                                             （
大
正
八
五
、
一
四
六
一
頁
上
│
中
） 
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報
』
五
五
）。 

池
田
英
淳
〔
一
九
三
七
〕「
鳩
摩
羅
什
訳
出
の
禅
経
典
と
廬
山
慧
遠
」（『
大
正
大
学
学
報
』
二
六
）。 

大
南
龍
昇
〔
一
九
七
七
〕「
五
停
心
観
と
五
門
禅
」（
関
口
真
大
（
編
）『
仏
教
の
実
践
原
理
』
山
喜
房
仏
書
林
）。 

香
月
院
深
励
〔
一
九
七
三
〕『
浄
土
論
註
講
義
』（
註
論
講
苑
）
法
蔵
館
。 

佐
藤
泰
舜
〔
一
九
三
一
〕「
思
惟
略
要
法
解
題
」（『
国
訳
一
切
経
』（
経
集
部
四
）
大
東
出
版
社
）。 

塩
崎
幸
雄
（
校
註
）〔
二
〇
〇
六
〕『
坐
禅
三
昧
経
・
達
摩
多
羅
禅
経
他
』（
新
国
訳
大
蔵
経
十
禅
定
経
典
部
二
）
大
蔵
出
版
。 

相
馬
一
意
〔
一
九
九
七
〕「
曇
鸞
の
思
想
と
道
教
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
六
二
）。 

〔
二
〇
一
三
〕『
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
の
講
究
』
永
田
文
昌
堂
。 

武
田
龍
精
〔
二
〇
〇
八
〕『
往
生
論
註
出
典
の
研
究
』（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
二
三
）
永
田
文
昌
堂
。 

田
中
裕
成
〔
二
〇
一
五
〕「『
坐
禅
三
昧
経
』
に
お
け
る
出
世
間
道
」（『
仏
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』
二
〇
）。 

月
輪
賢
隆
〔
一
九
七
一
〕『
仏
典
の
批
判
的
研
究
』
百
華
苑
。 

遠
山
信
証
〔
二
〇
一
八
〕「『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
修
道
構
造
の
枠
組
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
〇
）。 

〔
二
〇
二
〇
〕「『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
「
十
念
」
の
語
義
と
位
相
」（『
真
宗
研
究
』
六
四
）。 

〔
二
〇
二
一
a
〕「
曇
鸞
の
修
道
階
位
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
印
仏
研
』
六
九
―
二
）。 

〔
二
〇
二
一
b
〕「
曇
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
修
道
論
の
研
究
」（
博
士
論
文
要
旨
、
龍
谷
大
学
学
術
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
）。 

藤
堂
恭
俊
〔
一
九
六
〇
〕「『
坐
禅
三
昧
経
』
に
説
示
す
る
念
仏
観
の
成
立
背
景
」（『
印
仏
研
』
八
―
二
）。 

幡
谷
明
（
編
）〔
一
九
八
九
〕『
浄
土
論
註
上
下
二
巻
対
照
表
―
曇
鸞
教
学
の
研
究
〈
資
料
篇
〉―
』
同
朋
社
出
版
。 

松
田
慎
也
〔
一
九
八
九
〕「
修
行
道
地
経
の
説
く
安
般
念
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
三
七
―
二
）。 

122
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蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕「『
坐
禅
三
昧
経
』
に
お
け
る
修
行
道
」（『
仏
教
の
修
行
法
―
阿
部
慈
園
博
士
追
悼
論
集
―
』）。 

〔
二
〇
二
一
〕「
止
観
の
分
類
と
マ
イ
ナ
ス
の
反
応
へ
の
対
処
法
」（
同
編
『
仏
典
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
―
負
の
反
応
と
そ
の
対
処
法
―
』
臨
川
書

店
）。 

山
部
能
宜
〔
二
〇
〇
一
〕「『
思
惟
略
要
法
』
と
『
五
門
禅
経
要
用
法
』」（『
印
仏
研
』
四
九
―
二
）。 

〔
二
〇
一
一
〕「
大
乗
仏
教
の
禅
定
実
践
」（『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
三
大
乗
仏
教
の
実
践
』、
春
秋
社
）。 

 
【
註
】 

（
1
）
拙
稿
〔
二
〇
一
八
〕〔
二
〇
二
〇
〕〔
二
〇
二
一
a
〕〔
二
〇
二
一
b
〕
な
ど
。
同
〔
二
〇
二
一
b
〕
に
、
そ
の
概
要
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

（
2
）
拙
稿
〔
二
〇
二
〇
〕
で
は
、
曇
鸞
著
作
内
に
お
け
る
十
念
の
語
を
「
阿
弥
陀
仏
あ
る
い
は
浄
土
に
対
す
る
憶
念
が
、
他
の
想
い
を
雑
え
ず
相
続
し
て
い

っ
た
先
に
開
か
れ
る
心
の
境
地
あ
る
い
は
状
態
」
と
定
義
し
て
い
る
。 

（
3
）『
聖
典
全
書
』
は
「
仮
」
に
作
る
が
、
本
稿
で
は
異
本
の
「
暇
」
を
採
用
し
た
。 

（
4
）
原
文
の
「
無
間
」
の
語
は
、
次
の
八
番
問
答
「
第
六
問
答
」
の
註
釈
中
に
み
え
る
「
無
間
心
」
の
語
と
同
義
で
あ
り
、「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
の
な

い
心
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

云
何
在
二

決
定
一

。
彼
造
罪
人
、
依
二

止
有
後
心
・
有
間
心
一

生
。
此
十
念
者
、
依
二

止
無
後
心
・
無
間
心
一

生
。
是
名
二

決
定
一

。 

（『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
頁
） 

（
5
）
そ
の
他
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
と
し
て
、
以
下
の
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』「
第
九
問

答
」
の
説
示
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

一
往
言
二

十
念
相
続
一

、
似
二

若
不
一
レ

難
。
然
凡
夫
心
、
猶
二

野
馬
一

、
識
劇
二

獼
猴
一

。
馳
二

騁
六
塵
一

、
無
二

暫
停
息
一

。
宜
下

及
二

信
心
一

、
預
自
剋
念
、
使
中

積
習
成
レ

性
、
善
根
堅
固
上

也
。
如
三

仏
告
二

頻
婆
娑
羅
王
一

。
人
積
二

善
行
一

、
死
無
二

悪
念
一

。
如
二

樹
西
傾
、
倒
必
随
一
レ

曲
。
若
使
二

刀
風
一
至
一

、
百
苦

湊
レ

身
。
習
不
レ

在
、
懐
念
何
可
レ

弁
。
又
宜
下

同
志
五
三
、
共
結
二

言
要
一

、
垂
二

命
終
一

時
、
迭
相
開
暁
、
為
称
二
阿
弥
陀
仏
名
号
一

、
願
レ

生
二

安
楽
一

、
声

声
相
次
、
使
上
レ

成
二

十
念
一

也
。
譬
如
二

蝋
印
印
レ

泥
、
印
壊
文
成
一

。
此
命
断
時
、
即
是
生
二

安
楽
一

時
。
一
入
二

正
定
聚
一

、
更
何
所
レ

憂
也
。 

（『
聖
典
全
書
』
一
、
五
六
六
―
五
六
七
頁
） 

（
6
）
相
馬
一
意
〔
一
九
九
七
〕 

『
抱
朴
子
』
に
は
、
何
度
も
な
ん
ど
も
口
訣
あ
る
い
は
口
伝
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
巻
第
二
論
仙
篇
に
は
金
丹
の
製
法
に
関
し
「
其
文
有
り
と
雖
も
、
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然
も
皆
其
要
を
秘
し
、
文
必
ず
口
訣
を
須
ち
」
と
い
い
、
巻
第
八
釈
滞
篇
に
は
房
中
の
法
に
つ
い
て
「
此
法
は
、
乃
真
人
口
口
相
伝
へ
て
、
本
書
せ

ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
巻
第
一
六
黄
白
篇
に
は
仙
薬
の
金
を
つ
く
る
こ
と
を
示
す
が
、
｢明
師
の
口
訣
を
得
ず
ん
ば
、
誠
に
軽
し
く
作
る
可

か
ら
ざ
る
な
り
」
と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
口
訣
は
、
道
教
に
一
種
独
特
な
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
口
伝
（
口
訣
）
の
重
視
と
い

う
秘
密
主
義
は
道
教
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
、
と
す
る
専
門
家
の
言
明
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
曇
鸞
の
上
の
表
現
も
、
こ
の
道
教
的
な
態
度
が

あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
わ
ず
知
ら
ず
、
こ
れ
は
大
事
で
あ
る
か
ら
口
訣
（
口
授
）
す
べ
き
も
の
と
、
道
教
の
発
想
で

語
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
少
し
は
納
得
が
ゆ
く
と
思
う
の
で
あ
る
。
                                                                                （
四
二
―
四
三
頁
） 

（
7
）
深
励
が
「
必
須
二

口
授
一

。
不
レ

得
レ

題
二

之
筆
点
一

」
の
文
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
背
景
に
は
、
直
前
の
「
何
暇
須
レ

知
二

念
之
頭
数
一

也
」
の
文
に
つ
い
て

の
解
説
の
な
か
で
「
元
祖
の
数
を
要
と
せ
ず
と
宣
ひ
、
又
今
家
に
数
を
と
り
て
念
仏
申
す
こ
と
を
御
依
用
の
な
い
は
、
こ
ゝ
の
正
意
を
伝
へ
給
ふ
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
後
世
の
宗
派
意
識
に
基
づ
く
解
釈
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
8
）「
若
久
行
人
念
、
多
応
レ

依
レ

此
」
の
「
此
」
は
、
直
前
に
あ
る
次
の
文
章
を
指
し
て
い
る
。 

但
憶
二

念
阿
弥
陀
仏
若
総
相
、
若
別
相
一

、
随
二

所
縁
一

観
、
逕
二

於
十
念
一

、
無
二

他
念
想
間
雑
一

。
是
名
二

十
念
一

。
又
云
二

十
念
相
続
一

者
、
是
聖
者
一
数

之
名
耳
。
但
能
積
レ

念
、
凝
レ

思
不
レ

縁
二

他
事
一

、
使
二

業
道
成
弁
一

便
罷
。
不
レ

用
。
亦
未
三

労
記
二

之
頭
数
一

也
。
        （『
聖
典
全
書
』
一
、
六
〇
二
頁
） 

（
9
）
こ
こ
で
い
う
「
観
仏
経
」
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
指
す
。『
翼
解
』
の
巻
五
に
は
、「『
観
仏
経
』
云
、「
具
二

五
逆
一

者
、
足
二

満
五
劫
一

」。」（
同
、
二
一

丁
右
）、
あ
る
い
は
「『
観
仏
経
』
云
、「
此
無
間
獄
、
寿
一
中
劫
。
造
二

五
逆
罪
一

、
撥
二

無
因
果
一

、
誹
二

謗
大
乗
一

、
犯
二

四
重
禁
一

、
虚
食
二

信
施
一

者
、　

墮
二

此
中
一

」。」（
同
、
二
八
丁
左
）
な
ど
と
あ
る
。
な
お
、
前
者
の
文
は
、
良
忠
（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
）『
観
経
疏
伝
通
記
』（
散
善
義
）
か
ら
の
抄

出
で
あ
り
、
後
者
の
文
は
、
源
信
（
九
四
二
―
一
〇
一
七
）『
往
生
要
集
』
か
ら
の
抄
出
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
後
者
の
『
往
生
要
集
』
の
原
文
に
は
、

「
此
無
間
獄
、
寿
一
中
劫
。『
倶
舍

論
』
。
造
二

五
逆
罪
一

、
撥
二

無
因
果
一

、
誹
二

謗
大
乗
一

、
犯
二

四
重
、
虚
食
二

信
施
一

之
者
、
墮
二

此
中
一

。
依
二　
『

三
昧
経
』観仏一　
」（『
聖
典
全

書
』
一
、
一
〇
二
六
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
知
空
は
、
原
文
が
『
観
仏
三
昧
経
』
と
い
う
名
称
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
も
、「
観
仏

経
」
と
い
う
略
称
を
用
い
て
記
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
10
）『
安
楽
集
』
巻
上
、
第
二
大
門
の
広
施
問
答
第
三
の
全
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
前
半
部
は
『
往
生
論
註
』「
第
七
問
答
」
の
説
示
を
下
地
と

し
て
構
成
さ
れ
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
。 

問
曰
、
既
云
下

垂
レ

終
、
十
念
之
善
、
能
傾
二

一
生
悪
業
一

、
得
上
レ

生
二

浄
土
一

者
、
未
レ

知
、
幾
時
為
二

十
念
一

也
。
答
曰
、
如
二

経
説
云
一

。
百
一
生
滅
、　

成
二

一
刹
那
一

。
六
十
刹
那
、
以
為
二

一
念
一

。
此
依
二

経
論
一

、
汎
解
レ

念
也
。
今
時
解
レ

念
、
不
レ

取
二

此
時
節
一

。
但
憶
二

念
阿
弥
陀
仏
若
総
相
、
若
別
　

相
一

、
随
二

所
縁
一

観
、
逕
二

於
十
念
一

、
無
二

他
念
想
間
雑
一

。
是
名
二

十
念
一

。
又
云
二

十
念
相
続
一

者
、
是
聖
者
一
数
之
名
耳
。
但
能
積
レ

念
、
凝
レ

思
不
　

レ

縁
二

他
事
一

、
使
二

業
道
成
弁
一

便
罷
。
不
レ

用
。
亦
未
三

労
記
二

之
頭
数
一

也
。
又
云
、
若
久
行
人
念
、
多
応
レ　
依
レ　
此
。
若
始
行
人
念
者
、
記
レ　
数
亦
好
。
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此
亦
依
二　
聖
教
一

。　                                                                                                                                      （『
聖
典
全
書
』
一
、
六
〇
二
頁
） 

（
11
）
迦
才
（
七
世
紀
中
頃
）
の
『
浄
土
論
』
巻
下
「
道
綽
伝
」
に
は
、
道
綽
が
小
豆
を
用
い
た
数
量
念
仏
を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

上
精
進
者
、
用
二

小
豆
一

為
レ

数
、
念
二

弥
陀
仏
一

、
得
二

八
十
石
、
或
九
十
石
一

。
中
精
進
者
、
念
二

五
十
石
一

。
下
精
進
者
、
念
二

二
十
石
一

。 

（
大
正
四
七
、
九
八
頁
中
） 

（
12
）
相
馬
一
意
〔
二
〇
一
三
〕
で
は
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
が
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。 

心
が
、
憶
念
す
る
の
を
終
え
て
、
他
の
こ
と
に
想
い
が
及
ん
で
ゆ
く
な
ら
、
そ
の
心
を
も
と
の
憶
念
に
引
き
も
ど
し
て
、
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
、
憶
念
の
数
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
第
六
問
答
に
い
う
「
無
間
心
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
無
間
心
と
は
、
他
の

想
い
が
一
切
混
じ
ら
な
い
で
憶
念
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
｢他
の
こ
と
に
想
い
が
及
ん
で
ゆ
く
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
念
の
数
を
数

え
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
想
い
を
注
ぎ
続
け
て
他
の
想
い
が
混
じ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
が
一

回
目
の
憶
念
で
、
ど
こ
か
ら
が
二
回
目
の
そ
れ
に
な
る
か
な
ど
と
数
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
い
っ
た
い
ど
う
数
を
数
え
て
十
念
な
ど
と
い
え
る
の

か
。
                                                                                                                                                                                 （
二
八
六
頁
） 

（
13
）
な
お
、
大
蔵
経
の
な
か
に
は
、「
外
念
諸
縁
、
摂
念
令
還
」（
外
に
諸
縁
を
念
ぜ
ば
、
念
を
摂
し
て
還
ら
し
む
）、「
若
心
馳
散
、
便
摂
令
還
」（
若
し
心
馳

散
せ
ば
、
便
ち
摂
し
て
還
ら
し
む
）、「
若
心
不
住
、
制
之
令
還
」（
若
し
心
住
せ
ず
は
、
之
を
制
し
て
還
ら
し
む
）
な
ど
、
類
似
の
表
現
が
禅
経
類
（
以

下
の
出
典
中
に
示
し
た
諸
典
籍
を
含
む
）
に
散
見
さ
れ
る
が
、
曇
鸞
が
「
摂
之
令
還
」
と
述
べ
て
い
る
以
上
、
直
接
の
出
典
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は

不
適
切
と
判
断
し
、
出
典
の
対
象
外
と
し
た
。 

（
14
）『
坐
禅
三
昧
経
』
の
成
立
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、（
一
）
下
巻
鳩
摩
羅
什
撰
述
説
（
池
田
英
淳
〔
一
九
三
七
〕、
Tran Thuy Khanh〔
二
〇
〇
八
〕）、

（
二
）
僧
叡
撰
述
説
（
月
輪
賢
隆
〔
一
九
七
一
〕）、（
三
）
下
巻
僧
叡
撰
述
説
（
蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕）、
な
ど
の
中
国
撰
述
説
が
あ
る
。
な
お
、
同

経
の
出
世
間
道
を
中
心
に
論
じ
た
田
中
裕
成
〔
二
〇
一
五
〕
に
よ
れ
ば
、
同
経
は
、
鳩
摩
羅
什
が
保
持
し
て
い
た
何
ら
か
の
「
イ
ン
ド
編
纂
の
禅
定
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
の
構
造
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。 

（
15
）
原
文
の
「
思
覚
人
」
に
つ
い
て
、
蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
二
一
〕
は
「
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
巻
上
に
は
、（
一
）
対
治

欲
思
覚
、（
二
）
対
治
恚
思
覚
、（
三
）
対
治
六
思
覚
、（
四
）
対
治
悩
思
覚
、（
五
）
対
治
親
里
思
覚
、（
六
）
対
治
国
土
思
覚
、（
七
）
対
治
不
死
思
覚
、

の
七
思
覚
が
説
か
れ
て
い
る
。 

（
16
）
原
文
の
「
等
分
」
に
つ
い
て
、
塩
崎
幸
雄
（
校
註
）〔
二
〇
〇
六
〕
六
六
頁
の
註
2
に
は
「
貪
・
瞋
・
痴
が
等
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
」
と
あ
り
、
蓑

輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕
に
は
「
三
毒
が
そ
れ
ぞ
れ
等
し
く
起
き
て
い
る
場
合
を
さ
す
」（
一
八
六
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
文
の
「
多
等
分

人
」
に
つ
い
て
、
山
部
能
宜
〔
二
〇
一
一
〕
の
註
16
で
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
を
併
せ
持
つ
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
」（
一
二
四
頁
）
と
あ
る
。 
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（
17
）
幡
谷
明
（
編
）〔
一
九
八
九
〕
や
武
田
龍
精
〔
二
〇
〇
八
〕
で
は
、『
往
生
論
註
』
巻
下
、
起
観
生
信
、
作
願
門
釈
の
「
止
心
鼻
端
亦
名
為
止
」
や
「
不

浄
観
止
貪
慈
悲
観
止
瞋
因
縁
観
止
痴
」
の
関
連
文
と
し
て
、『
禅
秘
要
法
経
』
や
『
坐
禅
三
昧
経
』、『
五
門
禅
経
要
用
法
』
な
ど
の
禅
経
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。 

（
18
）『
五
門
禅
経
要
用
法
』
と
『
思
惟
略
要
法
』
で
は
、（
一
）
四
無
量
観
法
、（
二
）
不
浄
観
法
、（
三
）
白
骨
観
法
、（
四
）
観
仏
三
昧
法
、（
五
）
生
身
観

法
、（
六
）
法
身
観
法
、（
七
）
十
方
諸
仏
観
法
、（
八
）
観
無
量
寿
仏
法
、（
九
）
諸
法
実
相
観
法
、（
十
）
法
華
三
昧
観
法
、
か
ら
な
る
十
種
の
観
法
が

示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
五
門
禅
に
対
応
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
（
佐
藤
泰
舜
〔
一
九
三
一
〕）。
な
お
、
両
経
の
関
係
に
つ
い
て
、
藤
堂
恭
俊

〔
一
九
六
〇
〕
と
月
輪
賢
隆
〔
一
九
七
一
〕
は
、『
思
惟
略
要
法
』
は
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
と
し
、
山
部
能
宜
〔
二
〇
〇
一
〕
は

『
五
門
禅
経
要
用
法
』
は
『
思
惟
略
要
法
』
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
と
す
る
。 

（
19
）『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
つ
い
て
は
、
大
南
龍
昇
〔
一
九
七
七
〕、
松
田
慎
也
〔
一
九
八
九
〕、
阿
部
貴
子
〔
二
〇
〇
六
〕
な
ど
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。 

（
20
）『
坐
禅
三
昧
経
』
の
上
巻
で
は
声
聞
道
の
五
門
禅
に
つ
い
て
、
ま
た
下
巻
で
は
菩
薩
の
五
門
禅
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
山
部
能
宜
〔
二
〇
一
一
〕

で
は
、
念
仏
観
が
最
初
か
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
五
門
禅
の
順
番
や
内
容
に
実
質
的
な
隔
た
り
は
な
い
と
し
、「『
坐
禅
三

昧
経
』
に
お
け
る
声
聞
の
行
法
と
菩
薩
の
行
法
は
、
観
想
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
異
な
る
の
は
、
行
の
背
後

に
あ
る
精
神
的
態
度
な
い
し
意
味
づ
け
の
部
分
」（
一
〇
七
頁
）
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
21
）
な
お
、
未
だ
撰
者
は
確
定
し
て
い
な
い
も
の
の
、
曇
鸞
が
数
息
観
に
つ
い
て
論
じ
た
可
能
性
の
あ
る
資
料
と
し
て
、『
延
陵
先
生
集
新
旧
服
気
経
』『
雲

笈
七
籤
』
内
に
収
録
さ
れ
る
『（
曇
）
鸞
法
師
服
気
法
』
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
22
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
〔
二
〇
二
〇
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
23
）〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、〈
臨
終
以
前
〉
か
ら
様
々
な
修
行
に
励
ん
で
お
く
べ
き
こ
と
は
、
註
5
に
引
用
し
た
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』

「
第
九
問
答
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

曇鸞の臨終への視座
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称
名
寺
聖
教
『
法
事
讃
下
管
見
鈔
』
に
つ
い
て
 

　――
解
題
と
翻
刻
――
 

佐
　
竹
　
真
　
城
 

は
じ
め
に
 

小
論
は
、
神
奈
川
県
称
名
寺
所
蔵
に
し
て
、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
で
管
理
さ
れ
る
国
宝
称
名
寺
聖
教
の
う
ち
、『
法
事
讃
下
管
見

鈔
』
二
巻
（
92
函
9
│
1
・
2
）
の
翻
刻
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。 

『
法
事
讃
下
管
見
鈔
』
解
題
 

『
法
事
讃
下
管
見
鈔
』
は
、
題
号
が
示
す
如
く
善
導
（
六
一
三
│
六
八
一
）
撰
『
法
事
讃
』
の
下
巻
を
註
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
撰

者
は
、
内
題
に
続
い
て
「
沙
門
導
空
述
」（
巻
上
／
巻
下
・
一
丁
右
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
導
空
」
な
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
窺
え

る
。
題
号
に
注
目
す
る
と
、
称
名
寺
聖
教
に
は
本
書
の
他
に
「
管
見
鈔
」
の
題
号
を
有
す
る
書
が
以
下
の
如
く
複
数
確
認
で
き
る
。 

①『
観
経
玄
義
分
管
見
鈔
』
巻
二
（
湛
睿
手
沢
　
92
函
1
） 

②『
観
経
序
分
義
管
見
鈔
』（
92
函
2
） 



③『
般
舟
讃
管
見
鈔
』
巻
上
（
崇
順
手
沢
　
92
函
3
） 

④『
観
経
散
善
義
管
見
鈔
』
巻
一
（
崇
順
手
沢
　
92
函
4
│
1
） 

⑤『
観
経
散
善
義
管
見
鈔
』
巻
二
（
崇
順
手
沢
　
92
函
4
│
2
） 

⑥『
観
経
散
善
義
管
見
鈔
』
巻
三
（
崇
順
手
沢
　
92
函
4
│
3
） 

⑦『
観
経
序
分
義
管
見
鈔
』
巻
一
（
崇
順
手
沢
　
92
函
5
│
1
） 

⑧『
観
経
散
善
義
管
見
鈔
』
巻
二
（
崇
順
手
沢
　
92
函
5
│
2
） 

⑨『
般
舟
讃
管
見
鈔
』
巻
上
（
92
函
6
│
1
） 

⑩『
般
舟
讃
管
見
鈔
』
巻
下
（
92
函
6
│
2
） 

⑪『
観
念
法
門
管
見
鈔
』
巻
上
（
92
函
7
│
1
） 

⑫『
観
念
法
門
管
見
鈔
』
巻
下
（
92
函
7
│
2
） 

 こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
撰
号
を
欠
い
て
い
る
も
の
の
、
⑩
に
は
「
沙
門
道
空
述
」（
一
丁
右
）、
⑪
に
は
「
沙
門
導
空
述
」（
一
丁
右
）

と
の
撰
号
が
確
認
で
き
る
。
⑩
⑪
の
二
書
の
撰
者
は
、「
道
」「
導
」
の
相
異
は
あ
る
が
、
両
字
は
相
互
通
用
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な

く
、
何
れ
も
善
導
撰
述
書
の
註
釈
で
あ
り
、
何
よ
り
「
管
見
鈔
」
と
い
う
題
号
の
一
致
も
相
ま
っ
て
、
同
一
人
物
の
撰
述
と
考
え
て
大

過
な
い
だ
ろ
う
。
翻
っ
て
、
本
書
の
撰
者
「
導
空
」
も
、
こ
れ
ら
の
著
者
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
導
空
（
道
空
）」
が

如
何
な
る
人
師
か
と
い
う
と
、
塚
本
善
隆
博
士
は
、
諸
史
料
か
ら
可
能
性
を
三
名
に
絞
っ
て
検
討
し
、
覚
明
房
長
西
（
一
一
八
四
│
一

二
六
六
　
以
下
、
長
西
）
を
派
祖
と
す
る
浄
土
宗
九
品
寺
流
（
諸
行
本
願
義
）
の
系
譜
に
列
ね
る
導
空
で
あ
る
と
推
定
し
て
お
り（

1
）、
筆

者
も
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

九
品
寺
流
の
導
空
と
は
、
す
な
わ
ち
『
法
水
分
流
記
』（
一
三
七
八
年
成
立
）
に
、 
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称名寺聖教『法事讃下管見鈔』について



　
　
九
品
寺
義
　
又
号
諸
行
本
願
義
 

長
西
│
┘
住　
ス

二

九
品
寺　
ニ

一

。
生
所　
ハ

讃
州　
ノ

西
三
谷　
ナ
リ

。
九
歳
上
洛
、
十
九
出
 

　
　
　
─
 

　
┐│││
└
家
。
上
人
往
生　
ノ

時　
ハ

二
十
九
歳
、
其　
ノ

後
西
山　
ノ

門
人
也
。
義
絶
。 

　
…
 

　
─
 

　
─┌
│
阿
弥
陀（

2
）

…
…
 

　
…
 

　
─
 

　
─┌
│
空
寂
 

　
…
 

　
─
　
　
　
　
念
空
　
弘
安
十
丁
亥
 

　
┌
│
道
教
│
│
│
│
│
│
性
仙

（『
東
洋
学
研
究
』
三
〇
・
七
〇
頁
―
七
三
頁
略
抄（

3
）　
傍
線
・
太
字
は
筆
者
） 

　
　
　
　
　
　
　
七
八
亡
 

  
と
あ
る
、
性
仙
の
こ
と
で
あ
る
。『
吉
水
法
流
記
』（
一
三
七
五
年
成
立
）
に
は
「
性
仙
」
を
、 

 
性
仙
法
師
　
諱
道
空

（『
東
洋
学
研
究
』
三
〇
・
一
〇
〇
頁
　
傍
線
・
太
字
は
筆
者
） 

 
と
伝
え
て
お
り
、
諱
が
導
空
（
道
空
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
性
仙
は
、
鎌
倉
浄
光
明
寺
「
地
蔵
菩
薩
石
像
銘
」
に
、 

 （
背
、
陰
刻
）
供
養
導
師
性
仙
長
□（

老
）

 

正
和
二
年
十
一
月
□（

日
）施
主
□

（
乗
カ
）覚
　
大
工
□
□

（『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
・
三
七
〇
頁
　
傍
線
は
筆
者
） 

 
と
あ
り
、
浄
光
明
寺
の
長
老
を
務
め
た
こ
と
も
窺
え
る
か
ら
、
当
時
の
東
国
に
お
い
て
有
力
な
人
師
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 
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本
書
は
上
下
二
巻
か
ら
成
る
が
欠
失
も
多
く
、
残
存
す
る
の
は
上
巻
が
六
二
丁
、
下
巻
が
一
丁
の
み
で
あ
る（

4
）。
如
上
、
下
巻
は
ほ
と

ん
ど
を
欠
く
が
、
具
体
的
に
註
釈
箇
所
を
『
法
事
讃
』
に
対
応
さ
せ
る
と
、
題
号
釈
か
ら
転
経
分
第
一
〇
段
（
＝『
阿
弥
陀
経
』
東
方

段
引
文
）
の
一
部
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
著
述
方
法
は
、
は
じ
め
に
『
法
事
讃
』
本
文
の
所
釈
箇
所
を
「
従
●
●
至
于
●

●
」
と
示
し
、
続
け
て
「
述
曰
」（
一
箇
所
「
述
云
」）
と
所
釈
文
に
対
す
る
註
釈
を
施
す
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
全
部
で
三
一
の
文
段

が
確
認
で
き
る
。 

本
書
の
内
容
は
、「
十
八　

ト

十
九　

ト

二
十　

ト
ハ

共　
ニ

為　
ス

二

本
願　

ト
一

。
何　

ソ

立
二

　
テ
テ

虚
願　

ヲ
一

成　
ル

レ

仏　
ト

乎
」（
巻
上
・
一
〇
丁
左
）
等
の
文
言
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
い
わ
ゆ
る
「
諸
行
本
願
義
」
の
立
場
か
ら
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
特
筆
す
べ
き
内
容
の
一
例
と
し
て
、『
阿
弥

陀
経
』
の
「
少
善
根
」
釈
と
『
法
事
讃
』
の
「
随
縁
雑
善
」
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
別
稿
に
て
報
告
し
て
い
る
如
く
、
導
空
は
ど
ち
ら
も

「
無
菩
提
心
の
行
」
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、
九
品
寺
流
諸
師
と
比
較
し
て
み
て
も
特
異
な
解
釈
と
い
え
る（

5
）。
し
た
が
っ
て
、

導
空
の
教
学
、
ひ
い
て
は
九
品
寺
流
お
よ
び
中
世
浄
土
教
の
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
、
本
書
は
示
唆
に
富
ん
だ
一
書
と
い
え
よ

う
。 さ

て
、
導
空
に
お
け
る
善
導
『
観
経
疏
』
註
釈
（
前
掲
①
②
④
⑤
⑥
⑦
⑧
）
で
は
、
殊
に
元
照
（
一
〇
四
八
―
一
一
一
六
）
を
は
じ

め
と
し
た
宋
代
浄
土
教
典
籍
受
容
の
目
立
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

6
）。
本
書
の
引
用
典
籍
を
見
て
も
、『
法
事
讃
』
所
引
の
『
阿
弥

陀
経
』
を
註
釈
す
る
上
で
、
元
照
『
阿
弥
陀
経
義
疏
』
の
引
用
が
一
七
回
と
突
出
し
て
お
り（

7
）、
特
に
元
照
の
思
想
に
傾
倒
し
て
い
る
様

子
を
看
取
で
き
る
。
そ
の
他
、
戒
度
（
生
没
不
詳
）
や
智
円
（
九
七
六
―
一
〇
二
二
）
な
ど
、
回
数
こ
そ
多
く
な
い
も
の
の
宋
代
典
籍

を
取
り
入
れ
た
著
述
姿
勢
は
、『
観
経
疏
』
註
釈
で
指
摘
さ
れ
る
特
徴
と
も
一
致
し
て
く
る
。
ま
た
、「
述
曰
」
と
自
ら
の
解
釈
を
述
べ

る
箇
所
が
、
元
照
『
阿
弥
陀
経
義
疏
』
や
慈
恩
『
阿
弥
陀
経
通
賛
疏
』
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
点
も
含
め
、

導
空
の
著
述
態
度
や
九
品
寺
流
に
お
け
る
導
空
の
位
置
な
ど
、
別
稿
に
て
い
さ
さ
か
検
討
す
る
予
定
で
あ
る（

8
）。 

な
お
、
本
書
の
法
量
は
、
上
下
巻
と
も
縦
寸
23.1
㎝
・
横
寸
15.5
㎝（

9
）、
体
裁
は
上
巻
が
半
葉
六
行
、
一
行
二
二
字
内
外
、
下
巻
が
半
葉
七
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行
、
一
行
一
六
字
内
外
で
あ
る
。 

お
わ
り
に
 

以
上
、
甚
だ
簡
略
な
が
ら
『
法
事
讃
下
管
見
鈔
』
が
如
何
な
る
典
籍
で
あ
る
の
か
を
記
し
た
。
最
後
に
、
本
書
の
著
者
で
あ
る
導
空

が
持
つ
別
の
一
面
を
示
す
こ
と
で
、
本
書
が
持
つ
価
値
の
高
さ
を
提
示
し
た
い
。 

導
空
は
、
鸞
宿
（
一
六
八
二
―
一
七
五
〇
）
が
編
纂
し
た
『
浄
土
伝
灯
総
系
譜
』（
一
七
二
七
年
成
立
）
に
、 

 
性
仙
 

　
字
道
空
。
住　
ス

二

浄
光
明
寺　
ニ

一

。
此　
ノ

人
附
二

順 　
シ
テ

高
弁 　

ノ

摧
邪
輪 　

ニ
一

而
難 　

ス
二

選
択
集 　

ヲ
一

。

（『
浄
全
』
一
九
・
一
一
二
頁
　
傍
線
・
太
字
は
筆
者
） 

 
と
あ
り
、
専
修
念
仏
教
団
の
一
流
に
名
を
列
ね
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
ろ
う
こ
と
か
難
敵
明
恵
（
一
一
七
三
―
一
二
三
二
）
の

『
摧
邪
輪
』
に
依
拠
し
な
が
ら
、
法
然
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
批
判
し
た
人
師
と
し
て
も
知
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
れ
ば
異
端
的
存
在
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
師
が
活
躍
す
る
素
地
が
当
時
の
東
国
に
あ
っ
た
の
も

ま
た
事
実
で
あ
る
。
九
品
寺
流
は
専
修
念
仏
教
団
の
一
流
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
教
学
が
「
背
師
異
義
」
た
る
「
諸
行
本
願
義
」
と
批

判
さ
れ
、
早
い
段
階
で
そ
の
法
流
が
途
絶
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
古
来
そ
の
背
師
異
義
の
源
流
は
派
祖
長
西
に
遡
っ
て
考
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
か
つ
て
筆
者
は
、
長
西
の
教
学
に
お
い
て
は
諸
行
の
扱
い
こ
そ
聖
道
諸
宗
に
近
接
す
る
も
の
の
、
本
願
の
正
意

は
称
名
に
あ
る
と
の
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（

10
）。
一
方
で
、
九
品
寺
流
に
は
導
空
の
如
く
法
然
批
判
と
い
う
露
骨

な
対
応
を
と
る
者
が
現
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
今
日
の
我
々
が
、
九
品
寺
流
と
い
う
流
派
を
、
そ
し
て
中
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世
の
浄
土
教
の
全
体
を
、
把
捉
し
た
つ
も
り
で
把
捉
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

如
上
、『
法
事
讃
下
管
見
鈔
』
は
、
撰
者
で
あ
る
導
空
の
教
学
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
、
未
だ
詳
ら
か
で
な
い
点
の
多
い
九
品
寺

流
、
そ
し
て
中
世
浄
土
教
の
実
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
も
、
様
々
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
等
閑
に
付
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
今
一
度
、
称
名
寺
聖
教
に
伝
わ
る
中
世
浄
土
教
典
籍
を
視
座
と
し
て
、
中
世
浄
土
教
を
把
捉
し

直
す
作
業
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 

引
き
続
き
、
称
名
寺
聖
教
に
含
ま
れ
る
中
世
浄
土
教
典
籍
を
翻
刻
し
つ
つ
、
そ
れ
を
視
座
と
し
た
研
究
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
課
題

で
あ
る
。 

 付
記
 

小
論
は
、
公
益
財
団
法
人
三
菱
財
団
の
第
四
八
回
（
二
〇
一
九
年
度
）
人
文
科
学
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、

小
論
の
執
筆
に
あ
た
り
、
金
沢
文
庫
御
当
局
に
は
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。 
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『
法
事
讃
下
管
見
鈔
』
翻
刻
 

 
【
凡
例
】 

①
本
翻
刻
は
、
称
名
寺
聖
教
『
法
事
讃
下
管
見
鈔
』
上
下
二
巻
（
92
函
9
号
1
・
2
、
下
巻
は
冒
頭
の
み
残
存
）
を
翻
刻
し
た
も
の
で

あ
る
。 

②
漢
字
は
新
字
の
通
行
体
に
統
一
し
て
翻
刻
し
た
。 

③
各
丁
数
は
〈
〉
で
括
っ
て
示
し
、
行
取
り
は
原
本
に
準
じ
て
行
頭
に
行
数
を
示
し
た
。 

④
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
お
い
て
「
残
簡
よ
り
発
見
し
た
る
も
の
」
と
さ
れ
る
七
紙
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
位
置
と
考
え
ら
れ
る
場
所

に
戻
し
、
丁
数
は
〈
残
簡
②
右
〉
の
よ
う
に
表
記
し
た
。 

⑤
ス
ペ
ー
ス
は
見
出
し
の
科
段
等
に
適
宜
私
的
に
付
し
た
。 

⑥
訂
記
は
本
文
に
反
映
し
て
翻
刻
し
た
。 

⑦
湮
滅
は
字
数
分
の
□
で
表
記
し
た
。 

⑧
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
範
囲
で
確
認
し
得
た
出
典
を
（
）
内
に
割
書
で
示
し
た
。 

⑨
写
誤
や
脱
字
な
ど
意
味
が
通
ら
な
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
が
、
校
訂
は
し
な
か
っ
た
。 

⑩
特
に
必
要
な
情
報
を
示
す
場
合
、
脚
註
に
記
し
た
。 

 巻
上
 

【
表
紙
】 

左
上
「
法
事
讃
下
管
見
鈔
上
」 
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【
本
文
】 

〈
一
丁
右
〉 

01
法
事
讃
下
管
見
鈔
上
　
沙
門
導
空
述
 

02
　
題
額
 

03
　
従
安
楽
至
于
巻
下
　
述
曰
安
楽
行
道
者
安
楽
是
 

04
極
楽
異
名
故
花
厳
経
（
般
若

蔵
』
巻
一
訳
巻
四
〇

〇
・
八
四
、『
大
正八頁

上
）
云
往
生
安
楽
国
云云
法
花
経
（
巻
六

巻
九
・
五
、『
大
正
蔵

四
頁
下』）
云
即
安
 

05
楽
世
界
云云
道
綽
所
造
両
巻
疏
名
安
楽
集
故
知
安
楽
是
 

06
所
求
之
土
行
道
等
即
能
求
行
也
今
依
三
業
次
第
云
行
道
 

〈
一
丁
左
〉 

01
転
経
行
道
是
身
業
転
経
口
業
願
生
即
意
業
也
浄
土
者
如
 

02
前
解
言
法
事
等
者
如
上
巻
鈔
沙
門
善
導
等
者
応
知
 

03
　
従
高
座
至
于
衆
倶
　
述
曰
高
座
入
文
者
為
浄
身
器
 

04
入
法
水
勧
請
懺
悔
竟
正
可
読
経
故
此
標
章
　
問
寿
経
観
 

05
経
小
経
説
時
前
後
如
何
答
諸
師
異
義
不
同
也
僧
肇
法
師
阿
 

06
弥
陀
経
疏
云
今
尋
検
四
経
部
部
之
内
雖
具
明
浄
土
然
旨
趣（

11
） 

〈
残
簡
②
右
〉 

01
□
願
故
知
先
説
両
巻
云云
此
義
方
不
然
先
雖
説
観
□
□
□
 

02
来
説
云
為
説
四
十
八
願
有
何
相
違
乎
又
閉
父
王
勢
力
自
在
 

03
雖
是
太
子
亦
名
為
王
云云
閉
父
王
是
観
経
名
王
即
寿
経
弥
順
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04
興
師
義
何
況
如
大
阿
弥
陀
経
者
世
王
太
子
与
五
百
長
者
子
詣
 

05
仏
所
作
発
起
衆
預
記
莂
然
龍
興
経
疏
云
闍
世
禁
父
剋
世
 

06
王
有
子
名
憂
陀
跋
耶
跋
陀
於
道
頭
与
狗
子
戯
与
狗
共
食
 

〈
残
簡
②
左
〉 

01
意取
当
此
時
説
観
経
何
以
前
請
仏
所
蒙
記
莂
者
作
此
幻
少
 

02
事
乎
故
以
龍
興
所
解
為
勝
也
応
知
　
問
曰
三
部
経
翻
訳
先
後
 

03
如
何
答
曰
玄
一
云
今
但
約
盛
流
布
両
巻
経
観
経
阿
弥
陀
経
而
 

04
唯
翻
訳
初
訳
両
巻
宋
時
仏
陀
跋
多
羅
訳
次
観
経
宋
元
 

05
嘉
年
畺
良
耶
舎
訳
此
阿
弥
陀
経
秦
時
羅
什
訳
亦
名
无
量
 

06
寿
経
与
小
无
量
寿
経
別
本
彼
宋
元
嘉
年
求
那
跋
多
羅
翻
 

〈
残
簡
③
右
〉 

01
上已
霊
芝
疏
（『
大
正

・
三
五
七
頁
蔵
』
巻
三
七

上
―
下
）
云
次
釈
文
中
此
経
凡
有
両
訳
姚
秦
羅
什
法
師
 

02
訳
即
今
本
也
二
大
唐
玄
奘
法
師
訳
今
見
蔵
中
立
題
各
異
 

03
如
下
所
明
自
古
解
釈
凡
有
三
家
唐
慈
恩
法
師
通
讃
一
巻
今
朝
 

04
孤
山
法
師
霅
渓
法
師
皆
有
疏
記
見
行
于
世
今
之
所
出
各
 

05
従
其
志
時
有
異
同
臨
文
自
見
次
正
釈
文
相
又
二
初
釈
経
題
二
 

06
釈
経
文
初
中
此
経
本
名
称
讃
不
可
思
議
功
徳
一
切
諸
仏
所
 

〈
残
簡
③
左
〉 

01
護
念
経
総
十
六
字
経
字
為
通
題
上
十
五
字
為
別
題
上
八
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02
字
属
教
即
経
所
説
依
正
荘
厳
称
名
往
生
皆
是
弥
陀
修
因
感
 

03
果
威
神
願
力
不
思
議
功
徳
也
下
七
字
属
機
即
依
教
起
行
専
 

04
修
成
業
衆
聖
冥
加
摂
持
不
退
直
至
菩
提
也
奘
師
唐
訳
即
 

05
用
本
題
云
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
語
雖
少
異
義
意
大
同
対
 

06
文
可
見
今
経
秦
訳
隠
略
本
題
在
六
方
仏
後
即
下
云
汝
等
 

〈
残
簡
④
右
〉 

01
衆
生
当
信
是
等
拠
宗
取
別
建
此
題
略
有
五
意
一
則
上
 

02
符
経
旨
経
中
唯
示
持
名
方
法
故
取
仏
名
用
慓
題
首
二
 

03
則
下
適
機
宜
弥
陀
名
号
衆
所
楽
聞
故
用
慓
題
必
多
信
 

04
受
三
理
自
包
含
但
慓
仏
名
称
讃
護
念
任
運
自
摂
故
四
義
 

05
存
便
易
梵
号
兼
含
耳
聞
淳
熟
故
五
語
従
簡
要
後
世
受
 

06
持
称
道
不
繁
故
旦
如
唐
訳
従
本
立
題
而
未
聞
流
布
又
如
大
 

〈
残
簡
④
左
〉 

01
本
従
華
慓
目
而
罕
見
誦
持
乃
知
秦
本
深
体
聖
心
故
得
 

02
四
海
同
遵
百
代
无
古
感
通
伝
説
羅
什
法
師
七
仏
以
来
翻
経
 

03
信
非
虚
矣
今
釈
此
題
上
五
字
為
別
局
今
経
故
下
一
字
為
 

04
通
同
衆
典
故
就
別
題
中
上
二
字
慓
能
説
教
主
定
是
釈
 

05
迦
但
挙
通
号
下
三
字
示
所
説
人
簡
非
他
仏
故
慓
別
号
 

06
通
別
互
挙
訳
人
之
巧
傾
出
我
口
暢
悦
彼
心
以
教
合
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〈
残
簡
⑤
右
〉 

01
機
故
称
仏
説
阿
弥
陀
此
翻
无
量
経
自
釈
云
彼
仏
光
明
 

02
无
量
照
十
方
国
无
所
障
礙
是
故
号
為
阿
弥
陀
謂
无
辺
量
 

03
也
又
云
彼
仏
寿
命
及
其
人
民
无
量
无
辺
阿
僧
祇
劫
故
名
阿
 

04
弥
陀
此
謂
无
数
量
也
光
表
仏
智
寿
表
仏
福
以
此
福
智
厳
 

05
本
法
身
三
徳
円
備
以
立
嘉
号
余
如
下
文
通
題
中
梵
云
修
多
 

06
羅
此
翻
為
線
線
能
貫
摂
即
喩
教
詮
文
理
連
貫
包
摂
群
機
 

〈
残
簡
⑤
左
〉 

01
訓
法
常
義
如
常
説
次
釈
経
文
大
分
三
分
初
至
大
衆
倶
為
序
分
二
 

02
爾
時
仏
告
下
至
是
為
甚
難
為
正
宗
分
三
仏
説
此
経
已
下
至
 

03
末
文
為
流
通
分
初
中
諸
経
皆
有
証
信
発
起
三
序
此
経
但
 

04
別
証
信
独
无
発
起
往
生
伝
序
云
此
乃
十
二
分
教
无
問
自
説
 

05
之
経
其
猶
母
之
拊
嬰
児
不
俟
其
請
但
欲
顧
其
手
足
乳
而
哺
之
耳
 

06
今
以
義
求
略
為
二
意
一
表
他
方
浄
刹
非
二
乗
偏
小
境
界
縦
 

〈
二
丁
右
〉 

01
有
摧
行
示
同
不
知
不
仮
因
縁
孤
然
自
説
彰
其
持
異
即
下
諸
仏
 

02
歎
釈
迦
云
能
為
甚
難
希
有
之
事
説
此
世
間
難
信
之
法
是
也
 

03
二
表
我
仏
世
尊
大
慈
憫
物
如
母
愛
子
憐
其
小
騃
不
能
請
問
召
 

04
以
誨
之
彰
其
深
切
故
下
如
来
嘱
云
汝
等
皆
当
信
受
我
語
及
諸
仏
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05
所
説
是
也
上已
経
言
如
是
已
下
云
成
就
大
師
（「
序
分

巻
三
七
・
二
義
」、『
大
正

五
二
頁
上蔵』）
云
如
是
者
指
法
定
散
 

06
両
門
也
云云
即
指
正
宗
所
説
法
門
信
成
就
言
我
聞
者
阿
難
自
 

〈
二
丁
左
〉 

01
言
親
従
仏
聞
非
他
伝
告
即
聞
成
就
三
一
時
者
主
伴
会
集
説
聴
 

02
始
終
簡
非
余
時
即
時
成
就
准
観
経
疏
一
時
已
下
是
発
起
故
 

03
下
讃
四
（『
法
事

巻
四
七
・
四
讃
』
巻
下
、

三
一
頁
上
『
大
正
蔵
』）
云
与
仏
声
聞
菩
薩
衆
同
遊
舎
衛
至乃
開
顕
无
生
浄
土
 

04
門
上已
仏
者
釈
迦
教
主
金
口
親
宣
非
余
所
説
即
主
成
就
具
 

05
云
仏
陀
翻
云
覚
者
名
乃
通
此
局
妙
覚
究
竟
極
果
十
号
 

06
之
一
是
為
通
号
五
在
舎
衛
等
者
説
経
有
処
挙
舎
衛
乃
 

〈
三
丁
右
〉 

01
遊
化
之
境
挙
祇
園
即
依
住
之
処
即
処
成
就
舎
衛
翻
聞
物
 

02
言
人
物
富
庶
遠
聞
諸
国
故
祇
陀
施
樹
給
孤
買
園
共
成
 

03
仏
刹
故
以
為
名
六
与
大
比
丘
下
道
俗
四
部
大
衆
同
会
非
我
 

04
独
聞
即
衆
成
就
衆
有
三
類
初
声
聞
衆
二
并
諸
下
即
菩
薩
衆
 

05
三
及
釈
提
下
天
人
衆
声
聞
常
時
侍
仏
威
儀
復
勝
故
在
前
 

06
列
菩
薩
隠
顕
无
定
形
服
不
物
故
以
次
之
人
天
俗
衆
形
服
善
乖
 

〈
三
丁
左
〉 

01
故
列
于
後
初
中
有
四
初
示
数
二
皆
是
下
歎
徳
三
長
老
下
列
 

02
名
四
如
是
下
総
結
初
中
与
大
比
丘
等
如
観
経
疏
釈
比
丘
或
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03
云
苾
蒭
此
翻
乞
士
乞
食
資
身
乞
法
練
心
又
翻
怖
魔
志
怖
 

04
彼
魔
徳
令
魔
怖
又
云
破
悪
禀
戒
破
業
定
恵
破
惑
此
三
因
 

05
果
号
如
後
言
僧
者
梵
云
僧
伽
此
翻
為
衆
四
人
已
上
為
衆
 

06
仏
身
兼
衆
故
云
与
倶
言
皆
是
大
阿
羅
漢
者
亦
有
三
翻
初
 

〈
四
丁
右
〉 

01
摩
訶
倶
絺
羅
者
肇
公
疏
云
木
患
云
骨
高
大
是
舎
利
弗
舅
甚
 

02
大
聡
明
初
為
外
道
師
名
曰
長
爪
梵
志
上已
又
天
台
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
記
』、『
大

〇
六
頁
中正蔵
』）
云
摩
訶
倶
 

03
絺
羅
弁
才
无
滞
此
翻
大
膝
上已
霊
芝
疏
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
疏
』、『
大

五
八
頁
中正蔵
』）
云
拘
絺
羅
此
翻
大
膝
 

04
有
云

蓋
大
故膝
舎
利
弗
舅
与
姉
論
義
論
常
勝
姉
孕
不
勝
知
懐
智
 

05
人
遂
往
南
天
竺
読
誦
衆
経
无
暇
剪
爪
時
人
呼
為
長
爪
 

06
梵
志
上已
言
離
婆
多
霊
芝
疏
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
疏
』、『
大

五
八
頁
中正蔵
』）
云
離
婆
多
亦
云
離
越
此
翻
 

〈
四
丁
左
〉 

01
星
宿
或
云
室
宿
父
母
従
星
乞
得
因
星
作
名
或
云
仮
和
合
文
殊
 

02
問
経
称
常
作
声
有
引
智
論
嘗
宿
空
亭
証
二
鬼
争
屍
依
実
 

03
判
帰
小
鬼
大
鬼
怒
抜
其
手
足
小
鬼
取
屍
補
之
因
其
煩
悩
不
 

04
測
誰
身
故
云
仮
和
合
又
心
懐
疑
惑
逢
人
即
問
見
我
身
否
衆
 

05
僧
語
云
汝
身
本
是
他
之
遺
体
非
己
有
也
因
即
得
道
故
以
為
 

06
名
言
周
利
槃
陀
伽
者
円
測
疏
云
此
云
蛇
奴
或
云
路
生
若
依
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〈
五
丁
右
〉 

01
本
生
経
或
翻
道
辺
有
一
長
者
女
子
然
奴
為
夫
夫
与
妻
逃
後
 

02
時
懐
任
還
家
欲
産
来
向
家
道
在
辺
宿
即
生
一
児
夫
復
追
来
 

03
即
将
而
還
復
即
懐
身
如
前
道
辺
亦
生
一
児
是
名
摩
訶
槃
陀
 

04
此
云
大
道
辺
弟
名
周
梨
槃
陀
此
云
小
道
辺
上已
言
難
陀
者
肇
 

05
公
疏
云
難
陀
此
云
喜
至乃
即
仏
之
弟
夷
母
所
生
時
白
浄
王
適
有
 

06
悉
達
棄
家
入
道
無
人
■
位
心
常
致
憂
及
生
難
陀
儀
貌
似
兄
 

〈
五
丁
左
〉 

01
堪
継
洪
業
故
心
少
喜
上已
言
阿
難
陀
者
肇
公
疏
云
此
云
歓
喜
也
又
 

02
次
世
世
修
忍
辱
故
身
端
正
人
見
歓
喜
因
以
為
字
上已
霊
芝
疏
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
疏
』、『
大

五
八
頁
中正蔵
』）
云
 

03
阿
難
此
云
歓
喜
或
云
无
染
浄
飯
王
聞
太
子
成
仏
王
大
歓
喜
白
 

04
飯
王
奏
生
児
挙
国
忻
然
因
以
為
名
上已
（
慈
恩

巻
三
七
・
『
小
経
疏

三
一
六
頁
』、『
大下
正
蔵
』）
言
羅
睺
羅
者
此
云
覆
 

05
障
亦
曰
宮
生
五
百
弟
子
本
起
経
云
我
昔
為
王
請
衆
僧
令
安
 

06
後
園
忘
六
日
不
与
其
食
然
我
无
悪
心
以
忘
因
縁
堕
黒
縄
地
 

〈
六
丁
右
〉 

01
獄
六
万
歳
最
後
六
年
乃
出
故
云
覆
障
上已
玄
一
云
耶
輸
陀
羅
 

02
之
中
子
非
瞿
夷
子
仏
初
出
家
夜
始
今
胎
於
初
成
道
夜
 

03
生
上已
霊
芝
疏
（『
小
経

三
七
・
三
五
義
疏
』、『
大

八
頁
中
―
下
正
蔵
』
巻
）
云
羅
睺
羅
此
云
覆
障
仏
之
嫡
子
醻
往
業
 

04
故
在
胎
六
年
故
言
覆
障
真
諦
云
羅
睺
本
言
修
羅
能
手
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05
障
日
月
応
言
障
月
仏
言
我
法
如
月
此
児
障
我
不
即
出
 

06
家
世
世
障
我
世
世
能
捨
故
云
覆
障
言
憍
梵
波
提
者
霊
 

〈
六
丁
左
〉 

01
芝
疏
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
疏
』、『
大

五
八
頁
下正蔵
』）
云
憍
梵
波
提
此
翻
牛
呞
詩音
或
云
牛
王
或
云
牛
迹
昔
五
百
 

02
世
曾
作
牛
王
余
報
未
尽
唼
唼
常
嚼
時
人
称
為
牛
呞
亦
 

03
由
此
故
名
牛
迹
避
人
見
笑
常
居
天
上
云云
言
賓
頭
盧
頗
羅
 

04
堕
者
霊
芝
疏
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
疏
』、『
大

五
八
頁
下正蔵
』）
云
賓
頭
盧
頗
羅
堕
上
是
名
下
是
姓
賓
頭
 

05
盧
此
翻
不
動
言
其

所
証
頗
羅
堕
真
諦
翻
捷
疾
或
利
根
或
 

06
広
語
言
其

根
性
婆
羅
門
中
一
姓
也
上已
言
迦
留
陀
夷
者
元
暁
疏
（『
小
経

巻
三
七
・
三
疏
』、『
大
正

四
九
頁
上蔵』） 

〈
七
丁
右
〉 

01
云
迦
留
陀
夷
此
云
黒
上
此
是
悉
達
未
出
家
時
之
師
也
上已
玄
一
 

02
記
云
迦
留
陀
夷
者
翻
黒
色
従
此
制
作
時
食
者
也
上已
言
摩
訶
 

03
劫
賓
那
者
円
測
疏
云
此
云
房
宿
仏
与
同
房
化
作
老
比
丘
為
之
説
 

04
法
因
而
得
道
故
云
房
宿
上已
霊
芝
疏
（『
小
経

巻
三
七
、
三
義
疏
』、『
大

五
八
頁
下正蔵
』）
云
劫
賓
那
此
翻
房
宿
秀音
 

05
祷
星
感
子
故
以
為
名
又
初
出
家
欲
往
見
仏
夜
雨
寄
陶
師
家
宿
 

06
又
一
比
丘
随
後
而
来
前
比
丘
推
草
与
之
在
地
而
坐
後
比
丘
即
 

〈
七
丁
左
〉 

01
為
説
法
豁
然
得
道
後
比
丘
即
是
仏
共
仏
房
宿
従
得
道
 

02
処
為
名
言
薄
■
羅
者
肇
公
疏
云
薄
倶
羅
此
云
善
容
謂
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03
好
容
儀
過
去
曾
持
一
不
殺
戒
今
得
五
不
死
報
一
釜
煮
 

04
不
死
二
鏊
博
不
燋
三
堕
水
不
溺
四
魚
呑
不
爛
五
刀
割
 

05
不
傷
五
百
弟
子
自
説
本
起
経
云
我
昔
曾
施
病
僧
薬
及
 

06
施
沙
門
呵
梨
勒
九
十
一
劫
以
来
不
堕
悪
道
今
年
一
百
六
十
 

〈
八
丁
右
〉 

01
未
曾
有
病
上已
阿
■
摟
駄
肇
公
疏
云
亦
言
阿
泥
盧
豆
亦
阿
■
 

02
摟
駄
此
云
如
意
是
白
浄
王
第
四
弟
甘
露
王
之
子
過
去
曾
以
一
食
 

03
施
辟
仏
十
五
劫
来
天
上
人
間
受
勝
妙
楽
末
後
生
此
釈
種
 

04
之
中
得
阿
羅
漢
所
須
如
意
因
以
為
名
上已
又
玄
一
記
云
梵
正
 

05
音
阿
泥
律
陀
反
无
滅
仏
之
党
弟
過
去
盗
賊
取
物
闇
故
以
 

06
矣
之
本
而
正
灯
時
火
明
照
珍
宝
即
作
此
念
他
以
自
物
如
是
 

〈
八
丁
左
〉 

01
供
養
不
宜
盗
取
捨
而
来
彼
時
増
明
故
九
十
一
劫
常
得
明
眼
 

02
今
生
中
天
眼
第
一
大
阿
羅
漢
上已
霊
芝
疏
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
疏
』、『
大

五
八
頁
下正蔵
』）
云
阿
■
摟
馱
亦
云
阿
 

03
那
律
或
云
阿
尼
盧
豆
皆
梵
音
奢
切
耳
此
翻
无
貧
亦
云
如
意
 

04
或
云
无
竭
昔
於
飢
世
施
辟
支
仏
稗
飯
九
十
一
劫
果
報
充
足
 

05
故
以
為
名
総
結
畢
挙
上
首
一
十
六
人
不
可
尽
列
故
云
如
 

06
是
等
南
山
云
学
在
我
後
故
為
弟
解
従
我
生
故
子
次
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〈
九
丁
右
〉 

01
菩
薩
中
三
初
示
数
二
文
殊
下
列
名
三
与
如
下
総
結
初
中
同
聞
 

02
極
衆
略
挙
四
名
故
云
諸
也
云云
又
（
元
照

三
七
・
三
『
小
経
義

五
八
頁
下
疏
』、『
大

―
三
五
九
正
蔵
』
巻

頁
上
）
云
列
名
中
文
殊
師
利
亦
云
曼
 

03
殊
室
利
此
翻
妙
吉
祥
即
彰
其
所
証
吉
祥
美
其
利
物
或
云
妙
 

04
徳
義
亦
同
之
紹
隆
仏
種
称
法
王
子
智
論
云
仏
為
法
王
菩
薩
 

05
入
正
法
位
乃
至
十
地
悉
名
法
王
子
乃
知
此
名
該
下
諸
位
阿
逸
 

06
多
此
云
无
能
勝
言
其
悲
智
非
偏
小
所
及
乾
陀
訶
提
此
翻
不
 

〈
九
丁
左
〉 

01
休
息
衆
生
无
尽
修
因
感
果
无
窮
已
故
常
精
進
者
衆
生
無
量
 

02
上
求
下
化
無
暫
懈
故
総
結
中
然
菩
薩
名
通
於
初
後
如
上
 

03
所
列
莫
非
深
位
補
処
或
是
権
現
影
響
故
云
諸
大
也
三
人
天
 

04
中
釈
提
桓
因
具
云
釈
迦
因
陀
羅
此
翻
能
天
帝
即
三
十
三
天
 

05
主
今
言
帝
釈
即
華
梵
双
挙
大
梵
四
王
天
衆
甚
多
不
復
 

06
尽
挙
故
云
无
量
也
更
兼
道
俗
四
衆
龍
鬼
八
部
故
云
大
衆
 

〈
一
〇
丁
右
〉 

01
倶
序
中
従
略
文
見
流
通
上已
 

02
　
従
下
椄
至
于
供
養
　
述
曰
諸
仏
大
悲
心
无
二
方
便
化
 

03
門
等
无
殊
者
是
総
述
仏
仏
道
同
之
義
然
有
人
云
弥
 

04
陀
一
仏
違
諸
仏
捨
諸
行
唯
取
称
名
一
行
為
本
願
云云
何
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05
弥
陀
一
仏
背
三
世
道
同
之
義
唯
取
称
名
一
行
為
本
願
乎
 

06
第
十
九
願
（『
大
経

巻
一
二
・
二
』
巻
上
、『

六
八
頁
上
大
正
蔵
』）
云
発
菩
提
心
修
諸
功
徳
云云
第
二
十
願
（『
大
経

巻
一
二
・
二
』
巻
上
、『

六
八
頁
中
大
正
蔵
』）
係
念
我
 

〈
一
〇
丁
左
〉 

01
殖
諸
徳
本
云云
十
八
十
九
二
十
共
為
本
願
何
立
虚
願
成
仏
乎
 

02
言
捨
彼
荘
厳
无
勝
土
等
者
是
別
述
本
師
之
徳
然
言
捨
彼
 

03
荘
厳
等
者
随
機
之
説
彼
報
是
化
豈
実
捨
之
乎
玄
義
（「
玄
義

巻
三
七
・
二
分
」、『
大
正

四
六
頁
上蔵』）
云
 

04
大
悲
隠
西
化
驚
入
火
宅
之
門
云云
准
知
般
舟
讃
（『
大
正

七
・
四
四
八
蔵
』
巻
四頁中
）
云
釈
迦
 

05
如
来
真
報
土
清
浄
荘
厳
无
勝
是
為
度
娑
婆
分
化
入
 

06
八
相
成
仏
度
衆
生
云云
涅
槃
経
（
北
本

二
・
五
〇
巻
二
四
、『

八
頁
下
―
五
大
正
蔵
』
巻

〇
九
頁
上一
）
云
善
男
子
西
方
去
此
娑
婆
 

〈
一
一
丁
右
〉 

01
界
度
四
十
二
恒
河
沙（

12
）等
諸
仏
国
彼
有
世
界
名
曰
无
勝
其
土
 

02
所
有
荘
厳
之
事
悉
皆
平
等
无
有
差
別
猶
如
西
方
安
楽
世
 

03
界
亦
如
東
方
満
月
世
界
我
於
彼
土
出
現
於
世
為
化
衆
生
 

04
故
於
此
界
閻
浮
提
中
現
転
法
輪
非
但
我
身
独
於
此
中
現
転
法
 

05
輪
一
切
諸
仏
亦
此
中
而
転
法
輪
云云
故
知
今
隠
於
真
身
現
於
化
 

06
身
故
云
捨
彼
荘
厳
言
八
相
等
者
浄
影
（『
大
経

蔵
』
巻
三
七
義
疏
』
巻
上

・
九
四
頁
下
、『
大
正
）
云
具
有
十
相
一
昇
兜
率
 

〈
一
一
丁
左
〉 

01
天
二
来
下
入
胎
三
住
胎
中
四
出
生
五
童
子
相
六
娉
妻
相
七
 

02
出
家
相
八
成
仏
道
九
転
法
輪
相
十
般
涅
槃
相
上已
言
或
現
真
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03
形
而
利
物
者
或
本
云
无
利
物
今
謂
以
而
本
為
正
无
本
是
非
 

04
也
直
現
仏
身
云
真
形
言
或
同
雑
類
化
凡
愚
者
現
六
道
随
 

05
類
身
云
或
同
道
雑
類
言
分
身
六
道
无
停
息
変
現
随
宜
度
 

06
有
流
者
是
細
釈
上
或
同
雑
類
化
凡
愚
也
言
有
流
見
解
 

〈
一
二
丁
右
〉 

01
心
非
一
故
有
八
万
四
千
門
者
是
明
対
八
万
四
千
塵
労
門
有
 

02
八
万
四
千
対
治
明
知
設
千
仏
出
世
勧
化
无
量
衆
生
雖
 

03
欲
令
往
生
極
楽
浄
土
於
定
散
二
善
雖
為
何
法
以
一
行
不
能
 

04
成
就
之
何
者
无
量
衆
生
機
根
不
同
機
根
多
種
教
法
一
 

05
種
不
応
理
故
智
論
（『
大
智

蔵
』
巻
二
五
度
論
』
巻
一

・
一
九
八
頁
九
、『
大上
正
）
云
譬
如
薬
師
不
得
以
一
薬
治
衆
病
衆
 

06
病
不
同
薬
亦
不
一
仏
亦
如
是
随
衆
生
病
種
種
衆
薬
治
 

〈
一
二
丁
左
〉 

01
云云
故
知
弥
陀
必
当
発
念
仏
諸
行
之
誓
願
也
釈
尊
以
当
説
 

02
念
仏
諸
行
往
生
所
以
者
何
无
量
衆
生
機
根
不
同
故
機
根
 

03
多
種
教
法
一
種
不
応
理
故
耆
婆
何
時
設
一
方
一
薬
療
四
 

04
百
四
病
哉
病
患
多
種
方
薬
一
種
不
応
理
故
応
病
投
薬
 

05
是
耆
婆
之
秘
術
也
応
機
根
設
法
薬
是
如
来
之
善
巧
也
 

06
応
知
言
衆
等
已
下
如
上
巻
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〈
一
三
丁
右
〉 

01
　
従
高
椄
至
于
供
養
　
述
曰
釈
迦
如
来
成
正
覚
四
十
 

02
九
歳
度
衆
生
者
下
座
述
讃
智
論
第
二
（『
大
智

蔵
』
巻
二
五
度
論
』
巻
三

・
八
〇
頁
下
・『
大
正
）
云
我
出
家
以
来
已
 

03
過
五
十
歳
上已
此
文
意
依
三
十
成
道
七
十
九
入
滅
之
義
歟
 

04
七
十
九
年
二
月
半
入
滅
時
分
小
故
除
之
云
四
十
九
載
歟
法
聡
 

05
観
経
記
（『
浄
全

・
二
二
七
頁
』
巻
五上
）
云
十
九
出
家
三
十
成
道
年
八
十
唱
入
涅
槃
上已
然
今
 

06
第
三
十
年
与
第
八
十
年
非
満
数
年
故
約
満
数
年
云
四
十
 

〈
一
三
丁
左
〉 

01
九
載
云云
言
五
天
竺
国
皆
行
化
等
者
述
起
化
之
処
并
降
魔
 

02
之
相
言
天
上
天
下
無
過
仏
述
独
尊
之
義
言
慈
悲
救
苦
 

03
実
難
逢
者
重
述
悲
心
念
念
縁
三
界
意
言
或
放
神
光
 

04
遍
六
道
者
是
為
信
不
人
現
神
通
言
蒙
光
触
者
起
慈
心
 

05
者
経
（『
観
経

一
二
・
三
四
』、『
大
正
蔵

二
頁
下』
巻
）
云
无
縁
慈
摂
諸
衆
生
云云
彼
弥
陀
慈
 

06
光
彼
此
異
被
縁
慈
光
故
所
化
之
機
亦
起
慈
心
可
知
言
 

〈
一
四
丁
右
〉 

01
或
住
或
来
皆
尽
益
等
者
是
述
断
十
二
因
縁
流
転
故
云
断
追
 

02
尋
言
或
震
大
地
山
河
海
等
者
是
亦
為
不
信
者
現
神
通
輪
 

03
言
或
自
説
法
等
已
下
述
浄
土
之
教
言
逍
遥
快
楽
不
相
侵
者
 

04
述
不
煩
悩
相
侵
言
等
已
下
如
上
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05
　
従
高
椄
至
于
供
養
　
述
曰
如
来
教
法
元
无
二
等
 

06
者
述
一
音
教
之
意
羅
什
菩
提
流
支
共
是
一
音
教
師
也
二
 

〈
一
四
丁
左
〉 

01
師
之
義
少
異
也
応
知
言
不
留
残
結
証
生
空
等
者
述
同
聞
衆
 

02
声
聞
之
徳
残
結
是
所
断
惑
障
也
証
生
空
者
是
人
空
之
理
也
 

03
声
聞
未
断
法
執
故
云
証
生
空
言
或
現
神
通
等
已
下
述
降
魔
 

04
之
相
自
利
一
身
者
玄
義
（「
玄
義

巻
三
七
・
二
分
」、『
大
正

四
六
頁
中蔵』）
云
言
自
覚
者
簡
異
凡
夫
此
由
声
 

05
聞
狭
劣
唯
能
自
利
闕
无
利
闕
无
利
他
大
悲
故
上已
准
知
 

06
言
灰
身
滅
智
无
余
証
等
者
是
述
无
余
還
生
故
龍
樹
菩
 

〈
一
五
丁
右
〉 

01
薩
菩
提
心
論
（『
大
正

二
・
五
七
三
蔵
』
巻
三頁上
）
云
真
言
行
者
当
観
二
乗
之
人
雖
破
人
執
猶
 

02
有
法
執
但
浄
意
識
不
知
其
他
久
久
成
果
位
以
灰
身
滅
智
趣
其
 

03
涅
槃
如
太
虚
空
湛
然
常
寂
有
定
性
者
難
可
発
生
要
待
劫
限
 

04
等
満
方
乃
発
生
若
不
定
性
者
无
論
劫
限
遇
縁
使
廻
心
向
大
 

05
従
化
城
起
以
為
超
三
界
謂
宿
信
仏
故
乃
蒙
諸
仏
菩
薩
加
 

06
持
力
而
以
方
便
遂
発
大
心
云云
准
知
衆
等
者
如
上
 

〈
一
五
丁
左
〉 

01
　
従
高
椄
于
供
養
　
述
曰
菩
薩
大
衆
无
殃
数
等
者
同
 

02
聞
衆
菩
薩
之
徳
言
文
殊
師
利
最
為
尊
者
述
上
首
之
徳
言
発
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03
大
慈
悲
行
苦
行
者
述
悲
願
斎
度
言
或
現
上
好
荘
厳
相
等
 

04
者
智
論
云
荘
厳
身
菩
薩
言
含
霊
覩
見
等
者
述
所
化
証
入
 

05
言
十
方
仏
国
身
皆
到
助
仏
神
光
転
法
輪
者
述
分
身
輪
言
 

06
衆
等
者
已
下
如
上
 

〈
一
六
丁
右
〉 

01
　
従
高
椄
至
于
供
養
　
述
曰
与
仏
声
聞
菩
薩
衆
同
遊
 

02
舎
衛
至乃
住
祇
園
願
閉
三
塗
絶
六
道
開
顕
无
生
浄
土
門
者
述
 

03
発
之
意
言
誓
到
弥
陀
安
養
界
等
者
述
浄
土
正
因
慈
旨
叶
 

04
嚀
須
銘
飢
骨
言
衆
等
已
下
如
上
 

05
　
従
高
椄
至
于
極
楽
　
述
曰
高
椄
等
総
讃
可
知
高
座
 

06
入
文
可
知
経
爾
時
仏
告
長
老
舎
利
弗
者
指
上
一
時
今
云
爾
時
 

〈
一
六
丁
左
〉 

01
言
仏
告
長
老
舎
利
弗
者
身
子
大
権
智
恵
第
一
知
言
解
意
深
 

02
契
仏
懐
故
使
諸
経
多
令
対
語
才
弁
起
倫
及
至
此
経
殊
无
一
 

03
祠
申
疑
請
問
従
始
至
未
尽
是
如
来
呼
以
告
之
言
従
是
已
下
即
 

04
所
告
事
上
四
句
慓
依
報
浄
土
多
種
今
此
所
慓
報
身
報
土
如
世
 

05
郊
国
方
向
遠
近
二
階
是
定
対
此
極
苦
故
名
極
楽
亦
名
安
 

06
楽
亦
号
安
養
十
万
億
刹
凡
情
疑
遠
故
観
経
（『
大
正

・
三
四
一
頁
蔵
』
巻下一
二
）
云
去
此
不
遠
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〈
一
七
丁
右
〉 

01
大
師
（「
序
分

巻
三
七
・
二
義
」、『
大
正

五
九
頁
上蔵』）
云
言
阿
弥
陀
仏
不
遠
者
正
明
慓
境
以
住
心
即
有
其
三
一
 

02
明
分
斉
不
遠
従
此
超
過
十
万
億
刹
即
是
弥
陀
之
国
二
明
道
 

03
理
雖
遥
去
時
一
念
即
到
三
明
韋
提
等
及
未
来
有
縁
衆
生
 

04
注
心
観
念
定
境
相
応
行
人
自
然
常
見
有
斯
三
義
故
云
不
 

05
遠
也
上已
下
三
句
慓
正
報
但
述
化
主
兼
徒
衆
非
過
未
故
云
 

06
現
在
也
舎
利
不
別
釈
依
正
又
二
従
初
至
極
楽
説
依
報
言
 

〈
一
七
丁
左
〉 

01
何
故
名
為
極
楽
者
徴
問
下
句
仏
答
言
无
衆
苦
者
総
有
八
 

02
苦
彼
土
衆
生
由
大
善
根
蓮
花
化
生
故
无
生
苦
常
少
不
老
 

03
故
无
老
死
四
大
調
和
故
无
病
若
寿
命
无
量
現
窮
聖
徳
无
 

04
死
苦
无
愛
著
外
无
違
害
故
无
怨
増
会
苦
徹
妙
境
界
随
 

05
心
自
在
故
无
求
不
得
苦
无
地
獄
鬼
畜
刀
杖
殺
縛
等
故
无
 

06
五
感
陰
苦
彼
土
一
切
内
外
境
界
悉
生
六
識
深
妙
喜
楽
旦
約
 

〈
一
八
丁
右
〉 

01
経
文
出
其
一
二
林
池
宮
殿
衆
宝
厳
浄
微
妙
色
光
能
生
眼
楽
 

02
諸
天
妓
楽
鳥
樹
羅
網
種
種
音
声
能
生
耳
楽
妙
香
飯
食
宝
 

03
衣
経
行
如
次
能
生
鼻
舌
身
楽
宝
地
柔
軟
微
風
適
悦
飛
行
 

04
遊
戯
亦
生
身
楽
触
諸
境
界
念
仏
法
僧
无
量
功
徳
能
生
意
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05
楽
如
是
楽
相
説
不
能
尽
応
知
 

06
　
従
下
接
至
于
供
養
　
述
曰
人
天
大
衆
等
者
経
説
爾
時
 

〈
一
八
丁
左
〉 

01
故
言
即
告
舎
利
用
心
聴
釈
告
命
言
一
切
仏
土
皆
厳
浄
等
者
 

02
疏
三
（「
定
善

巻
三
七
・
二
義
」、『
大
正

六
一
頁
中蔵』）
云
直
指
西
方
簡
余
九
域
是
以
一
身
一
心
一
廻
向
一
処
一
 

03
境
界
一
相
続
一
帰
依
一
正
念
是
名
相
成
就
得
正
受
此
世
 

04
後
生
随
心
解
脱
也
上已
又
今
讃
依
随
願
往
生
経
意
勧
専
 

05
一
言
如
来
別
指
西
方
国
等
者
准
上
可
知
言
七
宝
荘
厳
最
 

06
為
勝
者
下
経
（『
小
経

一
二
・
三
四
』、『
大
正
蔵

六
頁
下』
巻
）
云
四
宝
然
依
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
一
蔵
』
巻
一頁中
）
云
七
宝
広
略
二
説
可
知
 

〈
一
九
丁
右
〉 

01
言
聖
衆
人
天
寿
命
長
者
是
取
下
経
文
意
云
寿
命
長
言
仏
号
 

02
弥
陀
常
説
法
等
者
経
文
顕
了
可
知
言
衆
等
已
下
如
上
 

03
　
従
高
接
至
于
極
楽
　
述
曰
初
至
極
楽
挙
欄
網
行
樹
以
顕
 

04
名
所
言
七
重
羅
網
欄
楯
准
観
経
只
是
樹
之
荘
厳
一
一
樹
各
有
 

05
七
重
耳
諸
経
不
同
旦
依
一
経
言
四
宝
者
如
次
文
金
銀
瑠
璃
頗
 

06
梨
也
処
処
有
行
樹
今
先
説
道
側
法
華
経
（
巻
三

巻
九
・
二
、『
大
正〇頁

下蔵』）
云
多
諸
宝
樹
行
 

〈
一
九
丁
左
〉 

01
烈
道
側
極
楽
亦
爾
言
周
匝
囲
繞
凡
仏
菩
薩
居
処
皆
然
非
 

02
謂
一
国
土
有
七
重
耳
結
名
可
解
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03
　
従
下
接
至
于
供
養
　
述
曰
三
界
衆
生
等
者
対
極
楽
令
 

04
厭
穢
土
先
出
機
失
言
无
智
恵
惛
惛
六
道
内
安
身
者
上
巻
（『
法
事

巻
四
七
・
四
讃
』、『
大
正

二
四
頁
下蔵』） 

05
云
六
道
周
居
重
昏
永
夜
生
盲
無
目
恵
照
未
明
云云
准
知
言
 

06
諸
仏
慈
心
為
説
法
等
者
寿
経
（
巻
上

一
二
・
二
、『
大
正
蔵

七
三
頁
上』巻
）
云
若
人
无
善
本
不
得
聞
 

〈
二
〇
丁
右
〉 

01
此
経
云云
准
知
言
忽
爾
无
常
苦
来
逼
等
者
勧
厭
離
上
巻
（『
法
事

巻
四
七
・
四
讃
』、『
大
正

二
四
頁
下蔵』）
云
但
 

02
以
如
来
善
巧
総
勧
四
生
棄
此
娑
婆
忻
生
極
楽
専
称
名
号
 

03
兼
誦
弥
陀
経
欲
令
識
彼
荘
厳
厭
斯
苦
事
云云
天
台
止
観
（
巻
七

巻
四
六
・
上
、『
大
正

九
三
頁
下蔵』）
云
 

04
无
常
殺
鬼
不
択
毫
賢
危
脆
不
堅
難
可
恃
怙
云
何
安
然
規
 

05
望
百
歳
四
方
馳
求
貯
積
聚
斂
聚
斂
未
足
溘
然
長
往
所
 

06
有
産
貨
徒
為
他
有
冥
冥
独
逝
誰
訪
是
非
云云
准
知
言
専
心
発
 

〈
二
〇
丁
左
〉 

01
願
向
西
方
等
者
勧
忻
求
浄
土
即
有
其
四
一
専
心
発
願
二
相
続
 

02
念
仏
三
聖
衆
来
迎
四
結
文
可
解
 

03
　
従
高
接
至
于
供
養
　
述
曰
歴
劫
已
来
未
聞
見
西
方
 

04
浄
土
宝
荘
厳
等
者
自
下
正
讃
経
文
言
歴
劫
已
来
未
聞
見
西
方
 

05
浄
土
等
者
无
量
生
死
之
中
得
人
身
甚
難
縦
得
人
身
具
諸
根
 

06
亦
難
縦
具
諸
根
遇
仏
教
亦
難
故
云
未
聞
見
言
地
上
虚
空
皆
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〈
二
一
丁
右
〉 

01
遍
満
等
者
今
旦
略
地
下
荘
厳
珠
羅
宝
網
百
千
重
者
讃
宝
 

02
樹
荘
厳
言
一
一
網
羅
結
珍
宝
玲
瓏
雑
色
尽
暉
光
等
者
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
二
蔵
』
巻
一頁中
）
云
 

03
一
一
樹
高
八
千
由
旬
其
諸
宝
樹
七
宝
花
葉
无
不
具
足
一
一
花
葉
 

04
作
異
宝
色
琉
璃
中
出
金
色
光
頗
梨
色
中
出
紅
色
光
瑪
碯
色
 

05
中
出
硨
渠
光
硨
渠
色
中
出
緑
真
珠
光
珊
瑚
虎
魄
一
切
衆
宝
以
為
 

06
映
飾
妙
真
珠
網
弥
覆
樹
上
一
一
樹
上
有
七
重
網
云云
准
知
言
此
 

〈
二
一
丁
左
〉 

01
是
弥
陀
悲
願
力
者
歎
摂
浄
土
之
願
言
无
衰
无
変
湛
然
常
者
 

02
是
対
穢
土
之
三
災
壊
劫
歎
彼
土
云
无
衰
无
変
湛
然
常
故
寿
経
（
巻
上

一
二
・
二
、『
大
正
蔵

六
九
頁
下』巻
）
云
 

03
建
立
常
然
无
衰
无
変
云云
准
知
 

04
　
従
高
接
至
于
荘
厳
　
述
曰
経
言
又
舎
利
弗
等
者
説
宝
 

05
中
分
四
初
明
池
水
二
池
畔
階
道
三
階
上
楼
閣
四
池
中
蓮
花
初
 

06
中
七
宝
池
者
彼
有
八
池
七
宝
所
成
池
中
之
水
亦
七
宝
色
名
八
 

〈
二
二
丁
右
〉 

01
功
徳
一
澄
清
二
清
冷
三
甘
美
四
軽
耎
五
潤
沢
六
安
和
七
除
飢
 

02
渇
八
長
養
諸
根
言
金
沙
布
地
者
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
二
蔵
』
巻
一頁中
）
云
渠
下
皆
雑
色
金
 

03
剛
以
為
底
沙
二
中
階
砌
亦
即
四
宝
三
明
楼
閣
乃
列
七
宝
云云
 

04
四
示
蓮
花
有
五
一
形
量
二
顔
色
三
光
燄
四
香
気
五
潔
浄
対
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05
文
可
見
若
準
観
経
一
一
池
中
有
六
十
億
七
宝
蓮
花
一
一
蓮
花
 

06
団
円
正
等
十
二
由
旬
既
言
七
宝
非
止
四
色
十
二
由
旬
非
止
車
 

〈
二
二
丁
左
〉 

01
輪
然
車
有
大
小
難
為
定
準
此
間
極
大
不
過
尺
可
依
輪
王
車
輪
 

02
為
量
十
住
婆
沙
（
巻
一

二
六
・
一
七
、『
大
正

二
一
頁
上蔵』
巻
）
云
転
輪
聖
王
千
輻
金
輪
種
種
珍
宝
荘
厳
其
 

03
網
琉
璃
為
轂
周
囲
十
五
里
準
此
未
及
半
由
旬
亦
約
小
者
所
 

04
以
二
経
不
同
者
花
有
大
小
彼
拠
極
大
此
約
最
小
今
準
大
経
 

05
池
中
蓮
花
或
一
由
旬
乃
至
百
千
由
旬
則
知
大
小
一
経
中
但
 

06
是
随
宜
趣
挙
不
必
以
此
較
経
優
劣
結
示
中
如
是
者
指
上
多
種
 

〈
二
三
丁
右
〉 

01
殊
妙
之
相
皆
是
弥
陀
菩
提
願
行
従
因
至
果
歴
劫
熏
修
之
所
成
就
 

02
故
云
功
徳
荘
厳
応
知
 

03
　
従
下
接
至
于
供
養
　
述
曰
極
楽
世
界
広
清
浄
者
準
浄
土
論
 

04
是
讃
量
功
徳
成
就
言
地
上
荘
厳
難
可
量
者
是
讃
地
上
荘
厳
経
 

05
説
八
功
徳
水
故
云
八
功
経
説
微
妙
香
潔
故
云
香
池
経
説
充
満
其
 

06
中
故
云
流
遍
満
経
説
池
底
純
以
金
沙
布
地
故
云
底
布
金
沙
照
異
 

〈
二
三
丁
左
〉 

01
光
経
説
四
辺
階
道
金
銀
琉
璃
玻
■
合
成
故
云
四
辺
階
道
非
一
色
 

02
経
上
有
摟
閣
亦
以
金
銀
至乃
而
厳
飾
之
故
云
岸
上
重
摟
百
万
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03
行
真
珠
碼
碯
相
映
飾
経
説
池
中
蓮
花
大
如
車
輪
等
故
云
四
種
 

04
蓮
花
開
即
香
等
言
十
方
人
天
得
生
者
各
坐
一
箇
聴
真
常
者
 

05
般
舟
讃
（『
大
正

七
・
四
五
〇
蔵
』
巻
四頁下
）
一
一
大
会
随
人
入
入
処
唯
聞
平
等
法
云云
彼
此
両
文
是
 

06
同
也
是
故
等
者
顕
名
可
知
言
衆
等
已
下
如
上
 

〈
二
四
丁
右
〉 

01
　
従
高
接
至
于
荘
厳
　
述
曰
又
舎
利
弗
等
者
文
有
三
一
天
二
 

02
金
地
三
天
花
初
常
作
天
楽
者
準
観
経
作
楽
有
三
水
観
中
（『
大
正

二
・
三
四
二
蔵
』
巻
一頁上
）
云
 

03
百
億
花
幢
无
量
楽
器
以
為
荘
厳
八
種
清
風
鼓
此
楽
器
等
 

04
又
摟
観
（『
大
正

二
・
三
四
二
蔵
』
巻
一頁下
）
云
其
摟
閣
中
有
无
量
諸
天
作
天
伎
楽
又
有
楽
器
懸
 

05
処
虚
空
不
鼓
自
鳴
等
準
下
経
云
風
吹
樹
網
如
百
千
種
楽
 

06
故
知
彼
土
天
楽
非
一
二
黃
金
為
地
者
準
観
経
彼
国
皆
琉
璃
 

〈
二
四
丁
左
〉 

01
地
以
黄
金
縄
雑
廁
間
錯
兼
以
七
宝
界
其
分
斉
今
言
黃
金
乃
地
 

02
面
荘
厳
耳
三
天
花
又
三
初
六
時
雨
花
其
土
下
二
盛
花
供
養
即
以
 

03
下
三
供
已
還
国
初
中
彼
国
光
明
常
照
既
无
日
月
則
无
昼
 

04
夜
順
此
方
機
旦
言
六
時
準
寿
経
中
彼
以
蓮
開
鳥
鳴
為
暁
蓮
 

05
合
鳥
棲
為
夜
曼
陀
羅
此
翻
適
意
言
其
美
也
又
翻
白
花
取
其
 

06
色
其
色
也
二
中
其
土
衆
生
通
目
九
品
衣
裓
者
真
諦
云
外
国
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〈
二
五
丁
右
〉 

01
盛
花
器
也
天
台
義
記
（『
小
経

巻
三
七
・
三
義
記
』、『
大

〇
六
頁
下正蔵
』）
云
衣
裓
者
是
盛
花
器
形
如
函
蓋
而
 

02
有
一
足
手
擎
供
養
云云
三
中
食
時
謂
中
前
也
寿
経
云
彼
国
宮
殿
 

03
衣
服
飲
食
猶
第
六
天
自
然
之
物
若
欲
食
時
七
宝
応
器
自
 

04
然
在
前
百
味
飲
食
自
然
盈
満
雖
有
此
食
実
无
食
者
但
見
 

05
色
聞
香
自
然
飽
足
事
已
化
去
時
至
復
現
等
寄
帰
伝
云
五
天
 

06
道
俗
多
作
経
行
直
去
直
来
唯
遵
一
路
如
織
之
経
故
曰
経
行
 

〈
二
五
丁
左
〉 

01
四
分
律
経
行
有
五
益
一
堪
遠
行
二
能
思
惟
三
少
病
四
消
食
 

02
五
得
定
久
住
結
示
同
前
 

03
　
従
下
接
至
于
供
養
　
述
曰
弥
陀
仏
国
最
為
勝
等
者
 

04
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
一
蔵
』
巻
一頁中
）
云
爾
時
世
尊
放
眉
間
光
其
光
金
色
遍
照
十
方
无
量
 

05
世
界
還
住
仏
頂
化
為
金
台
如
須
弥
山
十
方
諸
仏
浄
妙
国
 

06
土
皆
於
中
現
或
有
国
土
七
宝
合
成
復
有
国
土
純
是
蓮
花
復
 

〈
二
六
丁
右
〉 

01
有
国
土
如
自
在
天
宮
復
有
国
土
如
頗
梨
鏡
十
方
国
土
皆
於
中
 

02
現
如
是
等
无
量
諸
仏
国
土
厳
顕
可
観
令
韋
提
希
見
時
韋
提
 

03
希
白
仏
言
世
尊
是
諸
仏
土
雖
復
清
浄
皆
有
光
明
我
今
楽
 

04
生
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
所
上已
疏
二
釈
（「
序
分

巻
三
七
・
二
義
」、『
大
正

五
八
頁
中蔵』）
云
此
明
夫
人
総
見
十
方
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05
仏
国
並
悉
精
花
欲
比
極
楽
荘
厳
全
非
比
況
故
云
我
今
楽
 

06
生
安
楽
国
也
云云
言
天
楽
音
声
常
遍
満
者
経
説
常
作
天
楽
 

〈
二
六
丁
左
〉 

01
故
言
黄
金
為
地
等
者
経
説
黄
金
為
地
故
言
昼
夜
六
時
花
自
 

02
散
者
経
説
昼
夜
六
時
雨
天
曼
陀
羅
花
故
上
経
説
今
現
在
説
 

03
法
故
云
法
音
常
説
自
然
聞
言
彼
国
衆
生
更
无
事
衣
裓
盛
花
 

04
詣
十
方
等
者
経
説
各
以
衣
裓
盛
衆
妙
花
等
故
言
爾
飛
騰
 

05
還
本
国
飯
食
経
行
七
宝
台
者
経
説
即
以
食
時
還
到
本
国
 

06
飯
食
経
行
故
言
衆
等
已
下
如
上
 

〈
二
七
丁
右
〉 

01
　
従
高
接
至
于
荘
厳
　
述
曰
経
言
復
次
舎
利
弗
彼
国
常
有
 

02
種
種
奇
妙
雑
色
之
鳥
者
慈
恩
（『
通
賛

巻
三
七
・
三
疏
』
巻
中
、

四
〇
頁
中
『
大
正
蔵
』）
云
鳥
吟
妙
法
分
文
之
為
二
初
叙
 

03
霊
禽
二
去
疑
執
初
文
有
五
第
一
総
叙
霊
禽
第
二
分
別
名
字
 

04
三
伝
和
雅
四
詮
顕
法
音
第
五
聞
興
善
念
此
即
初
也
復
次
者
 

05
重
也
次
者
以
次
変
復
徵
問
故
云
復
次
彼
国
者
即
西
方
常
有
 

06
恒
有
也
種
種
者
不
一
故
云
種
種
奇
妙
者
奇
也
異
也
妙
者
殊
 

〈
二
七
丁
左
〉 

01
妙
希
奇
雑
色
者
毛
色
各
異
也
上已
列
衆
禽
略
挙
六
種
前
三
 

02
易
識
舎
利
此
云
春
鸎
或
云
鶖
鷺
迦
陵
頻
伽
此
翻
妙
声
在
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03
殻
中
鳴
已
超
衆
鳥
共
命
者
両
首
一
身
報
同
識
異
故
法
花
中
 

04
翻
為
命
命
鳥
是
也
是
諸
下
次
明
演
法
和
雅
謂
声
音
感
人
 

05
演
暢
謂
説
法
无
滞
五
根
者
一
信
二
精
進
三
念
四
定
五
慧
能
 

06
生
聖
道
故
名
根
即
此
五
法
能
排
業
惑
故
名
為
力
七
菩
提
 

〈
二
八
丁
右
〉 

01
分
即
七
覚
支
一
択
法
二
精
進
三
喜
四
除
五
捨
六
定
七
念
 

02
无
学
実
覚
七
事
能
到
故
名
為
分
八
正
道
分
者
一
正
見
 

03
二
正
惟
三
正
語
四
正
業
五
正
命
六
正
精
進
七
正
念
八
正
 

04
定
前
二
恵
学
中
三
戒
学
後
三
定
学
即
是
離
明
三
学
初
 

05
果
已
去
見
真
諦
理
皆
名
正
道
亦
名
聖
道
準
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
二
蔵
』
巻
一頁下
）
云
常
讃
 

06
念
仏
念
法
念
僧
或
説
苦
空
无
常
无
我
諸
波
羅
蜜
故
云
如
 

〈
二
八
丁
左
〉 

01
是
等
法
其
土
下
後
顕
益
物
念
仏
知
仏
恩
重
念
法
知
法
 

02
功
深
念
僧
知
僧
徳
大
知
此
界
心
垢
常
思
五
欲
彼
方
心
浄
専
念
 

03
三
宝
晨
夕
所
存
更
无
他
意
両
土
昇
沈
於
茲
可
見
次
釈
疑
 

04
中
二
段
初
至
有
実
遮
其
疑
情
是
諸
下
二
次
所
疑
事
初
 

05
中
三
節
先
遮
疑
情
濁
世
禽
畜
罪
業
所
招
極
楽
浄
土
何
 

06
縁
有
此
所
以
下
次
伸
意
彼
国
唯
人
天
雨
道
法
蔵
願
（『
大
経

巻
一
二
・
二
』
巻
上
、『

六
七
頁
下
大
正
蔵
』）
云
設
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〈
二
九
丁
右
〉 

01
我
得
仏
国
有
地
獄
餓
鬼
畜
生
者
不
取
正
覚
舎
利
下
三
挙
 

02
況
寿
経
（
巻
上

一
二
・
二
、『
大
正
蔵

七
一
頁
中』巻
）
云
彼
国
无
有
三
塗
苦
難
之
名
但
有
自
然
快
楽
之
 

03
音
是
故
其
国
名
曰
安
楽
二
次
疑
中
弥
陀
変
化
者
準
観
経
 

04
即
池
水
中
如
意
珠
王
涌
出
金
光
化
為
百
宝
色
鳥
和
鳴
哀
 

05
雅
当
知
衆
鳥
即
是
弥
陀
化
身
欲
使
法
音
偏
布
遠
近
顕
知
 

06
非
是
罪
報
所
生
也
又
風
樹
妙
音
二
初
示
相
即
前
樹
網
風
動
 

〈
二
九
丁
左
〉 

01
成
音
其
音
美
妙
如
衆
楽
焉
聞
是
下
顕
益
同
前
結
示
可
解
 

02
　
従
下
接
至
于
供
養
　
道
場
清
浄
希
難
見
弥
陀
浄
土
甚
難
聞
 

03
等
者
寿
経
下
（『
大
正

二
・
二
七
九
蔵
』
巻
一頁上
）
云
仏
語
弥
勒
如
来
興
世
難
値
難
見
諸
仏
経
道
難
 

04
得
難
聞
菩
薩
勝
法
諸
波
羅
得
聞
亦
難
遇
善
知
識
聞
法
能
行
 

05
此
亦
為
難
若
聞
斯
経
信
楽
受
持
難
中
之
難
无
過
此
難
上已
準
 

06
知
言
如
説
修
行
専
意
専
者
又
経
（『
大
経

巻
一
二
・
二
』
巻
下
、『

七
九
頁
上
大
正
蔵
』）
云
是
故
我
法
如
是
作
如
是
説
 

〈
三
〇
丁
右
〉 

01
如
是
教
応
当
信
順
如
法
修
行
上已
言
願
慈
悲
遥
摂
受
者
是
 

02
現
生
護
念
増
上
縁
也
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
三
蔵
』
巻
一頁中
）
云
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
又
（『
大
正

二
・
三
四
三
蔵
』
巻
一頁下
）
云
以
无
 

03
縁
慈
摂
諸
衆
生
云云
準
知
言
臨
終
宝
座
現
其
前
等
者
是
摂
生
 

04
増
上
縁
又
第
九
門
来
迎
言
従
仏
逍
遥
帰
自
然
者
是
生
後
之
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05
益
言
自
然
者
所
証
之
理
是
一
法
性
法
身
言
自
然
即
是
弥
陀
 

06
国
者
是
二
十
九
種
荘
厳
方
便
法
身
也
言
无
漏
者
能
証
之
 

〈
三
〇
丁
左
〉 

01
智
言
无
生
者
所
証
之
理
言
還
即
真
者
是
能
所
一
致
也
言
行
来
 

02
進
上
常
随
仏
証
得
无
為
法
性
身
者
是
述
法
性
生
身
之
位
 

03
或
初
地
已
上
或
八
地
已
上
可
知
衆
等
已
下
如
上
 

04
　
従
高
接
至
于
供
養
　
述
曰
極
楽
荘
厳
間
雑
宝
已
下
 

05
正
讃
経
文
従
極
楽
至
未
聞
已
来
重
述
上
意
言
宝
鳥
臨
 

06
空
讃
仏
会
等
者
経
説
是
諸
衆
鳥
昼
夜
六
時
出
和
雅
音
等
 

〈
三
一
丁
右
〉 

01
故
宝
鳥
所
説
文
文
句
句
所
証
之
理
相
同
也
言
哀
婉
雅
亮
発
人
 

02
心
者
経
（『
小
経

一
二
・
三
四
』、『
大
正
蔵

七
頁
上』
巻
）
説
和
雅
音
至乃
其
土
衆
生
聞
是
音
已
皆
悉
念
仏
念
法
 

03
念
僧
故
言
或
説
五
根
七
覚
分
等
者
経
文
可
知
言
或
説
他
等
 

04
已
下
述
経
意
経
説
如
是
等
法
故
言
菩
薩
声
聞
已
下
文
意
 

05
可
知
言
衆
等
已
下
如
上
 

06
　
従
高
接
至
于
供
養
　
述
曰
極
楽
荘
厳
出
三
界
等
 

〈
三
一
丁
左
〉 

01
者
安
楽
集
（
巻
上

巻
四
七
・
、『
大
正七頁

中蔵』）
云
又
依
智
度
論
云
浄
土
報
无
欲
故
非
欲
界
地
 

02
居
故
非
色
界
有
形
色
故
非
无
色
界
雖
言
地
居
精
妙
絶
是
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03
故
天
親
論
云
観
彼
世
界
相
勝
過
三
界
道
究
竟
如
虚
空
広
 

04
大
无
辺
際
是
故
大
経
讃
云
妙
土
広
大
超
数
限
自
然
七
宝
 

05
合
成
仏
本
願
力
荘
厳
起
稽
首
清
浄
大
摂
受
世
界
光
耀
 

06
妙
殊
絶
適
悦
晏
无
四
時
自
利
利
他
力
円
満
帰
命
方
便
 

〈
三
二
丁
右
〉 

01
巧
荘
厳
上已
言
或
現
鳥
身
能
説
法
者
経
文
顕
了
可
見
言
或
現
 

02
无
請
能
応
機
者
是
慈
悲
无
極
故
言
或
使
微
波
出
妙
響
者
 

03
恵
心
略
記
（『
大
正

・
六
七
五
頁
蔵
』
巻
五
七

上
―
中
）
云
欄
楯
之
外
有
七
宝
池
金
沙
布
底
八
功
徳
水
充
満
 

04
其
中
表
裏
映
徹
傍
道
而
流
柔
軟
七
宝
以
成
其
水
清
涼
香
潔
味
 

05
如
甘
露
微
瀾
廻
流
不
遅
不
速
其
声
微
妙
无
不
法
音
或
出
 

06
苦
空
无
我
諸
波
羅
蜜
声
或
出
十
力
无
畏
不
共
法
音
或
大
 

〈
三
二
丁
左
〉 

01
慈
大
悲
声
或
无
生
法
忍
声
无
有
三
途
苦
難
之
名
但
有
自
 

02
然
快
楽
之
音
衆
生
聞
者
念
仏
法
僧
有
洗
浴
者
浅
深
随
念
 

03
蕩
除
心
垢
随
応
悟
道
云云
言
或
使
林
樹
讃
慈
悲
等
者
霊
 

04
芝
疏
（『
大
正

七
・
三
六
〇
蔵
』
巻
三頁下
）
云
二
風
樹
妙
音
分
二
初
示
相
即
樹
網
風
動
成
音
其
音
 

05
美
妙
如
衆
楽
焉
上已
言
為
引
他
方
凡
聖
類
故
仏
現
此
不
 

06
思
議
文
意
可
知
言
我
等
聞
之
身
毛
竪
砕
骨
慚
謝
阿
弥
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〈
三
三
丁
右
〉 

01
師
者
此
段
居
韻
故
云
師
言
受
専
精
已
下
明
精
進
修
行
得
果
 

02
言
衆
等
已
下
如
上
 

03
　
従
下
接
至
于
供
養
　
述
曰
弥
陀
仏
国
真
厳
浄
三
悪
 

04
六
道
永
无
名
者
経
説
其
仏
国
土
尚
无
三
悪
道
之
名
故
言
事
 

05
事
荘
厳
難
可
識
等
者
二
十
九
種
荘
厳
故
云
事
事
言
地
廻
 

06
寛
平
衆
宝
等
者
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
二
蔵
』
巻
一頁上
）
云
見
琉
璃
地
内
外
映
徹
下
有
金
剛
 

〈
三
三
丁
左
〉 

01
七
宝
憧
擎
琉
璃
地
其
憧
八
方
八
楞
具
足
一
一
方
面
百
宝
 

02
所
成
一
一
宝
珠
有
千
光
明
一
一
光
明
八
万
四
千
色
映
琉
 

03
璃
地
如
億
千
日
至乃
有
五
百
色
光
云云
故
云
一
一
同
耀
五
百
光
 

04
言
一
一
光
成
宝
台
座
一
一
座
上
百
千
堂
千
堂
化
仏
塵
 

05
沙
会
者
経
（『
観
経

四
一
二
・
三
』、『
大
正
蔵

二
頁
上』
巻
）
云
其
光
如
花
又
似
星
月
懸
処
虚
空
成
光
明
台
 

06
摟
閣
千
万
百
宝
合
成
云云
准
知
言
衆
生
入
者
共
相
量
至乃
化
 

〈
三
四
丁
右
〉 

01
天
童
子
散
花
香
昼
夜
六
時
无
間
息
経
（『
小
経

一
二
・
三
四
』、『
大
正
蔵

七
頁
上』
巻
）
云
昼
夜
六
時
雨
 

02
天
曼
陀
羅
花
至乃
供
養
他
方
十
万
億
仏
云云
般
舟
讃
（『
大
正

七
・
四
五
〇
蔵
』
巻
四頁下
）
云
 

03
共
諸
童
子
遊
空
戯
手
散
香
花
一
心
供
養
云云
准
知
言
地
 

04
上
虚
空
難
可
量
者
文
意
可
知
言
八
徳
香
池
随
意
入
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05
等
者
寿
経
意
可
知
言
徐
徐
相
喚
入
檀
林
等
者
文
意
 

06
可
知
言
聖
衆
等
已
下
法
譬
言
超
日
月
者
是
言
聖
衆
 

〈
三
四
丁
左
〉 

01
光
明
可
知
言
日
月
即
是
長
時
劫
者
寄
穢
土
日
月
云
浄
 

02
土
長
時
劫
言
或
座
或
立
等
者
般
舟
讃
（『
大
正

七
・
四
五
〇
蔵
』
巻
四頁下
）
云
即
作
神
通
遍
 

03
仏
国
処
処
供
養
无
辺
会
一
一
大
会
随
人
入
入
処
唯
 

04
聞
平
等
法
云云
永
絶
凡
夫
生
死
殃
者
得
生
之
益
言
是
 

05
故
等
者
結
名
可
知
言
衆
等
已
下
可
知
 

06
　
従
高
接
至
于
荘
厳
　
述
曰
自
下
明
正
報
中
分
二
初
 

〈
三
五
丁
右
〉 

01
至
十
劫
化
主
名
号
舎
利
下
二
徒
衆
荘
厳
初
中
復
二
初
 

02
徴
問
汝
意
云
何
審
其
解
否
既
无
所
対
故
為
釈
通
阿
弥
陀
 

03
此
翻
无
量
光
亦
翻
无
量
寿
无
量
是
総
所
謂
眷
属
无
量
 

04
荘
厳
无
量
光
明
无
量
命
无
量
也
无
量
光
无
量
寿
是
別
 

05
也
初
光
明
无
量
者
仏
光
有
二
種
色
光
心
光
是
也
礼
讃
（『
大
正

七
・
四
三
九
蔵
』
巻
四頁下
）
云
問
 

06
曰
何
故
号
阿
弥
陀
答
曰
弥
陀
経
及
観
経
云
彼
仏
光
明
无
量
 

〈
三
五
丁
左
〉 

01
照
十
方
国
无
所
障
礙
唯
観
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
故
名
阿
弥
 

02
陀
彼
寿
命
及
其
人
民
无
量
无
辺
阿
僧
祇
劫
故
名
阿
弥
陀
解
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03
云
无
量
者
无
其
限
量
无
辺
者
彼
无
辺
阿
僧
祇
劫
此
云
无
 

04
央
数
劫
也
寿
命
者
八
識
種
上
連
持
功
能
也
即
是
不
相
応
 

05
行
中
摂
也
又
（『
礼
讃

・
四
三
九
頁
』、『
大
正
蔵

下
―
四
四
〇
』
巻
四
七頁上
）
云
釈
迦
仏
及
十
方
仏
讃
歎
弥
陀
光
明
有
十
 

06
二
種
名
普
勧
衆
生
称
名
礼
拝
相
続
不
断
者
現
世
得
 

〈
三
六
丁
右
〉 

01
无
量
功
徳
命
終
之
後
定
得
往
生
如
无
量
寿
経
説
云
其
有
衆
 

02
生
遇
斯
光
者
三
垢
消
滅
身
意
柔
軟
歓
喜
踊
躍
善
心
焉
若
 

03
在
三
塗
勤
苦
之
処
見
此
光
明
无
復
苦
悩
寿
終
之
後
皆
得
解
 

04
脱
无
量
寿
仏
光
明
顕
赫
照
耀
十
方
諸
仏
国
土
莫
不
聞
焉
 

05
不
但
我
今
称
其
光
一
切
諸
仏
声
聞
縁
覚
諸
菩
薩
衆
咸
共
歎
 

06
誉
亦
復
如
是
若
有
衆
生
聞
其
光
明
威
神
功
徳
日
夜
称
説
 

〈
三
六
丁
左
〉 

01
至
心
不
断
者
随
其
所
願
得
生
其
国
常
為
諸
菩
薩
声
聞
之
衆
 

02
所
共
歎
誉
称
其
功
徳
仏
言
我
説
无
量
寿
仏
光
明
威
神
巍
巍
 

03
殊
妙
昼
夜
一
劫
尚
不
能
尽
白
諸
行
者
当
知
弥
陀
身
相
光
 

04
明
釈
迦
如
来
一
劫
説
不
能
尽
者
如
観
経
云
一
一
光
明
遍
照
 

05
世
界
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
今
既
観
経
有
如
此
不
思
議
増
上
 

06
勝
縁
摂
護
行
者
何
不
相
続
称
礼
念
願
往
生
也
上已
解
曰
上
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〈
三
七
丁
右
〉 

01
釈
（『
礼
讃

四
七
・
四
三
』、『
大
正
蔵

九
頁
下』
巻
）
云
唯
観
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
云云
上
釈
観
下
釈
添
称
云
 

02
称
観
上
釈
念
下
釈
添
礼
云
礼
念
上
釈
唯
出
正
業
故
云
唯
観
 

03
念
仏
下
釈
添
助
業
故
云
称
観
礼
念
能
思
之
又
仏
寿
有
二
法
 

04
報
二
仏
一
向
无
量
化
身
仏
皆
具
長
短
二
量
今
此
浄
土
弥
陀
報
 

05
身
報
土
故
示
其
長
遠
言
成
仏
已
来
於
今
十
劫
者
元
暁
記
（『
大
正

七
・
三
四
九
蔵
』
巻
三頁下
）
云
於
 

06
今
十
劫
者
為
遣
疑
情
至乃
今
已
所
過
逕
十
劫
当
知
今
後
无
量
 

〈
三
七
丁
左
〉 

01
劫
住
上已
慈
恩
（『
通
賛

巻
三
七
・
三
疏
』
巻
中
、

四
二
頁
中
『
大
正
蔵
』）
云
経
舎
利
弗
阿
弥
陀
仏
成
仏
已
来
於
今
十
劫
賛
 

02
曰
第
三
明
成
仏
劫
数
上已
霊
芝
疏
（『
大
正

七
・
三
六
一
蔵
』
巻
三頁上
）
云
言
十
劫
者
準
法
花
大
通
智
 

03
勝
仏
時
弥
陀
乃
是
十
六
王
子
之
一
数
釈
迦
既
経
塵
劫
弥
陀
豈
得
 

04
不
然
上已
慈
恩
（『
通
賛

巻
三
七
・
三
疏
』
巻
中
、

四
二
頁
中
『
大
正
蔵

―
下
』）
云
経
又
舎
利
弗
彼
仏
有
无
量
无
辺
声
聞
弟
 

05
子
皆
阿
羅
漢
非
是
算
数
之
所
能
知
諸
菩
薩
衆
亦
復
如
是
賛
 

06
曰
第
二
弁
聴
衆
功
徳
文
分
為
四
初
小
大
衆
算
数
无
辺
二
弁
 

〈
三
八
丁
右
〉 

01
新
旧
二
徒
因
行
有
異
三
釈
生
彼
国
四
釈
生
利
益
此
初
分
二
 

02
初
弁
衆
多
少
二
結
成
荘
厳
此
初
也
声
聞
弟
子
者
声
聞
弟
 

03
子
因
声
悟
道
故
曰
声
聞
弟
子
者
長
在
我
後
名
弟
解
従
我
 

04
生
名
字
皆
阿
羅
漢
者
棟
前
三
果
故
也
非
算
数
之
所
知
者
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05
算
数
数
不
及
故
菩
薩
亦
如
是
者
亦
同
声
聞
算
之
不
及
也
至乃
 

06
報
浄
土
中
声
聞
権
化
約
其
殊
勝
不
説
余
三
化
浄
土
中
四
 

〈
三
八
丁
左
〉 

01
果
皆
有
加
行
位
中
能
伏
分
別
得
居
浄
土
也
无
量
寿
経
論
云
二
 

02
乗
種
不
生
約
報
土
也
上已
解
曰
此
師
依
自
力
分
別
不
許
他
力
増
 

03
上
縁
違
大
師
解
釈
霊
芝
疏
（『
大
正

・
三
六
一
頁
蔵
』
巻
三
七

上
―
中
）
云
又
舎
利
下
別
顕
行
功
初
中
又
 

04
二
初
利
下
結
示
初
中
声
聞
弟
子
即
中
三
品
諸
菩
薩
衆
即
 

05
上
品
総
摂
初
心
不
退
補
処
云云
解
曰
此
釈
非
也
今
経
声
聞
菩
薩
 

06
是
彼
土
徒
衆
全
非
九
品
之
類
也
上
品
上
生
経
（『
観
経

一
二
・
三
四
』、『
大
正
蔵

四
頁
下』
巻
）
云
仏
告
阿
難
及
 

〈
三
九
丁
右
〉 

01
韋
提
希
上
品
上
生
若
有
衆
生
願
生
彼
国
者
発
三
種
心
即
便
往
 

02
生
何
等
為
三
一
者
至
誠
心
二
者
深
心
三
者
廻
向
発
願
心
具
三
心
者
 

03
必
生
彼
国
復
有
三
種
衆
生
云云
然
霊
芝
疏
（『
大
正

七
・
二
九
九
蔵
』
巻
三頁中
）
釈
今
経
文
云
已
生
彼
 

04
国
之
人
云云
若
如
所
判
者
何
故
経
云
若
有
衆
生
或
云
具
三
心
者
 

05
必
生
彼
国
或
云
復
有
三
種
衆
生
当
得
往
生
云云
全
非
已
生
已
 

06
下
亦
爾
也
応
知
言
如
是
功
徳
荘
厳
結
成
荘
厳
也
 

〈
三
九
丁
左
〉 

01
　
従
下
接
至
于
供
養
　
述
曰
果
徳
涅
槃
常
住
世
者
歎
所
証
 

02
之
理
是
法
身
言
寿
命
延
長
難
可
量
等
者
是
能
証
之
智
即
報
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03
身
也
経
（『
小
経

一
二
・
三
四
』、『
大
正
蔵

七
頁
上』
巻
）
云
彼
仏
寿
命
及
其
人
民
无
量
无
辺
故
言
一
坐
无
 

04
移
亦
不
動
者
約
自
受
用
身
歎
之
或
可
約
内
証
（『
法
事

巻
四
七
・
四
讃
』
巻
下
、

三
二
頁
下
『
大
正
蔵
』）
云
一
坐
无
移
 

05
亦
不
動
云云
言
徹
窮
後
際
放
身
光
霊
儀
相
好
真
金
色
等
者
 

06
約
他
受
用
身
歎
之
言
十
方
凡
聖
専
心
向
者
是
述
所
化
言
分
身
已
 

〈
四
〇
丁
右
〉 

01
下
能
化
来
迎
言
一
念
乗
空
入
仏
会
等
是
得
生
之
益
言
身
色
 

02
寿
命
尽
皆
平
者
寿
命
同
仏
故
云
尽
皆
平
也
言
衆
等
已
下
 

03
如
上
 

04
　
従
高
接
至
于
供
養
　
述
曰
彼
仏
従
因
行
苦
行
等
者
 

05
寿
経
（
巻
上

二
・
二
六
、『
大
正
蔵

九
頁
中
―
下
』
巻
一
）
云
我
建
超
世
願
必
至
无
上
道
斯
願
不
満
足
誓
不
成
 

06
正
覚
至乃
斯
願
若
剋
果
大
千
応
感
動
虚
空
諸
天
人
当
雨
珍
 

〈
四
〇
丁
左
〉 

01
妙
花
仏
告
阿
難
法
蔵
比
丘
説
此
頌
已
応
時
普
地
六
種
震
動
 

02
天
雨
妙
花
以
散
其
上
自
然
音
楽
空
中
讃
言
決
定
必
成
无
上
正
 

03
覚
於
是
法
蔵
比
丘
具
足
修
満
如
是
大
願
誠
諦
不
虚
超
出
 

04
世
間
深
楽
寂
滅
阿
難
時
彼
丘
於
其
仏
所
諸
天
魔
梵
龍
神
 

05
八
部
大
衆
之
中
発
斯
弘
誓
建
此
願
已
一
向
専
志
荘
厳
妙
土
 

06
所
修
仏
国
恢
廓
広
大
超
勝
独
妙
建
立
常
然
无
衰
无
変
於
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〈
四
一
丁
右
〉 

01
不
可
思
議
兆
載
永
劫
積
植
菩
薩
无
量
徳
行
不
生
欲
覚
瞋
覚
 

02
害
覚
不
起
欲
想
瞋
想
害
想
不
著
色
声
香
味
触
法
忍
力
成
就
 

03
不
計
衆
苦
少
欲
知
足
无
染
恚
痴
三
昧
常
寂
智
恵
无
礙
无
有
虚
 

04
偽
諂
曲
之
心
和
顔
愛
語
先
意
承
問
勇
猛
精
進
志
願
无
惓
専
 

05
求
清
白
之
法
以
恵
利
群
生
恭
敬
三
宝
奉
事
師
長
以
大
荘
厳
 

06
具
足
衆
行
令
諸
衆
生
功
徳
成
就
住
空
无
相
无
願
之
法
无
作
无
 

〈
四
一
丁
左
〉 

01
起
観
法
如
化
遠
離
麁
言
自
害
害
彼
彼
此
倶
害
修
習
善
語
自
 

02
利
利
人
人
我
兼
利
棄
国
捐
王
絶
去
財
色
自
行
六
波
羅
蜜
教
 

03
人
令
行
若
於

使
人
行
六
本
願
捨
諸

波
羅
蜜
乎
行
者
何
无
殃
数
劫
積
功
累
徳
随
其
 

04
生
処
在
意
所
欲
无
量
宝
蔵
自
然
発
応
教
化
安
立
无
数
衆
 

05
生
住
於
无
上
正
真
之
道
上已
解
曰
今
讃
即
歎
此
経
意
経
文
云
教
 

06
化
安
立
无
数
衆
生
住
於
无
上
正
真
之
道
若
於
本
願
癈
菩
 

〈
四
二
丁
右
〉 

01
提
心
何
云
住
无
上
正
真
之
道
乎
能
思
之
言
誓
願
荘
厳
清
 

02
浄
土
者
四
十
八
願
荘
厳
之
土
故
言
証
无
為
者
歎
所
証
 

03
之
理
言
衆
等
已
下
如
 

04
　
従
下
椄
至
于
供
養
　
述
曰
弥
陀
化
主
当
心
坐
等
者
挙
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05
化
主
必
有
所
座
依
観
経
花
座
観
意
讃
今
経
文
言
正
坐
 

06
已
来
経
十
劫
者
経
文
可
解
言
心
縁
法
界
照
慈
光
者
観
 

〈
四
二
丁
左
〉 

01
経
（『
大
正

二
・
三
四
三
蔵
』
巻
一頁中
）
云
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
云云
又
（『
観
経

一
二
・
三
四
』、『
大
正
蔵

三
頁
下』
巻
）
云
以
无
縁
慈
摂
諸
衆
生
云云
 

02
言
蒙
光
触
者
塵
労
滅
者
寿
経
（
巻
上

一
二
・
二
、『
大
正
蔵

七
〇
頁
中』巻
）
云
其
有
衆
生
遇
斯
光
者
三
垢
 

03
消
滅
云云
依
斯
経
意
可
言
臨
終
見
仏
往
西
方
者
是
第
九
門
聖
迎
 

04
言
到
彼
花
開
入
大
会
等
者
生
後
得
益
言
三
明
自
然
乗
仏
願
等
 

05
者
譲
功
仏
願
言
彼
仏
声
聞
菩
薩
等
者
経
文
可
解
言
願
我
今
生
 

06
強
発
意
者
述
懐
可
知
言
衆
等
已
下
如
上
 

〈
四
三
丁
右
〉 

01
　
従
高
接
至
于
彼
国
　
述
云
経
又
舎
利
弗
極
楽
国
土
衆
生
生
 

02
者
皆
是
阿
鞞
跋
致
者
新
旧
二
徒
因
行
有
異
文
分
為
二
初
新
生
不
 

03
退
衆
二
補
処
位
高
衆
此
初
也
阿
鞞
跋
致
或
云
阿
惟
越
致
是
 

04
梵
語
此
云
不
退
転
不
退
有
五
一
信
不
退
二
位
不
退
三
証
不
退
 

05
四
行
不
退
五
煩
悩
不
退
不
被
煩
悩
不
退
転
故
　
問
生
居
浄
土
 

06
何
故
不
退
答
无
五
退
縁
故
一
无
病
苦
纏
故
二
无
違
行
故
三
 

〈
四
三
丁
左
〉 

01
常
誦
経
法
四
常
営
善
五
長
和
順
无
諸
違
諍
事
所
以
不
退
 

02
此
界
人
多
反
此
応
知
又
有
欲
境
所
牽
多
諸
退
屈
也
霊
芝
疏
（『
大
正

七
・
三
六
一
蔵
』
巻
三頁中
） 
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03
云
衆
生
生
者
通
収
九
品
今
師
解
釈
（『
法
事

巻
四
七
・
四
讃
』
巻
下
、

三
三
頁
中
『
大
正
蔵
』）
云
九
品
倶
廻
得
不
退
云云
経
 

04
其
中
多
有
一
生
補
処
其
数
甚
多
非
是
算
数
所
能
知
之
但
 

05
可
以
无
量
无
辺
阿
僧
祇
劫
説
補
処
但
高
衆
一
生
補
処
者
補
 

06
闕
処
者
処
所
此
等
菩
薩
因
縁
十
地
劫
満
三
祇
尽
此
一
 

〈
四
四
丁
右
〉 

01
生
便
成
正
覚
故
云
一
生
補
処
也
余
経
文
易
見
故
只
如
弥
 

02
勒
現
居
天
界
当
来
果
成
一
生
補
大
覚
之
尊
三
会
度
无
辺
 

03
之
衆
即
此
類
故
无
量
寿
経
（
巻
上

一
二
・
二
、『
大
正
蔵

六
八
頁
中』巻
）
云
設
我
得
仏
他
方
仏
土
諸
菩
薩
 

04
衆
来
生
我
国
究
竟
名
到
一
生
補
処
以
本
願
力
故
彼
生
即
入
 

05
補
処
之
位
言
舎
利
弗
衆
生
聞
者
通
指
末
代
聞
上
所
説
勧
 

06
令
発
願
願
必
別
行
行
必
感
果
所
以
下
伸
意
諸
上
善
人
者
 

〈
四
四
丁
左
〉 

01
過
現
益
物
謂
之
善
人
即
前
声
聞
不
退
及
補
処
等
菩
薩
也
 

02
霊
芝
疏
（『
大
正

七
・
三
六
一
蔵
』
巻
三頁下
）
云
初
中
如
来
欲
明
持
名
功
勝
先
貶
余
善
為
少
善
根
 

03
所
謂
布
施
持
戒
立
寺
造
像
礼
誦
坐
禅
懺
念
苦
行
一
切
福
業
 

04
若
无
正
信
廻
向
願
求
皆
為
少
善
非
往
生
因
云云
解
曰
是
无
菩
 

05
提
心
諸
善
釈
少
善
根
也
今
師
下
釈
（『
法
事

巻
四
七
・
四
讃
』
巻
下
、

三
三
頁
下
『
大
正
蔵
』）
云
人
天
少
善
斯
謂
也
 

06
故
智
論
（『
大
智

蔵
』
巻
二
五
度
論
』
巻
二

・
七
三
頁
上
、『
大
正
）
云
若
世
間
中
諸
衆
生
業
因
縁
故
如
修
還
福
徳
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〈
四
五
丁
右
〉 

01
縁
故
生
天
上
雑
業
因
縁
故
人
中
上已
无
菩
提
心
善
根
是
雑
 

02
業
也
雑
善
也
雑
行
也
発
菩
提
心
菩
提
是
大
善
也
正
行
也
 

03
正
業
也
応
知
 

04
　
従
下
椄
至
于
供
養
　
述
曰
釈
迦
如
来
告
身
子
即
是
普
 

05
告
苦
衆
生
者
述
告
命
之
意
言
娑
婆
六
道
非
安
処
等
者
述
 

06
衆
生
流
転
言
聖
化
同
居
等
已
下
出
機
失
所
謂
三
毒
之
失
初
瞋
 

〈
四
五
丁
左
〉 

01
毒
二
无
明
是
痴
也
言
愛
憎
等
者
愛
是
貪
愛
自
是
非
他
喩
 

02
高
下
言
何
時
平
者
何
時
住
平
等
心
為
言
言
既
无
善
業
排
 

03
生
死
者
無
慚
愧
无
宿
善
言
由
貪
造
罪
未
心
驚
者
貪
是
財
 

04
色
二
種
貪
也
於
三
業
中
先
断
財
色
二
種
若
不
貪
財
即
无
諂
 

05
諍
若
不
貪
色
即
无
熱
悩
大
乗
経
云
八
万
四
千
障
道
罪
業
悉
 

06
因
財
色
以
為
根
本
何
以
故
十
方
衆
生
无
始
已
来
為
財
相
殺
 

〈
四
六
丁
右
〉 

01
者
過
微
塵
数
為
色
相
殺
者
数
復
過
是
故
今
云
由
貪
造
罪
 

02
未
心
驚
言
狂
此
人
皮
裹
驢
骨
等
者
此
身
従
少
生
老
唯
是
 

03
不
浄
傾
海
水
洗
不
可
令
浄
潔
外
雖
施
端
厳
相
内
唯
裏
諸
 

04
不
浄
猶
如
蓋
瓶
而
盛
糞
穢
故
禅
経
偈
云
知
身
臭
不
浄
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05
愚
者
故
愛
憎
外
視
好
顔
色
不
観
内
不
浄
云云
故
云
狂
此
人
皮
 

06
裹
驢
骨
言
我
等
聞
之
心
髄
痛
等
述
厭
離
之
心
寿
経
下
（『
大
正

二
・
二
七
五
蔵
』
巻
一頁中
）
云
愛
 

〈
四
六
丁
左
〉 

01
欲
栄
華
不
可
常
保
皆
当
別
離
无
可
楽
者
准
知
 

02
　
従
高
椄
至
于
供
養
　
述
曰
娑
婆
極
苦
非
生
処
等
者
明
対
 

03
娑
婆
極
苦
名
極
楽
言
九
品
倶
廻
得
不
退
阿
鞞
跋
致
即
无
生
者
 

04
是
讃
衆
生
生
者
皆
是
阿
鞞
跋
致
之
経
文
言
非
直
初
生
 

05
无
限
極
者
成
上
起
下
之
句
也
是
明
其
数
共
難
窮
言
 

06
如
此
大
海
塵
恒
沙
者
是
新
旧
二
徒
言
有
縁
到
者
入
其
 

〈
四
七
丁
右
〉 

01
中
者
新
生
也
言
四
種
威
儀
常
見
仏
等
生
後
得
益
言
普
 

02
勧
同
生
等
者
述
懐
言
衆
等
已
下
如
上
 

03
　
従
下
椄
至
于
国
土
　
述
曰
経
舎
利
弗
等
者
慈
恩
（『
通
賛

巻
三
七
・
三
疏
』
巻
下
、

四
三
頁
中
『
大
正
蔵
』）
云
 

04
若
善
男
子
善
女
人
善
男
子
梵
云
烏
破
索
迦
此
云
近
事
男
 

05
索
者
男
若
也
堅
持
五
戒
堪
可
親
近
承
事
比
丘
僧
故
善
女
 

06
人
者
烏
波
斯
者
是
女
若
也
亦
持
五
戒
堪
可
承
事
比
丘
尼
 

〈
四
七
丁
左
〉 

01
故
西
方
男
女
二
声
上已
経
聞
説
阿
弥
陀
仏
者
慈
恩
（『
通
賛

巻
三
七
・
三
疏
』
巻
下
、

四
三
頁
中
『
大
正
蔵
』）
云
謂
於
 

02
善
友
処
聞
此
阿
弥
陀
教
中
往
生
之
事
自
尋
覧
執
持
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03
仏
名
号
一
日
乃
至
七
日
一
心
者
更
无
間
隔
故
名
曰
一
心
不
乱
 

04
者
専
注
無
数
也
上已
霊
芝
（『
小
経

七
・
三
六
一
義
疏
』、『
大

頁
下
―
三
六
正
蔵
』
巻
三

二
頁
中
）
云
若
依
此
経
執
持
名
号
決
定
往
 

05
生
即
知
称
名
是
多
善
根
多
福
徳
也
昔
作
此
解
人
尚
遅
疑
 

06
近
得
襄
陽
石
碑
経
本
文
理
冥
符
始
懐
深
信
彼
云
善
男
 

〈
四
八
丁
右
〉 

01
子
善
女
人
聞
説
阿
弥
陀
仏
一
心
不
乱
専
称
名
号
以
称
名
故
諸
 

02
罪
消
滅
即
是
多
功
徳
多
善
根
多
福
徳
因
縁
彼
石
経
本
梁
 

03
陳
人
書
至
今
六
百
余
載
窃
疑
今
本
相
伝
訛
脱
二
中
分
三
初
 

04
至
不
乱
専
念
持
名
其
人
下
二
臨
終
感
聖
是
人
下
三
正
念
往
生
 

05
初
二
句
索
時
機
不
簡
男
女
次
二
句
勧
信
受
或
披
教
典
或
遇
知
 

06
識
聞
必
生
信
信
故
持
名
次
七
句
示
期
限
一
日
七
日
随
人
要
約
今
 

〈
四
八
丁
左
〉 

01
経
制
法
理
必
依
承
若
準
大
本
観
経
則
无
日
限
下
至
十
念
皆
 

02
往
生
十
念
即
十
声
也
後
一
句
教
繫
想
此
一
句
経
正
明
成
業
先
 

03
須
斂
念
面
向
西
方
合
掌
正
身
遥
想
彼
仏
現
坐
道
場
依
正
 

04
荘
厳
光
明
相
好
自
慨
此
身
久
沈
苦
海
漂
流
生
死
孤
露
无
 

05
依
譬
如
嬰
児
堕
在
坑
穽
叫
呼
父
母
急
救
危
忙
一
志
依
投
懇
 

06
求
脱
免
声
声
相
続
念
念
不
移
雖
復
理
事
行
殊
定
散
心
 

〈
四
九
丁
右
〉 
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01
異
皆
成
浄
業
尽
得
往
生
不
然
則
无
記
妄
縁
定
成
虚
福
耳
善
 

02
導
問
曰
何
故
不
令
作
観
直
遣
専
称
名
字
有
何
意
耶
答
乃
由
 

03
衆
生
障
重
境
細
心
麁
識
颺
神
飛
観
難
成
就
是
以
大
聖
悲
憐
 

04
直
勧
専
称
名
号
正
由
称
名
易
故
相
続
即
生
又
云
弥
陀
世
尊
 

05
本
発
深
重
誓
願
願
以
光
明
号
摂
化
十
方
但
使
信
心
求
念
上
 

06
尽
一
形
下
至
十
声
以
仏
願
力
易
得
往
生
問
達
本
空
心
浄
土
浄
 

〈
四
九
丁
左
〉 

01
何
須
念
求
生
浄
土
答
若
真
達
理
語
黙
皆
不
礙
修
持
何
妨
念
仏
 

02
若
貶
念
仏
未
曰
達
人
何
以
然
即
既
達
法
空
則
不
住
於
相
既
常
 

03
念
仏
則
不
滞
於
空
超
越
二
辺
従
容
中
道
念
念
契
合
弥
陀
 

04
法
身
声
声
流
入
薩
婆
若
海
臨
終
決
定
上
品
上
生
豈
非
心
浄
 

05
仏
土
浄
乎
故
十
疑
論
云
智
者
熾
然
求
生
浄
土
達
生
体
不
可
 

06
得
此
乃
真
无
生
謂
非
生
法
外
別
有
无
生
也
浄
名
云
雖
知
諸
 

〈
五
〇
丁
右
〉 

01
仏
国
及
以
衆
生
空
而
常
修
浄
土
教
化
諸
衆
生
即
斯
謂
也
問
 

02
観
経
云
是
心
作
仏
是
心
是
仏
既
是
仏
何
須
念
他
仏
耶
答
祇
 

03
由
心
本
是
仏
故
令
専
念
彼
仏
梵
網
戒
云
常
須
自
知
我
是
未
成
 

04
之
仏
諸
仏
是
已
成
之
仏
汝
心
仏
者
未
成
仏
也
弥
陀
仏
者
已
成
仏
 

05
也
未
成
之
仏
久
沈
欲
海
具
足
煩
悩
杳
无
出
期
已
成
之
仏
久
証
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06
菩
提
具
足
威
神
能
為
物
護
是
故
諸
経
勧
令
念
仏
即
是
以
己
未
 

〈
五
〇
丁
左
〉 

01
成
仏
他
已
成
仏
而
救
護
耳
是
故
衆
生
若
不
念
仏
聖
凡
永
隔
 

02
父
子
乖
離
是
処
輪
廻
去
仏
遠
矣
問
四
字
名
号
凡
下
常
聞
有
 

03
何
勝
能
超
過
衆
善
答
仏
身
非
相
果
徳
高
深
不
立
嘉
名
莫
彰
 

04
妙
体
十
方
三
世
皆
有
異
名
況
我
弥
陀
以
名
接
物
是
以
耳
聞
口
 

05
誦
无
聖
徳
攬
入
識
心
永
為
仏
種
頓
除
億
劫
重
罪
獲
証
无
 

06
上
菩
提
信
知
非
少
善
根
是
多
功
徳
也
花
厳
云
寧
受
地
獄
苦
 

〈
五
一
丁
右
〉 

01
得
聞
諸
仏
名
不
受
无
量
楽
而
不
聞
仏
名
薬
師
経
云
若
彼
仏
 

02
名
入
其
耳
中
堕
悪
道
者
无
有
是
処
阿
難
諸
仏
境
界
誠
為
 

03
難
信
皆
是
如
来
威
力
非
声
聞
支
仏
所
能
信
受
唯
除
補
処
菩
 

04
薩
耳
瞻
察
経
云
欲
生
他
方
現
浄
土
者
応
当
随
彼
世
界
仏
 

05
名
専
意
念
誦
一
心
不
乱
決
定
得
生
彼
浄
土
善
根
増
長
速
 

06
獲
不
退
当
知
一
切
善
根
中
其
業
最
勝
等
余
諸
仏
名
聞
 

〈
五
一
丁
左
〉 

01
持
尚
爾
況
我
弥
陀
有
本
誓
乎
末
俗
障
重
多
忽
持
名
故
委
 

02
引
聖
言
想
无
遅
慮
也
上已
聞
持
記
（
巻
下

五
二
九
頁
、『
卍
続
蔵

下
―
五
三
〇
』
巻
二
二
・

頁
中
）
云
修
法
持
名
中
初
科
経
云
若
 

03
有
等
者
若
乃
不
定
之
詞
経
属
化
教
開
導
信
解
或
違
或
順
任
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04
彼
機
縁
不
同
制
教
必
須
遵
行
順
則
无
過
違
則
結
犯
所
以
疏
 

05
科
若
有
男
女
謂
之
索
機
経
云
聞
説
執
持
等
者
良
由
一
切
衆
 

06
生
誰
无
一
毫
善
種
但
以
宿
業
障
深
不
能
開
発
是
故
疏
推
披
 

〈
五
二
丁
右
〉 

01
教
典
遇
知
識
以
信
受
之
縁
聞
即
聞
恵
信
則
思
恵
持
即
修
 

02
恵
従
聞
思
修
往
生
決
定
矣
今
経
期
限
雖
至
七
日
亦
非
定
 

03
制
故
皆
云
若
但
取
成
功
為
安
然
此
制
法
不
延
不
促
疏
 

04
勧
依
承
大
本
観
経
既
无
日
限
下
至
十
念
摂
機
雖
寛
 

05
猶
恐
下
根
不
成
行
業
後
句
義
見
次
科
正
明
浄
業
中
 

06
初
句
指
経
文
次
句
黙
経
意
先
下
教
方
法
初
三
句
示
修
 

〈
五
二
丁
左
〉 

01
儀
遥
下
想
勝
境
自
下
令
慨
責
譬
下
挙
事
顕
一
下
勧
 

02
用
心
声
即
口
業
念
即
心
業
口
心
相
応
功
不
虚
喪
故
曰
 

03
相
続
不
移
下
結
成
業
不
下
顕
无
功
孤
山
判
此
経
属
 

04
散
善
霅
川
拠
此
句
経
別
立
四
科
広
略
今
経
一
心
不
 

05
乱
新
訳
経
云
繫
念
不
乱
如
説
修
行
等
云
何
散
善
而
 

06
解
斯
文
旦
観
音
経
云
聞
観
世
音
菩
薩
一
心
称
名
皆
 

〈
五
三
丁
右
〉 

01
得
解
脱
疏
曰
聞
即
聞
恵
心
无
所
依
即
思
恵
一
心
称
名
即
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02
修
恵
此
文
雖
窄
三
恵
意
顕
又
曰
称
名
有
二
一
事
二
理
若
 

03
用
心
存
想
相
続
不
間
如
請
観
音
繫
念
数
息
等
名
事
一
 

04
心
若
達
此
心
四
性
不
生
无
念
与
空
恵
相
応
等
是
理
一
心
況
復
 

05
不
乱
二
字
智
者
尚
作
空
恵
相
応
釈
之
今
経
顕
云
一
心
不
乱
 

06
何
苦
貶
為
散
善
乃
至
若
但
事
無
无
理
則
抑
大
士
三
昧
之
心
 

〈
五
三
丁
左
〉 

01
若
唯
理
缺
事
則
絶
初
心
念
仏
之
行
云云
霅
川
之
説
其
義
 

02
頗
優
雅
合
今
疏
故
略
録
之
上已
経
其
人
臨
命
終
時
等
者
 

03
霊
芝
疏
（『
大
正

・
三
六
二
頁
蔵
』
巻中三
七
）
云
二
感
聖
中
其
人
并
下
是
人
並
指
上
文
執
持
 

04
名
者
臨
終
摂
引
弥
陀
本
願
大
経
云
十
方
衆
生
志
心
発
 

05
願
欲
生
我
国
臨
寿
終
時
仮
令
不
与
大
衆
囲
繞
現
其
 

06
人
前
者
不
取
正
覚
聖
衆
現
前
亦
有
多
別
或
真
 

〈
五
四
丁
右
〉 

01
仏
化
仏
観
音
勢
至
随
其
品
位
委
観
経
三
正
念
中
凡
人
臨
 

02
終
識
神
无
主
善
悪
業
種
无
不
発
現
或
起
悪
念
或
起
邪
見
 

03
或
生
繫
恋
或
発
猖
狂
悪
相
非
一
皆
名
顚
倒
因
前
誦
仏
 

04
罪
滅
障
除
浄
業
内
熏
慈
光
外
摂
脱
苦
得
楽
一
刹
那
間
 

05
下
文
勧
生
其
利
在
此
上已
聞
持
記
（
巻
下

二
二
・
五
、『
卍
続
蔵

三
二
頁
中』巻
）
云
正
念
中
初
通
示
善
悪
 

06
古
徳
云
過
現
積
集
善
悪
業
縁
毎
至
臨
終
咸
来
責
報
臨
終
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〈
五
四
丁
左
〉 

01
悪
念
増
盛
則
衆
悪
皆
牽
生
悪
道
臨
終
善
念
増
盛
則
衆
善
 

02
皆
成
牽
生
善
道
故
云
无
不
発
現
或
下
別
示
悪
相
一
无
善
種
故
 

03
起
悪
念
二
无
正
信
故
起
邪
見
三
恩
愛
深
重
故
生
繫
恋
四
苦
悩
 

04
逼
迫
故
発
猖
狂
悪
下
二
句
総
結
顚
倒
不
顚
倒
因
下
正
釈
経
文
 

05
心
不
顚
倒
誦
仏
修
因
也
罪
滅
障
滅
悪
也
浄
業
内
熏
生
善
也
 

06
上
並
自
力
慈
下
三
句
即
仮
他
力
求
生
浄
土
雖
云
他
力
必
由
自
 

〈
五
五
丁
右
〉 

01
力
方
能
感
他
父
子
相
遇
啐
啄
同
時
切
莫
専
倚
他
力
而
失
自
行
勉
 

02
之
勉
之
上已
経
舎
利
弗
我
見
是
利
故
等
已
下
勧
往
生
我
見
是
利
 

03
見
是
殊
常
勝
利
益
故
勧
生
彼
国
又
言
若
有
衆
生
聞
是
 

04
説
者
応
当
発
願
生
彼
国
土
者
是
上
所
言
舎
利
弗
衆
生
 

05
聞
者
応
当
発
願
生
彼
国
是
也
応
知
 

06
　
従
下
椄
至
于
供
養
　
述
曰
極
楽
无
為
涅
槃
界
者
寿
 

〈
五
五
丁
左
〉 

01
経
（
巻
上

一
二
・
二
、『
大
正
蔵

七
一
頁
下』巻
）
云
彼
仏
国
土
清
浄
安
穏
微
妙
快
楽
次
於
无
為
泥
洹
之
道
上已
 

02
準
知
随
縁
雑
善
恐
難
生
者
是
上
所
簡
之
少
善
根
也
不
発
菩
 

03
提
心
諸
善
故
云
随
縁
雑
善
故
成
実
論
邪
行
品
一
百
一
（
巻
七

三
二
・
二
、『
大
正
蔵

九
五
頁
下』巻
）
云
仏
 

04
説
三
邪
行
云云
翻
正
行
可
知
又
正
行
品
（『
成
実

巻
三
二
・
二
論
』
巻
七
、

九
六
頁
中
『
大
正
蔵
』）
云
邪
正
雑
行
云云
又
（『
成
実

巻
三
二
・
三
論
』
巻
八
、

〇
一
頁
下
『
大
正
蔵
』）
云
従
愚
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05
痴
起
軽
微
業
以
雑
業
故
云云
又
（『
成
実

巻
三
二
・
三
論
』
巻
八
、

〇
二
頁
上
『
大
正
蔵
』）
云
雑
善
業
故
生
人
中
此
業
 

06
有
上
中
下
一
心
不
一
心
浄
不
浄
等
何
以
知
之
以
人
有
種
種
 

〈
五
六
丁
右
〉 

01
差
品
不
同
如
経
十
説
殺
生
則
短
命
又
云
天
報
業
者
是
施
戒
 

02
善
上
浄
故
生
天
上
又
云
文
亦
随
雑
業
故
有
差
別
云云
準
知
言
 

03
故
使
已
下
讃
執
持
名
号
若
一
日
等
文
意
言
臨
終
已
下
讃
其
 

04
人
臨
命
終
等
経
言
坐
時
即
得
生
无
生
忍
者
是
約
処
不
退
 

05
无
生
今
十
信
忍
也
言
証
得
不
退
入
三
賢
者
是
上
品
上
生
忍
 

06
故
言
衆
等
已
下
如
上
 

〈
五
六
丁
左
〉 

01
　
従
高
椄
至
于
供
養
　
述
曰
弥
陀
侍
者
二
菩
薩
号
曰
无
 

02
辺
観
世
音
等
者
観
経
（『
大
正

二
・
三
四
四
蔵
』
巻
一頁下
）
云
観
世
音
菩
薩
及
大
勢
至
於
一
切
 

03
処
身
同
衆
生
但
観
首
相
知
是
観
世
音
知
是
大
勢
至
此
二
 

04
菩
薩
助
阿
弥
陀
仏
普
化
一
切
云云
今
讃
述
此
経
意
言
惛
惛
 

05
難
悟
罪
根
深
已
下
出
機
失
言
人
天
少
善
尚
難
弁
何
況
无
 

06
為
証
六
通
者
今
文
以
少
善
根
釈
人
天
善
全
非
云
出
世
善
 

〈
五
七
丁
右
〉 

01
況
釈
可
知
言
雖
得
見
聞
等
者
明
雖
見
聞
出
世
法
不
行
无
 

02
益
言
縦
使
連
年
放
脚
走
越
得
貪
瞋
満
内
胸
等
者
是
述
雑
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03
毒
之
善
失
疏
四
（「
散
善

巻
三
七
・
二
義
」、『
大
正

七
一
頁
上蔵』）
云
縦
使
苦
励
身
心
日
夜
十
二
時
急
走
急
作
 

04
如
炙
頭
燃
者
衆
名
雑
毒
之
善
欲
廻
此
雑
毒
之
行
求
生
彼
 

05
仏
浄
土
者
此
必
不
可
也
言
貪
瞋
即
是
身
三
業
者
依
貪
瞋
作
 

06
身
口
意
三
業
不
善
之
義
雖
挙
身
可
兼
口
業
故
云
貪
瞋
 

〈
五
七
丁
左
〉 

01
即
是
身
三
業
言
何
開
浄
土
裏
真
空
者
是
指
法
性
身
 

02
云
浄
土
裏
真
空
言
寄
語
同
生
善
知
識
等
者
勧
化
正
 

03
行
言
衆
等
已
下
如
 

 巻
下
 

【
本
文
】 

〈
一
丁
右
（
残
簡
①
右
）〉 

01
法
事
讃
下
管
見
鈔
下
　
沙
門
導
空
述
 

02
　
従
舎
利
至
于
念
経
　
述
曰
経
舎
利
如
我
今
 

03
者
讃
嘆
阿
弥
陀
仏
不
可
思
議
功
徳
者
文
中
初
 

04
尽
六
方
正
列
若
依
新
訳
則
列
十
方
今
諸
但
挙
 

05
六
方
四
維
自
摂
但
言
略
耳
言
如
我
今
者
自
捨
 

06
也
彼
仏
功
徳
不
可
以
心
略
言
議
故
云
不
可
思
 

07
議
功
徳
経
東
方
亦
有
阿
閦
鞞
仏
須
弥
相
仏
大
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〈
一
丁
左
（
残
簡
①
左
）〉 

01
大
須
弥
仏
須
弥
光
仏
妙
音
仏
慈
恩
（『
通
賛

巻
三
七
・
三
疏
』
巻
下
、

四
四
頁
上
『
大
正
蔵
』）
云
第
二
引
 

02
他
仏
証
称
讃
浄
土
経
云
十
方
諸
仏
此
略
弁
六
 

03
方
便
為
六
段
亦
弁
東
方
毎
一
方
各
有
五
段
一
 

04
指
国
土
二
弁
仏
名
多
少
四
明
証
相
五
引
証
東
 

05
方
者
指
国
土
亦
有
阿
閦
下
弁
仏
名
先
引
東
方
 

06
西
域
以
為
上
所
以
先
弁
阿
閦
梵
語
此
云
无
動
 

07
不
被
煩
悩
四
魔
違
順
等
動
故
須
弥
相
者
謂
金
 

（
以
下
欠
失
） 

 
【
註
】 

（
1
）「『
法
水
分
流
記
』
に
よ
れ
ば
法
然
門
下
に
「
導
空
」
あ
り
。
二
は
同
書
に
證
空
の
系
統
に
「
道
空
」
あ
り
…
…
三
は
覺
明
房
長
西
の
法
孫
性
仙
字
道
空

で
あ
る
」（『
金
沢
文
庫
所
蔵
浄
土
宗
学
上
の
未
伝
稀
覯
の
鎌
倉
古
鈔
本
』
五
五
五
頁
、
一
九
三
三
年
）
と
、
①
法
然
直
弟
説
、
②
西
山
門
流
説
、
③
九

品
寺
門
流
説
を
挙
げ
、
当
時
の
鎌
倉
や
称
名
寺
の
教
学
の
情
勢
か
ら
③
と
推
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
塚
本
博
士
前
掲
稿
五
五
四
―
五
五
六

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
2
）
当
該
箇
所
は
、
底
本
と
し
て
使
用
さ
れ
る
一
六
七
八
年
書
写
本
で
は
「
阿
弥
院
」
と
あ
る
が
、
諸
本
・
諸
史
料
に
よ
り
「
阿
弥
陀
」
と
校
訂
し
た
。 

（
3
）【
引
文
凡
例
】
①
旧
字
は
新
字
に
、
異
体
字
は
通
行
体
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
た
。
②
系
図
の
点
線
は
、
発
表
者
に
よ
り
省
略
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
③

原
文
に
は
、
筆
者
の
訓
み
に
し
た
が
っ
て
訓
点
お
よ
び
句
読
点
を
付
し
た
。 

（
4
）『
称
名
寺
聖
教
目
録
』（
一
・
一
〇
四
頁
）
で
は
上
巻
：
五
四
丁
・
下
巻
：
六
丁
と
あ
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
は
上
巻
：
五
七
丁
・
下
巻
：
五
丁

に
整
理
さ
れ
て
い
て
一
定
で
は
な
い
。
原
本
の
確
認
を
要
す
る
が
、
現
状
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
紙
数
が
正
し
い
と
見
る
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
今
回
、

上
巻
で
一
部
本
文
が
つ
な
が
ら
ず
、
脱
丁
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
下
巻
と
し
て
残
存
す
る
断
簡
五
紙
の
う
ち
四
紙
が
、
現
状
の

180
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二
丁
へ
繋
が
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
存
部
は
上
巻
：
六
二
丁
・
下
巻
：
一
丁
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

な
お
一
丁
目
か
ら
断
簡
へ
は
文
脈
が
繋
が
ら
な
い
た
め
、
さ
ら
に
脱
丁
の
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
な
お
、
脱
丁
は
恐
ら
く
一
丁
程
度
と
考
え
ら
れ

る
。 

（
5
）
佐
竹
真
城
・
赤
松
信
映
・
西
村
慶
哉
・
井
上
慶
淳
「〈
共
同
研
究
〉
称
名
寺
聖
教
『
法
事
讃
光
明
抄
』
に
つ
い
て
（
三
）―「
少
善
根
」「
随
縁
雑
善
」
理

解
に
対
す
る
一
考
察
と
巻
三
翻
刻
―
」（『
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
一
号
、
二
〇
二
一
年
）
に
お
い
て
、
井
上
氏
が
導
空
の
理

解
を
含
め
た
九
品
寺
流
諸
師
の
理
解
を
比
較
考
察
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
6
）
日
置
孝
彦
氏
は
「
称
名
寺
と
宋
代
浄
土
教
―
性
仙
の
『
観
経
疏
管
見
鈔
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
四
―
一
／
二
、
一
九
七
八
年
）

に
お
い
て
、
以
下
の
如
く
指
摘
し
て
い
る
。 

こ
れ
（
宋
代
浄
土
教
典
籍
引
用
回
数
一
覧
表
　
※
筆
者
註
）
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
元
照
二
六
文
、
延
寿
一
〇
文
、
戒
度
九
文
、
択
瑛
四

文
、
源
清
三
文
、
用
欽
二
文
の
順
で
、
こ
の
う
ち
、
元
照
の
引
文
が
最
も
多
い
。
上
記
の
如
く
、
性
仙
は
宋
代
浄
土
教
を
受
容
す
る
う
ち
、
元
照

の
引
文
が
全
体
の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
の
で
、
元
照
の
引
用
が
多
い
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
の
二
・
三
に
つ
い
て
つ
ぎ
に
見
て
み
た
い
と
思

う
。 一

、『
観
経
玄
義
分
管
見
鈔
第
一
』
の
文
中
の
「
疏
今
此
至
于
為
体
　
述
曰
今
此　
ノ

観
経
即
以
観
仏
三
昧
為
宗
亦
以
念
仏
三
昧
為
宗
也
」
に
つ
い
て

は
元
照
が
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
に
お
い
て
宗
旨
を
述
べ
た
箇
処
の
「
天
台
云
。
此
経
以
心
観
為
宗
。
此
則
単
就
能
観
為
言
也
。
観
仏
依
正
得

非
心
観
乎
。
遠
師
善
導
並
云
。
諸
経
所
弁
宗
趣
各
異
。
此
経
以
観
仏
三
昧
為
宗
。
此
則
通
就
能
所
而
立
也
。
観
雖
十
六
依
正
不
同
而
主
在
観
仏
。

即
下
経
云
。
於
見
身
中
得
念
仏
三
昧
。
念
即
是
観
」（
大
正
蔵
三
七
、
二
八
〇
・
中
）
を
引
用
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
戒
度
の
『
観
経
疏
正
観
記
』
を

引
く
。
す
な
わ
ち
、
戒
度
が
元
照
の
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
の
同
じ
と
こ
ろ
を
注
釈
し
た
箇
処
の
「
念
即
是
観
会
同
宗
名
」（
浄
全
五
、
四
四
五

下
）
を
引
用
し
て
い
る
。 

二
、
性
仙
は
浄
土
往
生
者
が
修
行
す
る
際
の
注
意
事
項
を
述
べ
た
『
観
経
疏
散
善
義
』
に
つ
い
て
詳
し
い
注
釈
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
『
観

経
散
善
義
管
見
鈔
第
一
』
の
文
中
の
「
疏
曰
二
者
深
心
至
于
大
益
也
述
曰
二
者
深
心
言
深
心
者
即
是
深
信
之
心
也
」
に
つ
い
て
は
元
照
の
著
し
た

『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
の
「
二
深
心
者
於
大
乗
法
聞
思
修
習
至
仏
不
已
也
釈
論
云
智
度
大
海
唯
仏
窮
底
故
云
深
也
」（
大
正
蔵
三
七
、
二
九
九
・

下
）
を
引
用
す
る
。
つ
ぎ
に
戒
度
の
著
し
た
『
観
経
疏
正
観
記
』
の
「
深
心
者
徹
法
根
源
浄
」（
浄
全
五
、
五
〇
一
上
）
を
引
き
、
さ
ら
に
用
欽
の

『
観
経
疏
白
蓮
記
』
を
引
用
し
て
い
る
。 

三
、『
観
経
散
善
義
管
見
鈔
第
二
』
に
は
元
照
の
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』（
巻
下
）
が
十
二
文
引
用
さ
れ
て
い
る
。
元
照
の
引
文
は
、
九
品
を

説
明
す
る
中
に
お
い
て
、
中
品
上
生
五
文
、
中
品
中
生
二
文
、
下
品
中
生
四
文
、
下
品
下
生
一
文
の
計
十
二
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。 
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以
上
性
仙
の
『
観
経
疏
管
見
鈔
』
に
お
け
る
宋
代
浄
土
教
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
別
記
の
一
覧
表
に
見
ら
れ
る
如
く
、
元
照
の

浄
土
教
を
は
じ
め
と
し
て
当
時
の
宋
代
浄
土
教
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
称
名
寺
に
お
い
て
も
宋
代
浄
土
教
が
盛
ん
に

研
鑽
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
                                                                                                  （
二
七
頁
　
※
傍
線
は
筆
者
加
筆
） 

（
7
）『
阿
弥
陀
経
』
註
釈
書
に
限
れ
ば
、
其
の
他
に
僧
肇
『
阿
弥
陀
経
疏
』
七
回
、
玄
一
『
阿
弥
陀
経
疏
』
三
回
、
慈
恩
『
阿
弥
陀
経
通
賛
疏
』
六
回
、
慈
恩

『
阿
弥
陀
経
疏
』
一
回
、
戒
度
『
阿
弥
陀
経
義
疏
聞
持
記
』
二
回
、
智
円
『
阿
弥
陀
経
疏
』
一
回
、
天
台
『
阿
弥
陀
経
義
記
』
二
回
、
円
測
『
阿
弥
陀
経

疏
』
二
回
、
元
暁
『
阿
弥
陀
経
疏
』
二
回
、
源
信
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
一
回
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
8
）『
真
宗
研
究
』
六
七
所
収
予
定
の
論
攷
。 

（
9
）
遺
憾
な
が
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
原
本
調
査
が
か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
、『
称
名
寺
聖
教
目
録
』（
一
・
一
〇
四
頁
）

に
依
拠
し
た
。 

（
10
）
拙
稿
「
長
西
の
「
諸
行
本
願
義
」
考
―「
浄
土
疑
芥
」
を
通
し
て
の
再
検
討
―
」（『
宗
学
院
論
集
』
八
八
、
二
〇
一
六
年
） 

（
11
）
以
下
、
一
丁
程
度
脱
丁
か
。 

（
12
）
沙
　
左
傍
に
「
石
偏
」
あ
り
。
以
下
、「
沙
」
は
全
て
同
様
。 
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〈
資
料
翻
刻
〉
神
奈
川
県
称
名
寺
蔵
『
序
分
義
聞
書
』 

西
　
村
　
慶
　
哉
 

■
解
　
題
 

本
書
は
、
神
奈
川
県
称
名
寺
所
蔵
（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
管
理
、
98
凾
2
）
の
国
宝
　
称
名
寺
聖
教
の
一
つ
で
、
善
導
『
観
経

疏
』
四
帖
の
う
ち
「
序
分
義
」
を
註
釈
し
た
書
物
で
あ
る
。
本
書
の
撰
者
と
さ
れ
る
良
忠
(一
一
九
九
〜
一
二
八
七
)は
現
在
の
浄
土
宗

に
お
い
て
も
第
三
祖
に
数
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
全
国
を
遊
行
し
て
鎮
西
流
の
教
線
拡
大
に
努
め
た
。
良
忠
は
記
主
禅
師
と
尊
称
さ

れ
る
よ
う
に
多
く
の
著
述
活
動
を
行
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、「
報
夢
鈔
」
と
も
呼
ば
れ
る
彼
の
著
作
群
は
五
十
巻
を
超
え
る
。 

ま
た
、
良
忠
は
生
涯
に
わ
た
り
幾
度
と
な
く
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
講
義
・
註
釈
し
て
お
り
、
今
日
に
お
い
て
も
三
書
の
『
観
経

疏
』
註
釈
書
（『
観
経
疏
聞
書
』、『
観
経
疏
略
鈔
』、『
観
経
疏
伝
通
記
』）
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
本
書
を
含
め
た
『
観
経
疏

聞
書
』
は
初
期
の
著
作
（
千
葉
時
代
）
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
、
鎌
倉
で
撰
述
さ
れ
た
他
の
二
書
と
は
異
な
り
、
建
長
（
一
二
四
九
〜

一
二
五
六
）
期
に
東
国
に
て
行
わ
れ
た
良
忠
の
講
義
録
で
あ
る
。
建
長
期
の
東
国
は
、
有
念
無
念
や
善
鸞
事
件
を
は
じ
め
と
し
た
数
々

の
異
義
事
件
が
親
鸞
門
弟
の
間
で
発
生
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
良
忠
の
浄
土
教
理
解
は
親
鸞
の
理
解
と
相
違
す
る
部
分
も
多
く
、

上
述
の
異
義
事
件
に
つ
い
て
も
、
良
忠
の
影
響
が
示
唆
さ
れ
て
い
る（

1
）。
す
な
わ
ち
本
書
は
、
建
長
当
時
の
東
国
に
お
け
る
浄
土
教
は
い

か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
良
忠
最
晩
年
の
著
述
で
あ
る
『
観
経
疏
伝
通
記
』



（
極
再
治
本
）
が
す
で
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
『
観
経
疏
伝
通
記
』
と
本
書
と
に
あ
ま
り
思
想
的
な
差
が
な
い
と
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る（

2
）こ
と
等
よ
り
、
本
書
が
研
究
の
俎
上
に
載
す
る
機
会
は
あ
ま
り
多
い
も
の
と
は
い
え
ず
、
長
年
未
翻
刻
の
ま
ま
で
あ
っ

た（
3
）。
た
し
か
に
本
文
を
対
照
す
る
と
、『
観
経
疏
伝
通
記
』
や
『
観
経
疏
略
鈔
』
と
は
重
複
す
る
見
出
し
や
内
容
も
多
い
が
、
中
に
は

『
観
経
疏
聞
書
』
の
み
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
出
し
や
内
容
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
抽
出
す
る
こ
と
で
、
良
忠
初
期
教
学
を
解
明

す
る
一
助
と
な
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。 

現
在
『
観
経
疏
聞
書
』
は
「
玄
義
分
聞
書
」、「
序
分
義
聞
書
」、「
定
善
義
聞
書
」
の
書
写
本
三
点
が
伝
存
し
、
い
ず
れ
も
神
奈
川
県

称
名
寺
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
玄
義
分
聞
書
」
と
「
定
善
義
聞
書
」
は
良
聖
に
よ
る
書
写
で
あ
る
が
、
本
書
は
こ
れ
ら
と
は
別
筆
で

あ
り
書
写
者
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
表
紙
右
下
に
「
永
薫
」「
願
信
之
」
の
名
前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
永
薫
も
し
く
は
願
信
な

る
人
物
の
手
沢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
特
徴
的
な
筆
跡
は
、
筆
者
が
以
前
に
共
同
翻
刻
し
た
称
名
寺
聖
教
『
法
事
讃
光
明

抄
』
等
の
書
写
者
で
あ
る
永
源
と
も
近
似
し
て
い
る
が
、
紙
面
の
都
合
も
あ
る
た
め
書
写
者
に
つ
い
て
の
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。 

本
書
の
撰
者
は
良
忠
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
本
書
に
は
「
序
分
義
聞
書
」
の
内
題
は
あ
る
も
の
の
撰
号
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
後
述

の
よ
う
に
奥
書
・
識
語
も
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
『
観
経
疏
伝
通
記
』『
観
経
疏
略
鈔
』
と
も
重
複
す
る
箇
所
も

多
く
、
内
容
面
か
ら
「
良
忠
の
撰
述
書
と
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い（

4
）」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
玄
義
分
聞
書
」
お
よ
び
「
定
善

義
聞
書
」
に
は
紙
面
上
に
良
忠
に
よ
る
講
義
の
あ
っ
た
日
数
が
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
に
は
こ
れ
ら
の
日
数
は
記
入
さ
れ
て
お
ら

ず
奥
書
・
識
語
も
な
い
。
そ
の
た
め
本
書
の
成
立
年
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、「
玄
義
分
聞
書
」「
定
善
義
聞
書
」
の
両
書
は

「
建
長
七
年
」
の
奥
書
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
も
同
じ
く
建
長
七
年
頃
の
成
立
と
予
測
さ
れ
る
。 

本
書
は
前
述
の
通
り
、
善
導
『
観
経
疏
』
四
帖
の
う
ち
「
序
分
義
」
の
文
言
や
内
容
に
つ
い
て
「
●
●
●
事
」
と
の
見
出
し
を
示
し

つ
つ
註
釈
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
書
は
「
定
善
示
観
縁
」
中
の
「
説
清
浄
業
」（『
聖
典
全
書
』
一
・
七
一
六
頁
）
を
註

釈
し
て
い
る
途
中
、「
答
ふ
。
二
釈
あ
り
」（
三
一
丁
オ
）
と
し
た
と
こ
ろ
で
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
後
年
成
立
の
『
観
経
疏
略
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鈔
』
で
は
、「
説
清
浄
業
事
」
に
続
い
て
、「
貪
欣
極
楽
事
、
此
乃
玄
談
未
得
標
得
処
等
事
、
如
是
凡
夫
事
、
有
異
方
便
事
、
如
上
光
台

所
見
等
事
、
若
仏
滅
後
事
、
濁
悪
不
善
五
苦
所
逼
事
」（『
浄
全
』
二
・
五
〇
三
頁
下
）
と
の
見
出
し
を
立
て
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、
当
本
も
し
く
は
当
本
の
書
写
原
本
に
七
項
目
分
ほ
ど
の
散
逸
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

な
お
、
本
書
の
装
丁
は
綴
葉
装
で
あ
り
、
料
紙
は
楮
紙
、
紙
数
は
三
十
一
丁
で
あ
る
。
法
量
は
、
縦
十
四
．
八
、
横
二
十
二
．
八
糎

で
あ
り
、
体
裁
は
半
葉
が
十
九
行
な
い
し
二
十
三
行
、
一
行
十
六
字
内
外
で
あ
る
。 

■
凡
　
例
 

・
読
解
の
便
を
図
り
、
本
文
の
字
体
は
基
本
的
に
新
字
通
行
体
に
あ
ら
た
め
た
。 

・
明
ら
か
な
誤
字
や
音
通
字
等
、
別
字
と
判
断
で
き
る
文
字
に
関
し
て
は
原
文
の
ま
ま
表
記
し
た
。 

・
た
だ
し
、
略
字
と
判
断
し
た
字
体
に
関
し
て
は
、
正
字
に
あ
ら
た
め
た
。（
例
：
尺
↓
釈
、
辟
↓
譬
） 

・
右
訓
の
略
字
に
つ
い
て
は
原
文
の
ま
ま
表
記
し
た
。 

・
漢
字
に
か
か
る
繰
り
返
し
記
号
は
す
べ
て
「
々
」
で
翻
刻
し
た
。 

・
改
行
お
よ
び
ス
ペ
ー
ス
は
基
本
的
に
原
文
に
従
い
、
行
頭
に
は
行
番
号
を
付
し
た
。 

・
訂
記
や
補
記
な
ど
、
特
筆
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
註
に
示
し
た
。 

・
原
文
の
細
字
・
割
書
に
つ
い
て
は
﹇
　
﹈
で
示
し
、
改
行
位
置
に
は
「
／
」
を
付
し
た
。 

・
湮
滅
等
に
よ
る
判
読
不
能
の
文
字
に
つ
い
て
は
□
で
示
し
た
。 

・
本
文
の
抹
消
箇
所
に
つ
い
て
は
┃見┃せ┃消┃ち┃線┃
を
付
し
、
本
文
の
右
側
に
付
く
傍
註
は
対
象
の
文
字
の
上
に
【
　
】
で
示
し
た
。 
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■
翻
　
刻
 

〈
表
紙
〉 

右
下
「
永
薫
／
仏
説
　
説
　
説
　
願
信
之
／
﹇
真
言　
ノ

秘
事　
ハ

本
旨　
ノ

制
者
也
／
顕
宗　

ノ

秘
義　

ハ

為　
ナ
リ

立
義　

ノ

一
願
者
請　

サ
セ
ン
カ

儀　
ト

也
﹈
如
是
」
中
央

「
序
分
義
聞
書
／
序
分
義
聞
書
／
仏
仏
説
転
女
成
／
序
分
義
聞

聞
聞
」
左
下
「
観
経
疏
聞
書
／
聞
聞
書
」 

〈
表
紙
見
返
〉 

01
　
凡
夫
若
得
到
西
方
曠
劫
塵
沙
罪
 

02
　
滅
亡
　
具
六
神
通
得
自
在
永
除
 

03
　
老
病
離
無
常
 

〈
一
オ
〉 

01
　
序
分
義
聞
書
 

02
　
私
云
此
以
下
等
事
　
今
従
此
以
下
等
者
玄
義
分　

ニ

然
後
 

03
　
依
文
釈
義　

ト

約
束　

シ

置　
ツ
ル
ヲ

指　
テ

此
文　

ヲ
一

云
就
文
簡
料
等　

ト

也
 

04
　
就
文
料
簡　

ト

与　
ハ

依
文
釈
義
一

言　
ハ

異　
ニ

義
同
也
 

05
　
略
作
五
門
事
　
何　

ナ
ル

対
広
五
門　

ヲ

云
略　

ト
一

歟
 

06
　
答
序
分
之
中　

ニ

二
序
三
序
并　

ニ

六
縁
及　

ヒ

化
前
等　

ノ
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07
　
文　

ノ

下　
ニ

各　
ノ

多
科
段
一

後　
ノ

四
門　

ニ
モ

有
多　

ノ

細
段
一

是　
ヲ

広　
ト

 

08
　
五
門　

ヲ

云
略　

ト
一

也
　
問
安
公　

ヨ
リ

以
来　

タ

経　
ニ

分
三
段　

ヲ
一

今
何
 

09
　
立　

ツ
ル

五
門　

ヲ
一

歟
答
多　

ハ

用　
ト
モ

三
段　

ヲ
一

諸
師　

モ

不
爾　

ラ
一

事
 

10
　
有　

リ

宗
密
円
覚
経　

ノ

疏　
ニ
ハ

始　
ニ

立　
テ
ヽ

十
二
章　

ヲ
一

釈　
セ
リ

之　
ヲ

一

嘉
 

11
　
祥
之
今
経　

ノ

疏
立　

テ
ヽ

五
門　

ヲ
一

釈　
セ
リ

経　
ヲ

一

此　
レ

但　
シ

今　
ノ

五
門　

ハ

不
 

12
　
出
三
段　

ヲ
一

従
王
宮
之
正
宗
一

開
得
益
分　

ヲ
一

為　
テ

四
門　

ト
一

 

13
　
加　

テ

祇
舎
分　

ヲ
一

為　
ル
カ

五
門　

ト
一

故
也
　
三
段
五
門
但
開
合　

ノ

異
也
 

14
　
故　

ニ

文　
ニ

云
上
来
雖
有
五
義
不
同
略
料
簡
序
正
流
通
 

15
　
義
竟
﹇
已
上
﹈　
五
門　

ヲ

結
帰　

セ
リ

三
段　

ニ
一

可
思
之　

ヲ
一

 

16
　
問
何
故　

ソ

従
正
宗
分
一

開　
ス
ル

得
益
分　

ヲ
一

歟
答
開
合
常　

ノ

 

17
　
事
也
有
何　

ノ

故　
カ

一

得
益　

ヲ

合　
ス
ル

正
宗　

ニ
一

事
在
座
之
機
聞　

テ

 

18
　
正
宗　

ヲ
一

所　
ノ

得　
ル

一

益　
ナ
ル
カ

故　
ニ

為　
ル

一　
ノ

正
宗
一

也
開
得
益　

ヲ
一

 

19
　
立　

ル
二

別　
ニ

一

事　
ハ

如
来
□
正
説　

ト

与
機
之
得
益
一

別　
ナ
ル
カ

故
也
 

20
　
又
云
ヰ
提
之
得
益　

ハ

光
台
現
国　

ト

与
第
七
観　

カ

文
 

〈
一
ウ
〉 

01
　
処　

ニ

乱　
ス
ル
ヲ

第
七
観　

ニ

得　
ソ
ト

益　
ヲ

一

判　
ス
ル
ハ

宗
之
大
従　

ナ
ル
カ

故
 

02
　
別　

ニ

得
益
分　

ヲ
一

事
為
定　

ル
カ

一

得
処　

ヲ
一

也
　
又
他
門　

ニ

様
々
之
 

03
　
義
有　

リ

ケ
ニ
ト
モ
ヲ
ホ
エ
ス
諸
経
之
中　

ニ

座
在
聞
経　

ノ

 

04
　
益　

ヲ

為
正
宗　

ト
一

仏
未
来
之
得
益　

ヲ
一

説
給　

フ
ル
ヲ
ハ

属　
ル

流
通　

ニ
一
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05
　
事
常　

ノ

習　
ヒ

也
今
経
之
得
益
分　

ハ

会　
セ
ハ

可
正
宗
分　

ナ
ル

一

也
 

06
　
疏
記
一
云
古
来　

ノ

講
者
多　

ク

無　
シ

分
節
一

至　
ヨ
リ

安
公　

ニ
一

来　
タ

 

07

経　
ニ

無　
ク

大
小
一

始　
テ

分
三
段　

ヲ
一

為（
5
）序
正
流
通
﹇
已
上
﹈　
元
照
観

経
疏
云
三
分　

ヲ
モ
テ

 

08
　
判　

ル
マ
テ
ハ

経　
ヲ

一

弥
天　

ヲ

為
始
一
﹇
已
上
﹈ 

09
　
能
化
等
事
　
化
者
正
宗
也
化　

ハ

賛　
ル

也
化　

ニ

有
三
義
一

 

10
　
一
伝
悪　

ヲ
一

作
善　

ト
一

二
転
迷　

ヲ
一

作
悟　

ト
一

三
﹇
云
／
々
﹈ 

11
　
如
来　

ノ

所
説　

ハ

必　
ス

有
由
一

々　
ヲ

即
云
序　

ト
一

也
諸
経　

ニ

 

12
　
皆
有
由
序
一

法
花　

ニ
ハ

現　
シ

六
瑞　

ヲ
一

大
品
般
若　

ニ
ハ

従
適
体　

ノ

 

13
　
毛
孔
一

放
光　

ヲ
一

照　
シ

如
恒
河
沙　

ノ

世
界　

ヲ
一

給　
ヒ
キ

 

14
　
今
此
経　

ハ

以
悪
逆　

ヲ
一

為　
リ

由
序　

ト
一

 

15
　
歎
勝
勧
学
事
　
問
伝
末
代
歎
勝
 

16
　
勧
学
之
義
広　

ク

可
云
亘
定
散
念
仏　

ニ
一

歟
 

17
　
答
可
爾
一

　
難
云
今
経　

ハ

念
仏
超　

タ
リ
ト

定
散　

ニ
一

説　
ケ
リ

歎
勝
 

18
　
之
義
可　

ト

限　
ル

念
仏　

ニ
一

聞　
ヘ
タ
リ

以
此　

ヲ
一

流
通
分
之
経
文　

ニ

云
若
 

19
　
念
仏
者
人
中
分
陀
利
花
﹇
已
上
﹈　
又
云
念
仏
三
昧
 

20
　
功
能
超
絶
実
非
雑
善
得
為
比
類
﹇
已
上
﹈ 

〈
二
オ
〉 

01
　
経
云
持
是
語
者
即
是
持
无
量
寿
仏
名
﹇
已
上
﹈ 

02
　
釈
云
上
来
雖
説
定
散
両
門
﹇
已
上
﹈
流
通
分
之
経
釈
分
 

03
　
明　

ニ

念
仏
独　

リ

勝　
タ
リ
ト

見　
ヘ
タ
リ

　
今　

ノ

歎
勝
之
文
可
限
念
仏　

ニ
一

 

04
　
若
限　

ト

念
仏　

ニ
一

云　
ハ
ヽ

一
経
之
流
通
也
何
不
流
通
定
散　

ノ
一

歟
 

05
　
答
一
経
之
流
通　

ニ

何
漏　

サ
ン

正
宗
之
流
通　

ヲ
一

歟
以
此　

ヲ
一

 

06
　
流
通
分
之
経　

ニ

云
行
此
三
昧
者
報
身
得
見
无
量
 

07
　
寿
仏
乃
至
但
聞
仏
名
二
菩
薩
名
除
无
量
劫
生
死
 

08
　
之
罪
﹇
已
上
﹈　
釈
云
比
校
顕
勝
勧
人
奉
行
﹇
已
上
﹈ 

09
　
准　

ル
ニ

之　
ニ

一

従
行
此
三
昧
一

何
況
憶
念　

マ
テ
ハ

定
善
十
三
 

10
　
観
之
流
通
也
苟　

モ

定
善　

ハ

比
校
修
勝　

ト
﹇
已
上
﹈
今
歎
勝　

ト

 

11
　
有　

ル

何　
ノ

別　
カ

一

次　
ニ

歎　
タ
ル
ハ

念
仏　

ヲ
一

流
通　

ス
ル

下
三
品
之
行　

ヲ
一

也
知　

ヌ

 

12
　
此
経
之
流
通
広
可　

ト

亘
定
散　

ニ
一

云
事　

ヲ

但
功
能
超
絶
 

13
　
等
之
釈　

ハ

勝　
タ
ル

定
散
之
上　

ニ

又
説　

キ

勝　
ル

義　
ヲ

一

釈　
ル

也
非
難
一

 

14
　
証
信
序
事
　
如
是
者
信
我
聞
者
説
也
 

15
　
仏
説　

ノ

无　
キ

虚
妄
一

事　
ヲ
ハ

聞　
シ
ト

何　
レ
ノ

人　
カ

一

云　
二

阿
難
我
聞　

ト

 

16
　
云　

テ

信　
セ
ヨ
ト

所
化　

ヲ
一

云
也
仏
説
五
十
年
之
説
教　

ヲ

阿
難　

ハ

 

17
　
後
二
十
五
年　

ニ

参　
テ

聴
聞　

シ
キ

已
説
之
経　

ヲ

阿
難　

ノ

結
集　

ス
ル
ハ

 

18
　
仏
告
阿
難　

ニ
一

言　
ハ
ク

汝
多
聞　

ノ

者
也
我
涅
槃
後　

ニ
ハ

汝　
ヨ
リ

我
所
 

19
　
説
之
経　

ヲ
ハ

可　
シ

伝
説　

ス
一

汝　
ニ

已
説
重
転
□　

セ
ン
ト

言　
ヒ
テ

為　
ニ
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〈
二
ウ
〉 

01
　
重
説　

シ

給　
ヒ
キ

此
意
釈　

タ
リ

論　
ニ

一

　
智
度
論
□
□
釈
尊
 

02
　
涅
槃
之
時
阿
泥
盧
豆
以
四　

ノ

事　
ヲ

一

阿
難　

ヲ

令　
ム

問
仏　

ニ
一

 

03
　
一　

ハ

如
来
滅
後　

ニ
ハ

以　
カ

誰　
ヲ

一

為
師　

ト
一

二　
ハ

滅
後　

ノ

比
丘
何　

カ

処　
ヲ

 

04
　
為　

セ
ハ

住
処　

ト
一

三　
ハ

悪
行
之
比
丘
何　

カ

共
宿　

セ
ル

四　
ハ

結
集
 

05
　
之
経　

ノ

始　
ニ
ハ

可　
キ

置　
ク

何　
ナ
ル

言　
ヲ
カ一

仏
始　

ノ

問　
ヲ

答　
ヘ
玉
ハ
ク

波
羅
提
 

06
　
木
叉　

ハ

是
汝　

カ

師
也
答　

ハ
ク

次　
ノ

問　
ヲ

一

可　
シ

住
一

四
念
処　

ニ
一

謂
 

07
　
為
不
浄
受
不
楽
心
无
常
法
无
我
答　

テ

次
問　

ヲ
一

言　
ハ
ク

 

08
　
黙
可
共
宿　

ス
一

答　
テ

後　
ノ

問　
ヲ

一

言　
ク

結
集
之
経　

ノ

始　
ニ
ハ

可
置　

ク
二

 

09
　
如
是
我
聞　

ト
一

梵
本　

ニ
ハ

外
道
之
経　

ハ

始　
ニ

置　
ク

阿
漚
之
二
 

10
　
字　

ヲ
一

仏
経　

ニ
ハ

置　
ク

如
是
我
聞　

ト
一

也
 

11
　
一　

ニ
ハ

天
竺
之
経　

ニ
ハ

題
名　

ヲ
ハ

置　
キ

終　
ニ

一

竪　
ニ

束　
テ

題
名　

ヲ

置　
ク

始
一

也
 

12
　
解
義
之
者　

ノ
ヲ

為
令　

ム
ル二

易
解　

ヲ
一

也
 

13
　
従
如
是
我
聞　

ト
云一

一
句
事
　
問
六
成
就
之
中　

ニ

如
是
 

14
　
者
信
成
就
我
聞
者
聞
成
就
也
既　

ニ

二
句
也
何
云
 

15
　
一
句　

ト
一

歟
　
答
解
義　

ノ

時　
ハ

二
句　

ナ
レ
ト
モ

読
誦
之
時　

ハ

文
 

16
　
少　

カ

故　
ニ

為　
ル

一
句　

ト
一

歟
又
証
信
之
一
文　

ヲ

為　
ル

一
句　

ト
一

意
歟
 

17
　
法
花
論　

ニ

立　
ツ

六
成
就　

ヲ
一

嘉
祥
等
皆
依
之
一

一　
ニ
ハ

信
成
就
 

18
　
如
是
二
聞
成
就
我
聞
三
時
成
就
一
字
四
教
主
成
就
仏
 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

19

五
住
処
成
就
﹇
在
王
舎
／
城
中
﹈
六
徒
衆
成
就
﹇
与
大
比
丘

衆
﹈ 

〈
三
オ
〉 

01
　
仏　

ノ

説
教　

ハ

有　
テ

此
六
成
就
一

説
始
也
天
台
嘉
祥　

ハ

六
 

02
　
成
就　

ヲ

一
向　

ニ

取　
リ

証
信
序　

ニ
一

浄
影　

ハ

一
時
已
下　

ヲ

取　
ル

 

03
　
証
信
発
起　

ニ
一

　
浄
影
観
経
疏
云
一
時
已
下　

ハ

義
雖　

モ

 

04
　
両
兼　

ナ
リ
ト

対　
ル
カ

前
一
向　

ニ

証
信
序　

ナ
ル
ニ

一

故　
ニ

自
下　

ヲ
ハ

偏　
ニ

就　
テ

 

05
　
発
起　

ニ
一

以
釈　

ス
﹇
以
上
﹈　
同
大
経
疏
云
一
時
仏
下
義
可
 

06
　
両
兼
一

取　
テ

其　
ノ

本
事
発
起
之
義　

ヲ
一

判
為
発
起　

ト
一

 

07
　
阿
難
引
来
証
誠　

ス

可
信
名　

テ

為
証
信　

ト
一

義
既
両
 

08
　
兼　

ナ
リ

不
可
二

偏　
ニ

取　
ル

一

人
情
是
非　

ス

備　
ニ

如
常　

ニ

弁　
ル
カ一

﹇
已
上
﹈ 

09
　
総
標
教
主
事
　
問
教
主　

ヲ

云
総　

ト
一

阿
難　

ヲ

云
 

10
　
別　

ト
一

総
別
之
意
如
何
答
如
来　

ハ

凡
聖
三
乗
 

11
　
人
天
八
部
等
之
教
主
也
広　

ク

化　
ル
ヲ

万
機　

ヲ
一

云
総　

ト
一

阿
難
 

12
　
无
量
之
所
化　

ノ

中　
ノ

一
人
之
故　

ニ

云
別　

ト
一
　
【
覚
明
義
】
有
云
浄
影
 

13
　
云
今
釈
迦
説
如
於
過
去
一
切
仏
説
﹇
已
上
﹈
釈
迦
之
説
 

14
　
諸
仏
説　

ニ

等　
シ
キ
ヲ

云
総　

ト
一

歟
　
又
言
如
是
者
即
指
法
等
事
 

15
　
問
指
法　

ト
一

云
意
如
何
答
是　

ハ

依　
ル

浄
影
之
釈　

ニ
一

也
 

16
　
彼
釈　

ニ

々　
ル
ニ

如
是　

ヲ
一

解
有
両
義
一
約
法
解
二
約
人
解　

ト

云　
ヘ
リ
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17
　
今　

ノ

釈　
ニ

上　
ニ

如
是　

ハ

標　
ト

教
主　

ヲ

云　
ハ

当　
ル

彼　
ノ

師　
ノ

約
人　

ニ
一

今　
ノ

指
 

18
　
法
者
当
彼
師
之
約
法　

ニ
一

也
所
詮
一

如
是ヲ

云
釈
迦　

ト
一

云
約
法　

ヲ
一

也
 

19
　
難
云
浄
影
法　

ヲ

先　
ニ
シ

人　
ヲ

為　
ル

後　
ニ

一

今
釈
何　

ソ

□　
ナ
カ
ク

彼
師
 

〈
三
ウ
〉 

01
　
人　

ヲ

先　
ニ
シ

法　
ヲ

為　
ル

後
一

歟
答
今
釈
先
後　

ヲ

カ
ヘ
タ
ル
事　

ハ

有
 

02
　
重
意
一

下　
ノ

我
聞
之
句
一
向
人　

ナ
ル
カ

故　
ニ

人
如
是　

ト

与　
ハ

 

03
　
我
聞
一

共　
ニ

人　
ナ
レ
ハ

先　
ツ

総
釈
一
具　

ニ

可　
シ

釈　
ス

一

故　
ニ

結　
ル

復
 

04
　
釈
二
意　

ト
一

此
意
歟
後　

ニ

如
是　

ト

与　
ヲ

我
聞
一

別　
ニ

釈　
ル
ハ

総
釈
 

05
　
之
上　

ノ

別
釈　

ト

ス
ル
ニ
有　

カ

便　
リ

一

故　
ニ

約
法　

ヲ

如
是　

ヲ

別　
ニ

釈
 

06
　
我
聞　

ヲ

又
別　

ニ

釈　
ル

也
可
思
之　

ヲ
一

 

07
　
問
約
法
之
如
是　

ニ

有
三
重
之
釈
一

何
意
歟
答
第
 

08
　
一　

ハ

総
也
二
三　

ハ

別
釈
也
於　

テ

中　
ニ

一

第
二　

ヲ

機
法
相
望
釈　

ス

 

09
　
如
是　

ヲ
一

能
化
之
教
随　

カ

機　
ニ

一

故　
ニ

機
与
教
一

不
相
違　

セ
一

 

10
　
有　

ヲ

利
益
一

名　
ル

如
是　

ト
一

也
第
三
之
釈　

ハ

教
法
相
望
釈　

ス

 

11
　
如
是　

ヲ
一

謂　
ク

能
説
之
言
教　

ト

所
説
之
法
体　

ト

毫
釐　

リ
モ

 

12
　
不
違　

ハ
一

故　
ニ

云
如
是　

ト
一

也
　
説
漸
如
漸
等
事
 

13
　
問
是　

ハ

挙　
ル

何　
ル

法　
ヲ

一

歟
　
答
教
法
相
対
挙　

ル

十
 

14
　
対
廿
法　

ヲ
一

也
説
漸
者
教
如
漸
者
法
也
已
下
可
知
一

 

15
　
漸
者
歴
劫
修
行
之
法
也
如　

シ

瓔
珞
経
等　

ノ
一

頓
者
 

16
　
速
疾
直
往
之（

6
）法
也
如　

シ

観
経
ミ
タ
経
等　

ノ
一

相
者
 

17
　
事
相
五
位
百
法
等
是
也
空
者
理
性
真
如
実
 

18
　
相
等
也
人
法
者
五
戒
天
法
者
十
善
禅
定
小
者
小
 

19
　
乗
声
聞
義
大
者
大
乗
菩
薩
義
凡
者
五
道
 

〈
四
オ
〉 

01
　
聖
者
三
乗
因
者
流
転
還
滅
之
業
因
即
集
 

02
　
諦
道
諦
也
果
者
流
転
還
滅
之
果
即
苦
諦
 

03
　
滅
諦
也
苦
楽
者
可
有
二
義
一

一　
ハ

三
界
之
苦
楽
共　

ニ

 

04
　
名　

ク

苦　
ト

一

流
転
繋
縛　

ノ

┃也┃
苦　

ナ
ル
カ

故　
ニ

浄
土
之
果
報　

ヲ

名
楽　

ト
一

 

05
　
真
実
无
漏
之
楽　

ナ
ル
カ

故　
ニ

二　
ハ

於　
テ

三
界
之
中　

ニ
一

悪
道
之
苦
 

06
　
人
天　

ノ

八
苦
五
衰
等
是
苦
也
五
欲
禅
定
之
勝
等
楽
也
 

07
　
於　

テ

浄
土
之
中　

ニ
一

地
前　

ヲ

望　
テ

地
上　

ニ
一

為
苦　

ト
一

地
上　

ヲ

望　
テ

地
前　

ニ
一

為
 

08
　
楽　

ト
一

等
是
也
遠
近
者
所
望
不
同　

ニ

遠
近
可　

シ

不　
ル

二

 

09
　
一　

ニ
一

常　
ニ
ハ

三
千
界
之
中　

ヲ

為　
シ

近
処　

ト
一

三
千
界
之
外　

ヲ

 

10
　
為
極
遠
処　

ト
一

或　
ハ

八
万
劫
之
中　

ヲ

為
近
時　

ト
一

八
万
 

11
　
劫
之
外　

ヲ

為
極
遠
時　

ト
一

同
別
者
於　

テ

諸
法　

ニ
一

同
 

12
　
類　

ヲ

為
同　

ト
一

異
類　

ヲ

為
別　

ト
一

或　
ハ

於　
テ

仏
敎　

ニ
一

仏
智　

ヲ

為
 

13
　
同　

ト
一

随
宜
方
便　

ヲ

為
別　

ト
一

浄
ヱ
者
浄
土　

ヲ

為
浄　

ト
一

ヱ
土　

ヲ

 

14
　
為
ヱ　

ト
一

或　
ハ

悪　
ト

有
覆
无
記　

ト
ヲ

為
ヱ　

ト
一

无
覆
无
記　

ト

与　
ヲ

 



190

15
　
善
一

為
浄　

ト
一

 

16
　
阿
難
是
仏
侍
者
事
　
除　

ハ

仏　
ヲ

一

沙
弥　

ヲ

為
侍
者　

ト
一

受　
ツ
レ
ハ

 

17
　
具
足
戒　

ヲ
一

不
為
侍
者　

ト
一

仏　
ハ

有
学
之
聖
者　

ハ

為
侍
者
一

 

18
　
証　

ツ
レ
ハ

无
学　

ヲ
一

侍
者　

ト

之
給　

ハ
ス

此
故　

ニ

阿
難　

ハ

□　
テ

有
学　

ニ
一

 

19
　
不
証
无
学　

ト
一

也
　
又
言
証
信
者
事
 

〈
四
ウ
〉 

01
　
問
上　

ニ

云
阿
難
是
仏
侍
者　

ト
一

文　
ト

今　
ノ

阿
難
稟
承
等　

ト

云
文　

ト

 

02
　
同
意
也
似　

タ
リ

重
言　

ニ
一

如
何
　
答
上　

ハ

直　
ニ

如
是
我
聞　

ノ

経
 

03
　
文
ヲ
釈　

ス

下　
ハ

釈　
ニ

以
此
文　

ヲ
一

釈　
ル

名　
ル

証
信
序　

ト
一

之
得
名
 

04
　
之
故　

ヲ
一

也
　
此
就
阿
難
解
事
 

05
　
問
文
意
如
何
答
【
覚
明
□
】
有
云
証
信
序　

ヲ

又
名　

ク

弟
子
序　

ト
一

 

06
　
故　

ニ

云　
ハ
ム
ト
テ

弟
子
序　

ト
一

此
就
阿
難
解　

ト
ハ

釈
也
 

07
　
今
云
人
師
立　

ル
ニ

証
信
序　

ヲ
一

有
二
義
一

如　
ク
ハ

嘉
祥
天
台
等　

ノ

 

08
　
六
成
就　

ヲ

皆
属　

セ
リ

証
信
序　

ニ
一

此　
ノ

因　
ハ

同
聞
衆　

ヲ

為　
ル

 

09
　
証
信
之
人　

ト
一

也
如　

ク
ハ

今
家　

ノ
一

以　
テ

如
是
我
聞
之
文　

ヲ
一

為
 

10
　
証
信
序　

ト
一

此
自　

ハ

阿
難
自
為　

ル

証
信
之
人　

ト
一

也
 

11
　
有
二
義
一

之
中　

ニ

今　
ハ

阿
難　

ヲ

云
為
証
信　

ト
一

釈
也
意　

ハ

就　
テ

 

12
　
阿
難　

ニ
一

解　
ス
ト

証
信
序　

ヲ
一

云
也
 

13
　
問
証
信
発
起
之
二
序　

ニ

有
異
名
歟
答
爾
也
証
信
 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

14
　
序　

ヲ
ハ

又
名　

ク

通
序　

ト
モ

経
後
序　

ト
モ

弟
子
序　

ト
モ

一

発
 

15
　
起
序　

ヲ
ハ

亦
名
別
序　

ト
モ

経
前
序　

ト
モ

如
来
序　

ト
モ

一

也
通　

ル
カ

 

16
　
諸
経　

ニ
一

故　
ニ

名
通
序　

ト
一

異　
ル
カ

諸
経　

ニ
一

故　
ニ

名
別
序　

ト
モ

一

証
信
序　

ハ

 

17
　
結
集
之
代
□
説
経
之
序　

ナ
ル
カ

故　
ニ

名
経
後
序　

ト
一

従
 

18
　
在サ

イ

世
之
経
一

後　
ナ
ル
カ

故
也
発
起
序　

ハ

在
世
之
音
声　

テ

 

19
　
経　

ノ

序　
ナ
ル
カ

故
名
経
前
序　

ト
一

従
在
世
之
経
一

前
有　

カ

故
也
 

〈
五
オ
〉 

01
　
弟
子
序
者
阿
難
之
所
為　

ナ
ル
カ

故　
ニ

如
来
序
在
世
之
説
 

02
　
相
等　

ナ
ル
カ

故　
ニ

　
発
起
序
中
細
分
為
七
事
 

03
　
問
細
分
者
何　

ノ

□　
ノ

広　
ナ
ル
ニ

対　
ス
ル

歟
答
上　

ノ

就
前
序
中
 

04
　
後
分
為
二　

ト

云
科
文　

ヲ

広　
ト

対
之　

ニ
一

云
細
分　

ト
一

也
此
則
分　

ツ
ハ

二
 

05
　
序　

ヲ

対　
レ
ハ

略　
ハ

作
五
門　

ニ
一

細
段　

ナ
レ
ト
モ

立　
ル

七
序　

ヲ
一

対　
ル
ニ

為　
ル

広　
ト

一

也
 

06
　
一
時
仏
在
等
事
　
問
仏
之
字　

ハ

一
句
也
在
之
字　

ハ

可　
シ

属
 

07
　
下　

ノ

句
一

今
何
乱　

テ

句
逆　

ヲ
一

牒　
ス
ル

仏
在　

ト
一

歟
答
在
之
字　

ハ

句　
ノ

 

08

始　
ナ
レ
ト
モ

王
舎
等
之
字　

ヲ

略　
ル
ナ
□

　
【
覚
明
義
】
有
云
在
可
通
上
　

下　
ニ

一

能
 

09
　
在　

ハ

属　
ス

仏　
ニ

一

所
在　

ハ

属　
ル

住
処　

ニ
一

也
今　

ノ

此
義
不
其
証
□
 

10
　
二
従
王
舎
大
城
下
事
　
問
何
爾
時
之
文
略
歟
 

11
　
答
化
前
之
一
時　

ト

禁
父
之
爾
時　

ト
ハ

一　
ナ
ル
カ

故　
ニ

且　
ク

為　
テ

顕　
ト

二

此
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12
　
意　

ヲ
一

略　
ル

之　
ヲ

一

歟
此
則
上　

ノ

一
時　

ニ

譲　
テ

不
挙
之
一

歟
 

13
　
正
明
発
起
序
禁
父
之
縁
事
　
問
上　

ニ

発
起
序
中
 

14
　
細
分
為
七　

ト

云　
ニ

七
序
皆
聞　

エ
ス

発
起
序　

ト
一

□
発
起
序
禁
父
 

15
　
之
縁　

ト

歟
　
又
限　

テ

之　
ニ

一

付　
ル

発
起
序
之
名　

ノ

事
意
如
何
 

16
　
答
大
師
釈　

シ

序
分　

ヲ
一

給　
ニ

始　
ニ
ハ

約　
シ

二
序　

ニ
一

後　
ニ
ハ

約　
セ
リ

益
□　

ニ
一

始　
□

 

17
　
証
信
序
次　

ニ
ハ

化
前
序
後　

ニ
ハ

発
起
序
无
序
之
時　

ハ

化
前
 

18
　
序　

ハ

非　
カ

発
起
序　

ニ
一

故　
ニ

今　
ノ

釈
約
二
序　

ニ
一

釈
ス
レ
ト
モ
又
三
 

19
　
序　

ノ

心
地　

ヲ

存
云
三
序　

ト
一

之
時
従
禁
父
縁
可　

ト

発
起
序　

ナ
ル一

 

20
　
云
意　

ヲ

顕　
ス

也
 

〈
五
ウ
〉 

01
　
問
正
明
之
正　

ノ

字
意
如
何
　
答
化
前
序　

ハ

属　
シ

発
起　

ニ
一

 

02
　
有
二　

ノ

故
一

属　
ル

時　
ハ

仏　
ケ

祇
山　

ニ

聞
念
悪
逆
之
事　

ヲ
一

依　
テ

 

03
　
ヰ
提　

カ

請　
ニ

一

説　
ム
ト

観
経　

ヲ
一

思
念　

ス

是
如
来
之
照
機
也
約　

レ
ハ

 

04
　
此
辺　

ニ
一

化
前
即
遠
発
起
也
傍
発
起
也
若
不
属　

セ
一

 

05
　
之
時　

ハ

正　
シ
キ

五
逆
之
先　

キ

ナ
レ
ハ
別　

ニ

立
化
前
序　

ヲ
一

也
故　

ニ

禁
父
 

06
　
縁
近
発
起
正
発
起　

ナ
レ
ハ

正
明　

ト
ハ

釈　
ル

也
　
又
次　

テ

第
二　

ニ
一

 

07
　
置　

ク

発
起
序
之
言　

ハ
ヲ一

事　
ハ

第
一　

ハ

非
発
起　

ニ
一

第
二
已
下　

ハ

 

08
　
六
縁　

ハ

明　
ス

発
起
一

　
ナ
ル
コ
ト
ヲ

儀　
ハ

如　
シ

釈　
ル
カ二

第
三
依
文
 

09
　
釈
義
并
弁
宗
旨
不
同　

ト
一

 

10
　
六
縁
事
　
問
何
故　

ソ

化
前
序　

ニ

无
縁
之
字
一

後　
ノ

後　
ノ

 

11
　
六　

ノ

序　
ニ

立　
ル

縁
之
名　

ヲ
一

歟
又
縁
者
何　

ナ
ル

義
歟
答
縁
者
 

12
　
為　

ニ

正
宗　

ノ
一

近　
ク

成　
ル
ヲ

縁
起　

ト
一

為　
ル

縁　
ト

一

歟
随　

テ
ハ

化
前　

ヲ
モ

証
 

13
　
信　

ヲ
モ

可　
レ
ト
モ

云
縁　

ト
一

今　
ハ

遠　
ヲ

序　
ト

近　
ヲ

云
縁　

ト
一

歟
総
以
此　

ヲ
一

大　
ル

 

14
　
縁　

ニ
ハ

序
品　

ヲ

名　
ル

縁
起
品　

ト
一

又
答　

ヘ
ハ

次　
ノ

問　
ヲ

一
【
覚
明
義
】
有
云
唯
 

15
　
事　

ノ

因
縁　

ト

云
事
也
云
悪
逆
之
因
縁　

ヲ
一

也
 

16
　
今
云
サ
テ
ハ
顕
行
示
観
之
両
縁　

ハ

法
門
也
非
事　

ノ

 

17
　
因
縁　

ニ
一

何
云　

ハ
ム

因
縁　

ト
一

歟
但
為　

ニ

後　
ノ

説　
ノ

一

成　
ル
ハ

縁
起　

ト
一

事
也
 

18
　
問
成　

ル
ト

後　
ノ

縁
起
者
六
縁
鉤
鏁サ

禁
父　

ハ

縁　
タ
リ

禁
母　

ニ
一

 

19
　
々
々
縁　

タ
リ

厭
苦　

ニ
一

々
々
縁　

タ
リ

欣
浄　

ニ
一

々
々　

ハ

縁　
タ
リ

顕
行　

ニ
一

々
々　

ハ

 

20
　
縁
示
観　

ニ
一

々
々　

ハ

縁　
タ
リ
ト

正
宗　

ニ
一

云
歟
ハ
タ
六
 

〈
六
オ
〉 

01
　
縁
総
縁　

タ
リ
ト

正
宗　

ニ
一

云
歟
　
答
二
義
共　

ニ

有　
ヘ
キ

也
六
縁
 

02
　
共　

ニ

正
宗　

ノ

縁　
タ
ル

事　
ハ

分
明
也
又
禁
父
等　

ノ

四
縁　

ヲ

次
第　

ニ

 

03
　
縁
起　

ス
ル
事

分
明
也
欣
浄
縁　

ニ

請　
ル
ニ

定
善　

ヲ
一

顕
行
縁　

ニ

 

04
　
開　

ル
ハ

散
善　

ヲ
一

仏
智
不
開
散
善　

ヲ
一

而　
ハ

説　
マ
シ
ケ
レ
ハ

定
散
善　

ヲ
一

請　
ル
ニ

 

05
　
定　

ヲ
一

開　
ケ
ル

散　
ヲ

一

終　
ヒ
ニ

可　
キ

説
定　

ヲ
一

道
理
有　

ル
カ

故　
ニ

欣
浄　

ハ

縁　
タ
リ

 

06
　
顕
行　

ニ
一

開　
ス
ル

散
善　

ヲ
一

事　
ハ

為　
ナ
レ
ハ

説（
7
）所
請
之
定
善　

ヲ
一

顕
行　

ハ

縁　
タ
リ

 

07
　
示
観　

ニ
一

々
々　

ニ

説
観
之
利
益　

ヲ
一

事　
ハ

機　
ニ

修
行　

ヲ

マ
ケ
マ
ス
也
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08
　
故　

ニ

縁　
タ
リ

正
宗　

ニ
一

可
思
之　

ヲ
一

　
化
前
序
事
 

09
　
化
前
序　

ニ

有
文
一

有
義
一

文
者
従
一
時
一

至
上
首　

ニ
一

義
者
 

10
　
従
一
時
至
厭
苦
之
半　

ハ
ニ

仏
従
耆
闍
崛
山　

ヨ
リ

上　
ノ

文　
ニ

一

也
 

11
　
問
何
故　

ソ

文
義
前
後　

ス
ル

歟
　
答
説　

ニ

必
次
第　

ス
ル

也
今
家　

ノ

 

12
　
釈
云
化
必
有
由
故
先
◯
後
明
流
通　

ニ
テ
ハ

浄
影
之
釈　

ト

 

13
　
全　

ク

同
也
　
二
次
解
化
前
序
事
 

14
　
二
云　

フ

次
也
　
問
准　

ル
ニ

上
標
示　

ニ
一

可
云
一
前
化
前
序　

ト
一

 

15
　
何
云
二
次
解
化
前
序　

ト
一

歟
　
答
大
師
於　

テ

序
分
之
文　

ニ
一

 

16
　
立　

テ

二
序
三
序
之
科
文　

ヲ
一

給　
ヘ
リ

二
序
之
時　

ハ

如
所
難　

ノ
一

可
云
 

17
　
一
先
解　

ト
一

今
釈　

ハ

存
三
序
之
意　

ヲ
一

云
二
次
解　

ト
一

□┃
也
 

18
　
問
其
二
序
三
序
之
証
拠
如
何
　
答
文　

ハ

□
化
前
序
 

19
　
中
後
分
為
二
一
証
信
序
二
発
起
序
也
 

〈
六
ウ
〉 

01
　
又
云
発
起
序
中
細
分
為
七
﹇
已
上
﹈　
又
云
二
就
禁
父
 

02

縁
中
﹇
云
／
々
﹈
乃
至
七
就
定
善
示
観
縁
中
﹇
云
／
々
﹈

已
上
釈　

ル

二
序
 

03
　
之
意　

ヲ
一

也
結　

ル

序
分　

ヲ
一

文
云
初
明
証
信
序
次
明
化
前
 

04
　
序
後
明
発
起
序
上
来
雖
有
三
序
不
同
総
明
 

05
　
序
分
竟
﹇
已
上
﹈　
又
云
二
次
解
化
前
序
﹇
已
上
﹈　
已
上
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06
　
釈
三
序
之
意　

ヲ
一

也
　
又
云
二
正
明
発
起
序
禁
 

07
　
父
之
縁
﹇
已
上
﹈
此
釈　

ハ

顕
二
序
三
序
之
二
意　

ヲ
一

也
 

08
　
問
何
故　

ソ

大
師
作　

タ
リ

二
序
三
序
之
二　

ノ

釈　
ヲ

一

給　
ヘ
ル

歟
 

09
　
答
化
前　

ハ

如
来
之
観
機　

ニ

機
之
発
起
隠　

タ
ル
カ

故　
ニ

遠
 

10
　
発
起　

ナ
レ
ハ

不
入
発
起
序　

ニ
一

夫
人　

ノ

欣
浄
土　

ヲ
一

事　
ハ

依　
ル
カ

 

11
　
悪
逆　

ニ
一

故　
ニ

近
発
起
正
発
起　

ナ
レ
ハ

立　
ル

三
序　

ニ
一

也
二
序
 

12
　
之
時　

ハ

不
論
二

遠
近　

ヲ
一

此
経　

ノ

発
起　

ナ
レ
ハ

立　
ル

三
序　

ニ
一

也
二
 

13
　
序
之
時　

ハ

不
論
二

遠
近　

ヲ
一

此
経　

ノ

発
起　

ナ
レ
ハ

化
前　

ヲ

入
発
起　

ニ
一

也
 

14
　
一
時
事
　
問
一
時
者
幾　

ノ

時
歟
　
答
一
経
之
説
時　

ヲ

総
 

15
　
云
一
時　

ト
一

也
時　

ノ

通　
ル
カ

長
短　

ニ
一

故
也
法
花
之
一
時　

ハ

八
ヶ
年
也
 

16
　
花
厳　

ハ

三
七
日　

ヲ

云
一
時　

ト
一

也
 

17
　
天
台
云
法
王
運
開
嘉
会ク

ワ
イ

時　
キ

至　
ル

﹇
已
上
﹈ 

18
　
天
台
疏
云
不
論
長
短
仮
実
説
此
経
竟
総
云
一
時
﹇
已
上
﹈ 

19
　
起
化
者
説
法
也
 

〈
七
オ
〉 

01
　
一
時
者
正
得
明
起
化
之
時
事
　
問
経
文　

ニ

一
時
仏
等　

ト

云　
ハ
ク

 

02
　
下　

ハ

所　
ノ

言
一

時　
ハ

可
亘
二

一
経
之
説
時　

ニ
一

歟
　
答
可
亘
也
 

03
　
難
云
若
亘　

ト

云　
ハ
ヽ

従
一
時
一

至　
ハ

而
為
上
首　

ニ
一

是
化
前
序
 

04
　
之
文
也
而　

ニ

仏
前　

ノ

時
者
仏
在　

ス

耆
闍　

ニ
一

時　
ナ
ル

ヘ
シ
何
通　

ル

一
経
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05
　
之
説
時　

ニ
一

歟
若
依　

テ

之　
ニ

一

不
通
一

云
者
今　

ノ

釈　
ニ

言
一
時
者
正
 

06
　
明
発
起
之
時　

カ

云　
ハ
ク

知　
ヌ

通　
ト

一
経
起
化
之
時　

ニ
一

云
事　

ヲ

加
之
 

07
　
以
下
形
上
以
上
形
下
之
釈　

モ

広　
ク

可
通
二

初
後　

ニ
一

也
若
今　

ノ

 

08
　
一
時
限　

ラ
ハ

始　
ニ

一

一
経
之
説
時
有
何　

ノ

文　
ニ
カ

一

歟
　
答
一
時
者
可
亘
 

09
　
一
経
之
説
時　

ニ
一

也
此
時　

ノ

外　
ニ

別　
ニ

不
説
二

説
時　

ヲ
一

故
也
是　

ヲ

以　
テ

 

10
　
正
明
発
起
之
時
之
釈
亘　

ト

一
経　

ニ
一

聞　
ヘ
　
ヲ

但
至　

テ
ハ

一
辺
之
難　

ニ
一

今　
ノ

 

11
　
一
時
雖
亘　

ト
二

一
経　

ニ
一

而
為
上
首
之
文　

ニ

限　
テ

見　
レ
ハ

一
時
之
文　

ヲ
一

限　
リ

 

12
　
化
前
之
時　

ニ
一

従
後　

ノ

文
一

見　
レ
ハ

亘　
ル

一
経
之
説
時　

ニ
一

也
 

13
　
化
主
臨
機
待
於
時
処
事
 

14
　
問
今　

ハ

釈　
ス

一
時　

ヲ
一

何
挙　

ル

処　
ヲ

一

歟
　
答
説
法
為　

ス

必　
ス

云　
フ
ト

依　
ト

時
 

15
　
処　

ニ
一

也
実
今　

ノ

時　
ヲ

為
処　

ト
一

也
 

16
　
又
言
一
時
者
或
就
因
縁
等
事
　
問
意
如
何
 

17
　
答
上　

ニ

言
正
明
起
化
之
時　

ト
一

者
正　

ク

釈
今
経
之
一
時　

ヲ
一

今
日
夜
 

18
　
十
二
時
者（

8
）総
挙　

ル

諸　
ノ

経
之
説
時　

ヲ
一

此
則
六
成
就　

ハ

文
 

19
　
通　

シ

諸
経　

ニ
一

義
一
経　

ニ

別　
ナ
ル
カ

故　
ニ

言　
ハ
ノ

通　
ノ

方　
ハ

広　
ク

釈　
ル

也
 

〈
七
ウ
〉 

01
　
難
云
可
釈
二

今
経
時
処　

ヲ
一

何
釈　

ル

他
経　

ヲ
一

歟
　
答
是
不
立
一

 

02
　
先　

ニ
一

歟
言　

ハ
ノ

通　
ヨ
リ

釈　
ル

也
　
天
台
云
通
序　

ハ

通
諸
経　

ニ
一

別
序　

ハ

 

03
　
一
経　

ニ

属
也
但　

シ

通
序　

ニ

又
有
通
一

有
別
一

通
皆
云　

ハ

如
是
等　

ト
一

 

04
　
通
也
如
是
詮
異　

ニ

我
聞
人
異　

ニ

一
時
々
異　

ニ

仏
教
主
 

05
　
異　

ニ

住
処
々
異　

ニ

同
聞
人
異　

ナ
ル
ハ

別
也
﹇
已
上
﹈ 

06
　
又
仏
地
論
之
中　

ニ

声
聞　

ヲ

菩
薩
之
先　

キ
ニ

列　
ヌ
ル

事　
ヲ

釈　
ト

立　
タ
ル

八
種
之
 

07
　
義　

ヲ
一

中　
ノ

第
二
之
義
云
摂
不
定
性
廻
心
為
大
故
﹇
已
上
﹈ 

08
　
妙
楽
云
唯
第
二
一
半
独
属
今
経
﹇
已
上
﹈　
仏
地
経　

ノ

釈　
レ
ト
モ

 

09
　
同
聞
衆　

ヲ
一

挙　
ル

法
□
之
意　

ヲ
モ

一

ソ
カ
シ
﹇
云
／
々
﹈ 

10
　
山
林
処
等
事
　
問
此
八
処
之
説
有
其
証
歟
 

11
　
答
四
分
十
誦
智
論
地
持
論　

ニ

処
々
散
在
有　

リ

 

12
　
山
林
者
玉
篇
云
高
土　

ニ

有　
ル
ヲ

石
云
山
平
一

土　
ニ

有　
ル
□

木
 

13
　
云
林
一
﹇
文
﹈　
聚
落
者
宝
也
　
曠
者
遠
也
 

14
　
玉
云
平
土　

ニ

有　
ヲ

草
一

為
野　

ト
一
﹇
文
﹈ 

15
　
八
部
事
　
天
龍
夜
叉
等
也
合
天
龍　

ヲ

加　
ル

人
 

16
　
非
人　

ヲ
一

釈
一　

ハ

開
天
龍　

ヲ

不　
ル

加
人
非
人　

ヲ
一

釈
一
也
 

17
　
合
者
龍
者
天　

ノ

眷
属　

ナ
ル
カ

故　
ニ

玉
云
洪
者
大
也
 

18
　
大
聖
垂
慈
必
待
請
事
　
問
十
二
部
経
之
 

19
　
中　

ニ

有　
リ

無
問
自
説
経
一

如
何
　
答
云
自
説　

モ

無　
キ

 

〈
八
オ
〉 

01
　
口
請
一

許　
リ

也
意　

ニ
ハ

背
有
情
之
意
一

也
例　

ハ

□
如　

シ

譬
 

02
　
喩
品　

ノ

索シ
ヤ
ク

車　
ニ

有
二

機
索
情
索
口
索
之
三
一

妙
楽
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03
　
釈　

ル
ニ

法
花
之
如
是　

ヲ
一

約
教
之
時　

ハ

約　
レ
ト
モ

四
教　

ニ
一

 

04
　
釈
法
花
之
如
是　

ノ

義
一

云
若
非　

ハ

超
八
之
如
是　

ニ
一

 

05
　
安　

ク
ソ

為　
ム

此
経
之
所
聞　

ト
一
﹇
文
﹈ 

06
　
又
一
時
者
阿
闍
世
正
起
逆
時
事
 

07
　
問
文
意
如
何
答
上　

ニ

広　
ク

釈　
シ

説
経
之
時
処　

ヲ

畢　
テ

 

08
　
今
釈　

ニ

正
釈　

ル

此
経
之
一
時　

ヲ
一

也
 

09
　
以
下
形
上
以
上
形
下
事
　
問
文
意
如
何
答
 

10
　
化
前　

ト

与
禁
父
一

釈　
ル

同
時　

ナ
ル
コ
ト
ヲ

也
下
者
下　

ノ

 

11
　
禁
父
縁
之
爾
時
也
上
者
化
前
序
之
一
時
也
文　

ノ

 

12
　
上
下
ナ
レ
ハ
云
上
下　

ト
一

也
故　

ニ

闍
世　

ノ

造　
シ

悪　
ヲ

一

之
時　

ハ

 

13
　
仏　

ハ

在　
ス

耆キ

山　
ニ

一

之
時
也　

ト

云　
ヘ
ハ

以
下
爾
時　

ヲ
一

上　
ノ

一
時　

ヲ

 

14
　
同
日　

ト

故
也
又
仏　

ケ

在　
サ
ハ

耆
山　

ニ
一

之
時
王
宮　

ニ

起　
ル
ト

 

15
　
逆
一

云　
ツ
レ
ハ

以　
テ

上
一
時　

ヲ

下　
ノ

爾
時　

ヲ

同
日　

ト

顕
也
 

16
　
言
仏
者
乃
至
簡（

9
）異
餘
仏
事
 

17
　
問
仏
者
諸
仏
之
通
号
也
通
余
仏　

ニ
一

義　
ハ

聞　
ト
モ

 

18
　
全　

ク

不
顕
二

簡（
10
）異
余
仏　

ノ

之
意
一

ル
ス
ヤ
厭
 

19
　
苦
之
九
文　

ニ

見
仏（

11
）世
尊
釈
迦
牟
尼
仏　

ト

云　
ツ
ル
ヲ
ハ

 

〈
八
ウ
〉 

01
　
釈
云　

ヘ
リ

簡
異
余
仏
ト
如
何
　
答
云
釈
迦　

ハ

娑
婆
之
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02
　
教
主
ナ
ル
カ
故　

ニ

唯
云　

ニ

仏　
ト

一

有
簡
異
之
意
一

也
 

03
　
他
界　

ノ

仏
ナ
ラ
ハ
可
云
二

ミ
タ
仏　

ト
モ

薬
師
仏　

ト
モ

一

也
 

04
　
故
聖
人
被　

テ

仰
二

此
義　

ヲ
一

云
此
房　

ニ
テ

云　
ハ
ム
ハ

御
房
ト
源
 

05
　
空
之
他
人　

ヲ
ハ

某
之
房
ト
名
ヲ
呼　

ハ
ム
ス
ル

也
 

06
　
其　

カ

様　
ニ

直タ
ヽ

云　
ハ

仏　
ト

一

聞　
ル

釈
迦　

ト

也
 

07
　
私
師
云
孝
経キ

ヤ
ウ

云
子
曰
注
云
子　

ハ

男
子　

ノ

通
称
也
 

08
　
師
一　

リ

而
已　

ノ
ミ
ナ
リ

故　
ニ

不
称　

セ
二

姓　
ヲ

一
﹇
文
﹈
今　

ト

同　
シ

但　
シ

至　
テ
ハ

 

09
　
下　

ノ

文　
ニ

一

一　
ニ
ハ

云　
テ

仏　
ト

一

有
簡
異
余
仏
之
意
一

下　
ニ
ハ

 

10
　
云　

テ

釈
迦　

ト
一

有
簡
異
余
仏
之
意
一

也
今　

ノ

化
前
 

11
　
之
仏　

ト

顕
露
也
下　

ハ

王
宮
密
化
也
縦　

ヒ

他
界
之
 

12
　
仏　

也
ト
モ

密　
ニ

可　
カ

来　
ル

一

故
也
 

13
　
難
云
夫
人
上　

ニ

向　
テ

耆
山　

ニ
一

礼　
セ
ル

釈
迦　

ヲ

応
念　

ニ
一

来　
ル

処　
ノ

 

14
　
仏
是　

ニ

不
有
釈
迦　

ニ
一

歟
答
云
礼　

レ
ト
モ

釈
迦　

ヲ
一

 

15
　
心　

ニ

厭　
ヒ

苦　
ヲ

一

欣　
フ

浄
土　

ヲ
一

故　
ニ

可
通
余
仏　

ニ
一

也
故　

ニ

云　
テ

釈
 

16
　
迦　

ト
一

簡
異　

ル

余
仏　

ニ
一

也
 

17
　
一
遊
王
城
等
事
　
問
経
文　

ニ

在
王
舎
城
耆
闍
 

18
　
崛
山
中　

ト
﹇
文
﹈
爾　

ハ

此　
ハ

挙　
ル

二
会
之
説
処　

ヲ
一

歟
 

19
　
答
浄
影　

ト

今
家　

ト
ノ

意　
ハ

不
爾
一

嘉
祥　

ハ

如　
ク

 

20
　
所
問　

ノ
一

也
　
点
云
在
二

王
舎
城
耆
闍
崛
山
中　

ト
一
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〈
九
オ
〉 

01
　
可
読
一

也
此
点　

ハ

今
家
之
意
﹇
文
﹈ 

02
　
難
云
今
経
二
処
二
会
之
説
也
六
成
就
之
下　

タ
ニ

挙　
ク
ル

王
 

03
　
宮
耆
山　

ヲ
一

不ス
三

俟
　
　
マ
タ
ケ二

言　
コ
ト一

挙　
ル

二
会
之
説
処　

ヲ
一

也
云
事　

ヲ

 

04
　
是　

ヲ

以　
テ

今　
ノ

釈
総
化
之
処
即
不
言
二　

ト

云　
ヘ
リ

挙　
ト

二
 

05
　
会
之
説
処　

ヲ
一

釈　
ス
ル
ナ
ル
ヘ
シ

如
何
　
答
浄
影
以
今
 

06
　
文　

ヲ
一

弘
異
処
起
化
序　

ト
一

善
導　

ハ

以
今
文　

ヲ
一

立　
テ

化
前
序　

ヲ
一

 

07
　
給　

ヘ
リ

既　
ニ

化
前
之
処
也
何
云　

ハ
ム

説
法
之
処　

ト

歟
但
至　

テ
ハ

今
 

08
　
釈　

ニ
一

正　
ク

非
釈　

ル
ニ
ハ

経　
ノ

此　
ノ

王
宮
耆
山　

ヲ
一

通　
テ

聚
落
 

09
　
化　

シ

俗
衆　

ヲ
一

山
等　

ニ
テ

化　
ス
ト

出
家　

ヲ

云
也
上　

ニ

挙　
ル
ト

八
処
之
説
 

10
　
処　

ヲ
一

ヘ
シ
今
文
既　

ニ

挙　
タ
リ

王
宮
聚
落　

ト
一

不
限　

ラ
一

王
 

11
　
舎
城　

ニ
一

耆
山
等
処　

ト

云　
ヘ
リ

不
限
二

耆
闍
崛
山　

ニ
一

事
 

12
　
分
明
也
　
又
在（

12
）家
者
等
事
 

13
　
是
総
者
挙　

テ

在
家
之
先
□
功
徳　

ヲ
一

為　
ル

勧　
ム
ト

二

 

14
　
今　

ノ

□
□
一

也
　
私
云
請
心
者
浄
心
也
浄
心
 

15
　
者
善
心
々
々
者
□
□
之
心
也
是
即
三
心
也
 

16
　
猶
如
画
水
事
　
涅
槃
大
集
之
二
経　

ニ

有
此
譬
一

 

17
　
問
在
家
之
者　

ノ

善
心
如　

ク

画
水　

ニ
一

ナ
ラ
□
前
三
果
之
 

18
　
聖
者
不
可
通
在
家　

ニ
一

初
心
之
菩
薩
不
可
有
在
家　

ノ

 

19
　
中　

ニ
一

如
何
答
今
釈
大
旨　

ヲ
一

也
在
家　

ノ

 

〈
九
ウ
〉 

01
　
中　

ニ
モ

非　
ス

无　
キ
ニ二

善
心
直
行
之
者
一

悪
心　

ハ

維
摩
大
士　

ハ

 

02
　
形　

テ
ハ

在　
テ

家　
ニ

一

心　
ハ

出　
タ
リ

家　
ヲ

一

薬
王
之
本
師　

ハ

避
塵
還ク

ワ
ン

﹇
已
上
﹈ 

03
　
維
摩　

ハ

上
聖　

ナ
レ
ト
モ

権
来
行
実　

ト

云　
ヒ

勧　
ル

実
者　

ヲ
一

也
 

04
　
龍
興
観
経
記
云
在
家
之
出
家
々
々
之
在
家
出
 

05
　
家
之
出
家
在
家
之
在
家　

ト

四
句　

ヲ

作　
レ
リ

 

06
　
問
在
家
者
何
物　

ヲ

歟
　
答
優
婆
塞
優
婆
 

07
　
夷　

ヲ
ハ

云
在
家　

ト
一

比
丘
々
々
尼
等　

ノ

五
種　

ヲ

云
出
家　

ト
一

是　
ハ

 

08
　
常
途
之
名
目
也
然　

ヲ

龍
興　

ハ

以
義　

ヲ
一

作　
ル

四
句　

ヲ
一

也
如　

ノ

 

09
　
是
一

事　
ハ

常　
ノ

習
也
　
妙
楽　

ハ

出　
タ
ル
ヲ

三
界　

ヲ
一

為
出
家　

ト

 

10
　
不
出
三
界　

ヲ
一

為　
ト

在
家　

ト
一

釈　
セ
リ

理
釈
義
釈
観
心
之
釈　

ト
テ

也
 

11
　
加
様　

ニ

釈　
ル

事　
ノ

ア
ル
也
非　

ト

本
説　

ニ
ハ

或　
ハ

迦
葉
童
子　

ハ

 

12
　
自　

リ

此
一

之
前
我
等
皆
名
邪
見
之
人　

ト

文
不　

ノ

知
仏
性
一

 

13
　
属　

ル

邪
見　

ニ
一

也
或　

ハ

諸
法
実
相
餘
皆
魔
事　

ト

云
事　

ア
リ

 

14
　
為
令
解
二

理　
ヲ

一

カ
ク
説
也
金
剛
般
若
﹇
云
／
々
﹈ 

15
　
亡（

13
）身
捨
命
等
事
　
問
亡
身
捨
命
已
下
□
 

16
　
如
何
　
答
唯
出
離　

ヲ

重　
ク

身
命　

ヲ

軽　
ク
ス
ル

意
也
此
心
 

17
　
堅
固　

ナ
ル
ヲ

譬　
ヘ

金
剛　

ニ
一

明
了リ

ヨ
ナ
ル
ヲ

譬　
ル

円
鏡　

ニ
一

也　
ト

﹇
云
／
々
﹈ 
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18
　
出
離
之
智　

ノ

鏡　
ノ

面
光
水
異
影　

ノ

現　
ル

時
隠
者　

ヲ

分
 

〈
一
〇
オ
〉 

01
　
明　

ニ

思　
シ

分　
ヲ

不　
ル

関　
カ
ラ一

也
不
遂　

ケ
一

其
思　

ヲ
一

狐
心　

ヲ

不　
ル
ヲ

□　
ラ

一

譬
 

02
　
金
剛　

ニ
一

也
　
囂
塵
者
譬
在
家
之
五
欲　

ニ
一

也
 

03
　
問
境
界
依
止
之
二
住
意
如
何
答
境
界
者
所
化
之
 

04
　
境
界
也
言　

心
ハ

仏　
ハ

雖
不　

ト

可
住　

シ
玉
フ

二

在
家　

ニ
一

大
悲
之
□　

ニ

就　
テ

 

05
　
境
界　

ニ
一

且　
ク

住　
シ

給
也
依
止
者
住
処
也
仏　

ノ

住
処　

ハ

在　
ル
カ

 

06
　
山　

ニ
一

故　
ニ

云
依
止
住　

ト
一

也
　
法
薗
珠
林
云
所
謂
天
衆
无
 

07
　
有
血
肉
便
利
不
浄
﹇
云
／
々
﹈　
与
大
比
丘
衆
已
下
事
 

08
　
是　

ハ

挙
同
聞
衆　

ヲ
一

也
問
挙
声
聞
菩
薩
之
二
衆　

ヲ
一

不
挙
 

09
　
雑
衆　

ヲ
一

事
如
何
　
答
訳
者
之
存
略
也
耆
闍
之
 

10
　
流
通　

ニ
ハ

无
量
諸
天
及
龍
夜
叉　

ト
﹇
已
上
﹈
例　

ハ

如
无
量
 

11
　
寿
経　

ニ

挙　
モ

声
聞
菩
薩
之
二
衆　

ヲ
一

┃為┃
問
本
異
訳（

14
）経　
ニ
ハ

挙
 

12
　
无
量
之
雑
衆　

ヲ
一

也
又
化
前
之
徒
衆　

ト

与　
ハ

耆
舎
之
同
 

13
　
聞
衆
一

同
人　

ナ
ル
カ

故
也
　
私
云
声
聞
菩
薩
之
外
六
道
 

14
　
之
衆
生　

ヲ

皆
云
雑
衆　

ト
一

也
 

15
　
声
聞
菩
薩
之
前
後
事
　
問
菩
薩　

ハ

上
根
也
上
生
也
正　

也

 

16
　
期　

ス

仏
処　

ヲ
一

声
聞　

ハ

下
根
也
下
生
也
非
入
無
余
一

不
爾
 

17
　
者
菩
薩
勝
声
聞
劣
也
何　

ソ

声
聞　

ヲ

為
前　

ト
一

菩
薩　

ヲ

為
後　

ト
一

歟
 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

18
　
答
地
論　

ニ

立
八
種
之
義　

ヲ
一

人
師
略
存　

セ
リ

両
三
之
理　

ヲ
一

浄
 

19
　
影　

ノ

立
三　

ノ

義　
ヲ

一

一　
ハ

近
遠
分
別
声
聞　

ハ

常　
ニ

如
来　

ニ

近
 

〈
一
〇
ウ
〉 

01
　
菩
薩　

ハ

利
生
之
故　

ニ

不
近
二

仏　
ニ

一

二　
ハ

形
相
分
別
声
聞　

ハ

威
儀
 

02
　
厳　

ク

世
共　

ニ

尊　
フ

菩
薩　

ハ

随　
テ

機　
ニ

一

形
不
定
也
三　

ハ

就
徳
之
 

03
　
分
別
小
乗　

ニ
ハ

声
聞　

ハ

仏　
ニ

同　
ク

断
滅　

ス

菩
薩　

ハ

不
断
惑　

ヲ
一

若
大
乗　

ナ
ラ
ハ

 

04
　
菩
薩　

ノ

所
断
勝　

レ
ト
モ

小
乗
面　

ニ
テ

声
聞　

ヲ

上　
ニ

列　
ル

也
天
台
疏
□
 

05
　
二
乗
外
相
為　

ス

勝　
リ
ト一

菩
薩
心
雖
是
勝
外
相
无
定
﹇
文
﹈ 

06
　
声
聞
衆
為
九（

15
）句
事
　
問
此
科
文
経
可
配
属　

ス

歟
 

07
　
答
有
当　

ル
モ

二

文　
ニ

一

有
不　

ル
モ二

当
一

謂　
ク

第
一　

ハ

釈
与
之
言　

ヲ

第
二　

ハ

 

08
　
当　

ル

大
之
字　

ニ
一

第
三　

ハ

当
比
丘
之
字　

ニ
一

第
四
当　

ル

衆
之
 

09
　
字　

ニ
一

第
五　

ハ

无
所
当
一

第
六　

ハ

当
千
二
百
五
十
人
倶　

ニ
一

 

10
　
第
七
第
八
无
所
当
一

第
九
同
此
五
七
八
之
不　

ヲ
ハ

当
 

11
　
文　

ニ
一

不
会
二

総
大
之
大
一

也
 

12
　
問
何　

ヲ

以　
ノ

故　
ニ

无
経
文　

ニ
一

立　
ル

果
証
等
之
四
大　

ヲ
一

歟
答
 

13
　
釈　

ル
ニ

余
経　

ヲ
一

皆
是
大
阿
羅
漢
諸
漏
已
尽
无
復
煩
悩
 

14
　
逮
得
己
利
尽
諸
有
結
身
得
自
在
之
歎
徳
 

15
　
之
文
是　

レ
ア
リ

今
経　

ニ
ハ

略　
レ
ト
モ

声
聞
歎
徳
之
言　

ヲ
一

梵
本
之
経　

ニ
ハ

 

16
　
定　

テ

有　
リ
ト

得　
ラ

意
立　

ル

果
証
等
之
四
大　

ヲ
一

也
例　

ハ

如
下　

ノ

菩
薩
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17
　
衆　

ノ

中　
ニ

引　
テ

大
経　

ヲ
一

釈　
ル
カ二

菩
薩
之
歎
徳　

ヲ
一

 

18
　
仏
身
兼
衆
故
名
為
与
事
　
問
経
文　

ニ

与
大
比
 

19
　
丘
衆　

ト

倶
□
者
所　

ノ

言
一

与
者
阿
難　

ヲ

為
能
与
也
仏　

ヲ

 

〈
一
一
オ
〉 

01
　
為
能
与　

ト
一

歟
如
何
答
今
釈　

ハ

仏
為
能
与
釈　

タ
リ

 

02
　
難
云
上　

ニ

云　
テ

如
是
我
聞　

ト
一

下　
ニ

云　
ヘ
リ

与
大
等　

ト
一

阿
難　

ヲ

可
為
能
 

03
　
与　

ト
一

也
是　

ヲ

以　
テ

天
台
釈
法
花
之
与
大
比
丘　

ヲ

阿
難
共
 

04
　
彼
万
二
千
人
﹇
已
上
﹈
如
何
答
大
師　

ハ

如
是
我
聞
之
一
句　

ヲ

 

05
　
為
証
信
序　

ト
一

故　
ニ

下　
ノ

与　
ヲ

不
可
兼
一

一
時
已
下　

ハ

発
 

06
　
起
也　

カ

故　
ニ

仏　
ヲ

為
能
与　

ト
一

可
云
也
知　

ル

今　
ノ

徒
衆　

ハ

約　
レ
ハ

王
宮
 

07
　
会　

ニ
一

非
同
聞
衆　

ニ
一

何
我
聞
之
所
与　

ニ

挙
二
衆　

ヲ
一

歟
 

08
　
問
声
聞
衆
之
九
句　

ノ

法
体
如
何
又
下　

ノ

八
大　

ハ

似　
タ
リ

歎
徳　

ニ
一

 

09
　
第
一
之
与　

ノ

字
又
可
然
歟
　
答
第
一　

ハ

非　
レ
ト
モ

歎
徳　

ニ
一

 

10
　
下　

ノ

八
大
歎
徳　

ト
云
ニ

无
大　

ナ
ル

失
一

歟
又
此
等
之
声
聞
仏　

ノ

 

11
　
徒
衆
也　

ト

云
当
歎
徳　

ニ
一

歟
又
八
大
之
中　

ノ

第
一　

ノ

総
大　

ハ

下　
ノ

 

12
　
七
大
之
総
也
相
大
者
歎
外
相　

ヲ
一

即
比
丘
形
也
 

13
　
衆
大
者
歎
能
化
之
四
衆　

ヲ
一

也
数
大
者
歎
所
化
之
 

14
　
釈
尊　

ヲ
一

也
耆
年
大
者
年　

ノ

闌タ
ケ
タ
ル

也
尊
宿
大
者
 

15
　
長
老
尊
者
也
約
有
実
德
大
者
智
四
弁　

ニ

 

16
　
円　

カ
ニ

定
六
通　

ニ

遍　
シ

内　
ニ

習　
ヒ

玄
義　

ヲ
一

外　
ニ
ハ

達　
ス

五
明　

ニ
一

□
 

17
　
倶
解
脱
之
人
也
果
証
大
者
小
乗
果
也
五
明
者
 

18
　
声
明
工
巧
々
医
方
々
因
々
内
々
也
 

〈
一
一
ウ
〉 

01
　
問
曰
一
切
首
皆
有
等
事
　
問
此
句　

ノ

意
諸
経
之
 

02
　
対
機
不
定
也
必　

シ
モ

不
可
有
二

二
千
二
百
五
十
人
一

問
歟　

ハ

タ
 

03
　
有　

ル
ヲ
ハ

許
為　

ル
ヲ

由
地　

ト
一

問
歟
如
何
答
二
共　

ニ

問
也
下　

ノ

釈　
ニ

 

04
　
二　

ノ

意
見　

ル

也
　
三
迦
葉
弟
子
等
事
 

05
　
経
律
異
相　

ニ
ハ

迦
耶
三
百
那
提
二
百
﹇
已
上
﹈
法
花
之
科
文
 

06
　
那
提
三
百
迦
耶
三
百
﹇
已
上
﹈
経
々
異
説
不
談
和
会
也
 

07
　
三
迦
葉　

ハ

兄
弟
也
優
楼
頻
螺　

ハ

先　
ル

聚
落
一

故　
ニ

所
名　

ヲ

 

08
　
為
名　

ト
一

伽
耶
迦
葉　

ハ

住
迦
耶
山　

ニ
一

故　
ニ

那
提　

ハ

里
名
也
 

09
　
其
里　

ニ

有
河
一

其
河　

ノ

名　
ト

云
也
摩
訶
迦
葉　

ハ

別
人
也
 

10
　
仏
言　

ハ
ク

除　
テ

迦
葉　

ヲ
一

余
衆
生　

ヲ

皆
依　

テ

我
知
識　

ニ
一

出
離　

ス
ト

 

11
　
弟
子
迦
葉
等
悉
是
中
乗
根
性
﹇
已
上
﹈ 

12
　
舎
利
弗
目
連　

ハ

共　
ニ

一
処　

ニ

領　
ス

二
百
五
十
人
之
弟
子　

ヲ
一

 

13
　
二
人　

ハ

義　
カ

同
故
也
　
千
二
百
五
十
人
事
 

14
　
問
加　

テ

能
化
之
五
人　

ヲ
一

可
云
二

千
二
百
五
十
五（

16
）人　
ト

一

如
何
 

15
　
答
金
剛
般
若
之
疏　

ニ

可
云
二

千
二
百
五
十
人　

ト
一

挙
満
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16
　
数　

ヲ
一

故
不
云
五（

17
）人　
ヲ

一
﹇
知
リ
﹈
若
過
若
减
皆
存
大
数
 

17
　
之
意
也
但
是　

ハ

加
陳
如
等
之
五
比
丘　

ヲ
一

依
此
釈　

ヲ
一

也
 

18
　
龍
興
記
同
之
一

　
私
師
云
総　

　
ハ

千
二
百
五
十
人
之
外　

ニ

 

19
　
有
十
余
人
一

也
謂
能
化
之
五
人
及
五
比
丘
阿
難
羅
睺
羅
 

〈
一
二
オ
〉 

01
　
摩
訶
迦
葉
阿
那
律
等
也
金
剛
山
論　

ニ
ハ

千
二
百
五
 

02
　
十
五
人　

ト
□
ヘ
リ

　
問
曰
此
衆
中
亦
有
非
外
道
者
事
 

03
　
問
第
一
之
答　

ニ

此
等
声
聞
多
是
外
道
﹇
已
上
﹈
小
分
有　

ト

非　
ル

 

04
　
外
道　

ニ
一

之
者　

ノ
一

聞　
ヌ

何
重　

テ

致　
ス

此
問　

ヲ

一
歟
　
答
【
覚
明
義
】
有
云
 

05
　
多　

ニ

有
二
一

多
少
之
多
皆
多
義
同
之
上
多　

タ
ハ

可　
カ

 

06
　
乱　

シ
ヌ二

皆
多
義
同　

ニ
モ一

故　
ニ

為　
ニ

令　
ム
カ三

知
二

多
少
之
多　

ト
一

致
此
問　

ヲ
一

 

07
　
歟
　
答
諸
経　

ニ

列　
ル
ニ

多
衆　

ヲ
一

有
総
標
別
名
之
二　

ノ

 

08
　
文
段
一

而　
ニ

総
標　

ノ

句　
ニ
ハ

多　
ク
ハ

標　
セ
リ

千
二
百
五
十
人　

ト
一

列　
ル
ヲ

 

09
　
或　

ハ

挙　
ケ

廿
一
重　

ヲ
一

挙　
タ
リ

十
六
聖
等　

ヲ
一

而　
ニ

烈
名
之
中　

ニ

多　
ク

挙
 

10
　
下
外
道
之
者　

ヲ
一

総
標　

ニ
ハ

標　
ル
ヲ

本
外
道
之
千
二
百
 

11
　
五
十
人
許　

リ
ヲ一

総
標　

ト

与
列
名
一

違　
ス
ト

難
也
 

12
　
難
云
今
経　

ニ
ハ

有　
テ

総
標　

ノ
ミ

无
烈
名
一

何
向　

テ

此
経　

ニ
一

致
此
義　

ヲ
一

歟
 

13
　
答
縦　

ヒ

今
経　

ニ

无　
ク
ト
モ

烈
名
之
文
一

准　
ル
ヲ

他
経
一

致
此
難　

ニ
一

也
例　

ハ

 

14
　
如
声
聞
衆
之
九
句
菩
薩
衆
之
七
句
准
他
経　

ニ
一

立　
□
□二

文
段　

ヲ
一

 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

15
　
是　

ヲ

以
□　

ニ

標　
ル

千
二
百
五
十
人　

ト
一

事　
ハ

外
徳
勝　

タ
ル

人　
ニ

一

 

16
　
故　

ニ
ト

云　
フ

列　
ル

非
外
道
之
者　

ノ
ヲ一

事　
ハ

菩
薩　

ヲ

属　
ス
ト

无　
ニ

一

答
也
謂
 

17
　
総
標　

ト

与
烈
名
一

違　
ル

処　
ヲ

答
畢
﹇
文
﹈ 

18
　
此
等
声
聞
多
是
外
道
事
 

19
　
問
千
二
百
五
十
人　

ハ

皆
外
道
也
若
爾　

ハ

可
云
二

 

〈
一
二
ウ
〉 

01
　
皆
是
外
道　

ト
一

也
何
云
多　

ト
一

歟
答
是　

ハ

総
標
列
名　

ヲ

相
 

02
　
合　

テ

答
也
　
又
問
曰
未
審
等
事
 

03
　
問
此
句　

ハ

上　
ノ

何　
ノ

文　
ヨ
リ

起　
ヲ

歟
　
答
常
随
世
尊
不
 

04
　
相
捨
離
之
文　

ヨ
リ

起　
テ

問
其
故　

ヲ
一

也
 

05
　
我
曹
者
千
二
百
五
十
人
也
　
蒙
潤
者
顕
一
 

06
　
果　

ヲ
一

也
　
衆
所
知
識
事
 

07
　
問
今
経
之
声
聞
衆　

ノ

下　
タ
ニ

无
此
文
一

如
何
答
此
経　

ニ

無　
キ

 

08
　
訳
者
略
也
可　

レ
ハ

有
一

釈
也
無　

モ

雑
衆
一

又
訳
者
之
略
也
 

09
　
祇
舎
之
流
通
分　

ニ

挙　
タ
リ

天
龍　

ヲ
一

可
思
之
一

无
量
 

10
　
寿
経　

ニ
モ

康カ
ウ

棕ソ
ウ

鎧
略
雑
衆　

ヲ
一

也
然　

ハ

同
本
異
訳　

ノ

 

11
　
経　

ニ
ハ

多　
ク

挙　
タ
リ

雑
衆　

ヲ
一

耆サ
ヒ
タ
リ

　
私
云
今
釈　

ニ

知
識　

ヲ
一

内
 

12
　
外　

ニ

配　
テ

釈　
レ
ハ
ト
テ

定
判　

ノ

□
可
思
一

是
一
往
之
配
当
也
 

13
　
唯
釈　

ノ

法　
ニ
テ

釈　
ル

也
例　

ハ

如
釈　

ル
ニ

善
哉　

ヲ
一

配　
ル

五
分　

ニ
一

或　
ハ

善
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14
　
哉
々
々
者
悉
擲
重　

ナ
ル
ヲ

云
也　

ト

釈　
ル
カ

 

15
　
菩
薩
衆
七
事
　
問
第
三
第
四
第
五
之
 

16
　
文
意
如
何
答
准
余
経　

ニ
一

釈
出
也
故　

ニ

次
下　

ニ

付　
ケ
リ

 

17
　
大
経
菩
薩
歎
徳
之
文　

ヲ
一

又
第
六
之
標
徳　

ハ

重　
テ

 

18
　
指
菩
薩　

ノ

言　
ヲ

一

也
　
天
台
疏
云
菩
薩　

ノ

徳
中　

ニ

有
四
第
一　

ニ
ハ

 

19
　
明
位　

ヲ
一

第
二
烈　

ス

数　
ヲ

一

三
万
二
千　

ナ
リ

第
三
標
名　

ヲ
一

大
殊　

ナ
リ

 

〈
一
三
オ
〉 

01
　
第
四
結
為
上
首　

ト
一
﹇
已
上
﹈
此
義
有
難
一

 

02
　
問
下　

ニ

引　
ク

就　
テ

大
経
之
文　

ニ
一

配
標
位
等　

ヲ
一

様
如
何
 

03
　
答
故　

キ

師シ

従
行
権
方
便
一

上　
ヲ
ハ

歎　
ス
ト

菩
薩
界
之
功
徳　

ヲ
一

 

04
　
云　

ヘ
リ

是
当　

ル

標
位　

ニ
一

入
仏
蔵
之
下　

ヲ
ハ

釈　
セ
リ

勝
進
之
功
徳　

ト
一

 

05
　
是
当　

ル

標
位　

ヲ

可　
シ

二

亘
二

上
下　

ニ
一

 

06
　
問
【
妙
楽
】
天
台
之
師
位　

ト

与
今
師
之
標
位
一

同
異
如
何
答
 

07
　
天
台　

ハ

三
乗
位
之
中
菩
薩
位　

ト

云
也
故　

ニ

菩
薩
之
文
配
 

08
　
標
位　

ニ
一

今
家　

ハ

於　
テ

菩
薩
之
中　

ニ
一

論　
ス

其
位　

ヲ
一

是
異
也
 

09
　
分
配
文
殊
高
徳
之
位
事
 

10
　
問
法
王
子　

ヲ

云
高
位　

ト
一

歟
若
爾
者
十
住
之
中　

ノ

第
八
住　

ヲ

 

11
　
名　

タ
リ

法
王
子
位　

ト
一

非
高
位　

ニ
一

如
何
答
法
門
之
名
目
随　

テ

義　
ニ

 

12
　
不
同
也
今　

ノ

法
王
子
者
可　

シ

非　
ル

第
八
住　

ニ
一

等
覚
之
後
 

13
　
心　

ヲ

云
法
王
子　

ト
一

歟
　
問
有□

何
証
歟
答
□
手
 

14
　
経
云
歎
菩
薩
之
徳　

ヲ
一

皆
是
勧
頂
之
大
法
□
子
也
﹇
已
上
﹈ 

15
　
七
者
総
結
事
　
問
天
台　

ハ

釈　
シ

結
為
上
首　

ト
一

 

16
　
今
家
釈
七
者
総
結　

ト

而
為
上
首
文　

ヲ

三
万
二
千
 

17
　
之
総
結　

ト

釈　
ル

事
不
明
也
唯
独　

リ

結　
ル

文
殊　

ヲ
一

也
非　

ス

三
 

18
　
万
二
千
之
総
結　

ニ
ハ一

如
何
　
答
文
殊　

ヲ

云　
ツ
レ
ハ

上
首　

ト
一

其
余　

ハ

 

19
　
伴　

ト

聞　
ル
カ

故　
ニ

属　
ル

総
結　

ニ
一

歟
 

20
　
上
来
雖
有
二
衆
不
同
等（

18
）事
 

〈
一
三
ウ
〉 

01
　
問
化
前
序　

ニ
ハ

有
四　

ノ

文
一

故　
ニ

標
句　

ニ
ハ

云　
ヒ

即
有
其
□　

ト
一

正
釈　

ニ
ハ

 

02
　
一
時
仏
住
処
徒
衆　

ト

四
重　

ヲ

釈　
セ
リ

標
釈　

ハ

順　
ス

経　
ニ

一

至　
テ

今　
ノ

 

03
　
結
文　

ニ
一

何
捨　

タ
ル

先　
ノ

三　
ヲ

一

歟
　
答
且　

ク

挙　
テ

近　
ヲ

一

総
結　

ス
ル

也
 

04
　
例　

ハ

如　
シ

玄
義
之
総
結　

ニ

有　
ト
モ

七
門
玄
義
一

挙　
テ

第
六　

ノ

 

05
　
経
論
相
違
之
段　

ヲ
一

総
結　

ス
ル
カ

一

 

06
　
声
聞
衆
之
九
句　

ノ

中　
ニ

有　
リ

四　
ノ

虚
科
一

菩
薩
衆
之
七
句　

ノ

中
 

07
　
有
三　

ノ

虚
科
一

虚
科　

ハ

云
名
目　

ハ

有　
ル

釈
論
之
九
巻　

ニ
一

也
 

08
　
荷
負
事
　
天
台
云
置　

ク
ヲ

肩　
ニ

一

云
荷　

ト
一

置　
ヲ

背　
ニ

一

云
負　

ト
一
﹇
已
上
﹈ 

09
　
已
上
化
前
序
畢
　
欣
浄
縁
処
 

10
　
欣
浄
縁
事
　
先
来
之
四
縁　

ハ

機
可
発
之
相　

ヲ

明
也
顕
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11
　
行
示
観
之
両
縁　

ハ

仏　
ノ

開
悟
也
但　

シ

欣
浄
縁
之
中　

ノ

光
 

12
　
台
現
国　

ハ

雖
当　

ル
ト

仏　
ノ

開
悟　

ニ
一

唯
釈　

テ

所
求　

ヲ
一

不
知
去
行　

ヲ
一

 

13
　
故　

ニ

又
致　

ス
ニ
テ

思
惟
正
受
之
二
請　

ヲ
一

皆
機　

ノ

欣
浄
也
 

14
　
即
有
其
八
事
　
定
散
料
簡
門　

ト

与
通
別
之
五
門
一

 

15

今
八
段
﹇
ニ
ス
ル
ハ
﹈
開
合
之
異
也
今　

ノ

一
二
三
之
文
段　

ハ

彼　
ノ

第
 

16
　
一
之
通
所
求
也
今　

ノ

第
六
七　

ハ

彼　
ノ

第
四
之
別
所
求
也
 

17
　
彼　

ハ

通　
ノ

義
之
五
門　

カ

文　
ノ

処　
ナ
ル
カ

故　
ニ

為
五
門　

ト
一

今　
ハ

従
文
釈
 

18
　
義
﹇
ナ
ル
カ
﹈
故　

ニ

文
段　

ヲ

委ク

立　
ル

也
　
第
一
文
段
事
 

19
　
問
当
縁　

ハ

是
欣
浄
也
縁
苦
之
義　

ヲ

不
可
載
一

恐　
ク
ハ

和
尚
之
 

20
　
科
文　

ニ
モ

有
疑
一

ヰ
提　

カ

内
心　

ニ
モ

有
疑
一

厭　
ヲ

先　
ニ
シ

欣　
ヲ

後　
ニ

﹇
ス
ヘ
シ
﹈ 

21
　
如
何
答
厭
苦
之
文　

ハ

雖
有　

ト
二

欣
浄
之
中　

ニ
一

厭
苦
之
内
 

〈
一
四
オ
〉 

01
　
心
欣
浄
之
先　

ニ

有シ

也
値
苦　

ニ
一

見　
タ
テ
マ
シ

世
尊　

ヲ

一
之
時　

ハ

恨　
ミ

□┃
 

02
　
当レ

□
ニ

満　
テ

言　
ハ
ニ

不
及　

ハ

也
ヤ
ヽ
久
有　

テ

実
志　

ヲ
一

欣
浄
立　

タ
一

之
時
先　

キ
ハ

 

03
　
思　

ハ
ム

厭
苦
之
心　

ヲ
一

言　
ハ
ニ

出　
ス

也
 

04
　
厭
苦　

ハ

従
狭
一

出
寛
一

謂
厭　

シ
ヨ
リ

闍
世　

ヲ
一

厭
娑
婆　

ヲ
一

釈
云
闍
王　

ハ

 

05
　
既
是
親
生
之
子
也
上　

ニ

於　
イ
テ

父
母　

ニ
一

起　
ス

殺
心　

ヲ
一

是
何
況
ヤ
 

06

疎
人　

ト

不
相　

ル
ヤ

害
一

此
故　

ニ

夫
人
不
簡　

ハ

親
疎　

ヲ
一

総
皆
頓
捨　

ス
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﹇
云
／
々
﹈ 

07
　
欣
浄　

ハ

従
寛
一

出
狭　

ニ
一

謂
始　

ニ
ハ

五
之
浄
土　

ヲ

欣　
ヒ

後　
ニ

別
極
楽　

ヲ

 

08
　
欣　

フ

故
也
　
通
請
所
求
等
事
 

09
　
問
通
別
之
意
如
何
　
答
通
者
欣
十
方
之
浄
土　

ヲ
一

故
 

10
　
云
通　

ト
一

也
今　

ノ

通
之
言　

ヲ

経　
ノ

当　
ル

広
之
字　

ニ
一

□
別
者
□
□
之
 

11
　
局
□
□　

ニ

別
挙　

ル
ヲ

閻
浮　

ヲ
一

云
別　

ト
一

也
総
ヰ
提　

ノ

厭
苦
 

12
　
有
三
重
一

始　
ニ
ハ

厭
二
人　

ヲ
一

次　
ニ
ハ

厭
南
部　

ヲ
一

後　
ニ
ハ

厭
娑
婆　

ヲ
一

思
之
一

 

13
　
此
聞
仏
説
浄
土
无
生
事
　
問
此
聞
仏
説
者
指
 

14
　
何　

ノ

仏
説　

ヲ
一

歟
　
答
是
有
二
義
一　

ハ

已
説　

ノ

経
指
也
意　

ハ

夫
 

15
　
人
仏　

ノ

檀
那　

ト

聞　
シ
カ

論
経　

ヲ
一

故　
ニ

今
値　

テ

苦　
ニ

欣　
ト

昔　
ノ

聞　
ヲ

一

釈
也
 

16
　
一
云
未
説　

ノ

観
経　

ヲ

指
也
意　

ハ

大
聖
超　

テ

機　
ニ

一

待　
テ

請　
ヲ

一

以　
テ

可
説
一

 

17
　
理　

ハ
リ

有　
カ

故　
ニ

□　
カ

請　
ス
ル

浄
土　

ヲ

可　
ト

説
給
一

知　
テ

我
当
往
生
之
願　

ヲ

 

18
　
起　

ス

也
　
幻
惑
者
煩
悩
也
　
衆
生
依
報
処
事
 

19
　
報
者
業
成
也
衆
生　

モ

国
土　

モ

共　
ニ

雖　
モ

業
成
也　

ト
一

不
共
業
成
 

20
　
依　

テ

倶
之
業　

ニ
一

我　
ト

不
受
果　

ヲ
一

従
衆
生
之
業
一

引　
ク

衆
生
之
果　

ヲ
一

 

21
　
是
正　

キ

報
也
故　

ニ

衆
生　

ヲ

云
正
報　

ト
一

也
国
土　

ハ

不　
ル

三

作　
ラ

二

業　
ヲ

一

无
正
報
 

22
　
之
義
一

但
衆
生
之
共
業
之
正
報
之
依
身
置　

カ
□
カ

為　
ニ

所　
ナ
ラ
ハ

成　
ス
ル一

 

〈
一
四
ウ
〉 

01
　
云
依
報　

ト
一

綺
語
之
　┃酬┃
　┃報　

ニ
ハ

雑
々
小
草
生　

ル

也
嗔
恚
者
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02
　
口
業
也
報　

ニ
ハ

ウ　
ハ

ラ
木
生
也
 

03
　
私
云
地
獄
等
事
約　

レ
ハ

受
苦
之
軽
重　

ニ
一

餓
鬼　

ハ

重
約　

レ
ハ

根
之
 

04
　
利
鈍　

ニ
一

畜
生
重
也
倶
舎
意　

ニ
テ
ハ

地
獄
傍
生
鬼　

ト

云
故
 

05
　
鬼　

ハ

重　
ヲ

今
経
等　

ノ

意　
ニ
テ
ハ

地
獄
餓
鬼
畜
生　

ト

云
故
 

06
　
畜
生　

ハ

重
也
□
鬼
畜　

ニ

有　
ル
ナ
リ

両
類
一

 

07
　
三
苦
聚
者
地
獄
餓
鬼
畜
生
也
　
盈
満
事
万
徳
 

08
　
之
南
閻
浮
提　

ニ

皆
有
地
獄
一

故　
ニ

云
盈
満　

ト

也
善
定
猛
利　

ナ
ル

 

09
　
故　

ニ
ハ

諸
仏
出
世
之
縁
悪
心
之
猛
利　

ナ
ル

故　
ニ
ハ

有
地
獄
一

也
余
 

10
　
之
三
州　

ハ

善
悪
之
二
心
共　

ニ

不
名
利　

ナ
ラ

一

故　
ニ

无　
ク

仏
出
世　

モ
一

又
 

11
　
无
地
獄
一

也
　
経
云
業
能
荘
厳
等
者
大
乗
顕
識
経
二
□
也
 

12
　
三
品
悪
果
最
重
事
　
智
論　

ニ
ハ

依
三
品
之
悪
業　

ニ
一

 

13
　
有　

ト

三
悪
之
報
一

云　
ヘ
リ

是　
ハ

十
悪　

カ

有　
テ

上
中
下
一

有
三
悪
之
報
 

14
　
是
通
用
也
別
慳
貪　

ヲ

為　
ル

餓
鬼
之
業　

ト
一

等　
ハ

別
因
也
 

15
　
倶
舎
云
一
業
引
一
生
多
業
円
満
﹇
已
上
﹈ 

16

龍
興
意
云
煩
悩
无
生
謂
従
今
日
一

後
不
起
煩
悩
一

也
果
報
无

生
 

17
　
謂
従
今
日
後
又
不
得
果
報　

ヲ
一

也
此
无
生　

ハ

倶
解
脱
一

之
羅
 

18
　
漢　

モ

得
也
　
恵
解
脱
倶
解
脱
共　

ニ

果
報
无
生
也
 

19
　
識
体
无
生
謂
十
廻
向
也
　
余
　ツミ■ト

カ

者
指
我
宿
何
罪
一

也
 

20
　
通
請
去
行
事
　
問
ヰ
提
去
行
之
請
何
限
定　

ニ
一

歟
 

21
　
答
云
経
釈
无
文
一

但　
シ

不
可
出
二
意　

ヲ
一

一　
ハ

散
善
微
劣
 

22
　
難　

カ

生
浄
土　

ニ
一

二　
ハ

夫
人
当
定
機　

ナ
ル
カ

故
也
 

〈
一
五
オ
〉 

01
　
釈
論
四
云
大
円
鏡
智
分
明　

ニ

現
前
弱
力
恭
相
根
 

02
　
本
无
明
无　

シ

所
有
一
﹇
云
／
々
﹈　
仏
智
輝
光
之
処　

テ

引
歟
 

03
　
如
来
意
密
事
　
問
意
密
者
何　

ナ
ル

義　
ソ

歟
 

04
　
答
唯
唯
仏
一
人
知　

メ
シ
テ

他
人
不
知
一

仏
意　

ヲ

云
意
密　

ト
一

也
 

05
　
問
不
説
一

現　
ス
ル
ニ

有
何
意
密　

カ
一

歟
答
云
聞　

ハ

対　
ス
レ
ハ

不　
ニ

聞
一

明　
ナ
レ
ト
モ

 

06
　
対　

ス
レ
ハ

見　
ニ

一

猶
疑
識　

ル

識
疑
一

機　
ハ

一
土　

ヲ

不
可
有
一

此
故　

ニ

 

07
　
見　

□
テ

土　
ヲ

一

其
中　

ニ

令　
ム
ト

槙　
ハ

一

極
楽　

ヲ
一

思
食
有　

ル

意
密　

ノ
一

也
 

08
　
如
来　

ノ

説
教　

ニ

有
聖
道
浄
土
之
二
門
一

其
中　

ノ

聖
道
門　

ニ
ハ

 

09
　
従
花
厳
阿
含
之
始
一

説　
テ

之
一

菩
薩
声
聞
得　

レ
ト
モ

二

得
益　

ヲ
一

三
 

10
　
学
无
分
之
不
機
一

不
得
其
益　

ヲ
一

徒　
ニ

勝
廻　

ニ

還　
ナ
ム
ト
ス

 

11
　
仏
深
重
之
大
照
此
機　

ヲ

哀　
フ

処　
ニ

適　
ニ

ヰ
提
致
請
欣　

カ

 

12
　
浄
土　

ヲ
一

故　
ニ

々
開
顕　

サ
ン
ト

浄
土
門　

ヲ
一

思
食　

ス

以
浄
欣　

ヲ
一

攬カ
ヽ
ミ

三
 

13
　
千
界　

ノ

機　
ヲ

一

滅
後
五
濁　

ノ

機　
ヲ

見　
ニ

其　
ノ

一
類
可　

ト

摂
 

14
　
受　

ス
一

照
夫
人　

ニ

撰　
ヒ
テ

説　
カ
ン
ト

思
食　

メ
セ
ル

意
密
也
 

15
　
難
云
仏
之
慈
悲
平
等
也
何
狭　

ニ

重
苦　

ヲ

化　
ス
ル
ヲ

為　
ト

本
意　

ト
一

 



202

16
　
云
歟
　
答
仏　

ノ

慈
悲
平
等　

ナ
ラ
ハ

重
苦　

ヲ

化　
ス
ル
ヲ

本
意　

ス
ル

 

17
　
義
分
明
也
　
欲
比
極
楽
等
事
 

18
　
問
第
六　

ノ

文
段　

ハ

皆
有
光
明　

ニ
テ

也
何
第
七
文
段
之
意　

ヲ

置　
テ

 

19
　
釈　

シ

結　
ス
ル

歟
　
答
是　

ハ

釈　
ス

雖　
ノ

字　
ヲ

一

歟
雖
者
不
尽　

ノ

言
也
 

20
　
何
雖
之
字　

ニ

有
我
今
楽
生
之
意
一

故　
ニ

消　
ス
ル

一
一

也
 

〈
一
五
ウ
〉 

01
　
難
云
此
文　

ニ

有
雖
之
字
一

文
段
未
畢　

ヘ
一

若
爾
者
我
今
楽
生
之
 

02
　
下　

ヲ
モ

第
六
之
文
段　

ト

ス
ヘ
シ
何
開
為　

ル

第
七　

ト
一

歟
答
如　

ク

難
取　

ル

一
 

03
　
文
段　

ニ
一

意　
モ

一

可　
レ
ト
モ

有
一

為　
ニ

分
別　

ル
カ

知
通
別
之
土　

ヲ
一

六
七　

ト

別　
ニ

立　
ル

也
 

04
　
雖
之
字　

ノ

不　
ル
ヨ
リ

尽　
キ

一

見　
レ
ハ

我
今
之
下
モ
一
段　

ト

ス
ヘ
キ
意
有　

レ
ハ

下　
ノ

 

05
　
文　

ヲ

々
段　

ニ

結
帰　

ス
ル

也
 

06
　
故
云
我
今
楽
生
安
楽
国
也
事
　
問
経　

ニ
ハ

挙　
タ
リ

依
正
共　

ニ
一

 

07
　
今
何
限　

テ

依
報　

ニ
一

結　
ス
ル

此　
ヲ

一

歟
　
答
言
略
也
今
不
始
一

処
 

08
　
々
之
釈　

ニ

皆
有
此
例
一

　
問
曰
十
方
等
事
 

09
　
問
此
句
有
疑
一

ヰ
提
之
往
生　

ノ

土　
ヲ

請　
ス
ル

時
現　

ス
ル

処　
ノ

土　
ナ
レ
ハ

光
 

10
　
台
現
国　

ハ

无　
ク

疑
一

化
他
之
土
也
而
問　

ハ

約
自
行
之
土　

ニ
一

難　
ス

歟
 

11
　
不
相
違　

セ
一

歟
平
等
云
此
問　

ハ

同
性
経
之
一
種
之
報
土　

ト

随
 

12
　
願
経
之
十
方
諸
仏
実
无
差
別
之
文　

ノ

心　
ヨ
リ

起　
ル

也
 

13
　
今
云
縦　

ヒ

経　
ニ

有　
ト
モ

文
一

有　
ニ
ハ

難
一

可
難
二

経　
ヲ
モ

一

也
況　

ヤ

同
性
経　

ハ

大　
キ
ニ

分
 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

14
　
別　

ス
ル

浄
土　

ヲ
一

許　
リ

也
有　

ニ
テ
ヲ
ハ

微
細
之
勝
劣
一

不
説
一

之
随
願
経　

ハ

 

15
　
或　

ハ

約　
ス
ヲ
ハ

自
証　

ノ

平
等　

ニ
モ一

或　
ハ

往
生　

ノ

无　
キ
ヲ
モ

別
一

説　
ヲ
ハ

難
定　

メ
一

事
也
至　

テ
ハ

 

16
　
今
釈　

ニ
一

分
明　

ニ

自
証
□
功
徳　

ノ

一　
ナ
ル
ヲ

以　
テ

化
他
之
土　

ニ

无　
シ
ト

差
別
一

 

17
　
難
□
尚　

ヲ

難
思
一

事
也
可
答
二

之　
ヲ

一

撰　
ハ

問　
ハ

従
外
起　

ル
ト

 

18
　
云　

ヒ
テ

不
分
別　

セ
二

自
行
化
他　

ヲ
一

仏
之
功
徳　

ハ

一　
ナ
レ
ハ

浄
土　

ニ

不
四

可
三

有
二

 

19
　
優
劣
一

難
益　

ヲ

待
也
例　

ハ

如
禁
父
縁　

ニ

父　
ノ

王
請　

ル
ヲ

八
戒　

ヲ

 

20
　
如
来
之
戒
法
无
量
也
何
父
王
請
八
一

不
請
余　

ヲ
一

戒　
ハ

外
戒　

ナ
ル
カ

 

21
　
也
彼　

レ
モ

八
戒　

ノ

功
能　

ヲ

答　
サ
セ
ン

許　
ノ

□
也
 

〈
一
六
オ
〉 

01
　
答
曰
仏
是
法
王
等
事
　
問
仏
是
法
者
釈
迦
歟
 

02
　
諸
仏
歟
答
可
通
二

釈
迦
諸
仏　

ニ
一

也
従
仏
是
一

至　
テ
ハ

所
知　

ニ
一

釈
 

03
　
迦
及　

ヒ

十
方
仏　

ニ

可
通　

ス
一

也
隠
顕
随
機
望
存
化
益
者
 

04
　
所
現
之
仏
土
之
教
主　

ノ

相
或
可
之
下　

ハ

釈
迦
之
因　

ヲ

現　
ス
ル

相
也
 

05
　
望
存
化
益　

ハ

指
本
質
之
浄
土　

ヲ
一

下　
ハ

指
影
現
之
浄
土　

ヲ
一

也
 

06
　
難
云
今　

ハ

釈
迦
所
現
之
土　

ノ

優
劣
也
何
本
質　

マ
テ
ヲ

問
答　

ス
ル

歟
 

07
　
答
見　

テ

影
像　

ヲ
一

比
知　

ス
ル
カ

本
質　

ヲ
一

故
也
何
況　

ヤ

ヰ
提　

カ

同
□　

ヘ
リ

 

08
　
本
質
之
浄
土　

ヲ
一

故　
ニ

本
質
影
像
共　

ニ

可
　┃明┃
　┃問
答　

ス
一

也
 

09
　
我
今
楽
生
ミ
タ
事
　
問
夫
人
光
台
現
国
之
時
 

10
　
可
見　

ル
二

依
正
共　

ニ
一

歟
見　

ト

云　
ハ
ヽ

当
文　

ニ

現　
ス
ト

仏
国　

ヲ
一

云　
テ

現　
ス
ト

正
報　

ヲ
一

不
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11
　
云　

ハ
一

得
益
分　

ニ

得
見
極
楽
等　

ト

説　
ク
ヲ
ハ

属　
シ

光
台　

ノ

釈　
ニ

一

見　
ヲ
ハ

 

12
　
ミ
タ
等　

ヲ
一

釈　
セ
リ

第
七
観　

ト

々
々
々
之
文
処シ

ヨ

之
釈　

ニ
ハ

序
臨
浄
国
 

13
　
喜
歎
等
之
文
此
等
之
経
文
釈
不　

ト

見
二

正
報　

ヲ
一

聞　
ヘ
ヲ
リ

若
不
見
一

 

14
　
云　

ハ
ヽ

見
土　

ヲ
一

之
時
何
不　

ハ

見
正
報　

ヲ
一

歟
故
ヰ
提
見　

テ

土　
ヲ

一

撰　
フ

言　
ハ
ニ
ハ

 

15
　
挙　

タ
リ

依
正
共　

ニ
一

加
之
禁
父
縁
之
釈　

ニ
ハ　┃土　
ヲ┃

一┃
撰　

フ┃
言　

ハ
ニ
ハ　

┃
┃┃
光
遍
為
台
 

16
　
影
現
霊
儀　

ス

霊
儀
之
言　

ハ

処
々　

ニ

属　
セ
リ

正
報　

ニ
一

如
何
 

17
　
答
経
文
現　

ト

国　
ヲ

一

云　
テ

不
説
現　

ス
ト
ハ

正
受　

ヲ
一

処
々　

ノ

釈
如
一
┃□┃
　┃ 

18
　
偏
之
難　

ノ
一

是
判
現
依　

ヲ
一

不　
ル

現
正　

ヲ
一

事　
ハ

為
┃顕┃┃
我
広
説
 

19
　
无
優
悩
処
請
答　

ル

故
也
但
至
我
今
楽
生
等
之
 

20
　
文　

ニ
一

此
時
夫
人
縦　

ヒ

見　
ル
ト
モ

不
可
知
一

極
楽　

ト
モ一

況　
ヤ

不　
ル

見
一

ア
ミ
 

21
　
タ
ヲ
ヤ
今
文　

ハ

経
後
序
之
意
也
至　

ハ

影
現
霊
儀
之
釈　

ニ
一

 

〈
一
六
ウ
〉 

01
　
依
報　

ヲ
モ

云　
ハ
ン
ニ

霊
儀　

ト
一

有　
ル

何　
ノ

妨　
カ

一

但　
シ

見　
ハ

依　
ヲ

一

可　
ト
云

見
正
一

至　
テ
ハ

難
 

02
　
優
婆
塞
戒
也ナ

リ

縦
一
処
也　

ト
モ

仏　
ノ

現　
シ

給　
ヲ

見
不　

ヲ
ハ

現
給　

ハ
一

 

03
　
不
可
見
一

也
法
花
記
釈
放
光
瑞　

ヲ
一

云
大
術　

ハ

在　
リ

於
世
尊　

ニ
一

 

04
　
見　

ル

者　
ノ

非
其　

ノ

境
界　

ニ
一

然　
モ

今
釈　

セ
シ
ム
ル

意　
ハ

本
　　メ為　

ナ
リ

証　
ム
カ二

同　
ヲ

一

所
二

放
一

光
 

05
　
明　

ハ

為　
ナ
リ

成　
ム
カ二

一
実　

ヲ
一
﹇
已
上
﹈　
光
台
之
四
土
事
 

06

問
光
中
之
四
土
之
中　

ニ

可
摂　

ス
二

極
楽
一

歟
答
【
元
照
】
大
智
律

師　
ハ

 

07
　
不　

ト

摂
一

釈　
セ
リ

如
湛
源
浄
等　

ハ

摂　
セ
リ

四
土　

ヲ
一

摂　
ス
ト

云　
ニ

付　
テ

有
三
義
一

 

08
　
浄
土
私
記
云
純
是
蓮
花
者
是
西
方
蓮
花
輪
 

09

世
界
也
仏　

ヲ

名
ア
ミ
タ　

ト
一
﹇
已
上
﹈　【
源
清
釈
】
顕
要
記
云
大

本
第
 

10
　
卅
一
願
云
我
成
仏
国
土
光
明
徹
照　

セ
ン

諸
仏
世
界
如　

ク
ナ
ラ
ハ

 

11

鏡　
ニ

現　
セ
ル二

像カ
タ
チ
ヲ

一

即
当　

ル

玻
瓈
鏡　

ニ
一

也
﹇
已
上
﹈　
浄
業
記
【
如
湛

釈
】
云
 

12
　
七
宝
合
成
是
安
養
相
﹇
已
上
﹈
約　

ル
ニ

文　
ニ

一

極
楽　

ハ

七
宝　

ノ

浄
土
也
 

13
　
約　

ル
ニ

義　
ニ

一

所
撰　

フ
一

浄
土
可
挙
二

始　
ニ

一

此
師　

ハ

得　
タ
ル
カ

理　
ハ

一

約
□
 

14
　
時
引　

カ

勢
至
観
之
七
宝
国
土
一
時
動
揺
之
文　

ニ
一

違
 

15
　
釈　

ナ
ル

也
　
大
智
疏
云
七
宝
成
者
言　

フ

其　
ノ

尊
貴　

ヲ
一

純
 

16
　
蓮
花　

ト

者
言　

フ

其　
ノ

潔
浄　

ヲ
一

如
天
宮　

ト

者
言　

フ

其　
ノ

快
 

17
　
楽　

ヲ
一

頗
梨
鏡
者
言　

ナ
リ

其
明
　ミカ

ク
瑩ケ

イ
ヲ

若
論　

セ
ハ

諸
土　

ヲ
一

荘
厳
 

18
　
極　

テ

衆　
□

経
文　

ハ

従
随
簡　

カ
ン
ニ

各　
ノ

挙　
ル
コ
ト
ハ

一
相　

ヲ
一

欲　
ナ
リ

彰　
ハ
サ
ム
ト

三

極
楽
具　

サ
ニ

 

19

兼
二

　
タ
ル
コ
ト
ヲ

諸
美　

ヲ
一

令　
テ

ヰ
提　

ニ

見　
セ

一

即
示　

ス

放
光
現
土
之
益　

ヲ
一
﹇
已
上
﹈ 

20
　
増
上
縁
因
者
不
取
正
覚　

ヲ
一

也
四
十
八
願　

コ
ト
ニ

有
不
取
正
 

21
　
覚
一

是
増
上
縁
因
也
意　

ハ

余
仏　

ノ

願　
ノ

中　
ニ

无　
キ
カ

此
言
一
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〈
一
七
オ
〉 

01
　
故　

ニ

対
今
願　

ニ

不
取
正
覚　

ト

云　
カ

鄭　
テ

重　
ナ
レ
ハ

釈
増
上
 

02
　
之
勝
因　

ト
一

也
　
ミ
タ
本
国
四
十
八
願
事
 

03
　
問
ヰ
提
光
台
現
国
之
時
四
十
八
願
所
成
之
極
楽　

ト

知
歟
 

04
　
答
不
爾
　
難
云
若
爾
者
今
釈
如
何
答
云
極
楽　

ト

 

05
　
名　

ヲ

以
正
宗
之
意　

ヲ
一

釈　
ル

也
今
釈
全　

ク

不
釈シ

ヤ
ク二

知　
ル

宗　
ヲ

一

例
如
 

06
　
天
台　

ノ

釈　
シ

法
花　

ヲ
一

給　
ニ

従
序
品
一

以　
テ

因
縁
約
教
本
迹
 

07
　
観
心
之
四
種
之
釈　

ヲ
一

々　
セ
リ

経
文　

ヲ
一

サ
レ
ハ
ト
テ
時
之
衆
従
 

08
　
序
品
一

知　
ト
ヤ

本
迹　

ヲ
一

云
又
迹
門
十
四
品　

ニ

立　
ル
モ

本
迹　

ヲ
一

同
事
也
 

09
　
或　

ハ

体
用
之
本
迹　

ト
モ

云
或
下
文
顕
已
通
得
引
用　

ト
テ

 

10
　
従
本
一

見　
レ
ハ

皆
有　

ル

已
今
之
本
迹　

ニ
テ一

也
其　

レ
カ

様　
ニ

有
序
 

11
　
分　

ニ
一

極
楽　

ナ
レ
ト
モ

従
正
宗
一

見　
レ
ハ

法
蔵
比
丘
願
力
所
成　

ノ

土　
ト

 

12
　
釈　

ル
ニ
テ
コ
ソ

ア
レ
ヰ
提
之
知　

レ
ハ

何　
ク
ニ

釈　
シ

タ
ル
ヲ
不　

ト
コ
ソ

知
一

釈　
ル

歟
 

13
　
問
不　

ト
ハ

知
一

何
釈
歟
　
答
釈
致
使
如
来
密
遣
夫
人
別
選
之
 

14
　
釈
也
如
来　

ハ

四
十
八
願　

ノ

土　
ト

照
夫
人　

ニ
ハ

ソ
コ
ヲ
隠
只
 

15
　
精
花　

ナ
リ
ト

令
選
一

給
是　

ヲ

云
密　

ト
一

也
意　

ハ

仏
之
密
意　

ヲ

ヰ
提　

ノ

不　
ヲ

知
一

 

16
　
云
密　

ト
一

也
若
密　

ヲ

付　
ケ
ハ

ヰ
提　

ニ
一

如
来
別
遣
夫
人
密
選　

ト
コ
ソ

 

17
　
可　

ケ
レ

釈
一

　
因
行
果
報
事
 

18
　
勝
因
者
五
劫
思
惟
之
四
十
八
願
勝
行
者
兆
載
永
劫
之
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19
　
六
度
万
行
勝
果
者
十
地
之
分
果
勝
報
者
妙
覚　

ノ

 

20
　
上
報
身
　
勝
報
極
果
之
前
後
事
実　

ニ
ハ

同
 

21
　
時　

ナ
ル
ヲ

説
必
次
第
勝
報　

ヲ

置　
キ

上　
ニ

一

極
楽　

ヲ

置　
ク

下
一

也
 

〈
一
七
ウ
〉 

01
　
四
十
八
願　

ハ

同
時　

ニ

成
也
摂
法
身
之
願
成　

シ
ヌ
レ
ハ

成　
ス

勝
報　

ヲ
一

摂
 

02
　
浄
土
之
願
成　

ヌ
レ
ハ

成　
ス

極
楽　

ヲ
一

故　
ニ

无
前
後
也
 

03
　
悲
化
智
恵
之
前
後
事
　
実　

ニ
ハ

同
時
也
如
先
一

説
必
 

04
　
次
第　

□
□

也
　
智
恵
者
照　

ス

衆
生
受
苦　

ヲ
一

智
可
座
衆
生　

ヲ
一

 

05
　
方
便
之
智
也
　
悲
化
者
正
抜　

□
ト

苦　
ヲ

一

思
心
也
先
見　

テ

苦　
ヲ

 

06
　
抜　

カ
ン
ト
ス
ル
ハ

智　
ハ

先　
キ

悲　
ハ

後
也
抜　

ム
ト

苦　
ヲ

一

思　
テ

廻　
ラ
ス
ハ

方
便　

ヲ

悲　
ハ

先
□　

ハ

後
也
 

07
　
カ
ク
云　

ハ

一
往
也
実　

ニ
ハ

非
智
同
因
也
世
界
悉
旦
之
日　

ハ

悲
 

08
　
智
前
後　

ス
レ
ト
モ

仏
之
自
説　

ニ
ハ

同
時
也
智
者
後
得（

19
）智
也
 

09
　
甘
露
事
　
甘
露
者
不
死
薬
也
譬　

フ

常
住
之
涅
槃
一

極
 

10
　
楽　

ハ

甘
露　

ノ

門　
ナ
レ
ハ

云
広
開
甘
露　

ト
一

也
　
法
潤
事
 

11
　
如
来
因
行
果
報　

カ

三
界
之
火
宅　

ヲ

増　
ス
カ

故　
ニ

云
法
潤　

ト
一

也
 

12
　
有
此
因
縁
事
　
是　

ハ

指
先
来
之
釈　

ヲ
一

也
カ
ヽ
ル
道
理　

ニ
テ

今
 

13
　
経　

モ

令　
ル

寄
極
楽　

ヲ
一

也
　
四
種
荘
厳
事
　
是　

ハ

云
通
依
 

14
　
報
別
依
報
通
正
報
別
正
報　

ヲ
一

也
　
励
已
注
心
者
精
 

15
　
勇
猛　

ナ
ル
ト

云
也
┃
此┃
間┃
中┃
絶┃
也┃
┃
有
摂
四
恵
者
生
得
恵
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16

聞
恵
思
恵
修
恵
也
生
得
恵
者
倶
舎
云
生
便
得
故
﹇
已
上
﹈

婆┃
娑┃
云┃┃
 

17
　
婆
娑
云
若
於
三
蔵
十
二
分
教
受
持
読
誦
究
竟
通
別
 

18
　
是
生
得
恵
﹇
已
上
﹈
倶
舎
約　

シ

始　
ニ

一

婆
娑　

ハ

約　
ル

終　
ニ

一

也
生
得
之
恵　

ハ

 

19
　
有
浅
深
故
也
　
聞
恵
者
聞
所
成
恵　

ヲ
一

也
聞　

ハ

即
非　

ト
□
リ

恵
一

 

20
　
思
恵
者
思
惟
所
得
之
恵
也
謂
依　

テ

聞
恵　

ニ
一

思
惟
所
 

21

得
一

恵
也
　
已
上
三
恵　

ハ

欲
界
也
第
四
之
修
恵　

ハ

実
□
也
上
界

也
 

22
　
正
相　

ニ
ハ

聞
恵　

ハ

縁　
ト
シ

文　
ヲ

四
恵　

ハ

訓　
シ

文
義　

ヲ
一

修
恵　

ハ

結　
ル

義　
ヲ

一

 

〈
一
八
オ
〉 

01
　
問
今　

ノ

思
惟　

ヲ

聞
思　

ノ

位
也　

ト

云　
ハ
ヽ

聞
思　

ハ

散
心
也
思
惟
可　

ヘ
シ

 

02
　
散
心　

ナ
ル一

返　
テ

諸
師
之
義　

ニ

当　
ル

今
家
何　

ソ

独　
リ

釈　
シ

散
善　

ト

給
歟
 

03
　
答
云
聞
思　

ハ

散
心　

ナ
レ
ト
モ

修
定
之
人　

ノ

先
方
便　

ニ

所
得
一

之
故　

ニ

 

04
　
可
属
定
善　

ニ
一

善
導　

モ

正　
キ

定　
ト
ハ

不
給　

ハ

釈
定
先
方
便　

ト

云　
ノ

 

05
　
意
顕
也
但
散
善　

ニ
モ

有
思
惟　

ト

云
事
一

四
恵　

ノ

中　
ノ

 

06
　
思
恵　

ニ
ハ

非　
ス

相
似
之
思
惟
也
　
法
花
勧
発
品
云
其
人
若
 

07
　
座
思
惟
此
経
﹇
已
上
﹈　
釈
云
散
心
誦
法
花
不
入
禅
三
昧
 

08

坐
立
行
一
心
念
法
花
聞
思
﹇
已
上
﹈　
問
思
惟
正
受
之
依

地
 

09
　
如
何
　
答
思
惟　

ハ

欲
界
極
楽
聞
思
之
位
也
修
恵　

ハ

通　
ス

 

10
　
八
□　

ニ
一

謂　
ク

四
禅
四
空
也
　
問
今　

ノ

正
受
言
何　

レ
ノ

地　
ヲ

以　
カ

 

11

為　
ル

依
地　

ト
一

歟
　
答
【
初
禅
近
分
之
修
因
也
】
未
至
中
間
四
根

本
定　

ニ

通　
ス

ヘ
キ
也
 

12
　
但　

シ

多
分　

ハ

未
至
地　

ヲ

可
為
二

依
地　

ト
一

也
定　

ノ

始　
ナ
ル
カ

故
也
 

13
　
定　

ニ

有
美
浄
无
漏
之
三
楽
至
二

美
禅
者
得　

テ

禅
楽
也
定　

ヲ
一

当
 

14
　
地　

ニ

着　
ヲ

ナ
ス
也
不
得
支
林
之
荘
厳　

ヲ
一

浄
禅
者
当
地　

ニ

不
為　

ヰ
二

 

15
　
着　

ヲ
一

具　
ニ

支
林
断
惑　

ス
ル

也
　
已
上
美　

ト

与　
ノ

浄
一

二　
ハ

有
漏
也
无
漏
禅
 

16
　
者
客
人　

ノ

宅　
ニ

住　
ス
ル
カ

如
无
漏　

ハ

非　
レ
ト
モ

界
繋　

ニ
一

而　
モ

定
地　

ヲ

依
 

17
　
地　

ト

発　
ス
ル

无
漏
定　

ヲ
一

也
総
是　

ニ

有
十
九
一

□
八
根
本
八
近
分
 

18
　
中
間
禅
无
想
定
滅
尽
定
也
此
中　

ニ

未
至
中
間
四
根
本
 

19
　
ト
三
无
色
之
根
本
定
此　

ノ

九
地　

ハ

通　
ス

有
漏
无
漏　

ニ
一

除　
テ

初
 

20
　
禅
之
近
分　

ヲ
一

七
近
分　

ト

与
悲
想
定
一

无
想
定　

ト

滅
尽
定　

ト
ノ

 

21
　
十　

ハ

唯
有
漏
定
也
　
問
十
三
観
之
定　

ハ

有
漏
定
歟
 

22
　
无
漏
定
歟
　
答
有
漏
定
也
凡
夫
之
定
ナ
ル
カ
故　

ニ

聖
人
 

〈
一
八
ウ
〉 

01
　
有
漏
定　

ニ

入　
コ
ト
ハ

有　
レ
ト
モ

凡
夫
之
无
漏
定　

ニ

入
事　

ハ

无
也
 

02
　
問
所
観
之
境
天
□
者
也
能
観
之
定
何
有
漏　

ナ
ラ
ハ

歟
誰
知　

ル

 

03
　
无
漏
定　

ニ
モ

有　
ラ
ハ

又
首
楞
ハ
定　

ナ
ル

ヘ
シ
如
何
　
答
以　

テ

有
漏
心　

ヲ
一
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04
　
解　

ル

无
漏
之
境　

ヲ
一

也
行
成
之
位　

ニ

見　
ル

无
漏
之
境　

ヲ
一

事　
ハ

依
願
 

05
　
力　

ニ
一

也
又
首
楞
厳
定
者
住　

ス
ル

真
如　

ニ
一

定
也
観　

セ
ン
ニ

有
相
之
土
 

06
　
者
可
用
□
定　

ヲ
一

十
三（

20
）観
之
依
地
群
疑
論
可　

シ

見　
ル

之
一

 

07
　
散
善
顕
行
縁
処
　
五
色
之
事
　
倶
舎
唯
識　

ニ
ハ

 

08
　
説　

テ

四
色　

ヲ
一

黄
色　

ヲ

摂　
ス

青
色　

ニ
一

自
余
之
宗　

ハ

立
五
色　

ヲ
一

也
 

09
　
散
善
顕
行
縁
事
　
問
散
善
顕
行
縁
者
点
并　

ニ

 

10
　
義
如
何
答
散
善　

ニ

顕　
ス
ト
モ

行　
ヲ

一

読　
テ
ハ

散
善　

ニ

顕　
ト
モ

行　
ヲ

一

読　
テ
ハ

 

11
　
上
読　

ヲ
ハ

散
善　

コ
ソ
ハ

行　
ニ
テ

有
別　

ニ

散
善　

ニ

顕　
ト
ハ

行　
ヲ

一

不　
ト

可
云
一

難　
ス

 

12
　
剰　

ヘ

就　
テ

此
難　

ニ
一

転
計
顕
行
者
通　

ト

定
散　

ニ
一

云
義　

ヲ

存　
ル

□
 

13
　
有
人　

ハ

僻
義
也
当
縁
之
始　

ニ

許
説　

ス
ル
ハ

定
善　

ヲ
一

欣
浄
縁　

ニ

欣　
イ
テ

 

14
　
許
説　

ス
ル

許　
リ

也
非
顕
行
之
体　

ニ
ハ一

思
令
未
来
之
下　

コ
ソ

顕
行　

ノ

 

15

体　
ニ
テ
ハ

有　
レ

サ
レ
ハ
釈　

ニ
ハ

当
修
三
福
者
総
標
行
門　

ト
﹇
已
上
﹈
可

思
之
一

 

16
　
但　

シ

散
善　

モ

顕
行　

モ

共　
ニ

三
福　

ナ
ラ
ハ

散
善
即
顕
行
也
何
散
善　

ニ

 

17
　
顕　

ト

行　
ヲ

一

云　
ハ
ン

ヤ　
ト

云
難　

ヲ

会　
セ
ハ

是　
ハ

総
別　

ノ

異
也
意　

ハ

散
善
之
中　

ニ

 

18
　
顕　

サ
ン
ト

三
福
之
行　

ヲ
一

云
事
也
散
善　

ハ

総
顕
行　

ハ

別
也
 

19
　
有
云
散
善　

ハ

広　
シ

聖
道
浄
土
人
天
之
業　

ニ

通　
ス
ル
カ

故　
ニ

顕
行　

ハ

 

20
　
狭　

シ

限　
テ

浄
土
之
行　

ナ
ル
カ

故　
ニ

々　
ニ

寛　
ノ

散
善
之
中　

ヨ
リ

別
顕　

カ

 

21
　
浄
土　

ノ

行　
ヲ

一

故　
ニ

散
善　

ニ

顕　
ト

行　
ヲ

一

云
也
此
義
何　

ニ
テ
モ

有　
ナ
ル

就　
テ

次　
ノ
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22
　
□
□　

ニ
一

文
章　

ニ

違　
ト

云
難
有　

リ

是　
ハ

不
知
一

策
体　

ヲ
一

也
申
取
 

〈
一
九
オ
〉 

01
　
有
文
章　

ノ
一

也
 文
集　

ニ
ハ

相　
ノ

備　
ハ
テ
ト

位　
ヲ

一

云
有
善
一
﹇
云
／
々
﹈ 

02
　
口
光
不
照
﹇
乃
至
﹈
王
頂
事
　
問
夫
人　

ノ

頂　
ヲ

可　
シ

照
一

微
咲
之
 

03
　
本
意
夫
人
之
請　

ヲ

許　
シ

給　
カ

故　
ニ

何
夫
人
之
感
応　

ハ

及　
ノ

父
 

04
　
王　

ニ
一

歟
　
答
仏
知　

シ

食　
□
□
ト

夫
人
之
意　

ヲ
一

故　
ニ

王
又
自
本
一

帰　
ス
ル

 

05
　
仏　

ニ
一

心
有　

カ

故　
ニ

因
縁
和
合
先
益　

ル

父
王　

ヲ
一

也
父
王　

ノ

□
心　

ヲ

 

06
　
為　

シ

縁　
ト

一

ヰ
提
之
請　

ヲ

為　
ス
カ

因　
ト

一

故　
ニ

因
縁
和
合　

ス
ル

也
 

07
　
問
父
王　

ハ

請
目
連　

ヲ
一

夫
人　

ハ

請　
ス

阿
難　

ヲ
一

何
ヰ
提
之
 

08
　
請　

ニ
ハ

如
来
入　

リ

給
歟
　
答
王　

ハ

受　
テ

戒　
ヲ

一

命
絶　

ス

利
益
狭　

シ

 

09
　
夫
人　

ハ

欣
浄
土　

ヲ
一

利
益
寛　

シ

故　
ニ

仏
自　

ラ

来　
リ

給
歟
 

10
　
随
身
出
所
必
皆
有
益
事
　
問
何
无　

キ

天
道
一

歟
 

11
　
答
可
略　

ナ
ル一

或　
ハ

合　
ル

人
歟
九
品
義　

ニ
ハ

足
下
地
獄
脛ハ

キ

畜
生
 

12
　
股モ

ヽ

鬼
道
臍ホ

ソ

人
道
胸ム

ネ

天
道
口
声
聞
眉
間
縁
覚
 

13
　
頂
菩
薩　

ト

釈　
セ
リ

此
等　

ハ

智
論　

ニ

有
異
本
一

故　
ニ

其
文
異　

ル

歟
 

14
　
心
眼
得
開
事
　
問
父
王
見　

ル

光
照　

ヲ
一

時　
ハ

眼
見
歟
心
 

15
　
眼
歟
　
答
経　

ニ

既　
ニ

云
心
眼
无
障　

ト
一

非　
ス

眼
見　

ニ
ハ一

歟
　
難
云
心
 

16
　
眼
之
見
也　

ト

云　
ハ
ヽ

仏
微
咲
之
口　

ヨ
リ

放　
テ

五
色
光　

ヲ
一

給　
ヘ
リ

既　
ニ

是
 

17
　
色
光
也
可
眼
見　

ナ
ル一

若
爾　

ト

云　
ハ
ヽ

経　
ニ

云
心
眼
无
障
遥
見
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18
　
世
尊　

ト
一

如
何
答
見　

ル

光　
ヲ

一

事　
ハ

眼
見　

ナ
レ
ト
モ

依
見　

ル

光　
ヲ

一

之
功
徳
 

19
　
三
昧
開
発
﹇
之
﹈
心
眼
開　

テ

深
宮
之
内　

ニ

在　
ス

世
尊　

ヲ

奉　
シ

 

20
　
見
一

事　
カ

心
眼　

ニ
テ

有
也
　
大
智
律
師
云
有　

テ

五
色　

ノ

光
従
 

21
　
口
一

而
出　

テ

光　
リ

照　
ス
コ
ト
ハ

王　
ノ

頂　
ヲ

一

仏
力
加
被
令　

メ
ン
ト
ナ
リ

増　
セ

一

道
果　

ヲ
一

蒙　
リ

 

〈
一
九
ウ
〉 

01
　
光　

ヲ
一

見　
テ

仏　
ヲ

一

深　
ク

悟
无
常　

ヲ
一

発　
シ

智　
ヲ

一

断
惑　

ヲ
一

遂　
ニ

証
 

02
　
三
果　

ヲ
一
﹇
已
上
﹈　
問
父
王
此
経　

ヲ

聞　
ト

可
云
歟
 

03
　
答
道
理　

ハ

可
聞
二

此
経　

ヲ
一

也
　
難　

ニ

云
若
聞　

ト

云　
ハ
ヽ

経
之
中　

ニ

不
 

04
　
説
一

况　
ヤ

得
益
分
之
中　

ニ

挙　
ケ

夫
人
侍
女
之
得
益　

ヲ
一

 

05
　
及
釈
□
之
諸
天
之
益　

ニ
テ
ヲ

説　
ク
ト

云　
ヘ
ト
モ

不
挙
二

父
王
之
益　

ヲ
一

 

06
　
知　

ヌ

聞
経
得
益
之
人　

ニ

非　
ト

云
事　

ヲ

若
依
之
一

爾
云
者
 

07
　
顕
行
縁
之
始　

ニ

見　
タ
テ
ニ
テ

仏　
ヲ

一

之
後
得　

タ
リ

果
証　

ヲ
一

若
爾
者
一
会
之
 

08
　
終
或
不
見
聞　

セ
二

之　
ヲ

一

歟
　
答
見　

ル
ハ

微
咲
之
光
瑞　

ヲ

可　
キ

 

09
　
聞
二

仏
説　

ヲ
一

機
也
尤　

モ

可
聞
一
経　

ヲ
一

也
但
不　

ル

挙
二

得
益
分　

ニ
一

 

10
　
事
不
待（

21
）具
縛　

ヲ
一

命
終　

□
□

歟
　
元
照
疏
云
拠　

ラ
ハ

此　
ニ

一

頻
 

11
　
婆
見　

テ

仏　
ヲ

一

得　
テ

果　
ヲ

一

応　
シ

三

与
夫
人
一

同
聞　

ク
二

観
法　

ヲ
一

後　
ノ

結
 

12
　
益　

ノ

中　
ニ

但
　ノフ叙　

セ
リ

ヰ
提　

ト

五
百
侍
女　

ト
ヲ一

乃　
チ

知　
ヌ

頻
婆　

ハ

証
 

13
　
果　

ヲ
一

即
帰　

ス

滅　
ニ

一
﹇
矣
﹈　
又
云
父
王
不
聞
二

此
経　

ヲ
一

歟
 

14
　
但　

シ

至　
テ
ハ

同
聞
観
法
之
釈　

ニ
一

定
有
之
釈
歟
 

15
　
父
王
聞　

キ

観
経　

ヲ
一

不　
ハ

聞
一

難
定
一

事
也
王
之
命
延
難
知
一

故　
ニ

 

16
　
仏
化
儀
難
知
故
也
王
之
命
延
縦
短　

ク
ト
モ

始　
ヲ
ハ

可
聞
一

也
 

17
　
但
仏
之
化
儀　

ノ

難
知
一

也
元
照　

ノ

釈　
ハ

一
定
数　

ノ

始　
ヲ
ハ

可
聞
一

也
 

18
　
思　

ヘ
シ

釈
之
所　

ヲ
ハ

无　
キ

二

結
益　

ニ
一

会　
ス
レ
ト
モ

応
聞
観
法
之
道
理　

ヲ

 

19
　
非　

ス
ル

釈　
ハ

无　
キ

也
□
聞
不
聞
定　

ス

カ
タ
ケ
シ
定　

ト

カ
タ
カ
ラ　

ト

□
 

20
　
供　

テ

経
文　

ニ
一

不　
ト

聞
一

可
云
也
是　

モ

一
往
也
 

21
　
障
隔
雖
多
者
　カキ墻シ

ヤ
ウ

　カヘ壁シ
ヤ
ウ

等
也
 

〈
二
〇
オ
〉 

01
　
超
証
第
三
果
事
　
問
超
証
者
次
第
証
超
越
証
 

02
　
之
中　

ノ

超
越
証　

ト

云
歟
又
阿
那
含
者
何　

ノ

位
歟
 

03
　
答
阿
那
含
者
今
師　

ハ

第
三
之
果　

ト

釈　
シ

給　
ヘ
リ

天
台
等
同
之　

ニ
一

 

04
　
龍
興　

ハ

有
人　

ノ

義　
ヲ

出　
ス
ニ

有
三
義
一

一　
ハ

阿
那
含
向　

ニ
テ

非　
ス

果　
ニ

一

 

05
　
娑
婆
影
堅
王
目
連　

ノ

多
聞
空
之
説　

ク
ヲ

微
妙
之
食　

ヲ
一

 

06
　
聞　

テ

捨　
テ
ヽ

命　
ヲ

一

生　
テ

彼　
ノ

天　
ニ

為　
テ

太
□　

ト
一

名　
ク

最
勝
尊　

ト
一

造
 

07
　
蔵
功
徳
経　

ニ
モ

生　
ト

天　
ニ

一

云　
ヘ
リ

明
知　

ヌ

非　
ス

果　
ニ

一

二　
ハ

生
天
之
後
 

08
　
作　

ス

第
三
果　

ト
一

二
生
合
説　

ス
カ

故　
ニ

名　
ク

阿
那
含　

ト
一

三　
ハ

阿
那
 

09
　
含
者
阿
之
字　

ハ

□
筆
之
誤　

リ

也
可
云
那
含　

ト
一

如　
シ

涅
槃
 

10
　
経　

ニ

説　
カ

一

受
身　

ヲ

名
那
含　

ト
一

不
受
身　

ヲ

名
阿
那
含　

ト
一
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11
　
問
師
子
月
本
生（

22
）経
云
父
王
成　

ス
ト

阿
那
含　

ヲ
一

云　
ヘ
リ

如
何
答
一
 

12
　
有　

ラ
ン

誤　
リ

一

多　
ノ

誤　
リ

何　
ソ

疑　
ハ
ン

　
仏
地
論
云
諸
経
之
中　

ニ

二
向　

ヲ

名
 

13
　
為
含　

ト
一

无　
シ

証
一

只
是
経
教
之
異
説
也
今
経　

ニ

不
説
三

之
二

 

14
　
欲
界　

ニ
一

故　
ニ

不
可
難
二

那
含
果　

ヲ
一

娑
婆　

ニ

不
可
証　

ス

那
 

15
　
含
果　

ヲ
一

欲
界　

ニ

生　
コ
ト
ヲ

不
可
難
一

 

16
　
又
須
達　

ト

与
優
婆
毱
多
一

先
生
第
三
果
之
人
也
 

17
　
皆
生
欲
界　

ニ
一

啻　
タ

非
難　

ニ
一

許　
サ
ス

断
請
受
生　

ヲ
一

小
乗　

ニ
コ
ソ

 

18
　
不
還
果
生　

ス
ト
ハ

欲
界　

ニ
一

者
大
乗　

ニ
ハ

断
請
受
生　

ヲ

許　
ス
カ

故
也
 

19

問
超
証
者
父
王
超
証
之
人　

ト

云
歟
　
答
﹇
云
／
々
﹈　
難
云

超
彼
 

20
　
証
者
凡
地　

ニ

以　
テ

有
漏
智　

ヲ
一

欲
界
之
六
品
九
品
之
思　

ヲ

 

21
　
断
後
入　

ス

見
道　

ニ
一

之
時
六
品
断　

ノ

者　
ハ

超　
テ

初
果　

ヲ
一

証
第
 

22
　
二
果　

ヲ
一

九
品
断
塵　

ヲ
ハ

超　
テ

初
二
果　

ヲ
一

証　
ス
ル
ニ

第
三
果　

ヲ
一

名　
タ
リ

 

〈
二
〇
ウ
〉 

01
　
而　

ヲ

父
王　

ハ

本　
ト

初
果
之
聖
人
也
何
有　

ラ
ム

超
越
之
義
一

若
 

02
　
爾　

ト

云　
ハ
ヽ

経　
ニ
ハ

云
自
然
増
進
成
阿
那
含　

ト
一

釈　
ニ
ハ

云　
ヘ
リ

超
証
第
 

03
　
三
果　

ト
一

之
可
云　

ナ
ル

二

超
越
証　

ト
一

如
何
答
倶
舎
娑
婆　

ニ
ハ

如
難　

ノ
一

 

04
　
超　

ハ

初
果　

ヲ
一

超　
ヲ

初
二
果　

ヲ
一

二
超　

ヲ

立　
テ
ヽ

不
許　

サ
二

聖
後
超　

ヲ

 

05
　
天
台
之
止
観　

ノ

如　
ク
ハ

立　
タ
リ

四
種
之
超　

ヲ
一

一　
ハ

　
﹇
◯
宗
要　

ノ

文
集
可
見
﹈ 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

06

弘
決
云
如
神
通
等
﹇
已
上
﹈　
今
釈
可
同　

カ
ル二

之　
ニ

一

歟
然
大
師

所
用
 

07
　
豈
順
旧
婆
娑　

ナ
レ
ハ

ヨ
ク　

〳
〵

可
諶カ

ウ

旧
婆
娑　

ヲ
一

也
 

08
　
又
有
人
実　

ニ
ハ

止
観　

ニ

本
断
超　

ヲ

超　
ト

思　
ハ
ル

也
後　

ノ

三　
ハ

速
 

09
　
疾　

ナ
ル

辺　
ヲ

且　
ク

名　
ト

一

非
実　

ノ

超　
ニ
ハ一

為　
ニ

顕　
サ
ン
カ

二

此
意　

ヲ
一

妙
楽　

ハ

釈　
シ

如
 

10
　
神
通
人
等　

ト
一

給　
ヘ
リ

　
□
離
欲
念
之
者　

ノ

二
 

11
　
果
超　

ヲ

全
離
欲
念
之
者　

ノ

為　
ル

第
三
果
超　

ヲ
一

也
 

12
　
超
果　

ハ

一
生　

ニ

得
果　

ス
ル

歟
初
三
果　

ヲ

超　
ス
ル
ハ

必　
ス

超
二
三　

ヲ
一

成
初
果　

ヲ
一

 

13
　
□
□
云
□
離
者
九
品
之
中　

ニ

断
欲
界　

ノ

六
品　

ヲ
一

未
 

14
　
断
欲
界
之
三
品　

ヲ
一

故　
ニ

云
□　

ト
一

也
全
離
者
九
品
之
 

15
　
越　

ヲ

皆
断　

ル
カ

故　
ニ

云
全　

ト
一

也
 

16
　
亦
非
是
无
時
仏
語
也
事
　
問
従
爾
時
世
尊
至
 

17
　
ヰ
提
希　

ノ

文
一

上　
ニ

全　
ク

无　
シ

仏
語
一

以
此　

ヲ
一

上　
ニ

総
来
定
説　

ト

釈　
セ
リ

如
何
 

18
　
答
有
云
顕　

ニ
ハ

无　
シ

定
説
一

密　
ニ
ハ

有　
ル

定
説
一

歟
光
台
現
国　

ノ

密　
ノ

 

19
　
開
語　

ハ

即
当　

ル
カ

仏
語　

ニ
一

故
也
　
有
云
諸
法　

ハ

通
六
塵　

ニ
一

 

20
　
光
台
現
国　

ハ

色
塵
之
説
法　

ナ
ル
カ

故　
ニ

云
仏
語　

ト
一

歟
 

21
　
今
云
光
台
之
密　

ノ

悟　
リ

无　
シ

文
理
共　

ニ
一

縦　
ヒ

云
密　

ニ

悟　
セ
ト一

 

22

光
明　

ヲ

不
可
有
三

云　
コ
ト二

仏
語　

ト
一

又
離
六
塵
之
説
法　

ト
ハ一

既　
ニ

□　
リ

仏
語　

ト
一
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〈
二
一
オ
〉 

01
　
限　

ル

口
業
之
語
声　

ニ
一

何　
レ
ノ

処　
ニ
カ

余
密
之
説
法　

ヲ

云　
ヘ
ル

仏
語　

ト
一

 

02
　
歟
会　

ル
ニ

之　
ヲ

一

可　
シ

有
二

二
義
一

一
云
有　

ル

仏
語
一

者
義
推ス

イ

之
釈
也
 

03
　
如
来
現
深
宮　

ニ
一

給　
フ

時
夫
人
号カ

□

泣キ
ウ

申　
ヘ
ヲ
ク

已　
ノ
カ

思　
ヲ

一

如
来
此
時
 

04
　
定　

メ
テ

可
有
二

慰
喩
同
体
一

也
无　

キ

文
一

事　
ハ

可　
シ

経
家
之
略
非　

カ

 

05
　
出
離
之
用　

ニ
一

故
也
┃世┃尊┃
依
之　

ニ
一

義
推
有　

ト

仏
性
一

云
也
 

06
　
例　

ハ

如
上　

ノ

如
来
世
尊
有
昔
之
時
等
之
文　

ニ

二　
ノ

釈　
ヲ

作　
ル

中　
ニ

第
 

07
　
二
之
釈
云
父
王
在
禁
一

已
来
救　

シ
□

蒙　
ル

世
尊
遣
阿
難　

ヲ
一

 

08
　
来　

ヲ
二

慰
問　

ス
ル
コ
ト
ヲ

我　
ヲ

一

釈　
ル
カ

　
一
義
云
従
祇
舎
之
伝
説
一

阿
□
 

09
　
之
語　

ナ
ル
カ

故　
ニ

指
阿
難　

ノ

語　
ヲ

一

云
仏
語　

ト
一

歟
経
云
聞
仏
所
説
一

皆
 

10
　
大
歓
喜
礼
仏
而
退
﹇
已
上
﹈
是　

ハ

阿
難　

ノ

説　
ヲ

云
仏
語　

ト
一

也
 

11
　
下
四
印
定
即
名
仏
説
之
意
也
　
難
云
若
爾
者
禁
 

12
　
父
縁
已
後
皆
可　

シ

云
二

仏
説　

ト
一

何
厭
苦
之
半　

ハ
ニ

従　
ル
ヲ

現　
シ

二

仏
一

 

13
　
有　

リ

仏
語
一

无　
ト

仏
語
一

云
釈　

ヲ

作　
者

歟
況　

ヤ

印
定　

ハ

仏
 

14
　
説　

ヲ

説　
ク
ヲ

可　
キ

印
定　

□
一

也
上　

ニ

无　
シ

仏
説
一

何
印
定　

ス
ト

云
歟
 

15
　
答
禁
父
已
後
可　

レ
ト
モ

云
仏
説　

ト
一

先　
ツ

約
王
宮
会　

ニ
一

仏
現　

シ

 

16
　
給　

ヘ
ト
モ

无　
ト

仏
語
一

云　
ツ
ル
ヨ
リ

縁
起
下　

ニ

限　
テ

有　
ト

仏
語
一

釈　
ル

也
 

17
　
会　

セ
ハ

次
難　

ヲ
一

縦　
ヒ

事　
ノ

儀
式
也　

ト
モ

叶　
テ

仏
意　

ニ
一

説　
カ
ハ

之　
ヲ

即
可
云
一

 

18
　
仏
語　

ト
一

也
　
答
爾
時
世
尊
告
ヰ
提
已
下
事
 

19
　
問
上
牒テ

ツ
シ

此
文　

ヲ
一

畢　
ヌ

何
重　

テ

牒　
ス
ル

歟
　
答
上　

ハ

為　
ニ

申
二

　
ヘ
ン
カ

当
文
之
 

20
　
大
意　

ヲ
一

挙
之　

ヲ
一

今
為　

ニ

釈　
ン
カ

有
二

　
ル
コ
ト
ヲ

是　
ノ

文
段
一

重　
テ

挙
也
況　

ヤ

今　
ハ

告
 

21
　
命
許
説
之
名　

ト

行
立　

ツ

今
文　

ヲ
一

是
其　

ノ

外
也
 

22
　
去
此
不
遠
之
今
釈
事
　
第
一
釈　

ハ

同　
ス

浄
影　

ニ
一

彼
疏
云
 

〈
二
一
ウ
〉 

01
　
十
万
億
説
名
為
不
遠
﹇
已
上
﹈　
問
十
万
億
刹
大　

ニ

遠　
シ

何
云　

ハ
ン

 

02
　
不
遠　

ト
一

　
答
遠
近
所
望
不
同　

ナ
ル

ヘ
シ
世
界
无
尽
也
 

03
　
其
中　

ノ

十
万
億
是
非
遠　

ニ
一

歟
　
元
照
云
仏
眼
観
 

04
　
故
如
楞
厳　

ニ

説
一

天
眼
観　

ル
コ
ト

大
千
界　

ヲ
一

如　
ノ

観　
ル
カ二

掌　
ノ

菓　
ヲ

一

 

05

况
仏
眼　

ヲ
ヤ

乎
譬　

ハ

如
登　

テ

高　
キ
ニ一

観　
ル
ニ

下　
ヲ

一

一
目
万
里　

ナ
ル
カ

﹇
已
上
﹈
□

﹇
三
師　
ハ

約
事　
ニ

一

釈
﹈ 

06
　
智
覚
等
師　

ハ

約
理　

ニ
一

釈　
ス

 

07
　
第
二
釈　

ハ

大
師　

ノ

御ヲ
ン

釈
也
是　

ハ

約
第
九
門
之
去
時
之
遅
疾　

ニ
一

 

08
　
釈　

シ

給
也
　
第
三
釈　

ハ

可　
キ

見　
ル

極
楽　

ヲ
一

之
機
近　

ク

見　
ル
カ

之　
ヲ

一

故
也
 

09
　
是　

ハ

約
定
機
之
行
成　

ニ

釈　
ス

之　
ヲ

一

是　
ハ

天
台　

ノ

釈　
ノ

同
事　

ニ
一

彼
疏
云
 

10

以
仏
力
一

故
欲　

フ

見　
ム
ト一

即
見　

ル

又
光
中　

ニ

現　
ス
ル
ハ

土
一

顕
於
他
力
一

一
念　

ニ

 

11
　
能　

ク

縁　
ル
ヲ

言
不
遠　

ト
一

也
﹇
已
上
﹈　
又
元
照
去
此
不
遠
□
 

12
　
作　

ル

三
釈　

ヲ
一

第
一　

ハ

如
引　

カ
二

上　
ニ

一

次
文
云
二　

ニ
ハ

心
念
速　

ナ
ル
カ

故　
ニ

心
神
 

13
　
無　

ケ
□

㝵　
リ

一

遐
方
異
域
挙　

ル
ニ

念　
ヲ

一

即
至　

ル

所
謂
心
念
疾　

キ
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14

於
風　

ヨ
リ
モ

一

也
三　

ニ

仏
力
摂　

ノ

故　
ニ

雖
未　

タ

得
通　

ヲ
一

乗　
ナ
リ

仏　
ノ

神
力　

ニ
一
﹇
已
上
﹈ 

15
　
此
第
三
之
釈
今　

ノ

第
二
釈　

ニ

同　
ス
ル

歟
　
問
今　

ノ

三
釈
可
有
 

16
　
傍
正
一

歟
答
可
有
一

也
　
尋
云
若
有　

ラ
ハ

傍
正
一

何
釈　

カ

 

17
　
正　

ト

ス
ヘ
キ
歟
　
答
約　

セ
ハ

当
文モ

ン

之
正
意　

ニ
一

第
三
釈
正
歟
約　

セ
ハ

 

18
　
一
経
之
本
意　

ニ
一

第
二
之
釈
正
也
 

19
　
　　ン攀　

□
□

縁　
ヲ

一

事
　
就　

テ

心
之
所
縁
之
境　

ニ
一

散　
ス
ル

也
縁　

ハ

所
 

20
　
縁
之
六
境
攀　

ツ
ト

縁　
ニ

一

者
意　

ノ

於　
テ

境　
ニ

一

分
別　

ス
ル

其
境　

ヲ
一

義
也
 

21
　
安
心
住
行
事
　
繋
念　

ハ

安
心
行
観　

ハ

住
行
歟
 

22
　
諦
観
彼
国
浄
業
成
者
事
 

〈
二
二
オ
〉 

01
　
問
点
並
義
如
何
　
答
若
依　

ラ
ハ

浄
影　

ニ
一

諦　
ニ

彼
国　

ト

 

02
　
浄
業
成
者　

ト
ヲ

可　
ト

観　
ス

一

可
読
一

也
彼
国　

ハ

先　
ノ

六
観
成
 

03
　
業
成
者　

ハ

後　
ノ

十
観　

ト

釈　
ル
カ

故
也
若
依　

ハ

善
道　

ニ
一

諦　
カ
ニ

彼
国　

ヲ

 

04
　
観　

ス
ヘ
シ

浄
業
成　

ス
ル

者　
ノ

也　
ト

可
読
一

也
若
依
此
法
文
為
浄
業
 

05
　
成
也　

ト

釈　
ル
カ

故
也
浄
影　

ハ

所
観
之
境　

ニ

浄
業
成
者　

ヲ

就　
ケ

今
師　

ハ

 

06
　
能
観
之
行
者　

ニ

付　
ル

【
浄
】
業
成
者　

ヲ
一

也
若
依
此
法
者
指
諦
観
 

07
　
彼
国　

ヲ
一

也
　
若
依　

ラ
ハ

元
照　

ニ
一

彼　
ノ

国　
ノ

浄
業　

ヨ
リ

成　
ス
ル

者　
ノ
ヲ

観　
ス
ヘ
シ
ト

 

08
　
可
読
一

也
　
釈
云
浄
業
成
者　

ハ

総
目　

ク

彼　
ノ

土　
ノ

依
正
二
報　

ヲ
一

釈
故
 

09
　
問
者
之
字　

ハ

生
類　

ニ

依　
リ

初
之
字　

シ
ハ

草
木
万
物　

ニ

限　
ル

今
云
者　

ト
一
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10
　
何
□
□
報　

ニ
一

歟
答
外
典　

ニ
ハ

如
難　

ノ
一

内
典　

ニ
ハ

少
々
文
字
ツ
 

11
　
カ
イ
ノ
カ
ハ
ル
也
正
教　

ニ
ハ

□
物　

ト

云　
ヒ
テ

物　
ヲ
モ

亘　
シ

有
情　

ニ
一

者
之
 

12
　
字　

ヲ
モ

又
亘　

ス

依
正　

ニ
一

常　
ノ

習
也
非
難　

ニ
一

 

※
　
﹇
◯
（
23
）此

有
ヘ
キ
歟
﹈ 

13
　
機
縁
未
具
等
事
　
問
広
説
衆
譬
者
定
善
之
許
 

14
　
説　

ニ

限　
ル

歟
亘　

ル

定
散　

ニ
一

歟
若
亘
定
散　

ニ
一

云　
ハ
ヽ

ヰ
提
之
請
限　

リ

 

15
　
定
善　

ニ
一

許
説　

ス
ル

其
請　

ヲ
一

文
也
何
通　

セ
ム

散　
ニ

一

以
此　

ヲ
一

上　
ノ

釈　
ニ
ハ

答
前
 

16
　
夫
人
別
選
所
求
之
行　

ト

云　
ヘ
リ

若
限　

ト

定　
ニ

一

云
者　

ハ
ヽ

今
釈
見　

タ
リ

 

17
　
通
散　

ニ
一

如
何
　
答
王　

ノ

許
説
限　

ル

定
善
一

也
但　

シ

機
縁
未
 

18
　
具
等
之
文
至　

テ
ハ

広
説
衆
譬　

ト

許
説　

シ

畢　
テ

不
説
二

其
定
善　

ヲ
一

 

19
　
亦
令
未
来
世　

ト

説　
テ

散
善　

ヲ

自
開　

ス
ル

旨　
ヲ

申　
フ
ル

也
不
可
 

20
　
偏
説
定
門　

ニ
一

者
許
説　

シ
ナ
カ
ラ

不　
ル

説
定
善　

ヲ
一

事　
ヲ

釈　
シ

仏
縁　

ニ

 

21
　
受
食
機
者
次
下　

ニ

散
善　

ヲ

自
開　

ス
ル

相　
ヲ

申　
フ
ル

也
 

22
　
問
定
善　

ヲ

名
衆
譬　

ト
一

意
如
何
答
影
云
下　

ニ

以　
テ

此　
ノ

方　
ノ

日
 

〈
二
二
ウ
〉 

01

水
等　

ノ

相
並　

ヒ
ニ

以
此
方　

ノ

仏
菩
薩　

ノ

像　
ヲ

一

類
度　

ス
ル
ヲ

彼　
ノ

方　
ニ

一

名　
テ

為
衆
喩　

ト
一

﹇
已
上
﹈ 

02
　
元
照
云
極
楽　

ノ

境
界
衆
生
未
識　

ラ
一

以
物　

ヲ
一

比
│

擬　
ス

故
云
衆
 

03
　
譬　

ト
一

如　
シ

下　
ニ

云　
カ

一

如
億
千
日
其
光
如
花
等　

ト
一

或　
ハ

可
可　

シ
三

所
有　

ノ

言
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04

諭　
ヲ

通
名　

テ

為
二

　
ル
ナ
リ

譬　
ト

一
﹇
已
上
﹈　
問
元
照
之
第
二　

ノ

釈
法
譬
没

乱　
セ
リ

 

05
　
何
法
説　

ヲ

属　
ト

譬
説
一

歟
　
答
法
門
之
習　

ヒ

所
望
不
同
 

06
　
也
今　

ハ

不
論
法
譬　

ヲ
一

本
説
質
之
浄
土　

ヲ

為
法
体
一

顕　
ス

之
一

 

07
　
是
喩　

ヲ

皆
属　

ル

譬
説　

ニ
一

也
 

08
　
仏
更
観
機
自
開
三
福
事
 

09
　
選
択
集
之
中　

ニ

就　
テ

観
経　

ニ
一

定
散　

ヲ

属
随
他
一

念
仏　

ヲ

属　
ス
ル

 

10
　
随
自　

ニ
一

釈
有　

リ

委　
ク

論　
ル

之　
ヲ

一

此
経　

ヲ

属　
ス
ル
ニ

随
自　

ニ
一

就　
テ

有
三
意
一

也
 

11
　
一　

ハ

聖
道
之
諸
経　

ヲ

為
随
他　

ト
一

浄
土
之
観
経　

ヲ

為
随
自　

ト
一

 

12
　
玄　

ニ

八
万
四
千
皆
蒙
解
脱　

ト

釈
衆
生
障
重
之
機　

ニ

 

13
　
説　

ハ

観
経　

ヲ
一

云
釈
諸
仏
大
悲
於
苦
者
之
文
若
侍
 

14
　
女
之
文
此
等
之
文
意
也
二　

ハ

定
善　

ヲ

為
随
他　

ト
一

散
善　

ヲ

為
 

15
　
随
自　

ト
一

今　
ノ

仏
受
観
機
之
文
如
来
方
便
開
顕
三
福
一

之
 

16
　
文
是
也
三　

ハ

定
散　

ヲ

為
随
他　

ト
一

念
仏　

ヲ

為
随
自　

ト
一

上
来
雖
 

17
　
説
之
文
是
也
是　

ハ

於　
イ
テ

観
経
之
中　

ニ
一

分
別　

ス
ル

自
他　

ヲ
一

也
又
他
 

18
　
経　

ヲ

為
随
他　

ト
一

念
仏　

ヲ

為　
ル

随
自　

ト
一

釈　
セ
リ

種
々
法
門
皆
解
脱
 

19
　
之
釈
是
也
 

20
　
問
就　

テ

浄
影
之
釈
有
難
一

十
六
観
之
中　

ニ

一
二
八
之
三
観　

ノ
ミ

衆
 

21
　
譬　

ト

云　
ナ
ラ
ハ

自
余
之
十
三
観
□　

レ
ヌ

許
説　

ニ
一

如
何
 

22
　
答
挙　

ル
ニ

能
譬
之
三
観　

ヲ

所
譬
之
十
三
観　

ハ

顕　
ル
ヽ
カ

故
也
□
 

〈
二
三
オ
〉 

01
　
浄
土
之
境
不
論
依
正　

ヲ
一

挙　
ツ
レ
ハ

依
執シ

ウ

之
似
観　

ヲ
一

一
切
 

02
　
之
依
報　

ヲ

摂
尽　

シ

挙　
レ
ハ

正
報
之
似
観　

ヲ
一

一
切
之
正
報　

ヲ

 

03
　
摂
尽　

ス
ル

也
 

04
　
元
照
云
一
代
教
中
弥
陀
敎
観
皆
是
円
頓
一
仏
乗
法
 

05
　
更
無
余
途
也
﹇
已
上
﹈　
一
切
衆
生
機
有
二
種
事
 

06
　
出
離
之
機　

ニ

雖
多　

ト
二

不
出
定
散
二
機　

ヲ
一

也
 

07
　
問
念
仏
之
機
是
非　

ス

非
定
非
散
之
機　

ニ
一

歟
答
念
仏　

モ

定
 

08
　
機
行　

ス
レ
ハ

成　
リ

定
善　

ニ
一

散
機
行　

ス
レ
ハ

成
散
善　

ニ
一

也
此
則
息
慮
癈
 

09
　
悪
之
外　

ニ

善
体
无
也
而　

ヲ

有
人
念
仏
之
機　

ハ

定
善　

ニ

難
成　

シ
一

 

10
　
故　

ニ

委
他
力　

ニ
一

出　
ル

生
死　

ヲ
一

也　
ト

云
此
事　

ハ

邪
見
也
念
仏
之
行　

ヲ
コ
ソ
ハ

随
 

11
　
犯
随
懺　

ト
モ

釈　
ス
ル

ツ
ヤ
〳
〵
无　

ク
ハ

癈
悪
之
分
一

ス
マ
シ
キ
也
 

12
　
サ
レ
ハ
念
仏　

ヲ
ハ

懐
感　

モ

通
定
通
散　

ト

釈　
シ

善
導　

モ

三
輩
散
善　

ト

 

13
　
釈　

シ

給　
ヘ
リ

但　
シ

常　
ノ

定
散
二
善　

ハ

□　
テ

機　
ヲ

一

難　
キ
ヲ

成　
シ

一

若
依　

レ
ハ

念
仏
一

 

14
　
定
機　

モ

易　
ク

成　
シ

一

散
機　

モ

易　
キ

成　
シ

一

也
念
仏　

ノ

易　
キ

成　
ス

法
拠　

ニ
ハ

文
殊
 

15
　
般
若　

ノ

一
行
三
昧
之
文
是
也
サ
レ
ハ
善
導　

モ

云
識
颺ヤ

ウ

神　
ヒ

飛　
テ

之
 

16
　
機　

ニ

向　
テ

称
名　

ヲ

勧　
メ

妙
楽　

ハ

以
引　

ク

重　
ヲ

一

譬　
ヲ

一

念
仏
定
之
易　

キ

得
一

 

17
　
事　

ヲ

釈　
シ

給　
ヘ
リ

散
機　

ノ

易
成　

シ
一

証
拠　

ニ
ハ

下
三
品
之
三
人
軽
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18
　
況
重
罪　

ヲ

具
及　

ノ

勝
証　

ニ
一

之
時
以
称
名　

ヲ
一

化　
セ
リ

之
一

大
師
之
 

19
　
所
判
分
明
也
可
思
之
一

　
問
只
就　

テ

往
生
之
行　

ニ
一

不
出
 

20
　
定
散　

ヲ
一

歟
又
聖
道
之
行　

モ

不
出
定
散　

ヲ
一

歟
　
答
聖
道
之
 

21
　（

24
）行　
モ

不
出
定
散　

ヲ
一

也
未
見
定
散
之
外　

ニ

有　
ス

善
報
云
事　

ヲ
ハ

 

22
　
真
定
之
果
海
本
分　

ナ
ル

而　
ヲ

顕
教
之
修
行　

ヲ

属　
ス

散
善　

ニ
一

 

23
　
三
密
之
行　

ヲ

云　
ヘ
リ

定
善　

ト
一

禅
宗
也
教
外　

ノ

別
伝　

ナ
ル

自
宗
 

〈
二
三
ウ
〉 

01
　
之
出
離　

ヲ
ハ

云　
ヘ
リ

定
善　

ト
一

可
思
之
一

 

02
　
如
来
方
便
等
事
　
問
今
方
便　

ト

者
方
便
真
 

03
　
実
之
中　

ノ

方
便
歟
　
答
不
爾
一

但
善
巧
方
便
也
 

04
　
為　

ニ

散
機　

ノ
一

開　
ス
ル
ヲ

散
善　

ヲ
一

云
方
便　

ト
一

也
 

05
　
天
台　

ニ

立　
タ
リ

三
種　

ノ

方
便　

ヲ
一

一　
ハ

法
用
是　

ハ

当　
テ

其
機　

ニ
一

説　
ク

其
法　

ヲ
一

也
 

06
　
二
能
通
三
教　

ヲ

為
能
通　

ト
一

一
実　

ヲ

為
所
通　

ト
一

三
秘
妙
方
 

07
　
便
並（

25
）待　
ニ

内
衣　

ノ

珠　
ヲ

一

王　
ノ

頂
之
珠　

ナ
リ

指　
ニ

客
作　

ノ

人　
ヲ

一

長
者　

ノ

子
也
 

08
　
意　

ハ

従
仏
意
一

見　
レ
ハ

三
五
七
九
等
之
種
皆
帰
一
極　

ニ
一

 

09
　
无　

キ
ヲ

権
一

云
秘
妙　

ト
一

也
　
点
内
衣
珠
者
五
百
品　

ノ

心
王
 

10
　
頂
之
珠
者
安
楽
行
定
心
客
作
人
者
□
解
密
心
也
 

11
　
今
経　

ニ

云　
ヘ
ル
ハ

方
便　

ト
一

第
一
使
方
便　

ニ

当
也
 

12
　
仏
受
観
機
事
　
仏　

ニ
ハ

観
機
三
昧　

ト
テ

先
鑑　

ニ
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13
　
機　

ノ

根
縁　

ヲ
一

説　
キ

応　
セ
ル

法　
ヲ

一

給
也
此
観
機　

ニ

有　
リ

重
一々

一　
ハ

経
々　

コ
ト
ニ

 

14
　
説　

ノ

利　
ニ

入　
テ

定　
ニ

一

鑑
機
一

一　
ハ

法
花
入
定
論
等
如
也
二　

ハ

 

15
　
仏
初
成
道
之
時
三
七
日
之
間
一
代　

ノ

説　
ヲ

思
惟　

シ

給　
フ

 

16
　
於
三
七
日
等
之
文
是
也
三　

ハ

仏
昔
初
住
真
因　

ノ

位
叶　

テ

 

17
　
得　

ル

三
世
了
達
之
智　

ヲ
一

之
時
未
来
之
所
化ク

ヱ

之
機　

ヲ

皆
知　

ル

也
 

18
　
是　

ヲ
ハ

法
身
地
之
照
機　

ト

云
也
釈
云
自
本
地
真
因
初
住
﹇
已
上
﹈ 

19
　
問
此
観
機　

ハ

四
智
之
中
歟
　
答
正　

ク
ハ

妙
観
察
智
之
 

20
　
中　

ノ

後
得
智　

ヲ

以　
テ

鑑　
ル

機　
ヲ

一

也
法
相　

ニ

妙
観　

ヲ
ハ

名　
ル

説
法
 

21
　
断
疑
之
智　

ト
一

是
也
サ
レ
ハ
ト
テ
同
本
二
智　

ノ

无　
ニ
ハ

非
也
 

22
　
総
標
行
門
事
　
問
総
意
如
何
　
答
世
戒（

26
）行
 

23
　
之
三
福　

ヲ

一
二
三　

ト

別
説　

ス
ル
ニ

対
三
福　

ト

云　
ツ
レ
ハ

云
総
標　

ト
一

也
 

〈
二
四
オ
〉 

01
　
修
行
之
行　

ト

今　
ノ

行
門　

ト
ハ

一
也
即
三
福
也
 

02
　
一
者
孝
養
父
母
即
有
其
四
事
 

03
　
問
此
釈
父
悪ニ

ク
シ

孝
養
父
母
之
中　

ニ

有　
ト

四　
ノ

事
一

云
似　

タ
リ

 

04
　
実　

ニ
ハ

三
福
之
中　

ニ

第
三
之
行
福　

ヲ

開
二　

ト

釈　
ル
ヲ

即
有
其
四　

ト
一

 

05
　
標
也
□
観
上　

ニ

具　
サ
ニ

可
挙
二

三
福
一

何
挙　

テ

孝
養
 

06
　
父
母
之
一
句　

ヲ
一

標　
ス
ル

即
有
其
四　

ト
一

歟
　
答
一
者
孝
養
 

07
　
父
母
者
定
略
也
具　

サ
ニ

可
挙
二

三
福　

ヲ
一

也
而　

ヲ

譲　
テ

経　
ニ

一

且
引　

テ
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08
　
一
句　

ヲ
一

令　
ル

知
余　

ヲ
一

也
次　

ニ

即
有
其
四
者
経　

ハ

合
之
意　

ニ
テ

 

09
　
説　

ク
ヲ

三
福　

ト
一

釈　
ル

開　
セ
ハ

可　
キ

四
福　

ナ
ル一

旨　
ヲ

存　
ス
ル

也
於　

テ

第
三　

ノ

行
 

10
　
福　

ニ
一

菩
提
心　

ヲ

一　
ト
シ

読
誦
勧
進　

ヲ

為　
テ

二　
ト

一

云
四　

ト
一

也
 

11
　
問
経　

ニ

合　
シ

釈　
テ

開　
ス
ル

各　
ノ

意
如
何
　
答
経　

ニ

合　
ス
ル

事　
ハ

共　
ニ

太
子　

ノ

 

12
　
法　

ナ
ル
カ

故
也
釈　

ニ

開　
ス
ル

事　
ハ

四
行
各
別　

ナ
ル
カ

故
也
 

13
　
一
切
凡
夫
皆
縁
而
生
事
　
問
上
界
之
凡
夫　

ハ

善　
シ

父
母
 

14
　
之
外
縁
一

如
何
　
答
近　

ク

六
欲
四
州
之
人　

ニ
一

約
釈　

ル

也
一
切
 

15
　
者
十
分
之
一
切
也
　
此
四
生
中
各
々
復
有
四
生
等
事
 

16
　
問
四
生
之
中　

ニ

又
有
四
生
一

様
如
何
　
又
経
者
如
何　

ナ
ル

経
歟
 

17
　
答
此
事
難
知
一

経　
ル

菩
薩
処
胎
経　

ノ

第
二
也
彼
経
二
云
 

18

以
神
通
入
天
四
生
入
地
獄
四
生
餓
鬼
四
生
畜
生
四
生
﹇
已

上
﹈ 

19
　
難
云
此
経
有
難
一

性
経　

ニ

人
情
生
及
四
鬼
通
胎
化
二
地
 

20
　
獄
及
諸
天
中
有
唯
化
生　

ト

定　
タ
リ

是
有　

ト

四
生
一

歟
餓
 

21
　
鬼　

ニ

有　
ル

湿
卵
二
生
一

歟
　
答
有
云
首
楞
厳
経　

ニ

胎
卵
 

22
　
湿
化
之
四
生
以　

テ

地
水
火
風
之
四
大　

ヲ
一

成　
ス
ト

説　
ケ
リ

四
大　

ヲ

云
 

23
　
四
生　

ト
一

歟
又
云
夫
菩
薩　

ノ

神
通　

ト

説　
ケ
リ

通
傍　

ノ

事　
ニ
ハ

非　
ル

歟
 

〈
二
四
ウ
〉 

01
　
□
□
経
云
異
説
今
不
始
一

　
又
云
﹇
有
義
一

﹈ 

02
　
 

03
　
 

04
　
又
人
畜　

ハ

各
有
四
生
一

人
之
化
生　

ハ

如
劫
初　

ノ
一

胎
生　

ハ

如
常　

ノ
一

 

05
　
卵
生　

ハ

般
遮
羅
王
之
五
百
之
卵
及　

ヒ

世（
27
）邏
優
婆
世
邏　

ノ

 

06
　
如
也
湿
生　

ハ

如
頂
生
王　

ノ
一

畜　
ノ

化
金
翅
鳥
龍
王　

ノ

中　
ニ

有
 

07
　
化
生
一

胎　
ハ

如
牛
馬
等　

ノ
一

卵　
ハ

如　
シ

鳥
等　

ノ
一

湿　
ハ

虫
類
之
中
多　

シ

 

08
　
有
角
者
无
上
□
有
羽
翼
一

者　
ノ
ハ

无　
シ

別　
ノ

足
 

09
　
又
世
人
云
枸　

ヲ

カ
ミ
テ
含　

ス
ル

者　
ノ
ハ

胎
生
也
枸　

ヲ

カ
マ
ス（

28
）　
含（

29
） 

10
　
飲　

ハ

者
卵
生
也
　
相
因
而
生
事
 

11
　
无
父
母
一

化
生
湿
生　

ヲ
ハ

不
云
一

父
母
之
外
縁
和
合　

ス
ル
ヲ

云
相
 

12
　
因
而
生　

ト
一

也
　
能
生
之
因
所
生
之
縁
事
 

13
　
問
赤
白
二
渧
共　

ニ

証
生
之
因
縁
何
父　

ヲ

云
因　

ト

母　
ヲ

云
縁　

ト
一

歟
 

14
　
答
因
即
縁　

ニ
テ

同　
シ

事　
ニ
テ

有　
ル
ヲ

父
母
之
両
字　

ヲ

配　
ヲ

因
縁
之
 

15
　
両
字　

ニ
一

許
歟
　
又
云
父　

ノ

白
渧　

ハ

成
骨　

ト
一

母　
ノ

赤
渧　

ハ

 

16
　
成
肉　

ト
一

故　
ニ

父　
ハ

勝　
シ

母　
ハ

劣
也
故　

ニ

父　
ヲ

為　
シ

因　
ト

一

母　
ヲ

云
縁　

ト
一

歟
是
 

17
　
因
親
縁
踈
之
意
也（

30
）　
以
自
業
識
為
内
因
等
事
 

18
　
問
上　

ニ
ハ

父　
ヲ

為
因　

ト
一

母　
ヲ

為　
セ
リ

縁　
ト

一

今
何
父
母　

ヲ

共　
ニ

云
縁
一

歟
 

19
　
答
所
望
不
同
也
各
依
一
義　

ニ
一

也
今　

ハ

於　
イ
テ

自
業　

ト

与　
ニ

父
母
一

 

20
　
作　

ル

因
縁　

ヲ
一

上　
ハ

求　
テ

父
母　

ニ
一

作　
ル

因
縁　

ヲ
一

也
故
无
者
一
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21
　
不
得
一
匙
事
　
問
天
竺　

ニ
ハ

飲
食　

ニ

不
用
二

箸ハ
シ

匙カ
イ
ヲ一

 

22
　
如
何
答
是　

ハ

分　
ツ

食　
ヲ

一

匙
也
飲
食
之
時　

ノ

非
箸
匙　

ニ
ハ一

 

23
　
三
衣
事
　
三
世
諸
仏
之
解
脱
内
境
相
之
衣　

ヲ

云　
テ

 

〈
二
五
オ
〉 

01
　
諸
仏
皆
依　

テ

此
衣　

ニ
一

解
脱
生
死　

ヲ
一

云　
ヘ
ル

也
其
中　

ニ

□　
ハ

 

02
　
以
袈
裟　

ヲ
一

為　
ト

三
摩
耶
形　

ト
一

真
言　

ニ
ハ

属　
セ
リ

釈
迦
之
遺
弟　

ハ

 

03
　
袈
裟　

ヲ

重　
ク

ス
ヘ
キ
也
 

04
　
袈
裟　

ノ

ア
タ
イ　

ノ

□
□
不
承
一

縁　
ハ

与　
ヘ

父
母　

ニ
一

給
事
 

05
　
問
福
田
之
高
下　

ヲ

論　
ル
ニ

凡　
ハ

ヤ
セ
聖　

ハ

肥　
タ
リ

縦　
ヒ

父
母
恩
重　

ク
ト
モ

 

06
　
不
可
過
仏　

ニ
ハ一

如
何
　
答
如　

ノ

此
一

施
設
随
機
不
定
也
 

07
　
法
花　

ニ
ハ

仏　
ヲ

毀
供　

ス
ル

罪
福　

ハ

軽　
ク

持
経
者　

ノ

毀
供　

ス
ル

罪
一

福　
ノ

重　
シ
ト

説　
タ
リ

 

08
　
其　

ハ

皆
真
理　

カ

有
也
行
者　

ハ

有
律
也
毀
供　

ス
ル
ニ

有
損
益
一

故　
ニ

重　
シ

 

09
　
如
来　

ハ

无
待
也
故　

ニ

毀
供　

ス
ル
ニ

軽　
シ

若
論　

ス
レ
ハ

福
田　

ヲ
一

凡　
ハ

ヤ
セ
聖　

ハ

肥　
タ
リ
ト

 

10
　
釈　

セ
リ

々
文
同　

キ

之　
ニ

一

歟
　
又
仏　

ハ

德
高　

シ
ト

雖　
モ

於　
テ

此
比
丘　

ニ
一

恩
 

11
　
軽　

ク

父
母　

ハ

雖
貧
一

　
シ
ト

於　
テ

此
比
丘　

ニ
一

恩
重　

キ

歟
　
又
絶　

ス
ル
ニ

畜　
ニ

 

12

百
倍
之
報
施　

ス
ル
カ

人　
ニ

一

万
倍
之
報
﹇
云
／
々
﹈
聖
者　

ハ

施
果
无

量
也
 

13
　
凡
之
中　

ニ

有　
リ

施
果
无
量　

ナ
ル

倶
舎
云
父　

ト

母　
ト

病　
ト

法
師　

ト

最
□
 

14
　
身　

ノ

菩
薩　

ト
ハ

設　
ヒ

非　
レ
ト
モ

証　
ニ

聖
者
一

施
果
亦
无
量　

ナ
リ

﹇
已
上
﹈ 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

15
　
先
教
受
三
福
等
事
　
問
上　

ニ
ハ

恩
重　

キ
カ

故
可　

ト

消
一

云　
ヒ

 

16
　
下　

ニ
ハ

三
帰（

31
）之
力　

ラ

可　
ト

消
一

云
相
違
如
何
　
答
父
母
消　

ス
ニ

可
有
一

 

17
　
二　

ノ

故　
ヘ

非　
ス

相
違　

ニ
一

　
仏　

ノ

飢
相
事
　
是　

ハ

示
┃観┃
現
也
 

18
　
成
実　

ニ
ハ

現
有
煩
悩　

ト

云　
ヒ

法
花　

ハ

状
有
所
畏　

ト

云　
ヘ
リ

皆
生
示
現
之
相
也
 

19
　
仏
母
摩
耶
事
　
倶
舎
九
云
仏
受　

ケ

胎
生　

ヲ
一

給　
ニ

有
三　

ノ

故
一

 

20
　
一　

ハ

為
　ルカ令有
情　

ヲ
一

信　
セ

意　
ハ

迦
毘
羅
外
道
百
歳
成
大
幻
出
 

21
　
世
ス
ヘ
シ
ト
記　

セ
リ

故　
ニ

不
受
一

化
生　

ヲ
一

受
胎
生　

ヲ
一

也
二
為
化　

セ
ン二

 

22
　
親
族　

ヲ

三　
ハ

為
留　

ル
カ

舎
利　

ヲ
一

意　
ハ

如
来
舎
利
一
興
供
養
 

23
　
千
反
生
天
後
証
涅
槃
之
文　

ノ

意
也
 

〈
二
五
ウ
〉 

01
　
奉
事
師
長
事
　
問
父
母
之
恩　

ト

与
師
長　

ノ

 

02
　
恩
一

何　
カ

深　
キ

歟
　
答
書　

ニ
ハ

師　
ハ

順　
ス

伯ハ
ク

　ヲチ叔シ
ク
ニ

故　
ニ

父
母
重　

ク

 

03
　
師
軽　

シ

仏
法　

ニ
ハ

父
母
軽　

ク

師
重　

シ

般
若
経
之
仏
弟
子
問　

テ

仏　
ニ

一

 

04
　
白　

ク

父
母
及
師
之
恩
何　

カ

重　
キ

歟
仏
答　

テ

言　
ク

在
家　

ハ

父
母
 

05
　
之
恩
重　

ク

師　
ノ

恩
軽　

シ

出
家　

ハ

父
母
之
恩
軽　

ク

出
師
之
恩
重　

シ

 

06
　
問
師
長
者
師
即
長
歟
　
答
今　

ハ

師
即
長
也
若
為　

ル

別　
ト

一

之
 

07
　
時　

ハ

長
者
同
学
之
中　

ニ

長　
セ
ル

者　
ノ

也
在
家　

ニ
ハ

兄
也
 

08
　
善
支
事
又　

ハ

名
善
知
識　

ト
一

是　
ニ

有　
リ

多
種
一

謂
外
護
 

09
　
送ヲ

ク
ル

衣
食　

ヲ
一

檀
越
也
内
護
此　

ニ

有
二
一

一　
ハ

同
行
是
同
修
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10
　
業
之
者
也
二　

ハ

教
授
此　

ハ

師
也
止
観
之
第
四　

ヲ

可
見　

ル
一

 

11
　
経
云
一
切
諸
衆
生
等
事
　
十
善
戒
経
云
一
切　

ノ

受　
タ
ル

 

12
　
生　

ヲ
一

者　
ノ

无　
シ

不
愛
身
命　

ヲ
一

過
去
来
今　

ノ

仏　
ケ

一
切
智　

ノ

所
説　

ナ
リ

 

13

怒　
テ

己　
レ
ヲ一

可　
シ

為
二

譬　
ト

一

勿　
レ

殺　
コ
ト一

勿
行
二

　
ル
コ
ト

杖　
ヲ

一

若
見　

ハ

殺
生　

ノ

者　
ヲ

一

如
三

　
ク
セ
ヨ

 

14

刀　
ヲ
モ
テ

刺　
サ
ル
カ

其　
ノ

心　
ヲ

一
﹇
止
文
﹈﹇
已
上
﹈　
涅
槃
経
十
云
一
切　

ノ

畏　
ル
ヽ

刀
杖　

ヲ
一

无
 

15
　
不
愛
寿
命
一

怒
己
可
為
二

譬
一

勿
殺
一

勿
行
杖
一
﹇
已
上
﹈ 

16
　
慈
心
不
殺
事
　
問
慈
心
不
殺
者
十
善
之
始　

ヲ

挙
 

17
　
歟
　
答
今
釈　

ハ

爾
也
　
難
云
三
福　

ニ

広　
ク

可
摂　

ス
一

諸
善　

ヲ
一

 

18
　
誰　

カ

知　
ル

四
无
量
之
中　

ノ

挙　
ル
ニ
モ

慈
无
量　

ヲ
一

有　
ラ
ハ

以
此　

ヲ
一

浄
影
大
 

19
　
師
釈　

シ

此
┃□┃
旨　

ヲ
一

給　
ヘ
リ

如
何
　
答
第
一　

ハ

世
善
也
故　

ニ

不
 

20
　
可
摂　

ス
二

四
无
量
心　

ヲ
一

十
善
之
中　

ニ
ハ

不
殺
勝　

タ
ル
カ

故　
ニ

別
挙　

テ

之　
ヲ

一

 

21
　
次　

ニ
ハ

総
修
十
善　

ト

説
也
但　

シ

選
択　

ニ
ハ

今
釈　

ト

与　
ヲ

浄
影
之
義
書　

ケ
リ

 

22
　
五
戒
十
善　

ハ

旧
医
之
神
法　

ト

也
云　

テ

如
来
未
出
之
劫（

32
）初　
ヨ
リ

 

23
　
有　

ル

也
是　

ヲ

又
云
世
善　

ト
モ一

也
外
道　

ヲ
ハ

云
旧
医　

ト
一

仏　
ヲ
ハ

云
新
医　

ト
一

也
 

〈
二
六
オ
〉 

01
　
又
戒
定
恵　

ヲ
ハ

外
道　

ニ
ハ

旧
戒
旧
定
等　

ト

云　
ヒ

仏　
ヲ
ハ

客
戒
客
定
等　

ノ

 

02
　
云
也
　
九
悪
九
善
下　

ノ

九
品　

ニ

可
述
事
 

03
　
問
文
意
如
何
答
今　

ノ

慈
心
不
殺
之
句
之
下　

ニ

不
殺
 

04
　
生
之
善　

ト

与　
ヲ

殺
生
之
悪
一

釈　
シ

畢　
ヌ

修
十
善
業
之
文　

ノ

下　
ニ
テ

 

05
　
十
善
之
中　

ノ

後　
ノ

九
善
十
悪
之
中　

ノ

後　
ノ

九
悪　

ヲ

可　
レ
ト
モ

釈　
ス

一

 

06
　
不
釈　

セ
一

下　
ノ

九
品　

ニ

護　
ル

也
 

07
　
問
九
品
之
中　

ニ

全　
ク

不
釈
一

九
悪
九
善　

ヲ
一

如
何
　
答
可　

レ
ハ

釈　
ス

一

 

08
　
譲　

レ
ト
モ

彼　
レ
ニ

又
略　

ス
ル

也
　
問
釈　

セ
ハ

何　
レ
ノ

品　
ニ
テ

可　
キ

釈　
ス

一

歟
 

09
　
答
下
品
上
生　

ニ

釈　
シ

十
悪　

ヲ
一

中
三
品　

ニ

可
釈
十
善　

ヲ
一

也
或　

ハ

下
品
上
生　

ニ

 

10
　
十
悪　

ト

与　
ヲ

十
善
一

并　
ヘ
テ

可
釈
一

也
今　

ノ

文　
ニ

不
殺　

ト

与　
ヲ

殺
生
並　

ヘ

 

11
　
釈　

ル
カ

如　
シ

　
世
善
軽
微
感
報
不
具
等
事
 

12
　
問
世
善
実　

ニ
ハ

不
成
二

往
生
之
業　

ト
一

歟
　
答
不
爾
一

中
下
品
之
 

13
　
文
単
行
世
福
之
釈
分
明
也
世
福
往
生
之
業　

ト

成　
□

也
 

14
　
但　

シ

至　
テ
ハ

今
釈　

ニ
一

世
戒
二
福
相
対
軽
重　

ヲ

立　
ル

也
若
望　

レ
ハ

大
乗
 

15
　
之
行　

ニ
一

戒
行
又
劣
也
故　

ニ

小
戒
力
微
不
消
五
逆　

ト

釈　
セ
リ

望
々　

ニ

 

16
　
釈
知　

シ
ル

三
福
之
軽
重　

ヲ
一

也
　
受
持
三
帰
事
 

17
　
三
帰　

ニ

有
五
一

一
翻
邪
三
帰
謂　

ク

外
道
凡
夫　

ノ

改　
メ
テ

邪
見　

ヲ

 

18
　
始　

テ

入
仏
法　

ニ
一

之
時
帰　

ス
ル
ヲ

仏
法
僧　

ニ
一

云
也
二
五
戒
三
帰
謂
受　

ク
ル

 

19
　
五
戒　

ヲ
一

之
時
先　

ツ

受　
テ

三
帰　

ヲ
一

次
受　

ル

五
戒　

ヲ
一

也
是　

ハ

受
戒
之
法
明　

ニ
テ

 

20
　
先　

ツ

受　
ツ

三
帰
戒　

ヲ
一

也
三
八
戒
三
帰
四
十
戒
三
帰
五
具
戒
三
 

21
　
帰
﹇
已
上
﹈
後　

ノ

三　
ノ

三
帰　

ハ

望
五
戒
三
帰　

ニ
一

可
知
一

 

22

戒
五
戒
在
家
之
五
戒
也
不
殺
生
不
偸
盗
不
邪
婬
不（

33
）妄
語
不
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飲
酒
也
 

〈
二
六
ウ
〉 

01
　
在
家　

ニ
ハ

受　
テ

不
邪
婬
戒　

ヲ
一

不
犯
他
妻　

ヲ
一

出
家　

ニ
ハ

持　
テ

不
邪
婬　

ノ

戒　
ヲ

一

 

02
　
総
不
行
婬　

ヲ
一

也
　
新
訳　

ニ
ハ

名　
ケ

欲
邪
行　

ト
一

旧　
ニ
ハ

名　
ク

 

03
　
邪
淫　

ト
一

也
出
家
之
不
婬　

ヲ
ハ

名
梵
行　

ト

犯　
ス
ル
ヲ
ハ

名
非
梵
行　

ト
一

也
 

04
　
此
五
戒　

ハ

男
女
共　

ニ

受　
ク

男
是　

ヲ

受　
ツ
レ
ハ

云
優
婆
塞　

ト
一

又　
ハ

名
 

05
　
近
事
男　

ト
一

女
受　

ツ
レ
ハ

此　
ヲ

一

名　
ケ

優
婆
夷　

ト
一

又
名
近
事
女　

ト
一

サ
テ
 

06
　
此
戒　

ヲ
ハ

名
近
事
戒　

ト
一

　
八
戒
如
上
一

 

07
　
十
善
戒
者
身
三
口
四
意
三
也
　
二
百
五
十
戒
略
項
事
 

08
　
四
重
四
提
二
不
定
十
三
僧
残
七
滅
諍
三
十
捨
随
為
六
十
 

09
　
九
十
単
随
百
衆
学
﹇
已
上
﹈
是　

ハ

比
丘
之
具
足
戒
也
 

10
　
五
百
戒
是　

ハ

比
丘
尼
之
具
足
戒
也
此
二
百
五
十
戒
五
百
 

11
　
戒　

ヲ

受
後　

ニ

得　
ル

比
丘
比
丘
尼
之
名　

ヲ
一

也
比
丘
戒
比
丘
尼
戒　

ト
モ

 

12
　
大
僧
戒　

ト
モ

具
足
戒　

ト
モ

名　
ク

也
　
沙
弥
戒
是　

ハ

沙
弥　

ノ

十
戒
也
 

13
　
不
殺
生
不
偸
盗
不
行
婬
不
妄
語
不
飲
酒
不
脂シ

粉フ
ン

 

14
　
塗
身
不
歌（

34
）舞フ

唱
伎
及
橫
観
聴
不
上
高
広
 

15
　
大
床
不
衣
服
爰
麗
不
過
中
食
﹇
已
上
﹈
是　

ハ

沙
弥
也
 

16
　
受　

ツ
レ
ハ

之　
ヲ

一

名
沙
弥
沙
弥
尼　

ト
一

又　
ハ

勤
策
男
勤
策
 

17
　
女　

ト

　
已
上
五
八
十
具
之
戒　

ハ

小
乗
戒
也
 

〈資料翻刻〉神奈川県称名寺蔵『序分義聞書』

18
　
菩
薩
三
種
戒　

ハ
﹇
有
瓔
珞
経　
ニ

一

﹈
一
小
結
儀
戒
正
因
仏
性
発
心
 

19
　
是　

ハ

止
悪
也
二
聖
善
法
戒
是　

ハ

修
善
也
了
因
報
身
三
 

20
　
饒
益
有
情
戒
是　

ハ

大
照
之
戒
也
縁
因
応
身
也
 

21
　
十
无
尽
戒
梵
網
十
重
禁
戒
也
　
智
論　

ニ
ハ

自
行
 

22
　
之
五
支
悟
他　

ノ

十
戒
ア
リ
花
厳
又
有
十
无
尽
戒
一

 

〈
二
七
オ
〉 

01
　
□
上
大
乗
戒
也
 

02
　
少
分
戒
多
分
戒
全
分
戒
事
 

03
　
問
其
相
如
何
　
答
一
二
戒　

ヲ

持　
ツ
ヲ

名
少
分
戒　

ト
一

持　
ツ
ヲ

三
 

04
　
四
戒　

ヲ
一

名
多
分
戒　

ト
一

五
戒
具　

サ
ニ

持　
ツ
ヲ

可
名
全
分
戒
一

也
 

05
　
問
優
婆
塞
戒
経
四　

ニ

一
分
少
分
无
分
多
分
満
 

06
　
分
之
不
同　

ヲ

明　
セ
リ

其
相
如
何
　
答
女
経
云
若
優
 

07
　
婆
塞
三
帰
受
已
不
受
五
戒　

ヲ
一

名
優
婆
塞
一

若
 

08
　
受
三
帰　

ヲ
一

受
持
一
戒
是
名
一
分
受
三
帰
已
受
持
 

09
　
二
戒　

ヲ
一

是
名
少
分
一

若
受
三
帰
受
持
三
戒
已
若
 

10
　
破
一
戒
是
名
无
分
若
受
三
帰
一

受
持
四
戒
一

是
名
 

11
　
多
分
若
受
三
帰
一

受
持
五
戒
一

是
名
満
分
﹇
已
上
﹈ 

12
　
経
之
一
分
戒
少
分
戒　

ヲ

合
為
可　

シ

今　
ノ

少
分
戒　

ト
一

経　
ノ

多
 

13
　
分
戒　

ハ

狭　
シ

限　
ル
カ

四
戒
受
持　

ニ
一

故　
ニ

今　
ノ

多
分
戒
寛　

シ

可　
シ
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14
　
通
三
四
戒　

ニ
一

故　
ニ

経
之
満
分　

ト

与　
ハ

釈
之
全
分
一

全
同
也
 

15
　
問
受　

テ

三
戒　

ヲ
一

破
一
戒　

ヲ

名　
ル

无
分
戒　

ト
一

事
未
得
其
現　

ヲ
一

 

16
　
如
何
　
答
三
戒　

ヲ

受　
タ
ラ
ハ

可　
キ
ヲ

有
三
戒
受
持　

ノ

者　
ニ
テ

一

破　
ツ
レ
ハ

 

17
　
□　

ハ

一　
ヲ

一

无　
ト

三
戒
之
分
云
也
　
問
若
爾
者
一
二
 

18
　
三
四
五
之
受
者　

ニ

通
可
有
无
分
之
名
一
何
限
三
戒
 

19
　
受
持　

ニ
一

歟
　
答
挙　

テ

一　
ヲ

一

顕
四　

ヲ
一

歟
 

20

問
若　

レ
ハ

者
何
限　

テ

三
戒
受
持　

ニ
一

明
之
一

歟
答
縦（

35
）約　
ス
ト
モ

一
二
四
五　

ニ
一

 

21
　
挙
其　

ノ

一　
ヲ

未
此
難　

セ
ラ
レ

避　
サ
ラ

但
是
略
也
何
況　

ヤ

一
戒
 

22
　
一
分
戒
二
戒
少
分
戒　

ト

説　
キ

畢　
ヌ
レ
ハ

不
懐　

ラ

一
二
三　

ノ

 

23
　
実
事　

ヲ
一

且　
ク

挙　
ル

受
三
破
一
之
无
分
戒　

ヲ
一

也
 

〈
二
七
ウ
〉 

01
　
又
毘
曇　

ニ
ハ

持　
テ
ル

五
戒　

ヲ
一

者　
ノ

破　
ツ
レ
ハ

一
戒　

ヲ
一

余
之
四
戒　

モ

破　
レ
テ

但
為　

ル

 

02
　
処
中
之
善　

ト
一

也
　
経
了
成
実
等　

ス

一　
ハ

破　
ス
レ
ト

モ
全
不
破
一

云
也
 

03
　
不
犯
威
儀
事
　
罪　

ニ

有　
リ

性
罪
遮
罪
一

性
罪
者
 

04
　
七
支
之
悪
也
﹇
身
三
口
四
也
﹈
遮
罪
者
飲
酒
堀
土
伐
 

05
　
草
等
也
云　

ハ

性
罪　

ト
一

七
支
之
体
即
罪　

ノ

性　
ナ
ル
カ

故　
ニ

 

06
　
云
性
罪　

ト
一

遮
罪
者
七
支
之
悪　

ヲ

為　
ニ

令　
ム
カ

二

不
作　

ラ
一

制　
ス
ル

 

07
　
□
□
土
等　

ヲ
一

也
　
不　

ト

犯
二

性
罪　

ヲ
一

持　
ヲ

名
性
戒　

ト
一

止　
ル
ヲ

遮
 

08
　
罪　

ヲ
一

名
遮
戒　

ト
一

是　
ヲ

名
威
儀
戒　

ト
一

 

09
　
問
威
儀
者
何
様　

ニ

読　
ム
ヲ

歟
答
儀ヨ

ソ
ヲ
ヒ
ヲ

カ
サ
ル
ト
読
也
 

10
　
権ク

ヱ
□

威
之
時　

ハ

ヲ
ト
ス
ト
読
也
成
猛ハ

ウ

威ヰ

勢
皆
同
読
也
 

11
　
悔
過
事
　
小
乗　

ニ
ハ

无　
シ

四
重
之
悔
一

破　
ニ
ハ

遮
戒
等　

ヲ
一

 

12
　
許　

ス

懺
悔　

ヲ
一

故　
ニ

云
犯
釈
悔
過　

ト
一

　
小
因
者
小
乗
也
 

13
　
身
同
虚
空
事
　
菩
提
心
者
一
切
衆
生
独　

リ
モ

 

14
　
不
識
度　

サ
ン
ト

思　
カ

故　
ニ

其
衆
生
十
方　

ニ

多　
ケ
レ
ハ

行　
テ

化　
ス
ル

身
虚
 

15
　
空　

ノ

如　
ク
ト
ハ

云
也
心
斉　

ス

法
界　

ニ
一

者
愍
衆
生　

ヲ
一

心
一
人　

ヲ
モ

捨　
ネ
ハ

斉　
ト

 

16
　
法
界　

ニ
一

云
也
此
願
尽
未
来
際　

ヲ
一

无
終　

リ

故　
ニ

令
尽　

ト
一

云
也
 

17
　
実　

ニ
ハ

衆
生　

ハ

尽　
ス
ト
モ

菩
薩
之
願
念
皆
度　

セ
ン
ト

思　
カ

尽　
ス
ニ
テ

有
也
 

18
　
次　

ニ
ハ

約　
セ
リ

三
業　

ニ
一

身
業
之
下　

ニ

恭
敬
供
養
礼
拝　

ハ

顕　
ル

也
 

19
　
迎
送
者
従
彼
一

此　
ニ

来　
ル

時　
ハ

迎　
ヘ

従
此
一

至
彼　

ニ

時　
ハ

送　
也

 

20
　
随　

テ

衆
生　

ニ
一

来
去　

ス

為
是
一

親
近
衆
生　

ニ
一

出　
シ

生
死　

ヲ
一

入　
ル

 

21
　
涅
槃　

ニ
一

也
口
業　

ニ
ハ

説
法
言　

ハ
ク

下　
ニ

无
量　

ノ

人　
ヲ

導　
ヒ
テ

令
得
悟　

ヲ
一

 

22
　
意
業　

ニ
ハ

入
定
観
察
以
大
慈
心　

ヲ
一

応
機　

ニ
一

化
衆
生　

ヲ
一

也
 

23
　
問
何
意
業
之
下　

ニ

分
身
法
界　

ト

云
歟
分
身　

ハ

可　
キ
カ

身
業　

ナ
ル一

 

〈
二
八
オ
〉 

01
　
歟
如
何
答
分
身
化
身
也　

カ

故
入
定　

ハ

意
業
也
 

02
　
問
菩
提
心　

ニ

何　
ナ
ル

有
功
徳　

カ

歟
　
答
涅
槃
経
云
発
心
畢
竟
 

03
　
二
不
別
如
是
二
心
前
心
難
﹇
已
上
﹈
意　

ハ

成　
ル
ヲ

仏　
ニ

一

易
趣
菩
提
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04
　
心　

ヲ
一

難
也
　
発
心
者
発
菩
提
心
一

也
畢
竟
者
成
仏
也
 

05
　
二
不
別
者
始
一
切
衆
生　

ヲ

度　
セ
ン
ト

云
意　

ト

成　
テ

仏　
ニ

一

度　
ト

一
切
 

06
　
衆
生　

ヲ
一

云
別
也
　
菩
提
仏
果
名
等
事
 

07
　
問
所
発　

ハ

仏
果
能
発　

ハ

衆
生
之
心　

ト

云
也
爾　

ハ

再
其　

ノ

能
求
之
 

08
　
心
者
八
識
九
識
之
中　

ニ
ハ

何　
ソ

歟
　
答
是　

ハ

大　
キ
ナ
ル

論
義
 

09
　
人
々
答
不
同
也
但
大
乗　

ハ

顕
教　

ニ
テ
ハ

菩
提　

ハ

第
九
識
心　

ハ

第
六
 

10
　
識　

ト

云
也
止
観
之
発
大
心
之
下　

タ
ニ

簡
非
顕
是
之
文　

ア
リ

 

11
　
簡
非　

ニ
ハ

イ
リ
タ
心
カ
リ
タ
心　

ヲ

挙　
テ

□　
ヘ
リ

即　
チ

積
聚
精
要
 

12
　
之
草
木　

ノ

心
也
顕
是
之
下　

ニ
ハ

取　
リ

悉
咤
心　

ヲ
一

是
了
知
分
別
 

13
　
之
心
也
当　

リ

第
六
識　

ニ
一

化
身
六
識　

ハ

縁　
ス
ヤ

悟　
ヲ

一

不
縁　

セ
一

小
 

14
　
乗　

コ
ソ

意
識
近
縁
三
世
外
世　

ト

云　
ハ

大
乗
之
性
宗　

ニ
ハ

有　
ル

習
一

 

15
　
事
也
是
極　

タ
ル

大
事
也
若
真（

36
）言　
ニ
テ
ハ

六
識
発
心　

ノ

義　
ハ

総　
テ

无
也
 

16
　
問
第
二
巻
第
四
巻　

ノ

所
釈
之
菩
提
心
同
異
如
何
 

17
　
答
同
也
但
二
巻
之
菩
提
心　

ハ

聖
道
浄
土　

ヲ

不
分
別　

セ
一

顕　
ス

 

18
　
菩
提
心
之
相　

ヲ
一

也
此　

ノ

菩
提
心　

ヲ

聖
道
門
之
菩
薩　

ハ

戻
ヱ
土　

ニ
一

如　
ク

 

19
　
願
一

度
衆
生　

ヲ
一

浄
土
門
之
菩
薩　

ハ

若
住　

セ
ル

此コ
ヽ
ニ一

自
他
共　

ニ

没
 

20
　
知　

テ

无　
ト

利
益
一

先　
ツ

生
浄
土　

ニ
一

得　
テ

神
通　

ヲ
一

之
後
還　

テ

ヱ
土　

ニ
一

 

21
　
如　

ク

昔　
ノ

願　
ノ

一

度　
ス
ル

衆
生　

ヲ
一

也
以
之　

ヲ
一

両
処
之
釈　

ヲ
ハ

可
得
意
一

也
二
 

22
　
巻　

ハ

総
釈
菩
提
心　

ヲ
一

四
巻　

ハ

別
浄
土
之
菩
提
心　

ノ

異
楽　

ヲ

釈
也
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〈
二
八
ウ
〉 

01
　
而
有
人
二
巻　

ヲ
ハ

属　
ル

聖
道
門　

ニ
一

事
无
云　

ハ
レ

事
也
浄
土　

ノ

 

02
　
菩
提
心　

ハ

此
別　

ニ

何
様　

ニ

可
発
一

可
　□熟　

□
□

歟
　
サ
レ
ハ
先
師　

ハ

聖
 

03

道
之
菩
薩　

ノ

菩
提
心　

ヲ
ハ

名　
ケ

行
菩
提
心　

ト
一

浄
土
之
菩
提
心　

ヲ
ハ

名
願

菩
提
 

04
　
心　

ト

云
義　

ヲ

被　
ル

立
一

也
 

05
　
深
信
因
果
有
二
事
　
問
其
二　

ノ

中　
ニ

第
一　

ノ

世
間
苦
 

06
　
楽　

ノ

因
果　

ハ

文　
ニ

有
其
第
二
之
因
果　

ハ

何
物　

ヲ

歟
答
 

07
　
第
二　

ハ

可　
シ

出
世
之
楽　

ノ

因
果　

ナ
ル一

顕　
ハ
ナ
ル
カ

故　
ニ

略
也
 

08
　
印
壊
文
成
事
　
問
意
如
何
　
答
涅
槃
 

09
　
師
子
吼
品
云
如　

ク

蠟ラ
ウ

印　
ノ

印　
ト

与
泥
一

合
印
滅　

シ

文
成　

ス

而　
モ

 

10
　
是　

ノ

実
印
不
反
在
泥　

ニ
一

文
非　

ス

出　
ニ

泥　
ヨ
リ

不
余
処　

ヨ
リ

来　
ラ

 

11
　
以　

テ

印　
ノ

因
縁　

ヲ
一

而
生　

ル
カ

是
文　

ノ
一

現
在　

ノ

陰
滅　

ノ

中
陰　

ノ

々
生　

ス

 

12
　
是　

ノ

現
在　

ノ

陰
終　

ヒ
ニ

不
三

反
為　

ラ
二

中
陰
五
陰　

ト
一

中
陰
亦
非　

ス

 

13
　
自　

ヨ
リ

生　
ニ

一

不
従
余
一

来　
ヲ

因　
ル
カ

現
陰　

ニ
一

故　
ニ

生　
ル
ヲ
ハ

中
陰　

ヨ
リ一

如
実
 

14
　
印　

ノ

々
泥　

ノ

壊
文
成　

ル
カ

一
﹇
已
上
﹈ 

15
　
苦
法
如
毒
悪
法
如
刀
事
　
苦
法　

ハ

生
死
之
果
也
 

16
　
如
毒
者
不　

ト

受
二

毒　
ヲ

一 （
37
）旦　
カ

如　
ク

可　
キ

思
三

不　
ト

二

受
苦
果　

ヲ
一

也
　
悪
法
 

17

者
生
死
之
因
也
　
如
刀
者
生
死
之
業
因　

ヲ

不
作
一

思
事
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如　
ク
ナ
レ
ト
モ

 

18

刀　
ノ

刃ヤ
イ
ハ
ヲ

当　
ラ
ン
ト

身　
ニ

一

思　
カ

一

云
也
而　

ヲ

如　
ク
ナ
ル

刀　
ノ

一

作　
リ

悪
業　

ヲ
一

如　
ク
ナ
ル

毒　
ノ

一

受　
ル
ヲ

 

19
　
苦
果　

ヲ
一

云
損
害
衆
生　

ト
一

也
今
巻
之
下　

ハ

申
勧
進
之
意　

ヲ
一

也
 

20
　
引
聖
励
凡
事
　
問
文
意
如
何
答
 

21
　
聖
者
三
世
諸
仏
也
凡
者
思
令
未
来
世
一
切
凡
夫
也
 

〈
二
九
オ
〉 

01
　
経
文　

ニ

前
後
相
違
之
難　

ノ

有　
ヲ

会
釈　

ス
ル

釈
也
如
何　

カ

相
違　ス

ル

 

02
　
三
種
之
浄
業　

ヲ

上　
ノ

文　
ニ
ハ

説　
キ

凡
夫
往
生
之
業　

ト
一

下　
ノ

文　
ニ
ハ

説　
ケ
リ

 

03
　
諸
仏
成
道　

ノ

正
因　

ト
一

此
相
違　

ヲ

会
通　

ス
ト

而　
テ

三
世　

ノ

諸
仏
之
 

04
　
所　

ノ

行　
シ
給一

三
種
之
浄
業　

ナ
レ
ハ

忝カ
タ
キ

行
也
サ
レ
ハ
我
等
行
之　

ヲ
一

 

05
　
為ス

　ト

往
生
之
業　

ト
一

可　
カ

励　
ス

二

心　
ヲ

一

故　
ニ

釈　
ル

引
聖
励
凡　

ト
一

也
此
事
 

06
　
先
師
殊　

ニ

明　
テ

智
論　

ヲ
一

被　
シ

立　
テ

二

此
義　

ヲ
一

也
智（

38
）論　
ニ

菩
薩　

ノ

成
仏
因
 

07
　
土
成
就
衆
生　

ヲ

明　
ス
ニ

始
従
十
悪
一

供
有
相
之
善　

ニ
テ

皆
 

08
　
是　

ノ

止　
メ
テ

自　
ノ

仏
果
之
上　

ノ

浄
土　

ヲ

ミ
カ
キ
然
後
他　

ニ

是　
ヲ

令　
テ

行　
セ

一

 

09
　
成
就
衆
生
之
願　

ヲ

違　
ス

相　
ヲ

彼　
ノ

論　
ニ

委
悉　

ニ

釈　
セ
リ

今
文　

ト

一
也
 

10
　
諸
仏
先　

ツ

引　
テ

三
福　

ヲ
一

浄
土　

ヲ

構カ
マ
エ

実　
ニ

行　
ス
ル

三
福　

ヲ
一

衆
生　

ヲ

 

11
　
浄
土　

ニ

引　
シ

給
也
彼　

ノ

菩
薩
成
就
衆
生　

ノ

行　
モ

又
菩
薩
自ミ

行
 

12
　
三
福　

ヲ
一

他
力　

ニ

為　
テ

外
縁　

ト
一

行　
ス
ル

三
福　

ヲ
一

衆
生　

ノ

行
因　

ヲ

助　
テ

 

13
　
令　

シ

作　
サ

一

生
因　

ト
一

也
　
問
仏　

ハ

定
散
之
万
善
円
満　

シ

給　
ヘ
リ

何
 

14
　
限　

テ

散
善
之
三
福　

ニ
一

説
諸
仏　

ノ

正
因　

ヲ
一

歟
　
答
実　

ニ

如
難
一

 

15
　
但　

シ

今
文　

ヲ

散
善
自
開
之
便　

リ
ヲ

受　
テ

説　
ク

諸
仏　

ノ

正
因　

ト
一

許　
リ

也
 

16
　
是
則
諸
仏
以
三
福　

ヲ
一

為　
ス

成
仏
之
正
因　

ト
一

衆
生
又
以
三
福　

ヲ
一

 

17
　
為　

セ
ヨ
ト

往
生　

ノ

正
因　

ト
一

説　
カ
ン
カ

為
也
　
問
若
爾
者
浄
土
三
福　

ノ

 

18
　
色　

ロ
ニ

顕　
ハ
レ

タ
ル
也
衆
生
随
一　

ニ

一
福　

ヲ

修　
セ
ハ

往
生
无
疑
一

而　
ヲ

何
此
 

19
　
経　

ニ

殊　
ニ

念
仏　

ヲ

修　
タ
リ
ト

明　
ス

歟
答
卌
八
願
生
因
之
願　

ヨ
リ

爾
説
也
 

20
　
総
云　

ヘ
ハ

三
福
生
因　

ト

成　
ル
ト

云　
ヘ
ト
モ

別
願
之
意
楽　

ヨ
リ

見　
レ
ハ

 

21
　
念
仏　

カ

修　
タ
ル

也
平
等
之
慈
悲
之
中　

ヨ
リ

選　
ヒ

出　
セ
リ

念
仏
 

22
　
往
生
之
願　

ハ

余　
ノ

慈
悲　

ヨ
リ
モ

慈
悲
之
色　

ヲ

滋　
コ
キ

也
 

〈
二
九
ウ
〉 

01
　
　
定
善
示
観
縁
処
 

02
　
如
来
已
許
今
就
此
文
正
欲
開
顕
正
受
方
便
事
 

03
　
問
如
来
已
許
意
如
何
　
答
如
来
已
許
者
於
顕
行
縁
 

04
　
之
許（

39
）説　
ヲ

一

也
彼
時
許
説　

ス
レ
ト
モ

為　
ニ

散
善
自
開　

ノ
一

即
 

05
　
不
説
定
善　

ヲ
一

故　
ニ

取　
テ

示
観
縁　

ニ
一

正　
ク

定
善　

ヲ

説　
カ
ン
ト

重　
ネ
テ

 

06
　
許
説　

シ

給
也
正
欲
之
正　

ノ

字　
ハ

対　
ス
ル

顕
行
縁
之
許
説　

ニ
一

也
 

07
　
問
正
受
方
便
者
意
如
何
　
答
有
云
正
受
者
十
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08
　
三
観
方
便
者
示
観
縁
也
今
云
正
受
者
行
者
 

09
　
之
定
行
方
便
者
十
三
観
之
教
門
也
依　

テ

経　
ニ

一

修　
ス

定　
ヲ

一

 

10
　
故　

ニ

教　
ハ

入
定
之
方
便　

タ
ル

也
 

11
　
　
因
縁
極
要
利
益
処
深
事
 

12
　
問
因
縁
極
要
者
何　

ナ
ル

法　
ヲ

歟
答
定
善
也
　
難
云
 

13
　
今
経
之
本
意　

ハ

開
散
善　

ヲ
一

摂　
シ

散
機　

ヲ
一

対
愚
悪
之
 

14
　
機　

ニ
一

顕　
ス

念
仏　

ヲ
一

是
其
本
意
也
可
云
二

是　
ヲ

因
縁
之
極
 

15
　
要　

ト
一

如
何
答
当
縁
之
意　

ハ

定
善　

ヲ

序　
ス
ル

也
故　

ニ

　モテ
ナ
ス

賞シ
ヤ
ウ

 

16
　
歓ク

ワ
ム

定
善　

ヲ
一

勧　
ス
ル

機　
ヲ

一

也
但
就　

テ

今
経　

ニ
一

有
二
之
本
意
一

一　
ハ

 

17
　
随　

レ
ハ

ヰ
提　

カ

請　
ニ

一

定
善　

ヲ

為
正　

ト
一

二　
ハ

約　
レ
ハ

仏
之
本
意　

ニ
一

念
仏　

ヲ

 

18
　
為
正　

ト
一

二　
ノ

正　
カ

中　
ニ

念
仏
実　

ト
ニ

雖
正
也　

ト
一

今
当
縁
之
意　

ハ

就　
テ

 

19
　
随
機　

ノ

明
定
善　

ヲ
一

且　
ク

是　
ヲ

云
因
縁
極
要　

ト
一

也
例　

ハ

如
 

20
　
法
花　

ハ

雖
出
世
之
本
懐
一

也　
ト

涅
槃
経
之
三
子
三
馬
三
 

21
　
田
等
之
譬　

ハ

菩
薩　

ヲ

為　
ル
カ

先　
ト

一

故
当
文　

ハ

定
善　

ヲ

而
立　

テ

因
縁　

ノ

 

22
　
極
要
讃　

シ

也
他
従　

ハ

仏
意
一

此
定
善　

ノ

下　
ニ

散
善　

ヲ
モ

念
仏　

ヲ
モ

 

〈
三
〇
オ
〉 

01
　
□
タ
ル
事　

ハ

勿
論
也
　
私
云
因
縁
者
往
生
之
因
縁
也
 

02
　
問
因
縁
者
何
者
歟
　
答
往
生
之
因
縁
也
即
行
因
教
 

03
　
縁
之
上　

ノ

正
受　

ハ

用
方
便
縁
也
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04
　
問
曠
劫
希
聞
如
今
始
説
者
意
如
何
答
曠
劫
 

05
　
之
中　

モ

今
生
始　

テ

聞　
ク

故　
ニ

云
希
聞　

ト

望　
メ
テ

仏　
ニ

是　
ヲ

云
始
説　

ト
一

也
 

06
　
難
云
三
世　

ノ

諸
仏
皆
説　

テ

観
経　

ヲ
一

給
何
云　

ハ
ン

始
経　

ト
一

衆
生
无
 

07
　
始　

ヨ
リ

有
聞
法
之
種
子
何
希
聞　

ト

云
歟
　
答
結
縁
之
聞
法　

ヲ
ハ

 

08
　
属
不
聞　

ニ
一

可　
キ

得
生　

ス
一

在　
ヒ
テ

聞
法　

ヲ

釈　
ル

希
聞　

ト
一

也
始
説
者
今
ヰ
 

09
　
提
及
未
来
之
我
等　

カ

為　
ニ
ハ

釈
迦
之
説　

キ

給　
ヲ

説　
ニ

当　
ル

不
遮　

セ
一

 

10
　
余
仏
之
対　

シ
テ

余
機　

ニ
一

説　
ク
ヲ
ハ

観
経　

ヲ
一

 

11
　
問
利
益
処
深
者
指
无
生　

ヲ
一

歟
指
往
生　

ヲ
一

歟
答
二　

ニ

 

12
　
通　

ル

也
当
文　

ニ

云　
ヒ

得
无
生
忍　

ト
一

正
宗
処　

ニ

説　
ケ
リ

往
生　

ト
一

 

13
　
可
思
之　

ヲ
一

　
総
命
二
人
事
 

14
　
問
文
意
如
何
　
答
釈　

ノ

趣　
キ

分
明
也
此
則
第
二
第
三
之
文　

ノ

 

15
　
意　

ヲ

探サ
ク
テ

告
命　

ノ

故　
ヲ

釈
趣
也
所
詮　

ス
ル

一

告
命　

ス
ル

二
人　

ニ

事　
ハ

 

16
　
慇
懃
鄭
重
之
故
也
上　

ニ

顕
行
縁
之
許
説　

ハ

雖
許
説　

ス
ト一

散
 

17
　
善
自
開　

ヲ

為
本
意　

ト
一

故　
ニ

夫
人
一
人
告
命　

ス

今
当
縁
之
 

18
　
告
命　

ハ

近　
ク

説　
テ

観
之
利
益　

ヲ
一

勧　
ル
カ

機
之
励
修
一

故　
ニ

 

19
　
苦　

ヲ
モ

告　
ル

二
人　

ニ
一

也
所
詮
一

当
縁
之
本
意　

ハ

勧
修　

ハ

得
益　

ト
テ

 

20
　
定
善　

ノ

利
益　

ヲ

説　
キ

フ
【
於
】
テ
ラ
カ
ノ
　ル令
機　

ヲ
一

イ
ソ
キ
修　

ン
ト

 

21
　
定
善　

ヲ
一

思　
ハ

一

也
　
如
来
臨
化
偏
為
常
没
等
事
 

22
　
問
是　

ハ

通　
ル
カ

聖
道
浄
土　

ニ
一

又
限　

ル
カ

浄
土　

ニ
一

歟
応
総
　ハ

仏　
ノ
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23
　
ヱ
土　

ニ

成　
ル
ハ

覚　
ニ

一

不
論
聖
道
浄
土　

ヲ

為
化　

ル
カ

常
没　

ヲ
一

也
但
於　

イ
テ

 

〈
三
〇
ウ
〉 

01
　
常
没
之
機　

ニ
一

有
疾
弱
一

故　
ニ

此
教　

ハ

正　
ク

常
没
之
中　

ノ

怯
弱
 

02
　
之
機　

ヲ

化　
ル
□

也
今
釈
此
意
也
　
尋
云
仏
出　

ル

ヱ
土　

ニ
一

事　
ハ

 

03
　
為　

ト

常
没
凡
夫　

ノ
一

云
事
有
何　

ノ

証　
カ

一

歟
　
答
其
証
是
多　

シ

 

04
　
且　

ク

法
花　

ノ

信
解
品　

ニ

父
子
相
告
父
子
相
見
之
譬　

ヒ

可
思
之
一

 

05
　
法
身
菩
薩
何　

カ

故　
ソ

来　
テ

ヱ
土　

ニ
一

聞　
ク

法　
ヲ

一

歟
　
答
正　

ク

出　
ル

 

06
　
ヱ
土　

ニ
一

事　
ハ

為ナ

　ル
ヲ

凡　
ノ

一

而　
ニ

聖
人
此　

ニ

来　
ル

事　
ハ

有　
ト

三　
ノ

故　
ヘ

一

天
台
 

07
　
判　

シ

給　
ヘ
リ

一　
ハ

為
自
熟　

ノ
一

二　
ハ

為
熟
他　

ノ
一

三
本
縁
之
故　

ト

云
也
 

08
　
為
未
来
世
煩
悩
賊
害
事
 

09
　
問
未
来
世
者
指
何　

レ
ノ

機　
ヲ

一

歟
煩
悩
賊
害
者
何　

ナ
ル

機　
ヲ

歟
 

10
　
答
未
来
者
如
来
滅
後
也
可
通
二

正
像
末　

ニ
一

但　
シ

元
照
釈
云
 

11

為
未
来
者
正
指
像
末
也
﹇
已
上
﹈
是　

ハ

随　
ヘ
テ
ハ

□　
ニ

一

釈　
ル

也
大
師

之
 

12
　
普
沾テ

ン

来
潤　

ト

釈　
シ

給　
ヘ
ル
ハ

不
別ヘ

ツ

正
像
末　

ヲ
一

但
何　

レ
モ

傍　
ニ
ハ

 

13
　
正
法
正　

ク
ハ

像
末　

ト
ハ

可　
キ

思
食
一

也
　
煩
悩
賊
害
者
大
師　

ハ

判　
シ

 

14
　
凡
夫
障
重　

ト
一

元
照　

ハ

煩
悩
賊
害
判
具
縛
凡
夫
也　

ト

釈　
セ
リ

 

15
　
聖
同
意
也
　
﹇
私
云
煩
悩
者
四
重
之
煩
悩
也
別
段
也
﹈ 

16
　
三
悪
火
阬
闇
在
人
之
足
事
　
問
闇
在
人
足
意
 

17
　
如
何
　
答
三
途
皆
地
下　

ニ

有　
リ

地
獄　

ハ

過　
キ
テ

地
下
一
千
由
 

18
　
旬　

ヲ
一

有
等
活
一

余　
ノ

七ナ
ヽ
ツ

下　
サ
マ
ニ

安
立
无
間
之
底　

ハ

去　
コ
ト

此　
ヲ

一

四
万
也
 

19
　
鬼
界　

ハ

地
下
有　

リ

五
百
由
旬　

ニ
一

畜
生　

ハ

有
大
海
之
底　

ニ
一

正　
ク

 

20
　
地
下　

ニ

无　
レ
ト
モ

大
海　

モ

従
此
地
下
也
今　

ハ

対
三
途
之
本
住
処　

ニ
一

 

21
　
云
在
人
足
下　

ト
一

也
　
随
縁
起
行
事
 

22
　
問
何　

ナ
ル

行　
ソ

歟
　
答
不
可
定　

ム

何
行　

ト
一

只
具
縛
之
凡
 

23
　
夫　

ノ

所
修
一

微
劣
之
善
根
也
所
起　

ノ

煩
悩　

ハ

強　
ク

有
力　

ラ
一

所
修
 

〈
三
一
オ
〉 

01
　
之
善
根
弱　

ク

无
力　

ラ
一

故　
ニ

判　
ス
ル

失
此
法
才　

ト
一

也
 

02
　
若
爾
者
具
縛
之
凡
夫
不
可
有
二

出
離
之
期
一

如
何
 

03
　
答
如
来
之
化　

ヲ

儲　
ケ

縁
中
為
此　

ノ
一

也
凡
夫
之
出　

ル

生
死　

ヲ
一

事
依　

ル

 

04
　
仏
教　

ニ
一

也
上　

ニ

如
来
臨
化
偏
為
常
没　

ト

釈　
ル

此
意
也
失
此
法
 

05
　
才
者
凡
夫
之
木コ

成ナ
リ
ヲ

釈　
ル

也
流
転　

ス
ル

分　
ヲ
ハ

云
失
此
法
才　

ト
一

 

06
　
還
滅　

ス
ル

法　
ヲ
ハ

云
説
清
浄
業　

ト
一

也
流
転
者
又　

ハ

名
下
転　

ト
一

釈
論
 

07
　
云
諸
染
法
有
力
諸
浄
法
无
力
一

背
本
一

下
々
転
名
 

08

為
下
転
門
一
﹇
已
上
﹈
還
滅
者
思
名
上
転　

ト
一

　
同
論
云
諸
浄

法
 

09

有
力
一

諸
染
法
无
力
一

向
源
上
上
々
転
名
為
上
転
門
﹇
已

上
﹈ 
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10
　
而　

ヲ

聖
道
三
業
之
上
転　

ハ

唯
自
力　

ナ
ル
カ

故　
ニ

難　
ク

進　
ミ

一

浄
土
之
上
 

11
　
転　

ハ

有　
ル
カ

他
力
之
救
護
一

故　
ニ

易　
キ

進　
ミ

一

也
是　

ハ

入　
テ

浄
土
門　

ニ
一

 

12
　
定
散
念
仏
皆
乗　

ス
レ
ハ

他
力　

ニ
一

易　
シ

進
一

於　
イ
テ

浄
土
之
機　

ニ
一

軽
次
 

13
　
重
罪
之
人　

ハ

乗
称
名
之
他
力　

ニ
一 （

40
）進　
ム

也
同
乗　

レ
ト
モ

他
力　

ニ
一

定
散　

ハ

 

14
　
乗　

ル
カ

十
九
之
願　

ニ
一

故　
ニ

弱　
ク

念
仏　

ハ

乗　
ル
カ

十
八
之
願　

ニ
一

故　
ニ

強　
シ

生
因　

ト

与　
ノ

 

15
　
来
迎
一

願
意
可
思
之　

ヲ
一

但　
シ

今　
ノ

清
浄
業　

ハ

当
文　

ハ

十
三
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16
　
定
善
之
許
説
也
 

17
　
問
有
人
云
定
散
二
善　

ヲ

云
失
此
法
才　

ト
一

也
念
仏
謂
不
変　

ノ

 

18
　
法
也　

ト

云
此
義
如
何
　
答
サ
テ
ハ
聖
道　

ノ

出
離　

モ

无　
ク

可
 

19
　
无　

カ
ル

浄
土
之
中　

ノ

定
散
往
生　

モ
一

請
法　

ノ

罪
甚　

シ
キ

義
也
 

20
　
説
清
浄
業
事
　
問
清
浄
業
者
何　

ナ
ル

行　
ソ

歟
 

21
　
答
有
二
釈
一

 

 
【
註
】 

（
1
）
細
川
行
信
「
親
鸞
消
息
の
研
究
│
特
に
有
念
無
念
の
諍
論
に
つ
い
て
│
」（『
印
仏
研
』
二
│
二
、
一
九
五
四
年
） 

（
2
）
坪
井
俊
映
「
金
沢
文
庫
蔵
「
観
経
疏
聞
書
」
の
研
究
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
三
一
、
一
九
八
六
年
） 

（
3
）
な
お
、『
玄
義
分
聞
書
』
は
拙
論
「
鎌
倉
浄
土
教
に
お
け
る
親
鸞
思
想
の
形
成
と
展
開
」（
龍
谷
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
二
〇
年
）
に
お
い
て
翻
刻
資
料

を
掲
載
し
た
。 

（
4
）
廣
川
堯
敏
「
金
沢
文
庫
本
「
観
経
疏
聞
書
」
と
「
光
明
抄
」│
良
忠
教
学
の
思
想
基
盤
│
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
一
八
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
一
頁
） 

（
5
）
為
序
正
流
通
﹇
已
上
﹈…
次
行
余
白
に
補
記
 

（
6
）
之
…
右
傍
に
筆
の
跡
あ
り
 

（
7
）
説
…
右
傍
補
記
 

（
8
）
者
…「
等
」
と
右
傍
註
記
 

（
9
）
簡
…「
簡
」
を
「
簡
」
と
右
傍
訂
記
 

（
10
）
簡
…「
簡
」
と
右
傍
訂
記
 

（
11
）
仏
…
右
傍
補
記
 

（
12
）
在
…「
如
」
を
「
在
」
と
右
傍
訂
記
 

（
13
）
亡
…「
亡
」
と
右
傍
訂
記
、
そ
の
右
傍
に
筆
の
跡
あ
り
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（
14
）
経　
ニ
ハ

…
右
傍
補
記
 

（
15
）
九
…
右
傍
補
記
 

（
16
）
五
…
右
傍
補
記
 

（
17
）
人　
ヲ

…「
也　
ヲ

」
を
「
人　
ヲ

」
と
右
傍
訂
記
 

（
18
）
等
…
右
傍
補
記
 

（
19
）
得
…「
徳
」
と
右
傍
註
記
 

（
20
）
三
…
右
傍
補
記
 

（
21
）
待
…
右
傍
補
記
 

（
22
）
生
…
右
傍
補
記
 

（
23
）
◯
此
有
ヘ
キ
歟
…
12
行
目
と
13
行
目
の
行
間
に
あ
り
。
16
行
目
の
頭
に
線
を
引
く
 

（
24
）
行
…
右
傍
に
「
果
海
」
と
あ
る
を
抹
消
 

（
25
）
並
…
上
欄
補
記
 

（
26
）
戒
…
右
傍
補
記
 

（
27
）
世
…「
ロ
歟
」
と
右
傍
註
記
 

（
28
）
ス
　
…「
ス
　
」
と
右
傍
訂
記
 

（
29
）
含
…
右
訓
「
ス
ル
ハ
」
を
抹
消
 

（
30
）
也
…「
歟
」
と
右
傍
註
記
 

（
31
）
帰
…「
福
」
を
「
帰
」
と
右
傍
訂
記
 

（
32
）
劫
初　
ヨ
リ

…
本
来
行
頭
に
あ
る
を
線
を
引
き
行
末
へ
入
れ
換
え
指
示
 

（
33
）
不
…
右
傍
補
記
 

（
34
）
舞
…
…「
ニ
イ
」
と
返
点
位
置
に
註
記
 

（
35
）
約　
ス
ト
モ

…
右
傍
補
記
 

（
36
）
真
…
右
傍
補
記
 

（
37
）
旦
…
右
傍
に
「
思
」
と
あ
り
 

（
38
）
智
…
右
傍
補
記
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（
39
）
説
…「
説
」
と
上
書
訂
記
 

（
40
）
進
…
右
訓
「
カ
」
を
抹
消
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﹇
二
〇
二
一
年
度
　
研
究
生
報
告
論
文
要
旨
﹈ 

築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
の
活
動
調
査
報
告
 

智
　
谷
　
皓
　
城
 

本
論
文
の
目
的
は
、
か
つ
て
築
地
本
願
寺
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
（
T・
Bコ
ー
ル
）
の
活
動
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
資
料
研
究
報
告
を
行
う
。 

ま
ず
、
今
回
、
日
本
近
代
音
楽
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
、
及
び
『
築
地
本
願
寺
新
報
』、『
仏
教
タ
イ
ム
ス
』、『
全
仏
通
信
』
３

紙
の
言
説
資
料
を
調
査
し
た
。
結
果
と
し
て
、
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
に
関
係
す
る
演
奏
会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
１
点
、
ま
た
築
地
仏
教

聖
歌
合
唱
団
に
関
係
す
る
記
事
が
『
中
外
日
報
』
に
て
９
点
、『
築
地
本
願
寺
新
報
』
に
て
１
７
点
、『
仏
教
タ
イ
ム
ス
』
に
て
２
９

点
、『
全
仏
通
信
』
に
て
２
点
、
確
認
さ
れ
た
。 

 築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
は
昭
和
２
９
年
１
０
月
末
ご
ろ
に
築
地
本
願
寺
内
で
発
足
し
た
合
唱
団
で
あ
る
。
東
京
都
内
を
中
心
に
活
動

し
、
仏
教
洋
楽
の
演
奏
を
行
っ
て
い
た
。（
明
治
時
代
、
西
洋
音
楽
の
書
法
に
よ
る
仏
教
音
楽
が
誕
生
し
、
以
来
山
田
耕
筰
、
弘
田
龍

太
郎
、
清
水
脩
と
い
っ
た
日
本
を
代
表
す
る
作
曲
家
か
ら
も
作
品
が
排
出
さ
れ
て
き
た
。
明
治
以
前
よ
り
演
奏
さ
れ
て
き
た
声
明
、
雅

楽
と
区
別
す
る
た
め
、
本
論
文
で
は
、
西
洋
音
楽
の
手
法
に
基
づ
く
仏
教
音
楽
を
「
仏
教
洋
楽
」
と
呼
称
す
る
）。
合
唱
団
は
、
主
に

立
正
、
駒
沢
、
武
蔵
野
女
子
学
園
と
い
っ
た
大
学
の
合
唱
団
の
幹
部
並
び
に
卒
業
生
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
途
中
、
昭
和
４
４

年
に
東
京
仏
教
聖
歌
合
唱
団
と
改
称
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
結
成
か
ら
お
よ
そ
十
数
年
間
活
動
を
続
け
て
い
た
。 
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築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
、
合
唱
団
の
創
立
に
も
っ
と
も
大
き
く
関
わ
り
、
合
唱
団
の
指
導
者
、
指
揮
者
、

オ
ル
ガ
ン
奏
者
と
し
て
活
動
し
て
い
た
伊
藤
完
夫
（
1906│
2005）
の
作
品
を
中
心
に
演
奏
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。（
伊

藤
完
夫
は
、
築
地
本
願
寺
の
正
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、《
さ
ん
だ
ん
の
う
た
》
な
ど
現
在
で
も
頻
繁
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
仏
教
洋
楽

の
作
曲
家
で
あ
る
）。
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
の
演
奏
記
録
の
ほ
と
ん
ど
が
伊
藤
完
夫
作
曲
の
仏
教
洋
楽
で
あ
り
、
築
地
仏
教
聖
歌
合

唱
団
の
演
奏
の
た
め
に
新
た
に
作
曲
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
が
伊
藤
完
夫
の
作
品
の
発
表
す
る
機
会
を
提
供
し

て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
作
曲
家
伊
藤
完
夫
の
業
績
を
た
ど
る
上
で
も
重
要
な
情
報
で
あ
ろ
う
。 

次
に
、
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
は
、
演
奏
会
の
よ
う
に
仏
教
洋
楽
や
そ
の
他
の
楽
曲
の
演
奏
を
目
的
と
す
る
イ
ベ
ン
ト
よ
り
も
む
し

ろ
仏
教
関
係
の
講
演
会
な
ど
、
仏
教
洋
楽
と
は
一
見
無
関
係
の
イ
ベ
ン
ト
に
出
演
し
、
そ
の
中
で
演
奏
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
が
、
い
わ
ゆ
る
演
奏
会
に
出
演
し
た
記
録
は
僅
か
数
回
し
か
確
認
で
き
ず
、
そ
の
イ
ベ
ン
ト
の
出
演

記
録
の
多
く
は
、
仏
教
関
係
の
講
演
会
、
ラ
ジ
オ
放
送
、
仏
教
の
関
連
行
事
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
仏
教
洋
楽

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
聴
衆
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
洋
楽
を
知
ら
な
い
、
ま
た
興
味
を
持
た
な
い
聴
衆
に
、
伊
藤
完
夫
の
作
品
を
中
心

と
し
た
仏
教
洋
楽
作
品
を
紹
介
す
る
機
能
を
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
が
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

ま
た
、
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
は
、
関
東
学
生
仏
教
音
楽
研
究
会
の
根
幹
と
も
言
え
る
ほ
ど
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
た
。
関
東
学

生
仏
教
音
楽
研
究
会
と
は
、
駒
澤
大
学
、
大
正
大
学
、
武
蔵
野
女
子
大
学
な
ど
の
大
学
の
合
唱
団
員
が
集
ま
り
、
昭
和
３
１
年
１
２
月

７
日
に
行
わ
れ
た
結
成
記
念
演
奏
会
以
降
、
十
数
年
間
、
東
京
都
内
で
毎
年
定
期
演
奏
会
を
開
催
し
て
い
た
団
体
で
あ
る
。
関
東
学
生

仏
教
音
楽
研
究
会
の
設
立
に
は
、
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
の
団
員
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
研
究
会
の
演
奏
会
で
は
、
毎
年
、
上
記
の

合
唱
団
が
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
者
の
指
揮
に
よ
り
仏
教
洋
楽
を
中
心
と
し
た
音
楽
を
披
露
し
て
お
り
、
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
は
、
賛
助

出
演
と
い
う
形
で
毎
年
演
奏
会
に
参
加
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
当
時
伊
藤
完
夫
に
よ
っ
て
新
し
く
作
曲
さ
れ
た
作
品
の
他
に
も
、
当

時
す
で
に
親
し
ま
れ
て
き
た
仏
教
洋
楽
も
多
く
演
奏
さ
れ
て
お
り
、
規
模
と
し
て
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
仏
教
洋
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楽
の
受
容
や
演
奏
史
に
お
い
て
、
こ
の
関
東
学
生
仏
教
音
楽
研
究
会
は
重
要
な
立
ち
位
置
を
担
っ
て
お
り
、
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
は

そ
の
母
体
と
も
言
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。 

 こ
れ
ま
で
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
の
業
績
は
、
仏
教
洋
楽
の
歴
史
の
中
で
、
筆
者
の
調
査
し
た
範
囲
に
お
い
て
全
く
と
言
っ
て
良
い

ほ
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
か
ら
、
築
地
仏
教
聖
歌
合
唱
団
の
活
動
と
そ
の
業
績
は
、
仏
教
洋

楽
の
普
及
の
歴
史
を
た
ど
る
上
で
も
、
音
楽
家
・
伊
藤
完
夫
の
活
動
や
作
品
を
研
究
す
る
上
で
も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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編
集
後
記
 

 こ
の
度
、『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
一
六
号
を
発
刊
い
た
し
ま

す
。 二

〇
一
九
年
末
に
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、

い
ま
だ
収
束
の
見
通
し
は
立
た
ず
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
な
ど
、
不
安
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
日
々
が
続
い
て
お
り
ま

す
。 そ

の
よ
う
な
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
明
年
（
二
〇
二
三
）
よ

り
、
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
の
慶
讃
法

要
が
勤
修
さ
れ
ま
す
こ
と
は
、
お
念
仏
を
い
た
だ
く
者
に
と
っ
て
、

明
る
い
話
題
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

親
鸞
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
時
代
は
、
ま
さ
に
動
乱
の
時

代
で
あ
り
ま
し
た
。
貴
族
か
ら
武
士
へ
と
権
力
が
移
り
変
わ
る
過
渡

期
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
戦
・
飢
饉
・
疫
病
・
災
害
な
ど
が
頻
発

し
、
世
の
中
は
す
さ
ま
じ
く
乱
れ
て
い
た
こ
と
が
、
諸
史
料
か
ら
窺

え
ま
す
。
時
代
は
異
な
り
ま
す
が
、
今
日
の
状
況
と
重
な
る
と
こ
ろ

も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
今
を
生
き
る
私
た
ち
が
心
豊
か
に

生
き
る
上
で
、
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
と
、
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
み
教

え
か
ら
、
改
め
て
学
べ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

そ
こ
で
今
号
は
、「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八

〇
〇
年
」
に
因
ん
で
、
親
鸞
聖
人
や
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

に
関
連
す
る
論
攷
を
中
心
に
構
成
し
、
併
せ
て
研
究
職
員
の
日
頃
の

研
究
成
果
を
収
載
い
た
し
ま
し
た
。 

今
号
の
成
果
が
、
読
者
の
皆
様
、
そ
し
て
宗
門
に
と
っ
て
有
益

な
も
の
と
な
る
こ
と
を
、
編
集
者
一
同
、
強
く
願
い
ま
す
。 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
は
、
現
在
「
教
団
総
合
研
究

室
」「
教
学
伝
道
研
究
室
」「
仏
教
音
楽
・
儀
礼
研
究
室
」
と
「
東
京

支
所
」
の
三
室
一
支
所
の
体
制
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
活
か
し

た
研
究
・
調
査
・
編
纂
の
事
業
を
継
続
し
て
い
ま
す
。「
自
他
共
に

心
豊
か
な
社
会
の
実
現
」（
宗
制
）
の
た
め
に
、
今
後
も
、
そ
の
成

果
を
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
や
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
会
・
刊
行
物
を

通
し
て
公
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 （『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
刊
行
委
員
会
） 

 
【
訃
報
】 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
所
長
丘
山
願
海
は
、
二
〇
二

二
（
令
和
四
）
年
四
月
二
五
日
に
往
生
い
た
し
ま
し
た
。
二
〇
一
二

年
に
当
研
究
所
副
所
長
と
し
て
着
任
さ
れ
て
以
来
、
二
〇
一
六
年
か

ら
は
所
長
と
し
て
、
研
究
業
務
は
も
と
よ
り
宗
門
の
発
展
に
寄
与
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。
ま
た
、
有
縁
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
丘
山
所
長
在

任
時
と
変
わ
ら
ぬ
ご
教
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
引
き
続
き
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。



230

浄土真宗本願寺派総合研究所　所掌事項一覧 
１．教団総合研究室 
・宗門運営の総合的研究及び現況調査に関すること。 
・他の宗教団体の研究及び分析に関すること。 
・宗門教学会議の運営に関すること。 
・六条円卓会議の運営に関すること。 

２．教学伝道研究室 
　〈現代教学研究担当〉 
・現代における教学の総合的研究及び調査に関すること。 
・現代的諸課題の調査研究に関すること。 
・総局が指示した教学諸問題の解明に関すること。 
・他の宗教団体との協力に関すること。 

　〈現代伝道研究担当〉 
・布教伝道の推進についての実践的研究に関すること。 
・宗門内の伝道資料の収集、調査、分析及び開発に関すること。 
・メディアを用いた伝道方法の研究に関すること。 
・過疎地域及び都市部における伝道並びに国際伝道の研究に関する
こと。 

　〈聖典編纂担当〉 
・浄土真宗聖典等の編纂及び刊行に関すること。 
・聖典編纂資料の収集、調査及び分析に関すること。 

　〈教学相談担当〉 
・「いのちと念仏」相談センターの運営に関すること。 

３．仏教音楽・儀礼研究室 
・勤式儀礼及び仏教音楽の研究及び普及に関すること。 
・声明及び仏教音楽の創作及び演奏に関すること。 

４．東京支所 
・首都圏における教学伝道の振興に関すること。 
・首都圏における思潮や情勢その他諸問題の調査、分析に関するこ
と。 
・首都圏における宗教事情及び他の宗教団体の研究に関すること。 
・首都圏における教学伝道上の諸課題その他諸問題の研究及び対応
に関すること。 
・首都圏におけるメディアを用いた伝道の研究に関すること。
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